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挨拶 

１ 事業者挨拶 

序 

 香川県知事 池田豊人 

豊島廃 処理事業報告書を するにあたり、一 ご 申し上げます。 

豊島廃 処理事業は、平成12年 月に と豊島住民の方々が 意した

に基 き、 特 産業廃 に する の 去 に関する特 措 法 による の

を て、これまで、 の最 の一つとして り んでまいりました。 

平成1 年 月に直島での本 な廃 の処理を し、 で められた

期限 である平成29年３月には、豊島から廃 の搬出を終えることができました。

の後、 たに見つか た廃 も め、令和元年 月に全量 91 ３ の処理を完了

しています。 

また、地下水 については、 な 対 に り 、令和３年 月に地下水の

排水基準を達成し、関連施設の撤去 処分地の整地についても、令和 年度末に完了した

とこ であります。 

ここまで事業を めることができましたのも、直島町 豊島住民の方々、関係者の皆様、

議会をはじめ 民の皆様のご理 、ご 力の であり、ここに深く感謝を申し上げま

す。 

後、地下水 については、 水の な による 然 により、より しい

基準の達成を すこととしており、これには、一 の年 を すると えていますが、

基準を達成し、豊島３ 会に処分地を引き すまで、地下水の と処分

地の 理 に引き き り んでまいります。 

また、 では、 員 を じて、 員が豊島 を え、 会を つとともに、

廃 の 処理の 会 成に けた を めているとこ でありま

す。 

この報告書は、事業に た 、豊島 から た 、また、全 に がな

い中、 の理念のもと、 の先 方のご ご をいただきながら、 を一

つ一つ し、 に事業を めてきた をまとめたものであります。 

最後に、本報告書の りまとめにご 力いただきました の先 方、関係者の皆様

に感謝申し上げますとともに、本報告書が豊島事業に対する理 を深め、 後、

な 会を 現するための一 となれば いです。 
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豊 事業  

香川県    

 豊島における産業廃 の 法 が してから 、 して、この豊島

の に けて、平成12年 月に 整 員会による が成 してから2 年

上が いたしました。 

平成 1 年度からは、産廃特措法による の を けて本 に廃 の処理

に り んできましたが、この産廃特措法は、当 1 年 の時限 法であ たものが、

に1 年 長 れ、令和 年度末に の期限を迎えました。 

 この 、 議会においても、豊島 の に 、本会議 員会において、 度

となく 議を てまいりました。特に、産廃特措法の最 の期限である平成2 年度末が

ていた平成23年 月 会では、当時 施 れた現地 量に基 く見直しの結果、廃

の処理対象量が、 れまでの から大 に増加し、処理期 の 長を なく

れたことな から、 豊島廃 処理事業の な執 を める 議 を い、 の

を引き き していくとともに、事業のより な 理に めることな を

めました。 

の後も、様々な がありましたが、本事業は、平成29年に豊島からの廃 の搬

出 直島中 処理施設での処理が終了した後、令和３年には地下水の排水基準を達成し、

おり産廃特措法の期限 の令和５年３月に関連施設の撤去 処分地の整地 事が完

了しました。 

これまで、安全 保全に関 る大きな事 もなく めることができましたことに対

し、中 処理施設の れ で御 をいただきました直島町 、 を り越え

られた豊島住民の皆様方、 に 切な御 御 を りました の先 方、現場

で日々御尽力いただきました事業者の皆様をはじめ、全ての関係者の皆様方に対し、深く

感謝を申し上げます。 

豊島 は、 後の 度成長の下で大量 産、大量 、大量廃 を けてきた日本

会の を き りにしたと れています。現在、 は地 の として

な り が様々に められておりますが、 た はこの豊島 から られた

をし かりと まえ、 先 として、 しい 然と豊かな に まれた本 を、

にし かりと引き継いでいか ばなりません。 

長い年月を して めてきた本事業も、このたび大きな を迎えることとなりました

が、令和５年 月 も、地下水の 基準を達成し、豊島３ 会に処分地を引き す

まで、水 の 処分地の 理 を けていく があります。 

議会といたしましては、 後とも豊島住民の方々はもとより、 民の皆様の御理 と

御 力のもと、本事業の な終了と本 の 対 の に けて 意 力してまいる

です。 
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豊  

豊 事業  田 田  

199 年に豊島の 法 現場を最 に したときのことは、いまでも に えてい

る。 と豊島住民会議の で中 意がまとまり、豊島廃 れによ て

れた を処理するための を する の 員会が れる直 であ た。

々 れた 員が現地 として したのだが、 が のような かを見るた

めに、住民の 志に てもら た廃 の から せられる な 、 して

いの い まり水、 らに の上に かんだ分厚い の は で、これがあの豊島

かと を めなくてはならない でもあ た。 

の とは、この廃 との いが を う 当長いものになり、 分の を

けた対象になるとの思いであ た。 念ながら、中 意の成 時 では住民と の に

は、 れまでの係 を引き た が いており、このままではこの いには てない

との思いが いた。 こで 者に したのが、 の理念であ た。 とは、

な関係者が に 加 し、 たな関係 を て を する、

を達成するという理念であり、 いの対象は、 でなく、住民会議でもなく、あの廃

であり、 々 員会を め、住民会議 して の３者が力を せて、この廃 との

いに 利しようとの であり、 れなくしては、この いに てないとの思いであ た。

の後、 と住民会議の で が じる度に、この の理念を申し上げ、

者の意 をこの いの に し、 度の に か てきた。 して 日がある。 

たしかに、あの廃 して い まり水はなくな た。 れが 々の 利なのか、

も もこの いは であ たのかの 念が く。結 からいえば、このような いの

ない 会を れたかが 々の 利の ではないだ うか。豊島 は、 大量 産 大量

から 後 につけ しをしない 、 会の との

民の意 の を 、これを に法 度 会 の 、 れを える

の をもたらした。一見、もう 度とこのような は じないように見える。 

しかしながら、廃 を め、 は い。最 の 排 の

んな の事 を見ると 安になる。 に 民が関 を せ、 を ら に

ていかないと、また を えた の豊島 が こりか ない。 後の 々の役 でも

あると思う。 

平和 も い。 後に 々は 度とこのようなことを じ せない対 対

処を のように るのだ うか  
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 豊島廃 処理事業報告書の にあたり、直島町を 表し、ご を申し上げま
す。 
 この事業は、 にと て に る 事業であり、 の中で当町は豊島廃 の
中 処理を うという を担うことになりましたが、 はこの事業の から関
ておりましたので、ここで当時を り て たいと思います。 

 平成11年 月、当時、 任して もない濵田町長（当時）のとこ に、
長が て られ、町長 において事業の 議がな れました。 
 当時、 は 長を しており、 議が終 た直後に町長から 豊島をする

との を けましたが、この事業を に町の の を す、という町
長の い思いが し しと り、 も意 に感じたことが思い出 れます  

 の町長からの を け、事業の け れに けて準 を めるため、 に
を結成したことを 切りに、平成12年 月には全 を対象とした 直島の

を える を 施し、 を える を られた か、平成12年３月
５日には での住民 会に加え、 民に対する 会も 施
するな 、住民をはじめ全ての皆様のご理 を る く、連日、 し けました。 
 また、地元の 業関係者の中には、 による の 下な 事業が かなく
なることを 念する があ たことから、 の のために関係者と 議のうえ に
よる基 を 設し、 一、 が しても が となるような 度の 設を
れました。 

 この 、町議会でも 対 特 員会が設 れ、議会 で に を いた
か、 直島 は３月2 日に事業 を了 、直島 業
も３月21日に の として け れ なし、とのご を き、３月22日の町

議会 会において、 くの が で た中、町長の け れの表 に
りました。 でも えていますが、濵田町長は け れ表 の 、大 な 感に まれ
ておりました。 

 上のように、 念 れる の の見 しがついたことから、濵田町長は に
対し、事業の け れの として のないこと につながること

に 切に対 すること 町民の を ること の つの を した 書を
に 、何とか 結までこ つけることができ、平成12年12月に との本 が

結 れ、本 に 設が直島町 で まりました。 
 の後、平成1 年に が し、いよいよ処理が れ、廃 の処理には
大な時 と処理 が することになりましたが、平成29年 月に 事、廃 の

処理が完了することができました。 

 当町にと ては 1 年に 度、あるか ないか の大事業でありましたが、
員会の 田 員長をはじめ、 員の皆様方には 大なるご尽力を り、大きな
もなく終了することができました。また、 事をはじめ、 員の皆様方には、

町として様々なことも申し上げましたが、この場をお りしてお し えたらと じま
す。 して、豊島廃 処理事業に関 て下 た全ての皆様に より感謝申し上げ
ます。 

 ここまで、直島における事業について り て ましたが、これらの を て
、直島町は、 に る の先 地として、 たる地 を くことが

できました。 後は、この事業に たことを とし、 られた を
引き継いでいくことを とし、 後の直島町の に していきたいと えていま
す。  
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 先 から け継いだ豊かで しい る と豊島、 して 民 の 産である
を に継 していくことは、現在に きる た す てに せられた です。 た
が、豊島に産業廃 が まれることを て、 の のために 上がり、 の
後長期に て 法 れた 大な産業廃 を、豊島から完全に撤去 せるためにた
たかい けたのは、ま にこの思いからでした。 
 た は、 の 後、現場に れた 大な産業廃 を撤去 せるため、 
中 平 を 長とする豊島 とともに、 を申し てました。 民
に対しては、豊島事 の を え、 の 任を らかにするために、 年に
たる での 議 、 1 会の 、廃 を えての な
、様々な を しました。 

 2 年 月、豊島 の で、 た 住民が見 るなか、 事が の 任
を め、住民に謝 し、安岐議長と をしました。 た は、あの日の びと感 を
も れることができません。 
 成 に先 、 員会は、処分地の廃 を 処理方 により
処理することが 切であり、直島に 設する処理施設において、 を すること
なくこれを 施することができるとしました。また 員会は、これまでの な
対 を り越え、 の理念にもと いて、 た 住民と が、ともに廃 の処理
事業に に 加 し、 たな関係 を て を していくように
びかけました。 
豊島廃 処理事業は、 が が す き 会の21 に けた を

くもの として けられ、 た は、 の理念に基 いて、 事業を 任せに
することなく、 に 加 してきました。 
2 1 年３月、 た は、最後の産廃を んだ を現場で見 りました。 の後、処分

地の地下水が排水基準を達成し、 の 水 が全て撤去 れて、 と豊
島が び がりました。 して 、よう く整地 事の完了のときを迎えています。 

り れば、19 年12月の から えて 8年、 の申 から3 年、
の成 から23年が しました。この 、廃 撤去 にかか り、 申 と

な た豊島住民 9 のう 、 1 が亡くな ています。 た は、このような
の中で、この日を かえたことに 感の思いを いています。 

 処分地の整地完了にあたり、 た は、豊島廃 処理 議会 び、 員会
理 員会 員会な 豊島廃 処理事業に関 れ、 をし

ていただいた くの の な まに対し、 よりお礼を申し上げるとともに、引き
き、 れた の に り んでいただきますよう、お い申し上げます。 

 は、様々な を り越え、 を し、期限までに撤去を完了 れまし
た。 た は、深く 意を表するとともに、処分地の引き し完了まで引き き 力 れ
るよう いたします。 
 整 員会は、 の りを し、 方 に対する 力 な と 整
により、 による を 現し、豊島廃 処理事業を見 ていただいていま
す。 より、感謝申し上げます。 
 最後に、亡くなられた中 先 を めとする豊島 の な まは、法 の と
して、また た 住民の 志として、長きに たり た に 力し、関 ていただきま
した。 よりお礼を申し上げるとともに、このときを迎えられたことを、ともに びあい
たいと思います。 

 処分地の地下水 は 後も きます。 た の いは、処分地の を 現し、
処分地が に しい を り すことです。 た は、この 8年
で た な と成果を深く に 、これらを の に引き継 、 に け
た 力を らに けることを います。 くの 民、 民の皆様には、ご理 とご を
お い申し上げる です。  
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豊 事業  

   

 豊島における の が を迎え、豊島の廃 から られた 、当

を として られた成果 を後 に える く、 豊島廃 処理事業報告書

が れますことを からお い申し上げます。 

 豊島における事 は、 が における最大 の産業廃 法 事 の一つであり、

大量 産 大量 という 会 の の として、産業廃 の 法

な処理が、いかに深 かつ 大な をもたらすか、 き りにしました。 

の から32年の 月を て、廃 の全量撤去、 処理を終え、令和３年 月

に処分地全 で地下水が排水基準を達成したことは、島民の皆様の元の しい島を り

し、 に引き継 たいとの い い 、 の いに 感した くの関係者の皆様の御

力と、 び直島町の対 が結 したものと しております。長きに たり

のために御尽力 れるとともに、 の時 にあ ても な 、 たな

力を 出してこられた皆様に から感謝と 意を表します。 

 では、これまで に り廃 処理法を するな の を るとと

もに、 法 の を めるため、 と産業 からの出えんによる基 の設 、

産廃特措法の を てまいりました。豊島の事 に対しても、廃 の撤去 直

島での中 処理 の を てまいりました。これらの により、 法 を め

とする 処理は、 時に 、大きく しております。豊島で られた も

かし、引き き の と安全安 な地 会の に けて 力してまいります。 

 結びに、豊島が元の 然と らしが 和する安らかで平和な島となり、島民の皆様が

の を れることを切に います。 
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豊  

   

が 最大 の産業廃 事 として 会の を めた豊島の廃 が、

事 の申 てから 、 成 から2 年の長い年月をかけて、 意の に

て、全て 切に搬出、処理 れ、処分地地下水の も排水基準の達成が れ、引

しに けた整地 事を 施する に たことに、 事 を担 た としても、

からお びを申し上げるとともに、この 、豊島廃 処理事業はじめ本 の

に関 られた方々の御尽力に 意を表します。 

豊島の廃 は、 成 時に れたものでも、 に達する 大な量で

あり、 き う、 は、 の搬出、処理 に長期 を見 ものとなりました。

また、 の においても、 見を まえた関係者 での な 整

を するものとなりました。にもかか ら 、 に 、 おりに廃 の

搬出 処理 が に 施 れたことは、申 てから 成 まで 年 の に

おいて、 による を に、当事者 で な りが れる中

で、本 の理念である の 念 の 会 意 が 成 れ、また、

当事者 の 関係が 成 れたこと、これらを に豊島廃 処理 議会が設 れ、

豊島廃 員会の のもとに関係者 で対 を けながら に けて

する が整えられたことが大きか たのではないかと思 れます。また、何よりも

に けての関係者の熱意のたまものと思います。 

本 の関 りは、当 員会にとりましても、申 から 成 に るまでの

、 の 、 の の のい れの においても、当 員

会の役 の め方な を える一つの として、 で り継がれる き

な 産とな ています。 

当 員会は、 成 後も、 の を してきましたが、本事業の

遂 により、水 基準の達成 を して本 処分地を豊島３ 会に引き す の、

で められた の の完了も に てきているとこ であり、引き き、

後の を見 て りたいと思います。 

の めるとこ が最後まで に れ、 の結果、豊島が

という しい 然の中でこれに しい を完全に り すことを て ません。 
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本 議会は2 年 月に成 した 整 員会の （3）の に基 き

申 ら（豊島住民ら）と とが廃 処理事業の 施について 議するため設

れたものです。 して、 議会の については豊島廃 処理 議会設 に め

られています。 によれば、 議会の 成員は（1） 者 （2）申 らの

表者 （3） の担当 員 と れています。また、会長、会長 理は

者が担当するとな ています。 会長は 方氏（ 整 員会 員）、 は

利氏（ 大 ）、３ が筆者です。なお、 議会は 年 れ、

は豊島で れてきました。また、特筆す きは、 議会を 完する意 で、月

度事 連 会が れ、 議会での議 の事 な 整を てきていることです。

これまでに2 を える連 会が れ、これが住民 と との な

の役 を果たしてきました。 

 て、本 議会がこれまで 議を てきた議 は 岐に たりますが、 なものは下

のとおりです。（1） な 保全措 （ 水 の 設）（2）中 処理施設の 設（3）

中 保 施設の設 （ ） 度排水処理施設の設 （ ）廃 の 処理

（ ） （ ）処理事業の 報方法（8）処理量の 対 （9）直下の

の処理（9） 事業の （1 ）地下水 水の処理対 （11）処分地の 理方

法 

 これらの議 は 員会 理 員会でも り上げられていたものではあります

が、あらためて、直 、地元住民からの 意見を の担当 員が け める場として、

な 会を しています。 

 の 議会は、 、 かな で議 が れますが、議 によ ては住民

が をたたいて、 しく を する場 もありました。特に、 が で事業を

めた場 は、事 に 員会なり住民 の了 を た上での事業 を く めて

することがありました。 の意 では、本 議会は の のもとに したもの

でありますが、住民 と との に、ある の 関係が保たれた 議の場でありまし

た。 

 筆者が会長を めた期 において、かなりの議 が れたものは つあ て、 つは

水 の撤去方法についてであります。住民 は 水 の の完全引き きを めま

したが、 は の け方 もありうるとの であり、結果 には住民 の意見

を 先 せる方 になり 事が れました。もう つは、処分地の整地方法をめ る議

で、住民 が 然 を す方法を しましたが、 は現 の を す

法を して から対 しました。結果 には、 に 法を分けて、最 は の

方法を し、の に住民 の 然 を すことで 者の了 を ることができま

した。このように、 議会は り、住民 と 員 との 議の場として、本事業を

遂 する上での な役 を担 てきています。 

豊島廃 処理事業は、まだ地下水の が完結していないので、当 くと思 れ

ますが、 この 議会が、 の豊かな島を するために、 の で大切な役

を果た れることを ています。 
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香川県  

業 事    

 直島 業 がある直島は、 の最 にあたる と ばれる に

ある大 2 の島々からなる直島 島の中 であり、 、 ５

で、 より 方13 、 の 方３ に しています。 

の い と くの島々により の れがよく に まれた が 成 れ、

産力の い れた 場 を り出しています。当 は、この まれた の中で

業、 、 を い な を日々 者に届けてきました。 

 のような中、 する豊島の廃 を直島で処理する の 表は、ま に の

であり、 々としては け れるのが しい でした。 

最も 念したのは、廃 処理の れに う による 上 とい た

の でした。 

この の対 として、 は基 を てるとともに、町とともに の

れが した場 のつな 度を設けることを したことから、 々は最終 に

の として直島での中 処理の れを しました。 

豊島から直島 の廃 の 上 については、豊島廃 上 航 安全対

員会に し廃 の 上 に う安全 保に関して意見するとともに、 上

後は な と に豊島廃 上 連 整会を 年 し、 上

の な 施に 力しました。 

結果として基 度を うことなく直島での廃 の処理が完了したことに安

しています。 

に た て安全 安 な水産 を 者に安 するためにも、 々 業者は

保全に り きと えています。 

当 としても、 員全員で の を 施するとともに、 場の

を るため、 期 に 水 、 を 施し、 年、

場には を し、 場 の 保全に めています。 

水産業を り く は日々大きく していますが、 場 水産 の 切な

理 を い、 を担う 者達に 業を 力ある産業としていくことが 達の とな

ています。 

を と 然が する な豊かな としていくため、 後も、 の

水 の保全に 力してまいりたいと思います。 
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この度は、長年の であ た豊島廃 処理事業を 事完了 れ、本事業関係者の

皆様のご尽力に より 意を表します。 

本事業は、直島町 の関係者の方々のご理 を て、 の を な

直島 の 地 にて れました。豊島廃 処理事業とともに 施 れた

なおしま では、豊島廃 処理に う 成 の と せて、

施設、 施設 設による、 の 事業も

しました。これにより、当時 とな ていた、廃 に い する

の処理も になりました。これらの事業で産出 れる の 成

は、 の で処理することにより、 の なら 、 は

として でき、完全な が となりました。 の処

理による の につきましては、 より一 量 ておりましたが、

本 の が 事業 の かりとなりました。 の後、

施設の 業 の 上とともに、 の 施設の 設、

の 法である が つ 事業に対する の 在 が ま

て、 の 事業は のものとなりました。 

本 では、 施設と の の一 も うこととなりました

（令和５年３月時 では、 感 大 のため中 しています）。

に くの方々にお越し き、 の 施設を する、 なおしま

の 事業について、 の と意 をご理 くことができました。これは、 、

直島町 び にと ても に 意 なことであ たと思います。 

一方で、豊島廃 処理事業終了後の施設につきましても、 を最大限 し

て、 の に の を加えた 業 を設 し

ました。これにより、 、 、 までの一

した を整えることとなり、 も な の 現を

しています。 

豊島廃 処理に ま た、 での 民一 とな た地 を げての り は、

けた 会 成の大きな となり、地 の に がるものと していま

す。 が の一 となることができ です。 

最後になりましたが、 、直島町 び の関係者の方々の 々のご を 念 し

まして、 の と せて きます。 
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１   

１   

１  

１ １   

 本報告書の 成の 、豊島廃 処理事業の全 について した。 

 豊 事業  

 豊島 が じて 成 に るまでから、事業 に るまでの 、廃 処理の方 、

して、廃 撤去後の まで、事業の を した。 

 １ 豊  

処分地の 、 、中 処理、 、 の 利 な について、 施方法 を

に した。 

  

 廃 処理中 廃 撤去後の 水 地下水 対 について に した。 

 豊 事業  

 豊島処分地 上 上 、直島中 処理施設、 度排水処理施設な における施設の

理 安全対 について した。 

 豊 事業  

 廃 撤去後の施設の撤去 業について、 に した。 

 豊 事業 事  

 豊島住民 の 関 者 との関係、 力、 対 、 、 報告書、

報 な 、事業の遂 において特 す き事 を した。 

 豊 事業  

 処理した廃 の量 に加えて、事業の の について した。 

 豊  

 事業の 、豊島 による 、 後の について した。 

 また、事業に係 た方々の思いな を した。 

  

 年表、 、 表 、報告書 、処理事業に係 た 員が

表した な を した。 
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 本報告書は、豊島廃 処理事業に対する理 を深めるとともに、 な 会の 現 を

えていくうえでの一 とするため、事業に た 、また、全 に がない中、

の理念のもと、 の をいただきながら、 を一つ一つ し、 に めてき

た をまとめたものである。 

 事業全 の れが時 でつか すい 成としたうえで、 な 表、 を 分に

いて、当 事業の に るまで理 できるように 意して 成している。 

 なお、豊島事業関連施設の撤去な は、本報告書とは に、表 のとおり、 の

報告書としてとりまとめている。 

１ １ １  

  

 

豊 事業  

 

 

豊  

豊 事業  

 

 

豊 事業

 

  

豊 事業

 

豊   

事  
事   

豊 事業

事

 

豊 事業 豊

 

 

豊 事業

事

 

豊 事業 豊

 

 

豊

 

豊 事業

 
 

  

 豊島廃 処理事業は、 を う をはじめ、 の地方 、 業、

関 者である地元住民な 、 くの関係者の御理 御 力のもとで めてきた事業である。 

 事業の を し、 の とするため、本報告書 成にあたり、関係者に処理事業に対す

る思いな を執筆いただくこととした。 
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 豊 事業  

和

3年 19 8年 月 が豊島の処理業者（豊島 会 ）に対して産業廃 処理業

の （ 、 く 、 の んの い、 による 処理

業に限る） 

8年 1983年 月 処理業者が く の を  

和 年 後 ～平成 年  

処理業者が 廃 、 の産業廃 を の 理地に

搬 し、 き 法  

平成

年 199 年 11月 が処理業者の事業場を  

12月 が処理業者に対して、産業廃 処理業の を り すとともに、廃

の撤去 を 令 

３年 1991年 月 処理業者に対して （豊島 会 ： 、

者： 役1 月、執 ５年） 

      1 月 廃 処理法の 本 （廃 処理施設の設 について、 が れ

るな ） 

５年 1993年 11月 豊島住民が 処理法に基 く を申  

が処理業者に対して、処分地の 保全措 を 令 

年 199 年 ５月 が処理業者 び の 者を 事告  

年 199 年 月 廃 処理法の 本 （処理施設を設 する に、 を 施

し、申 書 を告 、 する が けられるな ） 

月 豊島住民と との中 意が成  

 豊島廃 処理 員会を設  

11年 1999年 月 が直島町議会で直島処理 を  

11月 員会が ３ 豊島廃 処理 員会最終報告書

を 出 

12年 2 年 ３月 直島町長が の れを表  

12年 2 年 月 時 議会において 議  

豊島住民と との が成 （ 日） 

廃 処理法の （排出事業者に、最終処分までの と 任が せられ、

意 の排出事業者が措 令の対象に れるとともに、 の対象に

れるな ） 

1 年 2 2年 ３月 豊島処分地の な 保全措 事完了 

      月 法 （ 事の により 事会として、

の を 時に するい る い方 を し、

現した） 

1 年 2 3年 月 廃 処理法の （廃 であることの いがある の処理について

ができることと れるな ） 

         特 産業廃 に する の 去 に関する特 措 法 （全 地で

とな ている大 な 法 を一 するため、 の について め

た1 年 の時限 法が れた） 

1 年 2 3年 月 中 処理施設完成、豊島廃 処理事業 （本 処理 ） 

12月 産廃特措法に基 く 大 の 意（H1 ～H2 年度） 
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1 年 2 年 月 廃 処理法の （ 法 の 搬に対する が 設 れた） 

1 年 2 年 ５月 廃 処理法の （産業廃 関係事 を保 設 から 令で する

が うこととしたな ） 

2 年 2 12年 月 特 産業廃 に する の 去 に関する特 措 法の （法の

期限（平成2 年３月末）が平成3 年３月末まで1 年 長 れた。） 

2 年 2 13年 月 産廃特措法に基 く 大 の 意 事業期 長（H2 ～R 年度）  

2 年 2 1 年 月 廃 処理法の （ 廃 処理 について、 時について

の事 が 加 れるな ） 

29年 2 1 年 ３月 豊島からの廃 の搬出完了（28日） 

月 直島での廃 の処理完了 12日 （処理 量 91 ） 

   廃 処理法の （特 の産業廃 を 量に排出する事業者に対して

の が けられたな ） 

月 豊島廃 処理完了 日  

3 年 2 18年 月 地下水 対 の 施の に、廃 11 が見つかる 

31年 2 19年 ３月 中 処理施設の一 び 会 の 完了 

令和

元年 2 19年 月 平成3 年 月 に たに見つか た廃 （処理量 1 ）の搬出 処理が完

了 2 日 （最終処理 量 91 ３ ） 

３年 2 21年  月 豊島処分地地下水 水 対 会において、処分地 全 での排水基準達

成を  

年 2 22年 ３月 水 の引 きの完了（ 水 の 完了） 

５年 2 23年 ３月 産廃特 措 法に基 く 豊島廃 の処理にかかる 施 の完了（処

分地の整地の完了） 

         特 産業廃 に する の 去 に関する特 措 法の  
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 豊 事業  

１ 豊  

１ 県  

和 年12月、 町豊島の豊島 会 （ 下 豊島 という。）から に

対して、 な産業廃 を り う産業廃 処理業の の申し出があ た。 

住民の 対 は く、 書 議 を 出した か、 和 2年 月には、産業廃 処理

場 設 を するな の対 措 をと たが、 和 2 年 月、豊島 が産業廃

処理業の事業 を による 処分に する申し出を い、 和 3 年 月、

は に対して産業廃 処理業の を た。また、豊島 は、 和 8年 月には、

（ の く ） を として し、 の中から を する で、

安 員会から く の を した。 

とこ が、 和 年 後 から平成 年にかけて、豊島 は を大量に

し、 が 理する事業場（ 下 処分地 という。） 搬 して、 き 法 な を

うようにな た。 

平成 年 11 月、 が廃 の処理 び に関する法 （ 下 廃 処理法 とい

う。） の で処分地の を い、平成３年 月、 地方 において、豊

島 が 、 者が 役1 月（執 ５年）の を けた。 

は、 の 後、豊島 に対して産業廃 処理業の を り し、 らに産業

廃 撤去 直 水 の施 の措 令を たが、 切に 施 れなか たため、平成 年

月、廃 処理法に基 く措 令 で、豊島 び会 表者が の 令

を けた。 

 

 平成５年 11 月に、豊島住民 38 （後日住民 111 が 加）が、産業廃 の撤去 び

を めて、 か 2 者を 申 として、 に対して 処理法に基 く を

申 した。これを けた関係 による連 会設 が とな たことから、 整 員

会が を けて 申 を け、事 処理を した。 

 平成 年 12 月から 年３月にかけて 整 員会の 員会による が 施 れ、

員会は、処分地をこのまま すると 保全上の を るお れがあるので、

に対 を じる きであるとしたうえで、廃 に中 処理を施すか うかとい た に

じて つの対 を した。 

 は当 、 として り る は 処分地において、廃 の現 に を加えることなく、

水、 水 の 保全措 を る。とする であるとの えを たが、 員会による

整な を て、平成 年 月18日、 廃 は による中 処理を施すことによ てでき

る限り 利 を る 、 処分地を豊島 会 により廃 が搬 れる の

に すことを す ことな を とする中 意が成 した。 

 

 は、豊島廃 処理 員会（ 下 員会 という。）を設 し、豊島廃

の処理に関する 事 についての を た。 

 員会は平成 年 月から平成1 年 月までの に 1 れ、 な

保全措 中 処理の について 議を た。また、 員会は、

平成1 年 月から平成11年３月までの に ５ れ、産業廃 の処理ならびに

の の 大 を し、 のために となる 対 の に関しての

な を な とした。 
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 平成 11 年 月、中 処理施設の の から、 は直島町での豊島廃 の中 処

理を した。処分地 での中 処理施設の 設 という が れたので、 事

に関する見直しを うため、 ３ 員会が平成 11 年 1 月から平成 12 年 月までに

５ れた。 

 直島町で豊島廃 を中 処理するという を けた直島町は、 がないこと な 、

れのための つの を した。 は、 ３ 員会による安全 の 、直島町に

おける 対 な の 対 、 の全 住民 会の 施

な を い、平成 12 年３月 22 日の直島町議会において、 豊島に 法 れた産業廃 を

直島 に 設する で処理する という の の れが表 れた。

 中 意の後、 員会の のもとに、排出事業者からの の 分 処分地における

地上 の設 、 の謝 な の について 議が められ、平成 12 年５月に 員会から最

終 な が れた。 は、 員会による の 直島処理 の

れ表 な も まえ、 な のもとに、 を け れることとし、平成12年 月 日に

が成 した。 
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 豊 事業  

１ 事業  

 成 後、 は施設 に係る設 設 において な を るため、

に基 き、豊島廃 員会（ 下 員会 という。）を設 した。 員

会は平成12年 月29日の から平成1 年３月28日まで 2 れた。 

 また、豊島処分地において、豊島廃 処理事業の 施期 中を じて継 に 地 の

の 大を するため、平成12年 月から平成1 年３月までの に、 な 保全措

として、 での 水 の 設、廃 の 、 水 の 設を 施した。 

 の後、平成1 年に中 保 施設、特 処理 処理施設、 度排水処理施設、中 処理

施設が完成し、処理事業が れた。 

事業  

 中 処理施設 の施設 後は、施設の び 理、廃 の 、 び びに

、 、 において、 、 、 を るため、豊島廃 理

員会（ 下 理 員会 という。）が設 れた。 理 員会は平成1 年３月28日の から

平成29年 月 日まで れた。 

については、ま として、 の の い にある廃 と

から した廃 を することにより処分地を平 にした。 に

として廃 の全量処理を して を た。 の後、処分地の全 の のために

一 の区 ごとに まで を うことな を基本 な え方とする ３ を し

を め、平成29年３月に廃 の撤去が完了した。 

 廃 の処理については、特 処理 を分 した後、 廃 に （ 、

び ）を 加し を い、 の後 の廃 を加え

て し を た。 の後、廃 は に 、 太陽 で直

島町の中 処理施設に び、 処理をした。 処理の で を する

とともに、 は の として れた。 

豊  

 豊島廃 の量は、平成 年から平成 年の 員会による では と れてい

たが、 の 基準の な 保全措 における な により、平成 1 年５

月には ５ と れている。 らに、当 していた に廃 が れた

こと 廃 の 度が当 の よりも か たことな から、 91 とな た。 し

て、 たに 1 の廃 が見つかり、最終 に 91 ３ とな た。 
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 事業  

１ 知事  

平成12年 月 日、豊島住民と の において、 は、廃 の を り、豊島

に対する 切な を た結果、豊島の処分地について 、水 深 な事

を し、豊島住民に長期に たり 安と を えたことを め、 から謝 の意を表した。ま

た、 成 後の 事 において、廃 に りがあり、 の を する豊島廃

対 事業 を じることとな たことを に し、これを として、このような事 を

び することの いよう、 後、 な廃 の に なきを期すこととし、 らに

21 の における 会が 成 れるよう 力することを表 した。 

豊  

豊島 から られた としては、法令を するため 然とした対 をすること、 の

を表 にとらえるのではなく、現 に れていることを直 して対 すること、現場 を

すること、 として対 すること、 法 の 然 期 見 期対 をすること、

廃 の に に り こと な が げられ、こうした を かす

ため、 員 において、 員が豊島 を え、 会を つこととしている。 

事業  

 において、 は からの謝 の意を表し、申 らはこれを としたうえ、 方は

員会が する の えに基 き豊島を元の に すことを した、と れて

いる。豊島廃 処理事業は、こうした基本 に基 き れた。 
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 豊 事業  

 

１ 豊  

 に基 き、申 らの 表者 び の担当 員による 議会として、豊島廃

処理 議会（ 下 議会 という。）が設 れた。 議会は、 者 、申 らの 表

者 、 の担当 員 の 議会員 1 で 成 れ、会長 び会長 理 は

者をも て てることと れている。 議会は、豊島廃 処理事業について 議するこ

とが であり、平成12年 月 日に が れて 、年 の 度で れた。 

また、 理 員会 において、豊島住民の 表者は、直島町 表者とともに、会の び最後

に意見を る時 があり、 な意見 が れている。 

らに、 の場で 岐に たる議 についてより一 な意見 を うため、 と豊

島住民との事 連 会を平成13年 月2 日より ている。 

 

 豊島廃 処理後、 年 が ている施設を撤去することな の が議会より

れていたため、 は中 処理施設を直島町の 会 直島 地 に 設する

ことを し、平成12年３月に直島町は れを表 した。この は、施設の 利 が られ

るだけでなく、直島町の にもつながるとして れたものである。 

 の後、 と直島町は で、平成 1 年３月に なおしま を

し、島し では めて の の を けた。この により、中 処理施設

の を する 施設な が整 れるとともに、豊島廃 の

処理から まれた を た が 施 れるな 、豊島廃 処理事

業が の に れた。 

 

 豊島住民 び直島町住民が処理事業の安全かつ な を でき、 が一にも何らかの

が した場 には の を直 に することができるよう に 報を していくと

の えのもとに、 報表 の整 を た。施設の 上 の

結果が表 れる 末を、豊島 び直島町役場に設 （後に 役

にも設 ）するとともに、 による も とした。 

 また、豊島処分地 び直島の中 処理施設を の場として するため、見 者の れ

を い、中 処理施設が廃 れた平成29年度の年度末時 で8 上の見 者が れてい

る。 

者  

 豊島廃 処理事業は、廃 を として な限り に利 するとい

う、 会に けた を 先する事業であり、 時に様々な を した な事業で

ある。このため、事業の 意 を引き出し、事業の 切な 施 理に することを

に、直 の当事者ではない 者による 業 を た。 業 の として れ

た意見 会では、 者の関 が の 保 感の に 果があり、事業の な遂

に したことが分かる。 

 

 の として、平成 年度から平成 1 年度にかけて廃 処理施設整 （廃

利 施設） 1 8 を け、中 処理施設 の整 を た。 らに、全 地で

とな ていた産業廃 の 法 の対 を するため、 特 産業廃 に する
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の 去 に関する特 措 法 （ 下 産廃特措法 という。）が平成 1 年 月 18 日に れ、

の として 111 の を けることとな た。 の後、処理対象量の増加な

により、平成3 年３月2 日の で 2 の を けることとな た。 
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 事業  

１  

豊島廃 処理事業は、平成 12 年 月に成 した により、 と豊島住民の方々

が 意した に基 きながら、産廃特措法による の を け、 の最

の一つとして り んできた。 

平成1 年 月に本 な廃 の撤去処理を し、平成23年度に めて処理対象量を

したとこ 、 れまでの から大 に増加する見 となるな な だ たが、 は、

年度当 に処理対象量の を いながら搬出量 処理量 の 加対 に め、

で められた期限 である平成29年３月に豊島から廃 の搬出を終えた。 

の後、 たに見つか た廃 も め、令和元年 月に全量 91 ３ の処理を完了した。 

らに、地下水の な 対 に り 、令和３年 月に地下水の排水基準を達成した。

産廃特措法が期限を迎える令和 年度末には、 おり、関連施設の撤去 処分地の整地も完

了した。 

 

施設 設 （ を ） 

2 （う は ） 

廃 処理  

  1  

廃 当たりの平 処理  

   

水 地下水対 （地下水本 対 後から特措法 長期限までの ） 

  2  

当たり処理  

  1 3  

施設 撤去  

 3 （う は 1 ） 

  

 後、地下水については、 水の な による 然 方 により、より しい 基準の達

成を すこととしている。これには、一 の年 が であり、地下水の を継 し

ながら、処分地の 理に 切に り んでいく。 

 豊 事業  

 豊島廃 処理事業における な については、表 ３ の りである。 
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１ １  

豊島処分地 （ における より） 28 828 2

廃 の量 

平成 年 施の 整 員会 での処理対象量

 
1  

平成23年3月末時 豊島からの最終搬出時 での処

理対象量  
9  

上 に たに見つか た廃 の量 1  

最終 な処理量 91 3  

上 のう の 量（

処理 ） 
1 3  

豊島廃

の  

3成分 平  

水分32  

分 8  

分2  

分中成分  

8～1 3  

水 1～2 2  

～  

2 ～8 9  

8～ 38  

～1  

熱量（ ） 平  98  

豊島廃 の最大 度（ ） 1  

地下水の最大 度（区 ） 31  

処理対象廃 の 平  3 ～81  

豊島処分地で

の処理水の

 

表 な の

度 （平 ） 

量 3 ～3 13  

 
1 ～1  

3  

1  
～  

23  

 
8～3  

33  

措 施

設 処理施

設

の 力 

保全措 で設 した 水 の 長 3  

上の 水 の最大深  12 9  

上の 水 の 水係 （ ～ ） 2 1 1 ～ 1

に した最 期の  
12 、 

2  

中 保 設 の最大保 量 1 23 3

特 処理 処理設 の処理 （平成1 年 月1日

～平成29年3月28日）： 力31 月 
2 3  

度排水処理施設の処理 力 

水となる 出水 地下水 び 水の

水 が よりかなり にな たことから処理水

量を増加 せることができた。（ 3 日 8 3 日） 

を する で たに

を設 することで処理水量を増加 せた。（8 3 日

13 3 日） 

3 日 

8 3 日 平成23年11

月～  

13 3 日 令和2年 月

～） 

度排水処理施設での処理 （平成1 年 月1日～ 3 
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令和3年9月3 日） 

廃 22 の 量 9 3  

日 ：2 日、 で

18 を  
2 8 3日 

廃 の ：豊

島～直島 

～9月： を  8  

1 ～3月 9  

中 処理施設の処理 力 2 日 31 月 

の最大 量 

3 、 

出1 、 

島1 、 

直島1  

施設 の 設 

措  
設期 ： 時期～ 時期 

平成12年9月1 日～ 

平成1 年3月2 日 

設  11  

中 保 中 処

理  

設期 ： 時期～ 時期 
平成12年12月18日～ 

平成1 年8月31日 

設  2  

業  

措 の 年月 平成1 年3月21日 

本 処理 年月 平成1 年9月18日 

廃 搬出完了年月 平成29年3月28日 

中 処理完了年月 平成29年 月12日 

処理 に当た

て した

な

 

関係 

：  19  

：  8  

：  1  

力量 22  

排水処理関係 

：  2  

：  11  

：   

力量 9  

廃

の 関係 

 2 3  

 1  

中 処理関係 

：   

：  13  

：排 処理 18  

 1  

 1  

力量 2  

上水 1 3

水：排 処理 82  

廃 の処理に した  

豊島 ： 中 保 排水処

理  
 

  

直島 ：中 処理  3  

 2  

からの  22  
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処理によ て した  

  

  

  

 1  

の り量  

の

量  

 

量 3  

平成2 年 月より 18 令和

元年1 月より 28  

2 2  

 
量 1  

 3  

 
量 2  

 32  

 
量 9  

 3  

  3  

地下水の  

対 の 施時期 令和元年11月 

対 の 区 の ：3 3

区 2区  

排水基準を 区 ：

 

産廃特措法 長期限（令和 年3月31日）での地

下水 の達成  

排水基準を全区 で達成 

令和 年2時 の

去量：1

9 2 、 1  

な  

施設の 時

期 

豊島  

中 保 施設 平成29年3月28日 

度排水処理施設 令和3年8月2 日 

出桟橋 令和 年3月31日 

直島  
中 処理施設 平成29年 月12日 

桟橋 令和元年2月21日 

 

：令和2年1月22日、 

出：平成29年8月31日、 

島：令和2年2月2 日、 

直島：平成29年12月8日

施設の 撤去の

期 

期 事：豊島の中 保

施設 び特 処理 処理

施設 びに直島の中 処理施設

び 桟橋の撤去  

 平成29年 月19日 

完了 令和2年9月3 日 

期 事：豊島の 度排水処

理施設 び 桟橋の撤去、

水 の 、処分地の整地  

 令和3年 月 日 

完了 令和 年3月1 日 

施設の 撤去で

の

事  

撤去に した 量（ ） 8  

撤去による 量（ ）  

撤去による廃 処理量（ 設 廃 ） 3  

撤去 事  
期 事 23  

期 事 11  
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 豊 事業  

１   

１ 豊  

１ １  

和 年12月、 町豊島の豊島 会 （ 下 豊島 という。）から に

対して、 な産業廃 を り う産業廃 処理業の の申し出があ た。

住民の 対 は く、住民の 表から廃 処理場設 に 対する が れた。一方、

豊島 の当時の 表 役（ 下 者 という。）は、 期の 処分を した。

和 2年３月、当時の 夫 事は、議会で、産業廃 の 量な の を けて

の方 を表 した。住民 は、なおも に対して 書 議 を 出した か、 和 2年 月

には、産業廃 処理場 設 を するな の対 措 をと た。

和 2 年 月、豊島 から、 、 、 く 、 の ん を 、 搬

し、 による 処分を おうとする事業 の申し出があり、 は、 和 3年

月、 に対して産業廃 処理業の を た。

とこ が、 の後豊島 は、 く の を け、 和 年 後 から平成 年にかけ

て、 （ の く ）、廃 、 の産業廃 を し、 が 理す

る事業場（ 下 処分地 という。）に大量に搬 して、 きな を けるようにな た。

この 、 は を ていたが、廃 の を り、豊島 に対する 切な

を た。

１  県  

平成 年11月、 が、廃 の処理 び に関する法 （ 下 廃 処理法 とい

う。） の で処分地の を い、豊島 び 者は、平成３年 月、 地方

において、豊島 が 、 者が 役1 月（執 ５年）の を け

た。

は、 の 後、処分地の 地先 の を うとともに、平成

年 12 月、豊島 に対して産業廃 処理業の を り し、 らに産業廃 撤去 の措

令を たが、豊島 は事 上事業を廃 し、 大な量の産業廃 が豊島に れた。

また、 は、平成 年12月から 施した処分地の の結果に基 き、平成５年11月、豊

島 に対して 直 水 の施 び 水排水施設の設 の措 令を たが、 れなか

たため、平成 年５月、豊島 び 者を廃 処理法に基 く措 令 で告 し、平成

年 月、豊島 は から の 令を けた。 
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１  

１ １  

処理法に基 く 処理 度は、大 、水 、 、騒 、 、地

下 び に係る民事上の （ の 、 業 し めの な ）が じた場 に、

の 切な を るため、あ せん、 、 び とい た きにより を処

理する 度である（ 処理法 び 、 基本法 ３ ）。 

 この 度は、 見を できる、 な が れる、 （申 ）が

なうえ、 に じ の 担で の が れる、 当事者 方の し いによる

が られるな の特長がある。 

 を処理する 関として、 に 整 員会が、 に 会 が かれている。

整 員会では、 の は に しい が じるな の 大事 、航空

に係る騒 事 び の にまたがる事 びにす ての 事 を しており、

これら の事 については 会 が している（ 処理法 2 び

）。 

 処理 度のう 、あ せん、 び については、 に関する民事上の 当事

者が申 することができる（ 法 2 ）。 

 これらの のう 、 については、 整 員会 は 会 の 員のう から

れた３ の 員で 成 れる 員会が、 当事者 の意見 、現地 を い、

当事者の に て 者の し いを に し、 方の に基 く 意によ て の

を る である（ 法 31 ）。 して、 意が成 すれば事 は終結する。この

意には、民法上の和 （民法 9 下）と 一の 力がある。 

 なお、 の は、当事者が 直に意見を えるように、 とな ている（ 法 3

）。 

処理 度の を、 に す。

１ １ １ 

 

 

       

１ １  

 

事  
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１   

１ 豊  

平成５年11月に、豊島住民 38 （後日住民111 が 加）1 が、産業廃 の撤去 び

を めて、 か2 者（う 排出事業者は21者） 2 を 申 として、 に対して

処理法に基 く を申 した。これを けた関係 による連 会設 が とな

たことから、 整 員会が を けて 申 を け けし、事 処理を した。 

期日は、平成12年 月 日の 成 まで、3 に て れた。 

 

豊島に れた産業廃 の 、これによる の を し、

見に基 いた撤去 び 保全に な措 を するため、平成 年 12 月から 年３月に

かけて、 員会により、 法 れた産業廃 の 、 の が れた。 

員会は、この の結果、処分地をこのまま することは、 保全上の を

るお れがあるので、 に対 を じる きであると した。 

 処分地に れている廃 の 量は、 で 9 、 量 で

と れる。 

 当 廃 中には、 、 の が 当量 ま

れており、これら による は廃 直下の 処分地 の地下水にも んでい

る。 

の については、 の水 び は現 では特に廃 に すると えら

れる は には見られていないが、 については、 事 より 度が いと えられる

が一 にあり、処分地 の地下水の び の を せ すると、現 にお

いても処分地の が から に 出しているものと えられる。 

 

（ ）の に基 き、廃 に中 処理を施すか うか、中 処理 び最終処分を豊島の

い れで うか、あるいは現 のまま 保全措 を施すかとい た に じて、平成 年

1 月に つの対 が 員会から れた。 

 

は、当 、現 のまま 保全措 を施すことを していた。しかし、廃 に中 処理

を施すよう 員会の い があ た か、中 処理に対し からの が

けられる見 しとな た。 

去の を 分に した上で、 の 期 を る く、 の中 処理を うことを

基本として り ことを表 し、平成 年 月に中 意が成 した。 

 

は、中 意に基 き、豊島廃 処理 員会（ 下 員会 という。）

を設 し、廃 の処理 、処理対 中の の 大の のために となる

対 について を めた。 

また、 において、排出事業者に 分の 担を める 業が められた。 方、申 と と

の で、排出事業者からの の 分 、処分地の地上 設 、 の謝 の について、

議が られた。 の結果、平成12年５月に 員会から最終 な が れた。 

1  平成 年11月28日に結成 れた 廃 対 豊島住民会議 の 成員。 
2  平成 年1 月に、 に対しても を申 した。 
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は、 員会により廃 の 処理に関する の がな れ、直島町の

中 処理施設 れ表 により廃 の処理の見 しが たことな を まえ、 を け

れることとし、 年 月に豊島で かれた 3 期日において、 が成 した。 

  

 平成５年11月11日に、豊島住民 38 （平成 年11月28日に結成 れた 廃 対 豊島住

民会議 （ 下 豊島住民会議 という。）の 成員）が 処理法 2 の に基

き、 か2 者を 申 として を申 した。 

 て 月1 日に、 法 23 の に基 き、豊島住民111 豊島住民会議の 成員 が 加

で 加を申し てた。 

１ 事者 

 申 ：豊島住民 9  

 申 ： 、 員 、豊島 、豊島 の 者ら 、排出事業者21者（

５ に 在） 

事  

 申 らは、 して豊島 水 31 1 地の 9筆の 地（ 28 ）上に

在する一切の産業廃 を撤去せよ。 

 申 らは、申 ら に対し、連 して を え。 

との の を める。 

人  

 １ 県 県  

 は、 和 3年に豊島 に産業廃 処理業を するに し、住民に対して、 を

に することを していたにもかか ら 、月 度の をするの で

あ た。 員は、処分地 の により の 法 があ たことを しており、

らに が を けていない産業廃 を搬 して き てを ていること

を りながら、 、表 に は 書による を うの で、 のある措

を じることなく による のときまで していた。 

 は住民に対し、 は廃 ではなく であり、 は 業

を ているのであるから廃 処理法の 対象にはならないと し けたため、住民

は の に 議を えることが にな た か、 員は に対する 直の を

れ せる く の にな れた 直の に対して え、 の は 法

であると て、 を した。 

事業者 

排出事業者は、豊島 が 法な産業廃 の処理を ていることを ていたにもかか

ら 、処理 が安 であるため処理を することにより 法 をな しめたもので、 法

を継 せている。 

県  

廃 の に関して、 び の はおお 撤去が終了し

ており、 に を すお れは に している。また、処分地 は の に

ついて が した結果によると、 が 住民に を す 度に 在していると

は えられない。 

2-4



-  

事 び 員が処理業者の 法 に加担したことはなく、 を廃

ではないと した当時の の に りはない。 

上のように、申 と との では、 に大きな たりがあ たが、 が を ことは

なか た。 

 平成 年５月の 期日においても、 申 である は、 期日に れた 事

について の見 を た。 には、 としては、法の に て、 に を

ないことが であり、 のために が何を る きかを念 に いて り んでいるとこ

であり、撤去は りにも く、 が とな た撤去 から の の 方 を する

ことは であると した。また、現場では の いもの、 に を すお れ

の いものは 撤去していることを した。 

これに対して、 員会は、申 と 申 との処分地における廃 の に きが

あるため、 員会の 員による 現 を した。 

平成 年 月 日の ３ 期日において、 からは、 が とな た撤去 を すこと

は であるが、 現 の結果、 の に 大な を すことを するた

めに があるならば、撤去を に れながら 後の対 を 議してい ては うかとの 場

を した。 

 これを まえ、 員会は、 員による を し、申 、 とも じる を し

た。 

  

１  

平成 年 月 29 日の 期日において、 員会は、豊島に れた廃 の

を し、 の結果を まえ、 見に基 いた撤去 び 保全に な措 び

にこれらに する の を う方 を した。 

 

員会の 員３ により、 整 員会設 法 1 に基 き、平成 年12月か

ら 年３月にかけて、基 、廃 、地下水 び が れた。 

１  

処分地において で設 した 3 の 地 で を い、廃 の分 を

した。このう 、3 地 で、廃 が れた。 、 、 、 切

れ、 、 からなる が で、 の は 、 、

な であ た。 

処分地の廃 量は、廃 地 を中 とする 方の平 2 に分 厚

を し廃 の分 を めた。一 の地 は、廃 分 の になるため、分

を 分の 1 2 とした。また、廃 の 量 の 結果から、廃 の 量を

めた。 

  分 ： 9  

  分 ：  

  量 量 ：  

3  の表 の び廃 直下 は んでいないが、廃 中に する は んでいる。 
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処分地 の廃 の を するため、 で した の 出 を 施し

た。 

結果と、 の める基準 のう に れる とを したとこ 、 、 、1 2

、 1 2 な で、基準 を していた。 

上 のう 上基準 を した廃 の分 、 び 量の は

のとおりであ た。 

  分 ：  

  分 ：  

  量 量 ：  

11地 で廃 22 を したとこ 、全ての で が 出 れた。 

 

で した廃 直下 について、 出 を 施した。 

出 と、 の で められた とを したとこ 、 、 、1 2

な で基準 を した。 

基準 を した は のとおりであ た。 

  分 ： 19  

  分 ： 3  

  量 量 ： 1  

 

処分地の地 （ 成 ） び地下水の分 と 、 らに地下水の水 を するた

めに、 、 、 井設 、地下水 、 水、現地水 び

地下水 の 分 、 水量の を た。 

の地下水においては、 、 、1 2 、 1 2 、

の で基準 を した。 

また、 の地下水においては、 、 、1 2 、1 1 、

1 2 、1 1 1 、 、

、 の で、 基準を していた。 

なお、地下水の を したとこ 、 した 地 全ての び か

ら が 出 れた。 の分 結果と が平成３年に した

場に係る における 場の排水 の 度とを すると、

分 を た 全てが 場の 排水の最大 下（ 9 ）であ た。

しかし、 場から じる廃 の最終処分場 の地下水の最大 （ 1 ）

を えていた。 

して、 員会は、 ５ 期日（平成 年 1 月）において上 の 結果を し、

処分地に れている廃 は に達し、処分地をこのまま すると 保全上の

を るお れがあるので、 に 切な対 が じられる きであるとした上で、廃 に

 を 産業廃 に係る 基準を める 理 令 （ 和 8年 月 理 令 ５ ）の特 理産業廃

の 処分に係る 基準 

 の 当時、 は 基準が設 れていなか た。このため、 も れまでの において

は、 は に めていなか た か、 も、 後に めて、産業廃 関連での

を 施している（平成11年の 対 特 措 法の に い、 基準が設 れた）。 

 に係る 対 び に係る 地下水 対 （平

成 年11月 水 保全 ）の対 設 基準 の 出量 による。 
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中 処理を施すか うか、中 処理 び最終処分を豊島の い れで うか、あるいは現 のまま

保全措 を施すかとい た に じて、 つの対 を表 ３ のとおり し

た。 

１ １

  

調停委員会が提示した７つの対策案

案 概要 概算費用

1
廃棄物等を処分地内で中間処理し、その後島外に搬出して、島外
の管理型最終処分場において最終処分する。

(A)151億円
(B)167億円

2
廃棄物等を島外に搬出し、島外で中間処理した後に管理型最終処
分場において最終処分する。

(A)157億円
(B)178億円

3
廃棄物等を島外に搬出し、現状のまま島外の遮断型最終処分場
において最終処分する。

191億円

4
廃棄物等を処分地内で中間処理するとともに、処分地を管理型最
終処分場に改変整備し、当該処分場において最終処分する。

(A)134億円
(B)156億円

5
廃棄物等を島外で中間処理し、その後再度処分地に搬入し、処分
地を改変整備した管理型最終処分場において最終処分する。

(A)173億円
(B)190億円

6
廃棄物等を処分地内で掘削・移動しながら、処分地を遮断型最終
処分場に改変し、当該処分場において最終処分する。

173億円

7
処分地において、廃棄物の現状に変更を加えることなく、遮水、揚
水等の環境保全措置を講ずる。

61億円

　※概算費用の説明：(A)焼却＋セメント固化による中間処理 　(B)溶融による中間処理 
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１  

１ 県  

員会の対 に対し、 は当 、 の理 から、 として り る は であるとの

えを た。 

産廃の処理は、廃 処理法に める排出事業者処理 任の に基 き、排出事業者 は

の を けた者において、 に れることが である。 

法 場 の の を することが最 であり、 は、 のために

かつ 分な措 であると えられる。 

最終処分場の 保が しく、現 として、産廃の島 搬出が である。 

当時、 処理 による の中 処理がまだ に ておら 、 な

が れていた。一方、 の を するための 水 水処理 については

に に れ、 く いられていた。 

また、 は、 整 員会の 結果に対し、 の理 から を めた。 

整 員会の による （ ）の 度は の による より しく

い。 

は についてこれまで５ している一方、 整 員会の は の である。

処分地 から が れ出ているという結 は であ て れていない。 

 

平成 年1 月に、豊島住民の一 から に対して、産廃の撤去を める が申 れた。

また、 11月には、住民大会を き、 島 で中 処理をした後、島 撤去する という

を めていくことを した。 

また、 に対し、 任を めて謝 するよう く めた。 

 

これらのことから、 員会は、 に対して、 処理して 成 を 利 する方 を し

て しいとの い をするとともに、排出事業者の関 を めていくことを らかにした。また、

からも と での 力が られる見 しとな た。 

県  

の方 では、豊島住民との の 期 が な にあ たこと 、 去の をも

分に した上で、処分地 の 保全 の 期 を る から、 は 1 期

日（平成 年 月）において、 の中 処理を うことを基本として り ことを表 した。 

 の後、 員会により、 の 任、 による の 施、 地の な の

について 整が められ、平成 年 月18日、中 意が成 した。 

  

が中 処理を 施する場 、これに な 地については、これまで 地 者から

を けることを に 業が れてきたこと にかんが 、 後 地 者が

た場 でも、 を に 議を うこと、 排出事業者に対しては、 後も引き き 分の

担を めていくことを として、中 意が成 した。 は 下の りである。 

2-8



-  

（ ） は、廃 の を り、豊島 に対する 切な を た結果、処分地につい

て深 な事 を したことを め、 の意を表す。 

（ ） は、処分地に する廃 び について、 による中 処理を施すことによ

て、できる限り 利 を り、豊島 により廃 が搬 れる の に すこと

を すものとする。 

（３） は、中 処理施設の整 び対 施期 中の 保全対 のために な を う

ため、 者からなる 員会を設 する。 

（ ） 利 が な び の処分方法については、 の の結果を まえて、申

と において いを 議する。 

（５）申 は、 に対し、 をしない。
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 事  

豊島廃 処理 員会（ 下 員会 という。）は、平成 年 月から平成

12年 月まで 、 び ３ に分けて かれ、豊島廃 の処理に関する 事

についての を た。

１ １

員会は平成 年 月から平成1 年 月までの に 1 れ、中 処理

期 中の な 保全措 中 処理の について 議を い、平成 1 年 月

に な 保全措 に関する事 報告書 び 中 処理施設の整 に関する事 報告書

を 出した。

員会の 成は、表 の りである。

１ １ １ １

１ １ 事

１  

豊島廃 に関する対 事業は、中 処理施設の 設に 年、廃 と （ 下 廃

という。）の処理に1 年 度を し、事業完了期 として 12年が れる。この期

における 地ならびに の の 大 の に を いた 保全措 を

する。 

 

処分地の現 は 下のように れる。 

処理対象となる廃 は表 の り、 9 （ 量として）1 と

れ、 にして 9 に分 する。 

  

1  量 は による。 では 出量 上を としている。 

員長 田 田大 理  

員長 田 大 大  

員 利 大  長

員 本 業  

員 月 大 保全  

員 田中  廃 長

員 中  長

員 本 大 大  元

員 横 大  
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１ １  

分 地  （ ） （ ）
び地

（ ）
 

2 2 1 2 8

3 3 8 3 12 3

量 8 9 3 82 9 2

廃 の大 は処分地の から の を に分 するが、一 地の を

越えて分 するもの び地に 在するものもある。 

廃 には 、 の の が 当量 まれ

ている。 

による は処分地の地下水にも んでいる。 

処分地 の地下水 び の から、処分地の が から に 出してい

ることが れる。 

地下水の分 から、 についても の 出が れる。 

の は、 の を け、 が している。 

処分地の 分は 然 法 特 地 であり、 は 地 に

当 3 する。 

 

上 の処分地の現 を まえ、 な 保全措 に関する対 の基本 方 を のよ

うに めた。 

１  

び地 にある廃 による 地での の 大 には、最 である の 去

で対処する。すな 、廃 を し、処分地 （ から後 する を

いた 区 ）に せる。このような対 によ て な の が でき

るとともに、中 処理の にも となる。 

 

出が 念 れる に対しても、 の に当た て基本 に の 去 で対処

する。すな 、廃 を処分地 に せ、中 処理施設の本 時に処理

する。 後の 地（ 然 法 地 ）は中 処理施設 設 地として する。 

なお、 については、 にかなり 度に れた地下水の 在も れる。

このため廃 を 後、 を い、 と められる場 は、地下水の を

る。 

 

では の と せて、 水 の 設による 地下水の を基本

対 として する。 水 の と の 上 を るため 出水の 対 を

する。 

出水対 は、処分地 での 出水 量の と 出水保 量の に分けられる。 

者に対しては処分地 からの 水の と処分地 での 水の排 で対処する。後者

に対しては には 水 に められる 出水を 水し、処分地 で せることに

2  これらの は を基に 出した。 では廃 の 量を 1 9 3、 の れを 1 3と

している。
3  特 地 にあ ては 然保 （平成 年 月 日）により として廃 処理施設の設 が められて

いない。 地 における設 に対しても があるが、特 地 より 和 れている。

2-11



2-12 

よ て地表 の を する。ただし、この方 による 出水保 量の は中 処理施

設 設までのものであり、 後は中 処理施設で 出水を 利 する。 

 

１

と び地 に 在する廃 を し、処分地 に きする。この廃

は中 処理施設 時に処理する。 

 

の廃 は中 処理施設の 設 地 保も して し、本 処分地の

に きした後、中 処理施設 時に処理する。当 廃 の は表

３のとおりである。 

１ １  

地 （A ） （B） び地 （C）
( m3) 75.40 8.80 3.50
( m2) 27.50 2.50 1.251

 

によ て たに じる廃 の法 は を い、 出水の を る。 区

には を き、処分地 との に 1 の 区 としての 水 を設けて処分地

からの表 水を する。また、 区 には 水排水 を 設し、 3 に

水する。 水 ならびに 地からの排水は安全を 後、 する。 

整地後の 区 は、中 処理施設 設 地として を 保する。 

 

処分地 の と に本 処分地 からの 水排 のための排水 長：

を する。また、越 による 水を排 するために の に排水 長： を

設ける。 

 

表 水 ： 3 には、表 に す 水 を い、

水の地下 を するとともに地表 の を する。 らに処分地 には 水の排

水 を 設し、処分地 の 水の排水 と せて、 に せる。 は、中 処理

施設 後の水利 を して を たせ、 量を 3とする。中 処理施設 設

までの は安全 を のうえ、 に する。 

１ １   

  

水  (5)(mmAq) 1,471
度(6) (g/m2/日) 4,070

  

 は保全 2 Rによる。 

 に水 をかけ、水が れる時の 力 

 水 が を する量
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には に て 直 水 （ 水 ）を 設する。 水 に められる 水係

設深度、 水 の深 は、地 水 に基 く から した。 の結

果、1 の 水係 をもつ 水 を （ ）下 （ 上 に

当：深 18 ）まで 設するものとした。 長は 3 である。 

法としては 、 期 を し、 水 を した 法（ 水 ）も

しくは 法（ ）を する。 者のい れにあ ても対 事

業完了後、 切な深度の切 あるいは 水のための水 き 排水の設 により地下水の

れを 元することができる。 

直 水 の に 水 を設 して、 出水を 水する。 水 の水 は、

より 果 であ た平 水 の に設 する。 の 長は 3 であ

り、最大 水量は133 3 日 度と見 もられる。なお、 に う （
3）は処分地 に きし、中 処理施設の 後に処理する。 

 

水の処理は地表 の を した方 で対処する。ただし、この方 による排水処理

は中 処理施設 までの期 に対するものである。 水 によ て 水とともに

地表 の を 保し、処分地 の 出水保 量の増大を するものである。 象

に基 く によれば、 分に安全 に して 年 での処分地 保 水量の増加は 3

～ 3 度の に まると れる。また、地表 からの は 水 の

度が1 に 下しても な にある。 

水 からの排水は処分地 に設 した に せる。 は

に設け、 することで を する。 

 

現 の は越 対 としても 分な （ ～ ）を している（ と平 最

の ： ）。したが て、現 の に対して 対 としての め を

施 する。 めには、すでに本 処分地で のある中 めした て を いる 法を す

る。 め の 長は 3 となる。また、 には 員５ の 理 を 設する。 

 

１

直 水 として 法（ 水 ）を し、 事 を すると ５ （直

事 ）と見 もられる。ただし、この 事 は基本設 の であり、かつ

の 、施設の 理 の は まれていない。したが て 施 で

はこれより増加することが れる。 

施 の を に す。ここでは、ま 準 として の 保

表 の 、 施設の設 を い、 いで 設 の を 設する。これに

引き いて の施 に することになる。また、 も して 施する。 

 

の 直 水 に関する 事と の廃 の に関連する 事を 時

に めると、 期は か月を するものと れる。 
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準

設 設

水排

の保全
（ め ）

の整地

直 水 の 設
の設

水施設の設

設

設

場 整地

廃 の

事

表 水 の 設

排水 の 設

本 処分地
排水 の 設

の設

な 保全
措 の 事完了

中 処理施設の 設

設 の
保

１ １ １  

に す き事 としては、 保 、 保全、 業 保全の３ が げられる。

また、 な 保全措 として する施設の も な事 である。 

１  

する地表水 び排水については、排水基準を するか か継 に する。

地下水については、 期 に水 を し、 に じて地下水の 対 を する。 

 

対象となる事 は、 事 の び 設 の による が れ、 に施 中が

当する。 

現 、 び の搬 が していないが、 上 では とん は じ

ないと えられる。 

また、施 中の 設 の に した 、すな 騒 、 による大

についての 結果によると、 れた 住地 までには 分な が れ、

がないものと れる。 

業  

業 保全では廃 の 時が となる。 では、廃 の

に する日 は ５か月 を しているが、 に当た ては水 の 対

を する。なお、 では に う の が い 度で する廃

の 在も れることから事 が である。 員会では事 の方法
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を しており、 の成果を する方 で対処することを える。 

また、 時においては、 法 からの 出水 地表水が する がある。このため、

このような 水が直 に 出しないように、 に するとともに、 に 切

な の 設の を設け、 水 の 理ができるような も である。 

 

施設の は、 れ れの が に れているかを するものであり、このた

めには によ て 期 に する がある。ただし、 度に関しては 期 で

くし、 分な安全 が れた後は を らすな の対 が られる きである。施設の

に した としては、 の なものとして 下が げられる。 

直 水 の 水 び 水施設の 果の  

排水処理の 果の  

水  

における廃 地における 水 の 水 

上の 水排水（ からの排水） 

本 処分地 からの 水排水（ 排水 については上 の の排水、 排水 について

は 水ますの排水） 

水における排水 

 

後の 施 に けた として の事 が げられる。 

１  

設 の 施に当た ては、地 び横 の 加 、 直 水 設 に た

地 の が である。 

 

では にかなり 度に れた地下水の 在も れる。このため廃

を 後、 を い、 と められる場 は地下水の 対 を する があ

る。また、中 処理施設の で 地下水を 水して処理施設の 水として いることも

す きである。 

 

整 員会 では処理を とする を 出量 を えるものとしていた

が、 後 の を する がある。また、 では の 度を しながら施 す

る があるが、 の 法を しておく がある。 らに、 後の法 の

にも しなければならない。 

 

では 度の が 在する も れている。したが て、先に し

たように 員会で 中の事 方法を しておく がある。 度 の

在が れた場 は、 方 に対しても が である。 

後、 な 事 に け、ここで した を 分に し、 期に できる り

が まれる。地下水の処理 れた の い、 の については、 の 事

 に係る 対 び に係る 地下水 対 （平

成 年11月 水 保全 ）において れる 出量の基準。
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に してからでないと できない もある。したが て、 事に した後にあ ても

を 時 に い、 に じて 切な対 が れる も となる。 

１  事

１  

中 意（中 処理施設を処分地 に 設し、 処分地に する廃 について、 の

中 処理によ てできる限り 利 を り、 廃 が搬 れる の に すことを す）

に た 方 ならびに施設整 に当た ての 保全措 基本 を する。 

事

１  

中 処理施設に関連する処分地の現 として、 下の が げられる。

処理対象となる廃 は、 にして 9 、 量では と れる 8 。

を表 ５に す。 

処分地には 地 の 地（水が 、横引 ）の 在が れているが、

の 員会の によれば、 とも しているものと れる。 

廃 の については、 の から 下の事 が特 れる。 

平成 年度の 整 員会 時 と して基本 には な 時 は められ 、

の最大 度についても の にあるものと れる。 

廃 の は の ご と すると 分がき めて なく、 分が いこと

から、 としての はない。また、 熱量が の となる がかなり 在する。

水分 の 平 を表 に す。 

場 による の が大きい。 

廃 には、 、 、 の に加え、 、 の

の が れており、 理 成を見ても、 、 え 、

に加え、 きれ、 、 の なものが している。 

水 の により、廃 の 水 はかなり くなるものと れる。 

１ １  豊  

 ( m3) 量( )
廃 45.8 49.9 

3.5 6.1
 49.3 56.0

(8) は平成 年度 を基に 出した。 では廃 の 量を 1 9 3、 の れを 1 3

としている。
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１ １  豊

廃

３

成

分

水分（ ） 32(17.7～55.2) 20
分（ ） 48(30.5～78.5) 80
分（ ） 20(3.8～29.6) 0

分

中

成

分

（ ） 0.8～17.3
水 （ ） 0.1～2.2

（ ） 0.05～0.6
（ ） 2.65～8.95
（ ） 0.08～0.38
（ ） 0.07～1.00

熱量（

）(kcal/kg)(9)
986(80～1580) 120

 

中 処理施設の整 に当たり、住民 の が と えられる 地 、 保全、

の について住民意 を た。 な 事 に対し、 員会として

下の対処を うことを した。

地 に当た ては な を い、 地の 当 を する。 

廃 の 搬に当た ては じんの を 施するとともに 水 の を

する。 

施設の 設 における 保全措 び施設 中の の

対象 については、 の に 分 する。 

理の は とする方 で する。

 

に当た ては 下の を とする。

中 処理施設の 設に 年、廃 の処理に1 年 度を する。 

処分地 には 然 法 特 地 び 地 があるが、中 処理施設の 設地 は

地 に設 する。 設 地は の の区 である。 

上 した処分地の現 廃 の を まえ、中 処理の基本 方 を のように めた。

 

処理対象 には が まれるだけでなく、廃 としても 々のものが 在する。 れ

る の 度もかなり におよび、 に加え 理 も めて 様で

ある。したが て、こうした い廃 に対 な 処理 中 処理の が であ

る。

 

中 意に るこれまでの を まえれば、廃 の処理にはできる限り 期の対 が

まれる。したが て、中 処理 はすでに に達した のある であることが

められる。また、処理対象 の に の に当た ては、 のための処理 を

施し、 の を する がある。

 

中 処理施設の整 に当た ては、 然 法 に加え、 々の を たすことが

である。また、施設 設 地の地 施設 のための （ 、水 ）の

9  の 熱量は平成1 年度 員会 結果に基 く一 の
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達 も施設整 に当た ての となる。こうした との整 を りながら、施設整

の を めることが である。

 

施設の 設 での大 での 搬による の 、また中

処理施設の に い する排 排水 による の が である。 らに、

地理 な として処分地が に していることから、地下水 出水による の に

も することが められる。このように中 処理施設の整 に当た ては 設から に る

全 を じて 保全を することが である。

 

な 保全措 では、 の地下水 の 出 のための 水 の設 と 水、

水対 としての表 水 び 大 としての一 の廃 の が れ

る。また、 の 搬 れた 地に中 処理施設の 設を している。 措 で

の地表 の を した排水対 に加え、中 処理施設ではこの排水を施設 で 利

する。また表 の 水 は廃 の 搬にともな て一 つ 去 れる

こととなる。このように な 保全措 に関する事 と中 処理施設の整 に関する事

の には な関係があり、 事 の整 を まえながら を めることが である。

 

中 処理施設の整 に当た ては、 搬した廃 を 整する 処理施設、 処理し

た処理対象 を熱処理するための中 施設、 成 の 施設 び水処理施設な 様々な

施設が となる。こうした 施設の関連を し、 な を

た施設整 を することが められる。 らに する 成 についても、 、

の に加え、 の処理 の に関する を ておく が

ある。

事  

１  

対象とす き としては、 下の が である。

期の対 を るため、 のある であること。 

の が大きく を く 豊島廃 に な であること。 

処理 を最 でき、 成 は として 利 が な であること。 

の が ないこと。 

対 果の れた であること。 

こで、 にある の廃 処理 を く し、 の処理方 について

を するため、処理 を うこととした。

処理 の な は 下のとおりである。

処理方 の豊島廃 に対する の

処理方 の安全 を するための基 の （処理 に基 く におけ

る排 処理の ）

成 の 利 を するための基 の

処理方 の を するための の

対象となる 方 の に当た ては、ま 業からの 関連 報 を基に、

対象とす き 方 を した。 いで れた 方 に関し、 施設の

を して 担当 業を び、 を 施した。 らに、 結果 関連

報 を基に、 担当 業を した。

とした豊島廃 は、平成 年の 整 員会 の結果を基に、 分が最

大と れる び 分が最 と れる の を し、 度に たり現地で
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し、 施設に 搬した。 対象として れた 方 の 特 を し、 方

での 対象 を した。

処理 に しては、 員会による 会を 施した。また、 施に当たり、

担当 業はも んのこと、 施設 の住民の方々をはじめ、関連する地方 の御理

と御 力をいただいた。

上により、 の つの について を するため、処理 を た。

廃 度処理（廃 ） 

（ ）処理方  

（ 一 ）処理方  

（表 ）処理方  

（ ）処理方 ： ならびに の 処理方 と

して  

（ ）処理方 ： 処理の と に対して  

処理 

（ の ）処理方  

R （ の ）処理方  

（ の ）処理方  

 

は、 員会の した 書に基 いて、 が 施設のある

に連 し、事 に 意を た上で 施した。 対象 は、豊島から直 担当 業の

施設まで れた。また、処理対象 、処理後の 成 、排 び排水の分 、

員会が と める分 については、 め れた分 関にて分 を 施した。

の は 下の とした。

処理の安 の

に関する基 の

成 （ 分 により する 、 の 廃 度処理 により

する 、 の 廃 度処理 により する の処理

）の び 量に関する基 の

処理 の処理処分方法の

の安全 び 利 の

に関する基 の

水の 利 に関する基 の

に関する基 の

また、 対象 の準 は、 下の で 施した。

の 場 、 方法、 一 業 は 員会が し、住民の 会のもとに

の 業を 施した。

担当 業 の は、 な で事 に 一 業を た。 の 量成分

は、い れの においても一 度 上を していることを とした。

した は、 の に れた上で、 にて 搬した。

一 の処理 は、 の処理 で られた 成 を 対象 とした。

は、 員会 員（ 分担） の 会のもとで れた。また、 者 議 関に

よる も れた。

処理方 による処理 の を表 に す。
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１ １  

処理方 （ ）処理方

施  に け れた を 処理なしで により し、

にて 処理し、水 にした。 

の から、 き2 の より大きな 、 、 を分

した。 の量は 3 である。 

上 の は、 は切 し に して処理した。 上により、

んだ の全量を し、 処理を た。 

施期  平成1 年 月 日～1 日 

施者

び 施場

 

住 業 会  

施設（ ） 

施設の 

 

：住 業 施設 

：平成 年３月 

処理方 ：  

処理 力：12 2  

処理設 ：水  

排 処理設 ：  

排水処理設 ：（ ） 

処理方 （ 一 ）処理方

施  対象 は、 、 に で全量 処理した。 

対象 のう 、 は 処理なしで 処理し、 は の

処理設 で 、 、 処理を 施した上で 処理した。 

施設の 上げは３時 度 を 熱した後、５、 時 の を

、 することにより、 を した上で、 対象 の

を する で 施した。 

量、 量 の 業 は、 中 した。 

は、 の に一 量 れ 、 に出

より排出した。 

から排出 れた は、水 を て 、 に

一時 した後、 の で と に 分 した

（後処理なし）。 

から した は、 、 度 、

の排 処理設 を て より大 に 出した。 

で した は、 処理（ 元 元）方 による

に した。 

施設の 下げは、ご から 対象 が した時 で、 対象 の

を し、 の を全量排出した後、

、 を する で 施した。 

施期  平成1 年 月 日～３月19日 
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施者

び 施場

 

日本 会  

直 施設（ ） 

施設の 

 

：直 施設 

：平成５年 月 

処理設 ： 方 （ ） 

処理方 ：  

処理 力：1 2  

処理設 ：水 、 （ ） 

設 ：  

設 ：水 排 度  

排 処理設 ： 、 、 、  

排水処理設 ：（ ） 

処理方 （表 ）処理方

施  対象 を 処理 場に搬 し、 、分 、 の 処理を た。 処

理の結果、 した 分は 2 であり、 りの99 8 を とした。 

上 処理後の のう 、3 分を とし、3

分を して3 下にしたものを として 場に搬 し

た。 

と を の で に し、 を た。 

の が いため、 時に （ ）を した。 

排出 れる は、 利 を にするため し、 にした。ま

た、 中に分 し すい で 在している 量の 、 、 を分 し、

の を した。 

施期  平成1 年３月３日～29日 

施者

び 施場

 

会  

処理 ： 施設（大 ） 

： 施設（ 21）（ ） 

施設の 

 

： 会  施設（ 21） 

：平成 年３月 

処理設 ： 、一 、  

処理方 ： 表  

処理 力：2 2  

度：1 3 ～1 3   

処理設 ：水  

設 ：後  

設 ：  

排 処理設 ： 処理  

排水処理設 ：（ ） 
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処理方 （ ）処理方

施  対象 は、 分最大の を、 処理せ に

し、 で 連 量 した。 

対象 を で せ、 らに で完全

せた。 

は 出 より排出 れ、完全 した は で

し、 で した。なお、 水 去のため

で を 中に き 、これらの 成

と 中 を として で した。 

排 は で らに 水 を 去し、 で 中水分を 去

した後、 より大 出した。 

施期  平成1 年３月 日～1 日 

施者

び 施場

 

業 会  

関連施設（ ） 

施設の 

 

： 熱分 処理  

： 和 年 月 

処理方 ：  

処理 力：1  

設 ： 、  

設 ：水 方  

排 処理設 ： 、 、 、  

処理方 （ ）処理方

施  （ ）処理方 に関する処理 で られた び

を とした。 

上 び から処理 （ の な の 大 ）を 去

した後、 を し、 量 した。 

で した を水 で して、水 を

た。 らに、水 から で 分を 去し、 したものを熱水処理し

た。 

熱水処理では、水 を Hが 12 の熱水（ 2 ～ で

を ）中に 時 保 し、 の の安 （ の 出 ） び

（ 、 との結 力 上）を た。 

で した排 は で完全 し、空 後、 で

した。なお、 水 去のため、

で を 中に き んだ。これらの 成 と 中

を、 として で した。排 の一 は によ

り 度、大 出した。 

施期  平成1 年３月1 日～ 月1 日 

施者

び 施場

 

業 会  

関連施設（ ） 
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施設の 

 

：  

：平成 年 月 

処理設 ：大  

処理方 ：  

処理 力：1  

度：1   

処理設 ：水 方 （ ）、熱水方 （水 処理） 

設 ：  

設 ：空 方  

排 処理設 ： 、 、  

排水処理設 ：（ ） 

処理方 （ の ）処理方

施  （ ）処理方 に関する処理 で られた び

を とした。 については、事 に を 去し、

したものを した。 

した 、 、 を した を で

成し、 の である を た。 

られた に を し、 を した。 

られた から を し、 特 の 、 を

た。 は に設 れており、 られた は

R （ の ）処理 の とした。また、 で分岐した排

が び した後、 び を 加し、 にて

を した。 

施期  平成1 年３月1 日～2 日 

施者

び 施場

 

田 会  

産業  （ ） 

施設の 

 

： 田 会   

：平成 年 月 

処理設 ： 分け び  

処理方 ： 成 

処理 力： 力 2  

成 度：1 3   

設 ：水 による び 空  

排 処理設 ： 、  

排水処理設 ： R による び H 整  

2-23



2-24 

処理方 R （ の ）処理方

施  （ の ）処理方 に関する で られた

の の一 を水と して とし、 で 出

に連 に り、 を 加して 、 、 の を 出した後、

分 し、 をはじめ 、 の を 産 として した。 

に を 加して 々に中和し、 した 、 、 の

を水 として 出 せた。 らに水 を 加し、 中に 量

する 、 、水 を として 出 せた後、 分 し、

産 として りの を 完全に した。 

排水には を 加し、 H 整を た。 

施期  平成1 年３月2 日～2 日 

施者

び 施場

 

和 業 会  

法  設 （ R

）（ ） 

施設の 

 

： （ R ） 

：平成 年３月 

： 水 を し、 の （産 ）を る。 

： を中和 し、 の （産 ）を る。 

３：排出 れる廃水を中和処理し、 する。 

処理方 （ の ）処理方

施  対象 である の 、 を、 （ 一 ）

処理方 で処理した に した を処理対象とした。 

処理 に先 、 業 を す く、 を 1 して

を 施した。 は、 処理 で 処理設 の最

を設 するとともに、 で 処理時の成 の

を 施した。 

処理 は、 下の５ で処理した。これらの のう

、排 処理 、 での は、 の 産設 を した

である。 

 加 は の を として 施した。 

 処理 では、 の分 を として処理対象 を 3 に

出し、 の後に 分 し、 水 と を た。 

では、 に 設 で れている に

水 を し、 を 処理した。 

 排 処理 では、排 を処理するとともに、 した を

中に した。 

 では、 処理 で した と で した

の を対象に、 を分 した。 

施期  平成1 年 月19日～３月19日 

施者

び 施場

 

和 会  

（ ） 
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施設の 

 

： び 設  

： 和 年（ 設 ） 

処理方 ： 法 

処理 力：11 月 

成 度：1 2 ～1 2   

設 ： 、 、 、

、 、 、 、排  

 

処理 の結果、い れの方 も豊島廃 に であることが れたが、

の から を た結果、 下の 方 に て らに な を めること

が れた。

廃 度処理（廃 ）

（ ）処理方  

（ 一 ）処理方  

（表 ）処理方  

（ ） 処理方  

の 処理 

R （ の ）処理方  

（ の ）処理方  

方 の を表 に す。

１ １   

処理

方
の

方

では、 での により、 の 対 による熱と

廃 中の 分の 熱により廃 を加熱し、1 1 ～1 3 の で した後、

までを 一の で う。 

は と に分けられ、 は 時 まりを 成し

ており、 の中で が で完了する。 りの廃 も ごと

し、 できるな 処理が である。また により までで完了 せるこ

とも である。 

は連 に り出 れ、一 に は と に分 れない。 

処
理
方

一

（ ）で、上 から と （ の を くする）とと

もに、廃 を し、 き まれる 空 と により 1 の

元 の下で、廃 の 、 の熱分 、 の までを う。 

は、廃 の水分を せ せる 熱 （ 3 ）、 元 で

を分 せ、 水 、 な の の を せる熱分

（3 ～1 ）、 分を の により 成 れる で する

（1 ～1 8 ）の で 成 れる。 

は に り出 れ、 と が分 れる。また、分 は

で れる。 
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処
理
方

表

表 は の で、廃 は と の に れ、

の により連 に に れる。 上 の を せることに

より、廃 の表 が れる（ は 1 3 ）。 の に廃 が厚い

にな ており、この が の 熱 の役 を果たしている。 は 元 に

れ、 は で れる。 は と に分 して り出

れる。 

大 の は、あらかじめ し、 、 で 処理する。

処
理
方

で廃 を し、 成した と を する。

らに を加えて成分 整した後、 により1 3 に加熱し、

を する。この に を して し、 とする。 

は に 量が いため、 に

れる。 

１ １   

処理

方
の

MRG
処理法

を水と して とし、 を 加して 分 し、 、 の を

産 として する。

 らに に を 加して中和し、 した 、 の を水

として 出、 らに水 を 加して 中に 量 する を とし

て 出 せた後、 分 して 、 の を 産 として を す

る。

法

処理 として、 を と して 分 し、 水 と を る。

この 水 を （ ） と して で

処理する。排 中の を 中に し、この と 処理 で した

に 、 を 加することにより、 、水 、水

として する。

 

する 成 のう 、 の 利 については の豊島 対 連 会議に

成 利 会が設 れ、 会において 利 に関する が められた。 の結果、

の 事業担当 で の利 が れる分 として、 と

の が と れた。年 は として 2 3、

として 3である。

らに、 の 利 に しては、安全 の 保に加えて、 基準の 、

の設 の が れている。安全 は 基準により するものとし、 の

としての基準については 後の とした。

事  

１  

中 処理施設の整 における 保全措 を設 するための として、大 、水

、騒 、 、 に関する の を た。い れについても、中 処理施
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設からの排 、排水 が の排出基準あるいは で められた基準を すれば

保全上は がないものと れた。

 

中 処理施設を に 理 するために す き として、中 処理施設 中の排

、排水、騒 、 、 に関する 理基準 を設 した。排 の 理基準 については表

1 に す。

また、中 処理施設において達成することが ましい として、排 中の一 の に

ついて 理 を設 した。

１ １  

  理基準

ばいじん 2 3

2 ～

1

水 ～

1 3

 

中 処理施設 中の の として、大 と水 の について

を 施することとし、 地 （ 地、 ）の 地 において す き 、 度

を設 した。また、中 処理による の を することを に、地下水についても

を うこととした。

事

１  

（３）で れた 方 について の を し、全 として する

ことを 、 保全、 の から した。 結果の一 として、年 の 成

量の を表 11、 の を表 12に す。

１ １   

処理方  

処理方  

 

一  

処理方  

表  

処理方  

 

処理方  

 2 9  29  29 1   

   3    

    9 8  

  3 1 8   3   3   2 1  

      9   1 1  

       1   

成  3 8 8  39  32 9  83 31  

(10) はい れも排 中 度を 度12 の空 度 で表 した （12  2 ）。
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１ １  (11)

処理方  

処理方  

 

一  

処理方  

表  

処理方  

 

処理方  

設  

（ ） 
129 13  11  1 12

 

、 

 

（ 処理対象 ） 

1 ～11 3 ～1 1  8 ～9 1  23 ～2  

 

の搬 に関し、 上と 上の について な諸 き、 に関する

を た。最終 な の は 者 議 関 に た。

 

の対象とした 方 について中 処理施設の整 び基本設

を した。施設の 諸元は 下のとおりである。

中 処理設 の処理 力：2 日 

中 処理設 の 時 ：2 時 連 し、かつ年 3 日 上 すること 

設 地：本 処分地の に する の 地 

施設 成：廃 、 処理施設、中 処理施設、 施設、 成 施

設、水処理施設、 施設、 加 施設、 水 水 施設、 理施設、 の  

：排 、排水、騒 、 、 に関する 理基準 の 、排 に関する

理 の達成 

 

方 に関連する 下の についての らなる を い、 現 を に めること

が である。

１  

成 のう 、 な は、 あるいは である。事業の 施 を

めるためには、 利 者（ 関係者 ） の ならびに における

利 に関する を して、中 処理により 成 れる あるいは の 利

に関する 現 を らに する がある。

 

の に関しては、 つの 方 を した。い れの方 についても に

は であるが、 会 な 現 については な が れている。島 処理

方 を する場 の れ 住民の事 意の 、島 処理方 を する場 の排

水処理 られる の という に関して、 らに 報 を い、 現 につい

て を深める がある。

 

中 処理施設の における施設の び の に関しては、 の

(11) 1年 で廃 を処理する場  
(12) は まない
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を の で らかにした。 後、 としての現 の 中 処理施

設の 設に う 地 ならびに に関する についての が で

ある。

 

の については、 整 員会 をもとに を めてきたが、 に

おいて 対 の 出量 と の の 度の についての いが議 とな てお

り、この が である。

 

地下水 対 は、処分地を元の に するうえで くことのできない である。 のた

め廃 の 去の から地下水中の 度の 時 を した上で、廃

の処理が完了した時 で めて地下水 の を することが まれ、 によ て

は 対 の 施が となることも えられる。したが て、現時 から 地下水に関する

対 の び方 の を ておく がある。
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員会は 員会を引き継 、平成1 年 月から平成11年３月ま

でのおよ か月の に ５ れ、 員会に引き き、豊島に 法に

れた産業廃 れによ て れた （ 下 豊島廃 という。）の処理ならびに

処理対 施期 中における の の 大の を し、 のために となる現地 報

の ならびに関連 に関する 対 の に関し、 することを

な とした。 員会の 成は表 に すとおりである。

１ １ 

１  

 １  

員会では、豊島廃 の処理に関する な を の つに区分して

めてきた。すな 、 は豊島廃 の処理に関連する事 （中 処理施設の整 に関す

る事 ）であり、 は、 うした対 を 施している期 における 、特に の処分地

からの れた 出水 地下水の 出 に関する事 （ な 保全措 に関する事 ）

である。

員会では、 な 保全措 に関し、 設 のためのより な

における 地下水の処理に関する 、 の対 、 での に

おける の対 が として れた。また、中 処理施設の整 に関しては、

方 に当た て、 、 の 利 の について、より

な が と れ、 らに施設の に関する 、廃 の処

理完了後の 地下水 の対 が と れた。

員会では、 員会で れた上 の の対 を

め、 な 保全措 については、廃 の から 水 の 事完了までを、

中 処理施設の整 については、施設 設に関する 様書の の までを

として めた。

事  

な 保全措 に関する事 は、 ）に した を し、 後の 施 に

けた を するとこ までを した。加えて、 な の ならびに廃

の 設 報 の に関する も た。 

  

員長 田 田大 理  

員長 田 大 大  

員  設  施  

員 利 大  長

員  孝 大  

員 本 業

員 月 大 保全  

員 田中  廃 長

員 中  長

員 横 大  
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事  

中 処理施設の整 に関する事 は、 ）に した を し、 方 を した上

で、 れた 方 の を うに当た ての を するとこ までを

とした。 

 

員会では、 により に を めるため、 措 分

会 び 中 処理 分 会 の つの分 会を設 して を た。 分 会で

り う 事 は、基本 に 員会における な 保全措 に関する事

び 中 処理施設の整 に関する事 に れ れ対 するものである。

措 分 会 び中 処理 分 会は、 れ れ 田 員長 び 田 員

長を分 会長とし、 員は としてい れかの分 会に するものとした。また、豊島廃

の 搬を に関する な 見 び の 成 の 利 に関する

な 見が において であると えられたことから、 たに れ れの分 の な 見

を する 員を 加して を めた。なお、 分 会に する 員が の分 会 の出 を

する場 は、 当する分 会の分 会長の のもと、 加することができることとした。 分

会の 成は 下、表 に す りである。

１   

措 中 処理

田 員長

員

員

中 員

横 員

田 員長

員

本 員

月 員

田中 員

分 会は れ れの担当する事 について 任を て を い、ある 度 がまとま

た で 分 会 の 員会を し、 の場において 分 会の 議結果について

を るものとした。また、 な 保全措 の 施と中 処理施設の整 に する事 に

ついては、基本 に 員会で 議することとした。これら、 措 分 会 び中

処理 分 会ならびに 分 会 の 員会は、 れ れ ５ つ

れた。

員会 び 分 会の め方は 員会と 様であり、 整

員会ならびに申 表の のもとで れ、会議の と最後に ５分 度で 者から意

見 の時 を設けた。また会議中も関連する事 に対して 員会の了 のもと意見を めた。会

議に 出した の いも 員会と 様に を としたが、 議 の

大 に 、 議 了で の が く することによ て を えか ない 関

係 業の 意により 出を け のあ た 、また の 施する 関連 報 について

は れ れ を したうえで 関係者限り あるいは 、会議後 、 員

限り として り た。
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事  

１  

 

は、表 の の が れ、 による を け すい

にあり、すでに が して のものが 々に後 している が められる。このよ

うな から、 員会においては の 時 な を し、 の 度

後の対 を している。 員会においても の を した上で、

の を継 した。

  

地表 の 結果では、継 な の はあまりなく、また 量も かな

量であることが れた。このことから、現 では直 に 全 の安 が 下する

にはないものと れる。 

しかしながら、 の の は しており、この 年 の で1 ～

2 度の 量を している。 量の い地 は の にある。 

による の結果も、いくつかの で の表 の が められており、

表 水の 下による によ て、 のものが 々に後 していることを

現している。 

このような の後 は、 のものの安 を 下 せる となるものであると

れる。 

50

100

50

100

１ １  

住民 整 員会による 者 議において、 上 を な 、 成

の とすることが了 れた。したが て、 設 施設の 理にお

ける 、 成 の搬 搬出に当た ては、 上 を し、本 処分地 の

に 桟橋 の施設を 設することを として を た。一方、 上 については、施

設 の 見 者 の を中 として、 度の を した

場 の をもとに、 の整 について を た。 
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上 の に しては、 の を するため、関係者 の と深

量を い、これらの結果をもとに、 桟橋 の設 および について を た。

下に、 結果の を す。 

関係者 の により 下の事 を した。 

は であり、 の航 ならびに には していない。 

の一 は 場とな ており、春 び には れ れ横引き が

れている。 

では時々 地区の が 業しているものの、 地区の では を ていない。

 

 深 量により、 ならびに はい れも から 1 度の が き、

の後 に水深が深くなる にあることが らかとな た。 

 これらの をもとに、 桟橋 の設 について 地 、法 な 、 業に える

、 を に し、表 ３に すように、 業に える

の から が 利であるとの結 を た。 

 桟橋 に する 力については、現 れている 設 中 処理施設の

の 量をもとに、 桟橋上の上 を8 とした。 

 中 処理施設の の 量が現 と れることから、これらを 搬する

として 量 、 らに として 長 、水深 を した。 

 桟橋の については、地 から桟橋、桟橋 、 桟橋の３ を し、

これらについて施 安全 の を た。 の結果、 の を 力

する から桟橋 が 利であると した。 

 の に関しては、現 分な 報がなく、事 び 中の が

であると れる。 

 の が となる を 出し、 による 員の を た。 の結

果、現 において び 度の は な にある

ものと れた。 

 現 の は 区 が 在するため、 後の 利 に しては、 理者と 議す

るとともに の に じて を いながら する がある。 
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１  
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１  
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 事  

  

本 処分地に分 する廃 には、これまでの 結果から の

の 度 廃 び れらが められた が 在するものと えられる。

このような 度 の に当た ては、 の 業 の から、事

に の分 を しておく がある。ここでは、 のための事 法の を

し、下 の を 施した。 

 の分 の を とした 理 、 法  

 廃 の分 の を とした 、

 

 の平 分 の を とした  

 

理 から び 法 の を し、 下の結果を た。 

び 法 の において、 によるものと えられる が 出

れた地 と が 出 れなか た地 を りによ て し、 設 を した。

の結果、 大きな が 出 れた地 では一 の 在が れ、一方、

が 出 れなか た地 では の 、 な ごく 量の が れた。このことか

ら、 び 法 はある 度の大き を つ の に であることが

れた。 

結果で 2 上を し、かつ 法 結果でも が 出 れる

地 を の 設の がある と するのが 当である。この の 深

度は 1 度であることから、廃 の 深度は 1 とする。 

上 の 方法 び 深度は、 結果と の 事時における 結果の対

から、安全かつ に 業が えるように 見直しを うことが 当である。 

 

から び の を し、 下の結果を

た。 

本 処分地の表 には に 分 が まれるため、 としては

で 施することが 切である。 

では、ま による を 施し、 が1 を した場 、

を 施する。 

では、 について の 出 を 施し、 出量が1 を

した場 、 の または の 度 廃 が 在している があるも

のと する。 

上 の び の 出量の 基準は、 の 事時における

結果との対 から、安全かつ に 業が えるように 見直しを うことが 当で

ある。 

 

から、 の 業 上の について し、 下

の結果を た。 

本 処分地における廃 の は、 または で うが、

では は大 中に れ、 業 上の はないものと れる。

また、 においても、 に 業員が ることはないので、 業 上の

はないものと れる。 

なお、 では、 の 度が５ 1 になると の があ

るため、 の 度を な により し、 の 度が５ を
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しないように する がある。 

したが て、 時にの 、 の 度を することとする。 

上の 結果から事 法を、 廃 の に当た ての事

として りまとめた。 

  

  

廃 を した後にあ ては、 の後に地表となる について、 の 全度を する

（完了 ）が になる。 

完了 では、 の 出 を 施し、 結果が の 全度を する基準（完了

基準） 下であれば、廃 の を完了するものとする。 

完了 を ３に す。 

  

完了 基準として、 ） 基準、 ） 出量 、 ）産廃基準の を した結

果、 下の結 を た。 

基準は、 の の保 び を保全するうえで れることが まし

い基準であること、 の の を する基準として、また に係る

対 を る の となる基準として められたものであること、 中 意では 本

処分地を廃 が搬 れる の に すことを す と れていることな を

すると、完了 基準には 基準を いることが 当である。 

基準には、 地 び水田の に れる基準があるため、これらについては完

了 基準から く。 

１   
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員会を め、 整 員会 による において豊島

廃 に関しては、 ま まな 報が られている。これらは、 後の本 な処理の 施の

にも に れる であり、 時 な の の からも なものである。こうした

の を し、かつ利 し すい を整 すること、 らには廃 の中 処理を

する 報の 理 を することを し、地理 報 （ ）を利 した廃

の 設 報 について基 な を た。 

結果の は 下の りである。 

の 報は、地 、地 、廃 、水 、地下水、地表 、 に関するものであ

る。これらの に当た ては、 の特 を し、 び分 結果 の

については （表 ）としてまとめた。また、地 地 平 、空中 、

現地 については、 として に、 設 の に

ついては の として りまとめた。 

を利 した 設 報 としては、 1 地 廃 地下水 地表 に関する

報を表 する として の平 表 、 2 任意 における地 成

の 表 、3 地 と関連 けられた 時 の表 を

とした。 

した をもとに、上 した の 対 として、

に すような表 を 成した。 

成した では、 の 報を 報として表 するとともに、これら

の せ の 出しが となる 成としたが、これらは一 を いて基本 に

は平 あるいは な 報である。 後、 の 処理 の に す

るために、 な 設 の を らに理 し すくするために 元の 報を に利

した地中 報の （ 度分 ）が であると えられる  
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においては、本 処分地の の を するため、平成 年度から本 処分

地 の水 、 地先 の水 び 、 感 の水 び ならびに の

について、 期 に を 施している。また、平成 年度からは、 年度に が

た を引き継 、本 処分地 における についてもこの に加え

ている。 

これらの 結果の は の りであり、現 、基本 には に対して特 の を

えていないものと えられる。また、 地 を ５に した。 

 

水 水については、一 び ともに、排水基準 の 下であ た。 

上の り水については、一 のう 、 が23 1 と排水基準

を上 る であり、H び 分が時期により排水基準 を上 ていた。 では、

水 、 び が 出 れたが、このう の が時期により排水基準 を上 ていた。 

 

水 については、一 では び が時期により 基準を しなか た。

については、全て 出であ た。また、平成 年 月から本 に とな た全

び全 の 基準のう 、全 が時期により 基準を しなか た。

については、す て であ た。 

については、 下の の の と 、特 の は られ 、また 去基準

が められている水 び については、基準 下であ た。 について

は、 年度、 地 によ てばらつきが られるものの、 が平成５年度から 年

度に た 意 成 （全 の （ ）

の であ た。 

 

水 については、 のう の において 、 の において 、

1 2 び が 出 れたが、排水基準 下であ た。

については、 の において 2 、 の において

であ た。 

については、 下の の の の と 、特 の は られ 、また 去

基準が められている 水 は基準 下であ た。 については、 年度、

地 によ てばらつきが られるものの、 が平成５年度から 年度に た全

結果（ ）と の であ た。 

 

本 処分地の び で した 、 き び については、

、 の ともに、全ての で 下の の で した対 と 、特 の は

られなか た。 
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１  

 事  

な 保全措 の 施 び中 処理施設の 設 の れ れの において、

に す を 切に するため、事 に の を した。 

事 （大 、水 、騒 、 、 ）の結果の は の

りであり、 に対して特 の を えていないものと えられるが、 後、引き き

施 れる事 の結果もあ せて、全 な を う がある。 

 

平成1 年12月 日 水 平成11年３月1 日 月  

 

大 については、 地区（豊島 ）、 地 、最大 地 の３地 す てにおい

て、 基準の められている 、 、 、一 、

、 、 び は 基準を

しており、 についても、大 を していた。 

水 として、本 処分地 の地下水 地 、 地先 （水 ３地

地 ）、 感 （水 ３地 ３地 ）の を た。本 処分地 の地下水につ

いては、 、 、 び （平成11年 月22日から地下水の 基

準に 加）が 基準を していなか た。 地先 の水 については、 した３

  地先

  感 St B

St A

３

St E
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地 す てにおいて一 び ともに、 の 基準を しており、 に

ついても した 地 す てにおいて、一 び ともに、 下の の の

と て特 の は られなか た。 感 の水 については、 では

一 び ともに、排水基準 の 下であ た。 では一 で

が排水基準 の を上 ており、 では が 出 れたものの、排水基

準 下であ た。 の では一 で 、 分 び全 が排水基準 の を

上 ており、 では 、1 2 び が 出 れ、このう

は排水基準 を上 ていた。感 の については、 した３地 す てに

おいて、一 び ともに、 下の の の と て特 の は られ

なか た。 

として、 場 び を た。 場 の結果、 （

）では 、 び の３ が れた。 （ ）での

の 度は、 じ である 田町平 地先で 水産 場が平成 年

から1 年に した結果に て い であ た。 の結果、 感

び対 地 （ 1 表 、井島水 中 表 ）の３地 において、 水

（ の に がある）と れたが、 の は 水と れており、

の の には特 の はないものと れる。また、 島 大

直 のこれまでの結果によれば、 の 産 についても 様であると

れる。 

１  

騒 、 、 を 地 において 施した。騒 については、一 地 に係る

基準 の基準 、 び については 員会で められた 理

基準 と までに すると、 の基準を していた。 

事  

１

廃 の に当た ては、 の 業 にあ ても の の 大を最 限に

する がある。 

廃 の に係 る 業は、 に す で うこと

を とした。なお、この は 業の に じて 見直すものとする。また、
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び地の廃 の の も、 に準 る。 らに、 法につ

いては事 （ 理 ）を基に に す方法を

することを とした。 

１   
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１  

 

本 処分地においては、廃 の下 に分 する び の地下水が に

よ て れていることが れている。特に、 の廃 の

に する ３地 の では、 度の 地下水の 在が 念 れている。 

廃 の 後においては、廃 の 去によ て、 地下水の 度 下 の

平 分 が することが えられることから、廃 の 後に地下水 を

施し、 地下水の 度 平 分 の を しておくことが である。 の

では、特に における地下水 と 地下水の処理に関する基本方 について整理

したが、ここで す え方は本 処分地全 の 地下水に対しても れるものである。 

下に、地下水 と 地下水の処理に関する基本方 の を する。 

の廃 の に地下水 を 施して、現 の 地下水の

を する。 

の廃 の び整地が終了した時 で、 地下水の平 分 を

するため、 を 施する。 

廃 の 去による 度 を するため、地下水の水 を 施する。こ

の 、 結果を基に、 地 を する。 

上 の から の結果を し、地下水の 対 が と れる場 には、 地下

水を 水し、中 処理施設で 水として 利 する。なお、中 処理施設 までの は、

に じて 水した地下水は本 処分地 に する の 切な措 を じるもの

とする。 

水期 中は、地下水中の の 度を 切な 度で し、 の 度が地下

水 基準を達成した時 で 水処理を終了することとする。 
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整 員会 から時 も し、地 も られることから、 1 員

会での の 加として横 量と 量を 施し、 の平 ならびに横 の を

た。 

  

事  

員会での な は 下のとおりである。

１ 事  

 

員会に引き き、 における の について を継 す

る。

 

設 れている の 法の  

の対 方 の  

の 地下水 の対 に関する  

の完了 に関する方法の  

 

な 保全措 の 事に う 地 ならびに に対する の

 

事 の の  

事 の 施と の  

 

量、地 の  

量、地 の 施の 会  

 

（地理 報 ）を利 して、廃 の 設 報を し、中 処理

の に できる 報 の基 を た。

 

本 処分地 の の搬 として れる 上 び 上 の

について 、 する。

なお、これについては 員会の会期中に 者 議により、 上 を

な とすることとの があり、 申 表から平成 11 年 月に 田 員

長 に 上 に 意し、 れは施設の 設 び撤去ならびに の搬出 も も

のであるとの の意見書が 出 れている。

業  

基本設 の について 分な を い、 施設 を ううえでの設 （ 、 、

）を にして、 施設の 様を整理するな 、 施設 業 に係る 様書の

について した。

 

、 び地 び での に関する ならびに の 施の  

の 会 

後の完了 施の 会 

事  

事
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中 処理施設 までの施設の 理に関する事 の  

中 処理施設 までにおける 地 ならびに に対する の

の  

事  

事  

 

中 処理の に関する  

関連 報の  

 

、 の 利 に関する の 会の  

、 の 利 に関する  

、 の 利 に関する  

 

に関する関連 業ならびに の  

の 施する の ならびに処理に関する 施の 、  

量 の関連 報の 、整理 

～ を基に 成 である の 利 の方 ならびに の

あるいは処理方 を め、方 の ならびに現地での 施 に関して

し、 会 が 施する 表 の を した。

 

中 処理施設の 設に う 地 ならびに に対する の  

中 処理施設の に う排出 、 地 ならびに に対する の

 

事 の の  

事 の 施と の  

 

中 処理施設の整 に係る 見 様書の について し、 した。

 

出 れた 見 設 書に の を した。

 

見 書 を するとともに、これまでの 見を し、中 処理施設の整 に係る

様書の について した。

 

としての に対する対 から 員会 にはなじまないと れた。

 

中 処理施設における廃 の の見直しを うとともに 中ならびに

完了後の 出水 地下水処理について 、 した。

事  
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豊島廃 処理 員会は、 員会 び 員会として平

成 年 月から平成 11 年３月まで豊島廃 の処理に関する 事 について を め、

平成 11 年５月に最終報告書を 出した。 員会としては、これをも て当 の は達

成できたと え、 の 現に けた が かに整うことを いつつ、終了を した。

こうした のなか、豊島廃 の の処理を に 1 年の を していた中 処理

施設を、 の後の の を たる理 として直島に 設したいとの を が た。こ

うした の に当た ては 事 に関する見直しが であり、 のため ３

員会として 度、 を することとなり、平成 11 年 1 月から平成 12 年 月までのおよ

か月の に ５ れた。 

直島での中 処理の 施 に対し、直島町長が町議会において の は町の につな

がるものと えているが、最終 な は、町民の を見 めて うこととし、 基準として

は、 が きないこと、 町の につながること、 な の 切な対 、

町民の 、の とする の表 を れている。また、住民の方々の一 には につ

いての 念から れに関して 対の意見があることも 員会として しており、こう

した 念 に対し、 な から す き も 々 在するものと思量した。直島での

豊島廃 の中 処理の 施 について、町民の方々が するために であ うと思 れる

事 に関し、 報 することが と えていることからも、 ３ 員会の

は び とは、 の より こ が なるが、 えて うした まで 出し

たのは、 員会が する中 処理施設が 21 の 会を先 りした で

あり、 の 現を く んでいるからであ た。

なお、 ３ 員会の 成は、表 ３ のとおりである。

１ １  

員長 田 田大 理  

員長 田 大 大  

員 設  施  

員 利 大  長

員 大  

員 本 田 大  

員 大 航  

員 月 大 保全  

員 田中  廃 長

員 中  長

員 大  

員 横 大  

員は平成12年 月 員会から 加

１  

平成 年 月から を した 員会（ 員会：平成 年 月～平成

1 年 月、 員会：平成1 年 月～平成11年３月）では、 中 意 （ 中 処

理施設を処分地 に 設し、 処分地に する廃 び について の中 処理を施

すことにより、 できる限りの 利 を り、 廃 が搬 れる の に すことを

す）に て、廃 の処理に関する な を めてきた。 員会が終了

した時 で は 終了し、 な 保全措 から中 処理に るまでの一連の 事が
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かに終了 れることを つ とな ていた。

このような 下にあ て、 設する中 処理施設を豊島廃 の処理が終了する 1 年後

にも 施設を する の から、 は直島町と 議を い、平成 11 年 月 2 日、

直島町議会全員 議会において、中 処理施設の 設地 を豊島 の本 処分地から

直島町 の 会 直島 に する の を た。

本 に基 くと、 び の 員会で してきた本 処分地 における中

処理施設の 設という が れることとなり、廃 は本 処分地 において

搬 れた後、 上 れて直島に搬 れ、 島に 設 れる中 処理施設で処理が

れることとなる。廃 の 上 は び の 員会で していなか た

ものであり、 の 保全のためには、 分に安全を 保した 方法を することが

となる。また、本 処分地に中 処理施設が 設 れないことから、当 、中 処理施設で処理

することを していた廃 からの 出水 び 地下水については、 、 の処理方法を

することが となる。 らに、中 処理施設の 設 地が になることに い、中 処

理施設の 設 び に う の は本 処分地に 施設を 設する場 とは な

たものとなることが れ、 の び対 についても が となる。

中 処理施設 設 地の に い、上 のような 加 事 が じたことから、平成11年

月29日に11 の 員からなる ３ 員会を たに 成し、中 処理施設の 設場

に う の を う びとな た（なお、平成 12 年 1 月から 員が加 り

員12 とな ている）。直島に中 処理施設が 設 れることにより、廃 の処理に関連する

一連の 事 業は の３ に大きく区分 れる。

１ 豊 業 

における 直 水 の設 、 水 水施設の設 に加えて、 からの

の の から 施する における廃 の 、廃 を

した 地における 度排水処理施設 の 設と 、直島において処理を うための

廃 の 搬 の 業がこれに 当する。

業 

直島において廃 の処理を うために豊島で れた廃 を直島まで 上

する 業がこれに 当する。

業 

中 処理施設の 設 び 上 により搬 れる廃 の れ、 け れた廃 の

島 搬 、搬 れた廃 の中 処理 の 業がこれに 当する。

３ 員会は、これら３ の 業を安全かつ に 施するために な 事

の を うことを とするものである。 の は、直島における中 処理の 施について

直島住民をはじめとする関係者の方々の を ための を 成するために 施するもので

あり、直島において中 処理施設を 設 することが した後の 事 については 後の

として整理している。

３ 員会は、基本 に び の 員会と 様に関係者の の

もとに した。関係者として、 の 整 員会 びに申 表に中 処理施設 設

地となる直島の住民 表 び 会 も加えた で 員会の を た。会議

の と最後には、５分 度、 会 を く 関係者から意見 の時 を設け

た。また、会議中も関連する事 に対して 員会の了 のもと、 関係者に意見を めた。会議に

出した の いも び の 員会と 様であり、 としたが、

議 の 大 に 、 議 了で の が く することによ て を えか ない

関係 業の 意により 出を けた については、 れ れ を したうえで

関係者限り として り た。 関については、 び の 員会で

の の も 分に しており、 ３ 員会の に当た て な
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く対 できる の から、引き き 会 日本 び 地 会 に当たらせる

こととした。

事  

３ 員会は か月 の期 中３ の 員会を するとともに、中 処理施設の

設 地である 会 直島 の現地 、直島住民 けの 会 の 加

の を た。また、 の後、直島町からの に基 き、 から があ たことから

加 の 員会を した。 ３ 員会の な 事 は の りである。

１ 事業 事  

安全かつ な処理のための事業基本 と 意事  

上 現のために な 島での施設 の  

廃 の処理の と の対  

島 びに での 保全についての基本 事  

全 の施 の  

豊島に設 する 設桟橋 

最 の に関する  

事  

基本  

基本 な対 方  

における廃 の  

処分地の表 水 出水 地下水 の対  

排水（ 出水 ）処理施設の  

施  

施設の 理 

事中における の  

対 施期 中の  

事  

基本 対  

直島住民の  

方 の  

豊島 直島 の廃 搬  

豊島 に設 が な施設 

直島 に設 が な施設 

者の  

中 処理施設 設地 に関する  

期  

 

直島における事  

事中 びに本 時における の  

本 処理 施期 中の  

 

事業  

中 処理施設 に対する  

中 処理施設 の に関する 報表  

 

中 処理施設における からの 対 基準の設  

の と 方法 
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対 後の対処方法 

時の連  

大 の対  

水、 の 時の対  

 

上 に いる 搬  

上 航  

上 に関する安全 保  

 

地 に関する え方 

に関する え方 

豊 事業  

の の  

加 期 中の 結果の  

後の対  

 

事  
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１  

は、 員会を設 し、分 会を め1 に な が められた結果、

平成11年５月、最終報告がな れ、中 処理の方法が した。 

しかし、中 意により、中 処理施設では豊島の廃 の処理は ないことと れて

いたため、 設に の を する施設を、 年 が ているにもかか ら 1 年 で

撤去することな の が、議会から れていた。 

このような中、中 処理に い する の処理 を した 会 にお

いても、 たに 事業に り ことを していたことな から、中 処理施

設を直島町の 直島 地 に 設することにより、施設の 利 が られるとともに、

の 力の 一 施設の利 が となり、 らに直島町の につながると え、平

成 11 年 月、直島町議会全員 議会の場で、 から直島町での豊島廃 の中 処理を し

た。 

  

直島町からは、直島処理 れのための つの が れた。 

がないこと 

町の につながること 

に 切に対 すること 

町民の が られること 

は、 ３ 員会を設 し、豊島からの廃 の 上 直島における中 処理

施設の 設 に う の な 、 たな について安全 の を うと

ともに、直島町における たな 産業の に関する 、 の に対 するため

に 直島町における 対 の に けた を た か、 の全

住民 会を 施した。 

  

 直島町が直島処理 を け れる として、 の について す中、 は、平

成12年 月議会 会において、 員会による な 結果な について、あ

ら る 会をとらえて く することにより、直島町の につながるような事

が じないよう めてまいりたい と するとともに、直島町の につながる事

が じ、水産 をはじめとする直島町における産 に が した場 を対象とする

について した。 
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町民の が られること の について、 の全 住民 会を 施

した。 

１  

１   

平成11年1 月23日（ ）1 ～12  

  

直島町  

香川県  

長 横井 聰 

  

員会 員長 田  

 

 中 処理事業の について 

 の について 

 直島町住民の理 について 

 の  

香川県  

中 処理施設（ 処理施設）の整 について、 い せがあ たこともあり、

を した。 

 事  

な 、直島町で施設を 設する を したのですか。 

 のような施設が整 れるのですか。 

 に はないのですか。 

 直島町にと て にならないですか。 
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１ １  
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１ １   
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直島町長は、町議会の意 を いて、直島処理 の の れ を うと表 していたが、

町議会が れは と報告したことから、平成12年３月22日の町議会において、豊島に

法 れた産業廃 を 会 直島 に 設する で処理すると

いう の の れを表 した。 
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 事業  

１  

１ １  

１ １ １  

 平成 年 月に と豊島住民との で中 意が成 した後、中 意に基 き設 れた

豊島廃 処理 員会において な 保全措 中 処理施設の整 につい

ての な が れ、平成 11 年５月に 員会による最終報告書が 出

れた。 

 の後、平成 11 年 月に から直島町 中 処理施設を整 したい の を い、 ３

員会による最終報告を て、平成12年３月に直島町長から れが表 れた。 

 一方、中 意の後、排出事業者に 分の 担を める 業が められる ら、申 らと

との では、排出事業者からの の 分 処分地における地上 の設 、 の謝 な の

について、 員会の のもとに 議が られた。 

 の結果、平成12年５月に 員会から最終 な が れ、 は、 員会

により廃 の 処理に関する の がな れ、また直島処理 の れ表 によ

り廃 の処理の見 しが た な を まえ、 な のもとに、 を け れる

こととした。 

 して、平成 12 年５月 議会 時会に 成 に な議 を 出し、 年 月 日に

れ、 月 日、豊島で れた 3 期日において、 が成 した。 

 なお、申 は、 成 に先 、 員に対する 申 を り下げたが、 は当 員に

対して、 に けての めとして、 と を すために書 告を た。 

１ １   

 は、表 のとおりである。

１  

には、 の申 から 意に るまでの び 員会の意見が れている。 

 

は、 下の13 から 成 れている。 は のとおりである。 

１ 香川県  

は、廃 の を り、豊島 に対する 切な を た結果、本 処分地につ

いて 、水 深 な事 を し、申 らを 豊島住民に長期に たり 安と

を えたことを め、申 らに対し、 から謝 の意を表する。 

 

は、本 で める事業を 施するにあた ては、 員会の 結果に う。

 

は、 員会の 結果に い、本 処分地の廃 びこれによる （ 下

本 廃 という。）を豊島から搬出し、本 処分地 の地下水 出水（ 下 地下水

という。）を する。本 廃 の搬出は、平成28年度末までに う。 

豊  

は、 員会の 結果に い、 かに 地下水 が 出するのを する措 、
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本 処分地 からの 水を排 するための措 、本 処分地 の 水を排 するための措

び地下水 を するための措 、 本 廃 を搬出するために な施設の設 の措 を

じる（ 下、これにより設 れる施設を 豊島 施設 という。）。 

 

は、 員会の 結果に い、搬出した本 廃 を 会 直

島 地 に設 れる施設（ 下 処理施設 という。）において

方 により処理し、 の 成 の 利 を る。 

人 香川県 豊  

は、本 廃 の搬出 、地下水 の 、豊島 施設の設 び本 廃

の 処理の 施（ 下、これらを 本 事業 という。）について、申 らの理

と 力のもとに い、 員会の 結果に て が しないよう 分に 意

を て 施する。 

申 らと は、本 事業の 施について 議するため、申 らの 表者 び の担当

員 による 議会（ 下 豊島廃 処理 議会 という。）を設 する。 

 

は、 員会の 結果に い、関連分 の 見を する の のも

とに本 事業を 施する。 

 

豊島３ 会は、 び本 事業 施関係者が、本 事業を 施するため、本 処分地に

り、 な 業を うことを める。また、豊島３ 会は、豊島処分地の一 について、

を 利者とする地上 を設 する。 

豊  

は、豊島 施設の 施設を する を達したときは、 かに、当 施設が 在する

地の地上 を せ、当 施設を撤去して の 地を豊島３ 会に引き す。なお、

の の保全にかかる施設 び 水 と の関連施設（これらの施設については、地下水の

水 は する。）については、当 施設を する を達したときは、 地の一 となる

ものとし、これを豊島３ 会に引き す。 は、本 処分地を引き す場 、 によ

り、本 廃 の撤去 び地下水 の が完了したことの を け、本 処分地を 水が

しない としたうえ、 のない に整地する。 

事業者  

排出事業者らが申 らに に た ３ 2 8 のう 、申 らは

8 を し、 は本 廃 の対 として を する。 

 

申 らは、 に対する を する。 

 

申 らと は、本 により本 の一切が したことを し、 後 いに 力して

本 に めた事 の な 施に めるものとする。 においては、 の 島とともに

豊島について 島 の に 力するものとする。 

 

本 に した は、 の 担とする。 
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１ １ １ 

（ ） 

下、申 ら 3 び 加 ら 111 を せて 申 ら 、 申 を

、 の 地を 本 処分地 、 豊島廃 処理 員会

（ ないし ３ 。 加分を 。）を 員会 、利 関係 会、

会 び 会を 豊島３ 会 という。 

      

 町に する豊島は、 に 在する 島の一つである。

この豊島に、産業廃 処理業を 豊島 会 は、 和 年 後 から

平成 年にかけて、大量の産業廃 を搬 し、本 処分地に 法 を けた。 

 豊島の住民は、平成５年11月、上 業者とこれを する 場にあ た 、産業

廃 の処理を した排出事業者らを 方として の申 てをした。 

 当 員会は、 の方 を るため本 処分地について大 な を 施した。 の結

果、本 処分地に れた廃 の量は、 を め 9 方 、

に達すること、 の中には、 を の

が 当量 まれ、これによる は地下水にまで んでいることが した。このような

本 処分地の を まえ、 を めた結果、平成 年 月申 らと との に中

意が成 し、 は、本 処分地の産業廃 について、 による中 処理を

施すことによ て搬 の に すこと、中 処理のための施設の整 について、

に設 れる 員会に を することな が れた。 

３ 員会は、平成 年 月から 12 年 月にかけて を い、 の成果を

ないし ３ の報告書にまとめた。 の中で 員会は、本 処分地の産業廃

の処理は 方 によるのが 切であり、この方 による処理を、豊島の にある直

島に 設する処理施設において、 を せることなく 施することができる の

見 を表 した。この 方 は、処理の結果 成 れる 、 な の 成

を最終処分することなく、これを 利 しようとするものであり、 が が す き

会の21 に けた を くものといえる。 

 本 において、 は、この事 の 日に るまでの な に 、 のとお

り謝 の意を表し、申 らはこれを としたうえ、 方は、 員会が する

の えに基 き、直島において、本 処分地の産業廃 を上 ３の方 によ て処

理し、豊島を元の に すことを して、下 のとおり 意した。これにより本

は成 した。 

５ 当 員会は、この に めるとこ が かつ に れ、 の結果、豊島が

という しい 然の中でこれに しい を現すことを切 する。 

 なお、1 の は、申 らと排出事業者らとの に成 した に基 き、排出事

業者らが産業廃 の対 をも で出 したものである。このように、廃

の 法 にかかる事 において、 の排出事業者が の のため 担に じた事 は

なく、この は、この において先 を くものであ たことを する。 
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（ の謝 ）

は、廃 の を り、豊島 会 に対する 切な を

た結果、本 処分地について 、水 深 な事 を し、申 らを

豊島住民に長期に たり 安と を えたことを め、申 らに対し、 から謝 の意

を表する。

（基本 ）

は、本 に める事業を 施するにあた ては、 員会の 結果

に う。

３（廃 の搬出 ）

（1） は、 員会の 結果に い、本 処分地の廃 びこれによる

（ 下 本 廃 という。）を豊島から搬出し、本 処分地 の地下水 出水

（ 下 地下水 という。）を する。

（2）本 廃 の搬出は、 員会の 結果に れた に基 き、平成28年

度末までに う。

（豊島 施設）

  は、 員会の 結果に い、 かに、 に める措 を じる（ 下、

これにより設 れる施設を 豊島 施設 という。）。

（1） 地下水 が 出するのを する措

（2） 本 処分地 からの 水を排 するための措 、本 処分地 の 水を排 するための

措 び地下水 を するための措

（3） 本 廃 を搬出するために な施設（本 廃 の保 施設、特 処

理施設、 理 、場 び 桟橋を 。）の設  

５（ 処理） 

（1） は、 員会の 結果に い、搬出した本 廃 を 方

によ て処理し、 の 成 の 利 を る。 

（2） 本 廃 の 処理は、 員会の 結果に い、 直

島町 在の 会 直島 地 に設 れる処理施設 下

処理施設 という。）において う。 

（3） は、 処理施設においては、本 廃 の処理が終 るまでは本 廃

の廃 の処理はしない。ただし、 に める廃 はこの限りではない。 

 直島町が処理す き一 廃  

 により設 する豊島廃 処理 議会において、本 廃 と せて処理する

ことに 意が成 した  

（申 らと との 力、豊島廃 処理 議会） 

（1） は、本 廃 の搬出 、地下水 の 、豊島 施設の設 び

本 廃 の 処理の 施（ 下、これらを 本 事業 という。）は、申

らの理 と 力のもとに う。 

（2） は、 員会の 結果に い、 が しないよう 分に 意を

い、本 事業を 施する。 

（3） 申 らと は、本 事業の 施について 議するため、 に めるとこ により、

申 らの 表者 び の担当 員 による 議会（ 下 豊島廃 処理 議会

という。）を設 する。 
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（ の関 ） 

は、 員会の 結果に い、 に めるとこ により、関連分 の 見

を する の のもとに本 事業を 施する。 

（本 処分地の 地 関係） 

1  豊島３ 会は、 び本 事業 施関係者が、本 事業を 施するため、本 処

分地に り、 な 業を うことを める。 

2  豊島３ 会は、 に対し、 の 地（ 下 地上 設 地

という。）について、 を 利者とする の の地上 を設 し、これに基 く登

をする。ただし、地上 設 び 登 は の 担とする。 

  豊島 施設の  

 期  豊島 施設の 期  

 地  なし 

3  は、 の地上 を に しない。ただし、豊島３ 会の があるときは

この限りではない。 

 は、本 処分地を本 事業 の に利 しない。 

 豊島３ 会の 表者 び の 任を けた者は、あらかじめ に したうえ、

地上 設 地 び豊島 施設に ることができる。 

（豊島 施設の撤去 び 地の引 し） 

1  は、豊島 施設の 施設を する を達したときは、 かに、当 施設が

在する 地の地上 を せるとともに、当 施設を撤去して の 地を豊島３

会に引き す。 

2  の の保全にかかる施設 び 水 と の関連施設（これらの施設について

は、地下水の 水 は する。）は、当 施設を する を達したときは、 地の

一 になるものとし、これを豊島３ 会に引き す。 

3  は、本 処分地を引き す場 、あらかじめ、 員会の 結果に い、

により、本 廃 の撤去 び地下水 の が完了したことの を け、本

処分地を 水が しない としたうえ、 のない に整地する。 

1 （排出事業者の ） 

1  申 らと は、 平成５年（ ） 、 ５ 豊島産業廃 水

申 事 において、排出事業者らが申 らに に た ３ 2

8 のう 、申 らは 8 を し、 は本 廃 の対

として を する。 

2  申 らは、 に対し、平成12年 月1 日限り、上 1 を の

の （ ）に り 方法により する。 

3  上 事 において、 会 が申 らに うことを した の

は、申 らが する。 

11（ の ） 

  申 らは、 に対する を する。 

12（本 の終結 ） 

1  申 らと は、本 によ て本 の一切が したことを する。 

2  申 らと は、 後 いに 力して本 に めた事 の な 施に め

るものとし、 らに、 においては、 の 島とともに豊島について 島 の

に 力するものとする。 
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13（ 担） 

  本 に した は、 の 担とする。 

                                      上 

 （ ） 

 （ ） 
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１  知事  

１ １  

 3 期日は、平成12年 月 日 後 時に、 町 豊島 の において

れた。 

 整 員会 員会からは、 員長、長 員 び 員が、 整 員会

事 から び が出 した。 として、 田元 員会 員長が

出 した。申 は、廃 対 豊島住民会議の安岐議長、中 の 、申 である豊島

住民の くが出 した。 申 （ ）からは、 事、田 、中 長、

横井 長、中 廃 対 長 が出 した。 

 は、 員長から の があ た後、 が を し、 員長

から申 び 申 に対して の意見が められた。 

 申 の 理 である中 が に 意する と をしたのに対し、 申

の 理 である田 が お けする と したことにより、 が成 した。 

 の後、申 表者の安岐議長、申 理 の中 、 申 表者の 事、

申 理 の田 の が、 書に した。 

１  者  

成 後、出 者から があ たが、 れ れの は のとおりである。 

１ 川  

年 に たる本事 は、 成 により終結した。 

が 最大 の廃 事 で の象 とも える本事 が 意により成 したこ

とは意 深い。 

申 が廃 の撤去に け、 の を けてきたことに から 意を表する。 

本 処分地の廃 に対する の対処は 切であ たと るを ないが、 成

のために な 力を 、 施設を直島に設 する の 現に尽力したことを

とする。 

員会の 員長、 員が 力 に に り 、 の結果を分かり すく住民

に したこと、直島町の住民 くの関係者が本 に対する理 を深め、 力と 力を

しまなか たことを れてはならない。 

後は、 の思 により豊島住民と の 方が 力して、 に める本 事業を め

てもらいたい。 

本 とこれに基 く事業の 施が、 が におけるこの の事 の としての役 を

担い、 の を こ ないための となることを 念する。 

田  

 申 の 力に 意を表する。 

 々には、これからの に れる を す 任があり、豊島の廃 を 々が し

てこ 、後 において2 年が 会元年と れる。 

これからの が であり、 の思 なくして はできない。 

豊島、直島の皆様の力 をお りしながら、 施 である を に し

たい。 
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 が 最大の産業廃 の 法 に関する が、 整 員会、 田 員長の尽

力で、豊島で れ、 が終結したことに住民を 表して感謝する。 

 この の を、 地に を いる 会から、 の 会 けた と

して け、 に か 先 から け継いだ しい島から廃 を撤去する

を長い けてきたが、 に けて の日を迎えることができ、ありがたい。 

は住民の の えに対し、中 意で とし、最終 意は 航した。 

の後、 員会の 加 の結果、 が一 し、５月2 日の 期日において

整 員会から が れた。 

事は、住民の を理 し、議会の議 を ていただいた。住民は より感謝している。 

 これまで、後 の に える を し、 を え け、本日を迎えた。 

本日が、 の一切を 結し、一日も い事業の完了を し、 に 力し、 しい を

り出す の理念を て ことを 念す き日であることを う。 

 

くの関係者 全 民に感謝する。特に 整 員会、 員会、直島町の住民に

からお礼を う。 

という 力によるのではなく、 事が ら 任を め、 に対 し、 が成

したことに対し、お礼申し上げる。 

 は、 と住民の が であることを思い こして しい。豊島住民の本当の いが こ

にあ たか、 に 、 かい で住民を見 て しい。 

知事 

事の の全 は、表 のとおりである。 
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１ １ 知事  

  

この の が 事終了いたし感 量でご います。 

 特に、本日は、安岐登志一議長様が、 、３ の方々とともに、 き場まで迎えていただき、う

れしく じた けでご います。 

 らに、ここで、安岐議長様、中 先 から大 かいお を りまして、感 いたすと 時に、

大 いたしております。 

 ま はじめに、豊島住民の皆様方に、 い から でご いますが、 から謝 いたしたいと思

います。 

 は、廃 の を りまして、豊島 会 に対する 切な を

た結果、豊島の処分地について、 、水 、深 な事 を し、豊島の住民の皆様に、

長期に たり、 安と を えたことを め、 からお びをいたします。  

 は、 事に 任して 、豊島 の 日も い をめ しまして、 に り んでまいり

ました。また、 を見つけては の に登りました。 に1 になりますが、 の度 に

上の から に見えます豊島に かいまして、 かに対 をしていました。ある時は

に豊島がよく見えました。またある時はかすんでいました。全然見えない日もご いました。 

 い い な意見 が に せられる中、豊島に かいまして、思い、 、 日この日のある

ことを じまして、 日も くこの日が ることを たすら念じてまいりました。 れだけに、本日、

よう くこの日を迎えまして、豊島住民の皆様に、こう て直 お にかかれまして、こう て

お が出 たことは に感 量でご います。これまでの に、豊島 をめ る の により

まして、 な思いを れ、あるいは りを感じられた方々もあると思います。これも とえに

の の すとこ でご います。 うかお しをいただきたいと思います。 

日、このような が られましたのも、ここにおられます 員長はじめ の 員 事

の方々、 田 員長はじめ 員会の皆様 びに中 、田 をはじめ 理

の方々の長年に たります御尽力のお でご いまして、深く感謝申し上げます。 

 また、 におきましては、廃 に りがあり、 の を する豊島廃 対 事業を

ることにな たことは、 民の皆様に申し なく、このことを に いたしまして、こ

れを として、このような事 を び することの いよう、 後、 な廃 の に

なきを期したいと えております。  

 これからは、 に 地 量 に ております な 保全措 の 期 施を りますとと

もに、 に中 処理施設の整 に し、豊島廃 対 事業全 を 意 めてまいります。こ

れらの事業の 施に当たりましては、 員会の 結果を まえまして、豊島住民の皆様を

はじめ関係者の御理 と御 力をいただきながら、豊島の処分地 はもとより の 保

全に 全を期してまいります。 らに、中 処理施設の整 を といたしまして、21 の

における 会が 成 れますよう 力いたしたいと じます。 

また、豊島をはじめ 島は、 利な をかかえており、 の は にと て の地 と

ともに大きな であります。 といたしましては、 こに住んでおられる 々の意 を しつ

つ、 島の にも 意 り んでまいります。 

 最後に、 といたしましては、 後、 に められた に て、 に事業を め、豊

島住民の皆様をはじめ関係者の方々との 関係の に めてまいりますので、皆様方の御理

と御 力をいただきますようにお いいたします。 

 大 長い 、御 をおかけいたしました。 
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１  事  

１   

  

議 意書 

平成５年（ ） ５ 豊島産業廃 水 申 事 における

に関し、 から申 らに対し、 の 本 廃 のう 、廃 直下

び （ 下 という。）の処理方 につき、 方 から 水 方

の の申し出があ た。このため、申 らと は、 議の結果、 後の 本 廃

の処理方法について、 下のように うことを 意した。 

 

 本 廃 のう 、 で れた に関しては、 方 に

よる処理 を し、島 搬出しての 水 方 による処理 とし、 な限り、 の 成

の 利 を ることとする。 

 は、 の 水 方 による処理 の び搬出 搬 びに 水

方 による処理 の 施は、 理 員会の 結果 び のもとに う。 

  豊島廃 理 員会設 （ 事 ）に、 の水 方 の

び搬出 搬方法の びに処理の 施 の を加える。 

３ は、 の 水 方 による処理 の 施においては、 報 に め、申

らの理 と 力のもとに う。 

 は、 基準を した で れた については、

おり島 に搬出して 処理し、 によ て れた のう 、

対 法に める 出量基準を したものについては、 おり島 に搬出して

処理する。 

５ は、 の 出量基準 下の による については、 ３（ ）

の 地下水 の 対 で処理する。 

  は、 での 本 廃 の撤去期限である平成28年度末までに、 の

基準を する が らないように める。 

  申 らと は、平成28年度当 において、 の地下水 の を ながら、処理

対 について 議する。 

  上 の に ないことを して、 した。 
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１   

  

議 意書 

平成５年（ ） ５ 豊島産業廃 水 申 事 における

に関し、 から申 らに対し、 の 本 廃 のう 、廃 直下

び （ 下 という。）の処理方 につき、平成22年 月 日 け 議 意書（

下 平成22年度 議 意書 という。）で 意した 水 方 に加え、 方

を 加したいとの申し出があ た。これについて、申 らは、 の 申 らの豊島産業廃

の処理に関する基本 え方 の意見を 、 はこれを した上で、申 らと

は 議の結果、 後の の処理方法について、 平成22年度 議 意書 を下 のよう

に することを 意した。 

 

平成22年度 議 意書 の 意事 ないし３のう 、 水 方 を 水 方 しくは

方 は水 方 び 方 に する。 

上 の に ないことを して、 した。 

申 らの豊島産業廃 の処理に関する基本 え方 

から、申 らとの で 結した平成22年 月 日 成の 議 意書について 水 方 に

加え 方 の がな れた。 

豊島産業廃 の撤去期限については、 で平成28年度末ということが れている。

この 、廃 の 量が当 よりも増加したことを まえ、 においては当 の処理 の

長をおこない平成 28 年 1 月末をも て撤去する に 理 員会の のもとに れたとこ

である。 

の の処理については、申 らは、 との ですでに の 議 意書を 成し、

の処理方 の 方 から島 に搬出しての 水 方 に することに

意してきたとこ である。 は、この 意に基 き、平成23年11月に 水 方 の処理を

大 の業者に したが、 住民の 対 がおこり、この業者による処理を平成2 年５月

に 念した。申 らとしては、 がこの を 念したことを ないものと えている。しか

し、 後このようなかた で処理事業が れることがあ てはならない。処理事業の れを じ せ

たこと び、本 処理により たな 者を じ せないという申 らの基本 に から

いを たせる が申 らに せられたことについて、 は深 に け める きだと える。

申 らは、 地 に 担をかけないように 意書において、 基準を した

で れた によ て れた のう 、 対 法に める

出量基準を したもの を したものを対象とするな してきたとこ である。 の

の は、この を まえたものでなければならないと える。申 らとしては、 の

は、 とはいえ、当 理 員会な で れてきた業者ではなく、 の業者に処理を

することにな たことにあると えている。 

のことを とするならば、 は、 の たな処理方 の 加にともなう 処理事業に

おいては、 理 員会の 結果に い、 に処理することとし、処理業者 にあたり、 の

地 、 な の地 を し、地元住民の理 が られるよう 力する きであると

える。 
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１   

１ １ 豊  

１  

 平成 年 月 18 日に成 した中 意において、中 処理施設の整 び対 施期 中の

保全対 についての を うため、 者からなる豊島廃 処理 員

会が設 れた。この 員会により廃 の 処理に関する の がな

れ、また直島町が中 処理施設の れを表 したことにより廃 の処理の見 しが た

を まえ、 は な のもとに、 を け れることとし、 議会の議 を て平成12

年 月 日に が成 した。 

成 後の 年 月 2 日に、中 処理施設、 な 保全措 び廃 の 上

のための施設 に係る設 設 において、 な を るため、

の に基 き、豊島廃 員会（ 下 員会 という。）を設 した。 

 

員会は13 の 員からなり、 員長に 田 員、 員長に 田 員が 任 れた。

員会の 員 成を下表に す。 

１ １ 

氏   

田 員長  田大 理  

田 員長  大 大  

 法 長 

利 大 長 

長  大 理  

孝  大 安全 設  

本  田 大  

 大  

月  大 保全  

田中  大 理  

中  長 

 大  

横  大  

事  

員会の 事 は のとおりである。 

基本 び施 の  

な 保全措 、中 処理施設 の 設 、 施設 の  

事、施設 設の 理、  

の 、 施 び結果の  

、 の整  

、 の な事  

 

 員会は平成12年 月29日に が れ、平成1 年３月28日まで 2 れた。 
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１  豊  

１  

 平成12年 月 日に成 した の （３）において 申 らと は、本 事業の

施について 議するため、 に めるとこ により、申 らの 表者 び の担当 員

による 議会（ 下 豊島廃 処理 議会 という。）を設 する ことと れたことに基 き、

豊島廃 処理 議会（ 下 議会 という。）が設 れ、 年 月 日に が れた。 

 

 議会は、1 の 議会員からなり、 者 、申 らの 表者 、 の担当

員 で 成 れている。 

 議会には、会長 と会長 理 を き、 れ れ 者をも て てることと れて

いる。 

 

 議会は、本 事業について 議することが であるが、 年 することとし、会長が

する。また、 上の 議会員の がある時は、会長が 議会を するものと れてい

る。 

 

 議会は、平成12年 月 日に が れ、 、現在に るまで年 の 度で

れている。
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１  豊 １ 豊

議会 

 
区  分 氏   

議会員 者  方 

   利 

 申 らの 表者  大   

  田  

  中地  

  長   

  中  

  安岐  

  井  

 の担当 員  田   （ ） 

  田 一 （ 長） 

  横井 聰 （ 理事（ ） 長） 

   孝 （ 長（ ） 長） 

  中   （ 長（ ） 長） 

  大森 利春（ 長（ ） 保全 長）

   一（ 廃 対 長） 
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豊島廃 処理 員会は、 の 中 意 に て豊島処分地 法

れた廃 の処理に関する事 と れた 出水 地下水の 出 に関する事 の つに

ついて な を めてきた。 して、平成12年 月に 最終 意 し、 が成 した

ことを け、 の の関 に関する大 に基 き、 に豊島廃 の処理を め

て くうえでの な 場からの な 、 、 を う で豊島廃

員会が設 れた。

員会では、豊島における と直島における をより に するために、

措 分 会 び 中 処理分 会 の つの分 会を設 した。 分 会で り う 事 は、

基本 には ３ 員会における な 保全措 の 施に関する事 び 中

処理施設の整 に関する事 に れ れ対 するものである。

措 分 会 び中 処理分 会では、 員会の 田 員長 び 田 員長を れ れ

分 会長とし、 員は としてい れかの分 会に するものとした。また、 度排水処理

施設の処理水が れることとな たことから、 の分 に関する な を する

員を 加して、 を めた。なお、 分 会に する 員が の分 会 の出 を する場

は、 当する分 会の分 会長の のもと、 加することができることとした。 分 会の

成を 下に す。

１ 

措 分 会 中 処理分 会

分 会長 田 員長 田 員長

成 員 員

員

 員

中 員

員

横 員

員

本 員

員

月 員

田中 員

員会 び 分 会の め方は、基本 に から ３ の 員会と 様に関係

者の のもとに した。関係者としては、 整 員会、申 表、直島の住民 表、

会 であり、会議の と最後には、５分 度、 会 を

く 関係者から意見 の時 を設けた。また、会議中も関連する事 に対して 員会の了 のも

と、 関係者に意見を めた。

会議に 出した の いも、 から ３ の 員会と 様であり、 と

したが、 議 の 大 に 、 議 了で の が く することによ て を

えか ない 関係 業の 意により 出を け のあ た については、 れ れ

の を した上で 関係者限り として り た。

  

2-70



- 1 

１ 事

１ １ 

な議 としては、 措 分 会においては、 な 保全措 に係る の

び 理方法の 、 度排水処理施設に係る の 、 時の 出水対 が 議

れ、中 処理分 会においては、中 処理施設に係る の 、 利 の

が 議 れた。また、 員会においては、 分 会の 議結果の に加え、 度排水処理

施設 び中 処理施設の引 の 、 び の 、 報表

の整 、 上 の について 議 れた。 

１  事

員会 び 分 会での な 事 、 日 を表 に す。 
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１ １ 

事  

  

委員会、 措置分 会 中間処理分 会の な と

6 8 11 1 3 6 12 1 3 4 5 7 9 11 1 3 4 7 8 9 12 3

29 11 14 18 8 29 16 17 20 14 2 11 8 1 29 27 12 7 23 28

26 29 18 29 20

29 22 2 29 29
な環境保全 に して した

　 な環境保全措置に る 要 の
　 等での掘削・移動に する
　 な環境保全措置の の整備 管理に する
　　　 な環境保全措置の の整備 管理 について
　　　 な環境保全措置の の 管理 の
　　　 地での 出水対策について
　　　 ン え 中に た廃棄物等 の対
　　　 島処分地の 出水の について
　　　 ト ン の 水管の 水について
　　　 に 置した の 算 の しについて
　　　 の ン 度について

中間処理 の整備と 管理に して した
　 中間処理 の整備に る 要 の
　 中間処理 の についての
　 中間処理 の 要 等の についての
　 中間処理 にお る環境 の整備に する
　 中間処理 の の
　 中間処理 の について
　 ７ ・ 管理 等の
　 焼の について
　 水 化 物の について
　 10 溶融 中の ン の物 について

溶融 、溶融 に して した
　 溶融 の 用について
　 溶融 、溶融 出 の

度 水処理 の整備と 管理に して した
　 度 水処理 の整備に る 要 の
　 度 水処理 の についての
　 度 水処理 の 要 の についての
　 度 水処理 にお る環境 の整備に する
　 度 水処理 の について
　 ・ 管理 等の
　 ７ の について

中間保管・ 、 処理物処理 の整備と 管理に して した
　 中間保管・ 、 処理物処理 の整備に る 要 の
　 中間保管・ 、 処理物処理 の についての
　 ・ 管理 等の
　 処理物の処理について
　 処理物の の

廃棄物等の掘削・ 搬に して した
　 掘削 の 出水対策について
　 水 ンの
　 10 間の についての
　 廃棄物等の掘削 搬に する について
　 廃棄物等の掘削・ 搬に当た ての 調 の
　 廃棄物等の 化に する
　 ７ 掘削・ 搬 等の
　 水 の対 について
　 化 中の にその対 について
　 10 掘削 の 水 水 について
７ 廃棄物等の
　 島廃棄物等 全対策 委員会にお る 状
　 の

環境 ン に して した
　 島にお る環境 環境 ン について
　　　 調 の
　　　 な環境保全措置 の調 の
　　　 な環境保全措置 中の調 の
　　　 な環境保全措置 終 の調 の
　　　 度 水処理 中の調 の
　　　 島にお る環境 環境 ン の
　　　 廃棄物等の掘削・ 搬 後の調 の
　 島にお る環境 環境 ン について
　　　 出 について
　　　 調 の
　　　 中間処理 中の調 の
　　　 島にお る環境 環境 ン の

に る 環境 ン について
　　　 調 の
　　　 に る 環境 ン の

その 要な として した
　 環境 の 全対策のた の の
　 ・ の対 の
　 示 について
　 の地 水調 について
　 環境 について
　 島処分地の 入 の廃棄物等について
　 ７ の 算 の について
　 島廃棄物等処理 管理委員会について
　 対 について
　 10 島廃棄物等処理 管理 の
　 11 島廃棄物等処理 の管理 について
　 12 島廃棄物等処理 の 、 度 について
　 13 島廃棄物等処理 について

15 度

委員会

措置分 会

中間処理分 会

67 8
12 度 13 度 14 度
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１ 

町豊島 び直島町住民が処理事業の安全かつ な を でき、 が一にも何らかの

が した場 には の を直 に することができるよう、 に 報を していく

との えの下に、 報表 の整 を た。 

報表 の 成 については のとおりである。 

町豊島 び直島町の れ れにおいて、施設の 、 上 の 、

結果が表 れるよう、豊島 び直島町役場に 末を設 （後に 役 に

も設 ）するとともに、 により く一 にも を とした。 

表 については、 ３ 員会における 結果を まえて した。 

報表 の については、 に す。 

また、 報 の 時 については下表のとおりとした。 

１ 

方法 度

最 報 力 事 が じた 度

業 報
び 力

報については 日 （ 日 時 切）

力 については、 報が られた 度 期 に

は、 日分の 報について、 日 1 時までに

報 時 （ 時 切）

期 報 力 分 結果が られた 度

報 ５分
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１   

2-74



-  
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豊島廃 の 上 に う航 安全に関する について した 法

上安全 会において、豊島廃 上 航 安全対 員会（ 員長： 登 

法 大 ）が設 れ、豊島廃 の処理に う 上 に関する航 安全対

について、 な 議が れた。 

この 員会においては、 ３ 員会の豊島廃 の処理に関する 結果を け、

廃 、係 設 、 び安全 理 の 上 全 に 安全 を

するため、現地 を の 員会を した。 

なお、当 員会における 議を まえた成果については、豊島廃 上 航 安全対

報告書 平成1 年 月 に りまとめた。 

らに、 上 業 に関する安全 理 については、航 安全対 の であることから、豊

島廃 上 安全 理基準を に 施できる 分な の整 を ることが まれるこ

とと れた。
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 豊  

豊島廃 処理事業の 施期 中において、廃 を または した地下水 による継

な 地 の の 大を するため、平成12年 月から1 年３月までの に、

な 保全措 として、 での 水 の 設、廃 の 、 水 の 設を

施した。

な 保全措 の 施 を ３ 、 施後の全 を ３ に

す。

１ 

 

１ 

事  

豊  

１  

を じての地下水による の は めて い にあり、 地下水

の 量の と 水 による の 出 を に対 する があ た。 

のため、 の 出 対 として、 に て、長 3 に たり、 ～18 の

深 で 水 を 設することとした。

水 の 設深 については、処分地中 を対象として た 水を した場 における

地下水 出量の 結果に基 き、 の地下水 出量を現 の 1 まで できる

Ac の上 までとした。また、 法としては、 、施 、 を した結果、

水 を することで 水 を した 法を するものとした。なお、 の

では 水 として期 できる が 出する であ たため、 水 が の上 に

する とした。

については、 による を けており、一 では が られたことか

ら、 の 対 として め を施した。

なお、 水 を めるために設 した 水施設は、 水 の 、 水

、 により 成しており、 の深 は、地下水 が 水 と の と

なるよう に設 した。また、 水 を 保するため、 には 排水

として を した を設 するとともに を する とした。 

水した地下水については、 度排水処理施設の までの は 水 により

に し、地下 を り すことで対処した。なお、 度排水処理施設の

後は 施設に 水し、処理した。

事 を表 ３ 、 水 の を ３ 、 設 を

３ に す。
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１ １ 事  

事 平成12年度 豊島廃 対 事業 な 保全措 事（ 区）

事 直 水      8 1  

め       2 9  

 3 8  

期 平成12年 月1 日～平成13年1 月31日 

１ １ 

 

１ １ 

 

  

の廃 については、廃 の 厚が ３ と いことから、 の 大 の

に加え、中 保 施設、特 処理 処理施設 の 地 保も して、 れらを処分地中

に することとした。また、 び地にある廃 についても、 厚が く

量も ないため、 様に することとした。

なお、当 区 と処分地中 を分 するために 水 を設 すること 、 水 による

の のために を うとともに、 び び地については、 な を

いて整地を た。

事 を表 ３ 、廃 の の を ３ に す。

１ 事

事 平成12年度 豊島廃 対 事業 な 保全措 事（ 区） 

事        91  

厚 基    2 2  

び 水     

期 平成12年11月1 日～平成1 年３月2 日 

１  
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地下水の の 対 として、処分地中 の廃 の全 に、 水の地下 を

することで 水 果の 上を ること び を 保することで き 果を期 する

ため、 果のある 水 を 設した。このことは、本 処分地からの の

にも であ た。なお、本 は て完了後の一 廃 最終処分場の表 と

しても利 れており、 年 は大 の で 年である。これは、中 保 施設、

特 処理 処理施設の 設期 と であり、 の においては 分に を していた。

加えて、 水 設後の表 に た 水を から に するため、水

の設 を た。

なお、 水 については、廃 の水分量が く、 の廃 （ ）に水

が し、水 の が 分にな たことから、 を せるため、 地下水を 水

処理する施設である 度排水処理施設の 後に 、 水 を すな の対 を た。

事 を表 ３ ３ 、 水 の 設 を ３ ３ に

す。

１ 事

事 平成12年度 豊島廃 対 事業 な 保全措 事（ ３ 区） 

事 設  3 8  

水      1 838  

期 平成12年11月1 日～平成1 年３月2 日 

１ 
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 事業  

１ 豊  

１ １  

１  

１  

場 から で搬 れた豊島廃 を で一時 （ 分）

し、ご 切出し な により に 、 量した

後、搬出する施設である。搬出量は 日3 の である。 

なお、中 保 施設は、特 処理 処理施設と 一の に していた。 

 

ご 量：2 1  

ご ：1 8  

切出し 切出 力：2  

 

対象 ：豊島廃

対象成分： 

（ ）、 （ ）、 に したもの

（ は様々） 

で処理する き  

水 ：3 下（ 現場で 整したもの、特 処理 を く） 

 

施設に搬 れた豊島廃 は、 の から、ご に れる。 

ご で一時 れた豊島廃 は、ご を いて れ、

に れる。 

れた豊島廃 は、 し により れて、切出し により り出

れ から排出し に まれる。 

に 後、 量を 量する。

を いて、 の を う。

 

１

は が に れないように が にな ている。

の 時に した は 設 によ て れ、 搬

を して、ご に搬 れる。また、排 は により 後、 に排

れる。

 

には 水が り まないように を設けた。また、廃 から 出た 水

は、 度排水処理施設で処理を た。 

2-80



- 1 

者  

中 保 施設、特 処理 処理施設には、見 者のための を設けており、中

、中 保 （ご ）の見 、会議 で施設 の を けることがで

きた。 

１   

１  

１  

豊島廃 のう 、大きな 、 の のままでは中 処理施設の 処理設 に

できないもの は 処理を う のないものを処理する施設である。特 処理

処理設 は、最大1 日の 力がある。 

なお、特 処理 処理施設は、中 保 施設と 一の に している。 

 

特 処理 （一 の大き 上の 、 、 の の

た 、 、 の 、 の長 とする。 一 の大

き 上 とは の の に りきらない大 、長 もの。）

 

１  

水 後、 利 する。 利 にあた ては 完了 を 施し、 に し

たものを 利 し、 のものは中 処理施設において処理する。 

 

で切 の後、中 保 施設の保 に れ、 の廃 と の上、

中 処理施設で処理を う。 

 

が空であることを できるものについては、 ）と 様に り う。 

 

の を した上で、 と を分 し、 れ れ中 処理施設で処理を

う。 

 

処理業者に して処分を う。 

施設の は、 末に している。 
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１   

１  

１  

処理 力： 日（の に8 日、13 日 増 ） 

：  

：99 8  

水 整 量：2  

 

地下水 び 出水

特 処理を の水 施設からの排水（廃 の 搬 の 排水を ）

豊島処分地において する 排水

 

水処理

地下水 び 出水 水分 （ 分 度が い場 ） 水 整設

処理 処理 処理 は 処理 分 去処理

処理 処理 処理 は処分地 。

処理 

力 水処理 搬出。なお、 度排水処理施設で する

は、 水 8 下に 水 れた後、場 排出する。

 

１  

度排水処理施設は、水 法 び 対 特 措 法が対象とする特

施設には当たらないが、 保全を 先する え方に基 き、先に したように、

の 理基準は の排水基準に うものとし、地下水 出水の処理に当た ては、表

の 理基準 を いることとした。 らに、本施設は、 が によ て

める上 せ基準の対象施設に 当するものではないが、これについても 理基準 として

することとした。 

処理水は、これらの 理基準を した上で、 れなければならないこととした。

また、 が れた場 には、 れに じて、 理基準の見直しを た。 
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１ １ 

       理基準  

び の   3 

  1 

び に限る   1 

び の   1 

び の    

び の   1 

水 び 水 の の水    

水   出 れないこと 

  3 

  1 

  1 

  2 

  2 

1 2    

1 1   1 

1 2    

1 1 1   3 

1 1 2    

1 3   2 

   

  3 

  2 

  1 

び の   1 

う び の   23  

び の   1  

  1 

、 、 び 2  1  

1    

 

水 度（ H）  ～9  

量（ ）  3  日 平 2  

量（ ）  3  日 平 2  

量（ ）   日 平  

出 量 量    

出 量 量   3  

量   

量  3 

量  2 

量  1  

量  1  

量  2 

大   日 平  3  

量  12  日 平  

量  1  日 平  8  

   1  

  

2  、 、 び の 度と を じた の が1 を えないも

のとする。 
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の結果をもとに、表 水 を 設しない で 水 の水 を

に するために な 水量 日を処理量の として設 した。

表 水 が施 れている は、 日の 水量は ないが、廃 の が

するに て表 水 を撤去すると し、こうした を して最大の処理量として

日を した。

 

の 去  

の処理方法として、 から ３ 員会において 処理法

法 処理法 が れた。 

時の としては に じて の処理設 を こと とし、

結果、 と を する 分 法により、 を分 処理

する設 が れた。

の処理 

一 の地下水は、 度の で れており、 の 地下水であ

れば、 を して を に せる処理を うが、 水中の

び の 度が く、 の まりが 念 れた。 

こで、 水 整 を にするとともに、 整 で を い、 引 で排 を

引して、 に を 処理することとした。 

の対  

水の水 の 度が いことから、 を した の を したが、処理水

を 水としては 利 しないことから、 設 は設けないこととした。 

の処理 

水処理の で じる は、 び 水処理を施した後、直島の中 処理施設に し

て処理を た。

水の利  

 に た 水を し、中 保 施設での 水に利 した。
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１  

１  

１  

表 ：1 日 基 

：2 日 基

： （一 ）

：1 18

：8 283 22  

豊島廃 （ 、 、 ） び直島町の一 廃

 

完全 施設 

処理に て する 成 を し 利 する か、 排水 を 利

するな 、完全 の施設とな ている。

を 分 する 表  

施設の中 となる 設 には、 の により処理対象 を安 に し する

最大 の 表 を している。

を する  

び豊島廃 から 処理で した 分を、 により直 加熱し、

する。

排 の処理 

排 中の について、大 法の排出基準より しい 理基準 を設 する

か、 についても 理 を設 し、 した排 処理を ている（表

）。 

１  

 理基準 び 理

理
基
準

2 下 

1 下 

水 下 

ばいじん 2 ３ 下 

一 3 下 

1 ３ 下 

理

び の 2 ３ 下 

び の ３ 下 

水 び の 2 ３ 下 

び の 2 ３ 下 

び の 2 ３ 下 

び の 2 ３ 下 
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の  

排水 水を処理して 水 に 利 するとともに、 熱を し に

えて 利 する か、太陽 設 を するな 、 の 担を らす様々な 夫

を ている。

 

１  

豊島廃 は、廃 99 8 2 、 122 8 （ 2 ）

び 33 92 （19 ）で 成 れるものとする。

なお、 を く豊島廃 の は 表の り。 

 豊  

   最大  最  平  

成
分

水分  3 1  3  

分  8  21 8 

分  3  2 1  

熱
量

  1 1  1   

  3  1  1 1  

の の は、 表の り。 

  

    

成
分

水分  2  

分  8  

分   

熱量（ ）  12  

豊島廃 から特 処理 を いた後、直島に搬 れたもの 

特 処理 のう で、中 処理施設で処理することが められたもの 

処理対象 と せて処理することに関係者と 意が成 したもの 

直島町で する一 廃 （ 8 日） 

をあ せて処理を うものとする。 

 の は、 表の り。 

  

    

成
分

水分  2 3 

分  1 

分  2  

熱量（ ）  1  

1  ３ 員会で
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、 、 、 、 の を 廃 に加えて、これらの

による もあ せて 処理を うこと。 

処理に当た ては、処理対象 を 処理したうえで安 な を い、

大 法、水 法 の関係法令に加え、ご 処理に係る

、 一 廃 の の 利 に関する の関連

関連 を すること。 

中 処理により する 成 は、 利 は が なものとし、 廃 の

を最 すること。 

 

一の で 処理 のす ての処理対象 を し、これを できること。 

たる として、 力を いる方 ではないこと。 

豊島廃 を1 年 で処理するために な処理 力を していること。 

の 成 として する 、 は 利 であること。 

の 成 として する は の が であり、

度が を下 ること。 

豊島廃 の中で特 な 処理が であると れた特 処理 のう 、

れた 処理が な対象 については、 で処理が であること。 

 

１  

処理方 としては、 方 が 当と えられるため、中 処理施設における廃

の処理後、 の処理を うための 施設の設 が とな た。 

なお、 会 直島 には の 施設が 在していることから、

処理は 施設を利 して うこととした。 

者

中 処理施設 の中 御 、豊島廃 、 設 の くの施設は、

見 者の見 を として設 を た。また、 度の見 者が れても対 できる会議

を設けた。 

なお、中 処理施設の 設場 は 中の 産設 の する 場 地 に することか

ら、中 処理施設 の 設施設の に を えないという の下で、

として施設を し、見 者についても な限りの対 を うこととした。 

また、見 者 の 切な対 は な事 であり、 分な が められることであるが、

見 者の安全 保が 一 先事 であることから、見 者に対し、安全 理のための 事

（安全 の ）を することができ、 者、 の安全 が特に められる見

者に対しては、見 施設の 限 を めることができることとした。 

 

設時における  

大 、騒 、 を 設時の の対象 として、 を た。 

大 についての の の結果、 地 （中 処理施設 地から

までの に 当）における対象 （ 、 、

） 度は全て 基準を していた。 
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時における  

大 、水 、騒 、 、 を 時における の対象 として、

を た。 

大 についての の の結果、中 処理施設 時の最大 地 にお

ける対象 の 度は、全て 基準を する であ た。 

施設の は、 末に している。 
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 豊

１ 豊  

１  

：  

場（ ）：  

連 橋：  

 

設 地 の  

の で深 量 を 施し、 地 によ て れる桟橋の を した。

また、 法 についても した。 

桟橋 の  

桟橋 ごとに施 、安全 、 の を た。 

の の  

桟橋の設 に う の について桟橋 事中、桟橋 時、桟橋撤去後に分けて

した。 

  

１  

：38  

場（ ）：  

 

設 地 の  

の で深 量 を 施し、 地 によ て れる桟橋の を した。

また、 法 についても した。 

桟橋 の  

桟橋 ごとに施 、安全 、 の を た。 

の の  

桟橋の設 に う の について桟橋 事中、桟橋 時、桟橋撤去後に分けて

した。 

  

１  

：廃 搬 太陽  

全長：  

量：99  

： 18  

 

豊島から直島 あたり を18 し、 日 の 3 の

を た。 年 あたり221日の を 準とした。 
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方 を  

のように直 で に り れる方法で を

方 で、廃 を に 、 のまま廃 搬 で

上 した。 

 の  

の に し、水 で して、航 が い とした。 

 の  

廃 搬 は、最 で、かつ、できるだけ安全な を航 するとともに、

の 期 び 場を し、 月～ 月と1 月～３月で な た を した。

１  

  

１  

全長：9 8  

全 ：3  

量：22  

：38  

 

豊島の中 保 施設において に豊島廃 を 、廃

搬 によ て豊島から直島に 後、直島の中 処理施設に 搬した。 

 

の を  

は、廃 水が に れないように、 （ 安全 ）

に基 く （ 準 ）の基本 を けた の を した。 

の 期 び 理 

の 、 の な 水 にかかる については、 により 時

するとともに、 期 に を 施し、 に じて、 の り え を た。 

 の  

豊島の中 保 施設において廃 の 業終了後、 を した。 

また、直島の中 処理施設の に により廃 を した後も を

した。 
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１  

豊島廃 の 処理 び地下水の 処理 に関しては、 の処理の を で

し、 報表 上で するため、 設 を整 した。 れらのう 、

中 処理施設 び 度排水処理施設 に設 れたものを くと、 の 、 H 、 水

の水 、 水井の 量 、 量 がある。 

  

直島中 処理施設で した は、 な の

の として 事に 利 するため、一時保 場 として を

に３ （ 出 、 、 （

島））整 した。 
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１  

豊島廃 員会では、平成12年度から 3 の 員会、 措 分 会 び中 処理

分 会を し、 員会で れた基本 な方 に て 施設 を せるとともに、

事の で 会 による び施設の 事完了の な を 力 に た。 

施設整 については、豊島 の な 保全措 事は平成1 年３月に完 し、中 保

施設 び特 処理 処理施設は平成1 年３月に完 、 度排水処理施設は平成1 年５月に

に引き れた。一方、直島 では中 処理施設が平成1 年 月に に引き れた。 

また、本 処理の にあた ての 施設の 理 、 の を

するとともに、 施設 の 、 結果な 報を豊島、直島に設 す

る 報 末で表 するための 報表 を し、 での 表を に うこ

ととした。 

施設の本 後は、豊島廃 理 員会（ 下 理 員会 という。）が設 れ、

による事業の 理 び が引き き れることとな た。 理 員会の 員 成を下表に

す。 

１ １ 

員長 田 田大  

員長 田 大 大  

員 利 大  

員 長 大 理  

員 孝 大 安全 設  

員 大 事  

員 月 大 保全  

員 中 法 長

また、 理 員会の として、豊島処分地の排水 地下水対 の処理対 につい

て する豊島処分地排水 地下水 対 会（ 下 排水 地下水 会 という。）が設けら

れた。排水 地下水 会の 員 成は下表のとおりである。 

１  

長 中 上 大 地  

員 利 大  

員 長 大 大  

員 業  長

員 久 島大 大  

 事業  

豊島廃 処理事業は、先 を し、 法 れた廃 を に するだけで

なく、これまで め てられていた 成 も な限り 利 するな 、 会の を

すものとして れた。このため、中 処理によ て じる は 会 直

島 で を れ、 は安全 と を 施した上で、 とし

て れた。中 処理の で する 、 、 の についても、 れ
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れ 利 れている。 

 また、 は、豊島住民の理 と 力、 して、関連分 の 見を する の

のもとに事業を 施することと れている。 して、この事業は、関係 がともに 加

し、 たな関係 を て を していこうとする思 の理念に基 き れ

るものであり、 な 報の と が である。このため、事業に関する会議は、

報がない限り で れ、 町豊島 び直島町の 表者な の 関 者が意見を

るな 、 の場での意見 が 保 れている。 

 本事業は、廃 が豊島処分地から撤去 れ、下水 の が完了し、豊島３ 会に 地が

引き れることをも て終了する。 

  

１  

廃 の処理を かつ に めるため、廃 の処理対象量について 時見直しを

うとともに、 々の処理量 対 を じてきた。 

 このう 、豊島 では、廃 と せる （ び ）の量を

せることにより、処理量 果があ た。 

また、直島 では、 していた の対 、 の 日 の増加、 の

、 での の処理、 による熱利 の上 な の処理量 対 を

た。 

らに、平成2 年３月には、直下 について、 することとした。 

 

平成23年度 で、処理対象量 が れまでの から大 に増加したことから、 は、

年度当 に処分地全 の現地 量を い、処理対象量を することとした。 

また、 で める廃 の搬出期限が いた平成2 年度 び平成28年度は、

理の から 量し、 を た。 

理を し、 処理量 対 を じた結果、 で められた期限 である平

成29年３月に、豊島から廃 の搬出を終えることができた。 

 

 豊島廃 処理事業では の 利 の から、 、 、

の の 利 を てきた。 

 このう は、平成 1 年度から の 事において利 を し、

の 、 の 対 での 、 の基 の 事に れている。 

 については、 会 直島 の で として する

とともに を した。 らに、 処理により 成 れる 量の 、 、

の については を い、 れ れ 利 を た。 

 また、 した の として、中 処理施設の から排出 れる排 の 熱を

で し、 する 会 直島 で した 水を に えて、

の の に利 した。 

 

 豊島廃 処理事業における を するため、施設 設 の排 排水の排出

地 で、大 水 騒 に関する 期 な を た。 

また、 事業の 施期 中 び終了後の の を するため、 地先

地 びに最大 地 で、大 水 に関する を た。
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については、 を め、 理 員会 排水 地下水 会 における 員か

らの 、これまでの 結果 を まえ、 の 、 度な の見直しを い、年

度当 に 施方 を 成し、これに基 き を 施した。 

 は、豊島においては、 な 保全措 の 施、 度排水処理施設 の 設 時、

廃 の 搬の 後の れ れの において 施 れ、直島においては、中 処理施

設の 設 時の れ れの において、 施 れた。 

 らに、豊島廃 を豊島 の搬出 施設（桟橋）から直島 の搬出 施設（桟橋）まで 上

するに当たり、 の を することを に 上 に係る

を 施した。 

 結果については、 に める基準 を たしているか うか し、基準 を えた

場 、 の 、 対 を い、 の保全対 に めた。 結果は

で している。 

 

 豊島処分地の 水については、 れが表 の廃 に れ、 が 出 するお れがある

ことから、 切に 理する があ た。 

 時 、大 報 令で大量の が見 まれる場 には、 を しての 対 を

い 水が 現場 から場 出するのを した。 らに、 度排水処理施設の処理量増

加 処分地 の後 地の 水を排 するための 排水 の 加、 の 加設 な

を た。 

 また、廃 の に い 出水に 分が く まれるようになり、 水の水量 の

も見られた。 らに水 法に基 く排水基準の に い、 理基準に たな が

加 れた。 の 加設 処理 な によりこうした に対 してきた。 

豊島処分地で 水 地下水を 理した は の 事業でも か れている。 

  

豊島からの廃 の搬出は平成 29 年３月 28 日に完了し、直島での処理は 年 月 12 日に完

了したが、豊島処分地 の地下水 対 として 施していたつ り 事中の平成 3 年

月2 日 び 月2 日に、 たに廃 （ ）が で見つか た。これらの廃 はこ

れまでのつ りより 当厚く れており、 完了 時の地表 からは、 の 在が

できない にあ た。 

この たな廃 の出現を けて、処分地を 1 1 の 方 で分 して一つの区 とし、

５ 方の平 があ た区 な 一 の を たす区 について、廃 の に係 る

を た。この の結果、 が 、 り が 、空

が ３ 、 で 1 の廃 が れた。 

については、 の廃 処理業者において 処理し、 する え は、産業廃 処

理業の を する の事業者が設 する で処理、 成 れた は の と

して 利 した。 

り は、廃 処理業者に し処理することとした。 搬に当た ては、

の えい じん び の 措 のため の 搬 で し、 期航 を いて島

に搬出し処理するとともに、処理後の 成 を 利 した。 

空 については、廃 処理業者に し処理することとした。 搬は、 じん び

の 措 のため 搬 で し、 期航 を いて島 に搬出し 処理するとともに、

処理後に た は として として 利 した。 

の廃 は、平成3 年12月1 日から豊島処分地からの搬出 処理を し、令和元年

月11日に豊島処分地からの搬出を完了、 月2 日に処理を完了した。 
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平成 1 年からは、豊島廃 理 員会において、 による事業の 理 び が

れていたが、地下水 び 水の 理 び対 、中 処理施設 び豊島 施設の 理 びに施設撤去

に係る の び 施、 らに の 、 、 に係 る事 について 、

、 を うため、平成29年 月 日より、豊島廃 処理事業 員会が

設 れることとな た。 

また、 の として、豊島処分地地下水 水 対 会と豊島事業関連施設の撤去

会が設 れた。 

１ 豊 事業

員長 田 田大  

員長 田 大  

員 利 大  

員 長 大  

員 孝 日本  表

員 大  

員 月  長

員 中 法  

員 員

員 島 大 安全 設  

１  

豊島事業関連施設の撤去 会は、中 処理施設 び豊島 施設の撤去に係る の び

施 について、 、 び を うとともに、 員会の に じて

議を い、 の結果を 員会に 申することとしていた。

１ １ 豊 事業

長 田 田大  

員 大  

員 月  長

員 島 大 安全 設  

員 保 大  特任

１ 事 

豊島廃 処理施設の 撤去は、大きく分けて つの時期に れ、 期は、豊島からの

廃 の搬出 処理を完了した後に たものであり、 のために いた施設 設 、 が

役 を終えたため、 撤去したものである。 

に、中 保 施設 び特 処理 処理施設の 撤去が れた。 

豊島事業関連施設の撤去 会では、 撤去 事を めるに当た て、事 準 として基本

方 に加え、 れに基 く基本 びに 、 を した。 

 なお、 については、 による 業を い、 完了の を うこととした。

 １ 豊  

業 事者の安全と の 保に 全を期すため、豊島廃 の設 の の の
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業 に基 き、 切な保 業方法 を し、施設の に先

て の 分な 去 を による を いて 施した。なお、

施設の の の については、事 に設 書により を た。 

設 の 完了の については、 施 に基 き、 完了の 基準 下であ た設

については なしと し、 去 業を完了した。 去 業終了後、

撤去については を いて 施した。 

去 廃 は として中 処理施設にて処理を 施し、施設撤去廃 については、

を とし、現場で分 を たうえで 利 を た。また を 施し、

の保全を た。 

平成3 年 月1 日に、豊島廃 処理事業 員会の 田 員長 会のもと

現地 を た。平成 3 年 月から 月にかけて、 の により施設撤去廃 の

搬出が ている であ たことから、 田 員長からは、安全と 保全に して

に 施していくよう意見があ たため、搬出 についてあらためて 者と 議し、 の搬

出 業に した。 

事 

期は、廃 の搬出完了後に本 に 施した豊島 での地下水 対 の を

まえて たものであり、 のために いた地下水 の関連施設 設 、 について、

施設の撤去時期を整理したうえで、 、 撤去したものである。 

豊島事業関連施設の撤去 会では、 撤去 事を めるにあた て、事 準 として基本

方 を し、 れに基 く基本 びに 、 を した。 

 １  

  撤去 に 施した の の び の 去を、 業の一 として、 の最後

に い、 に した を で 引後、 び に した を

により 去し、 び 廃水については 処理設 し、 水した後、 は

廃 として処理 し、 水 については 分 で処理を た。なお、最終

廃水を し、水 が排水基準に していることをも て 完了とした。 業終了後、

撤去については を いて 施した。 

施設の の の については、事 に設 書により を た結果、 の

下地 整 び の 分の に の を したことから、

に を り り するな 対 を じたうえで、 産業廃 として処理

した。 

施設撤去廃 については、 を とし、現場で分 を たうえで 利 を り、

を 施し、 の保全を た。 

 豊  

  者から業 の 施 な 業方法 び 業 を した 施 書につい

て、豊島事業関連施設の撤去 会の 員の了 を たうえで、 事を い、施設撤去廃

は を とし、現場で分 を たうえで 利 を り、 を 施し、

の保全を た。 

  また、水 の を するため、事 に桟橋全 を で 、 び

撤去の には らに対象 も とした。なお、 長については、

時でも まで届く長 とした。また、 の引 き時には、

の を 施するな の対 を た。 

なお、撤去 に の が している場 は 去し、 去した は の と

なるため、 期に し、 に保 したうえで、 搬 処理 した。 の 、 な騒
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を せないよう、 な の をできる限り なくし、また、

を した。 

搬中に廃 が 下しないよう、 業 び に撤去 を て 場

は、 を利 して れ 対 を い、 けを た。 

  豊島事業関連施設の撤去 会の 員に、 の設 び 撤去の 業

びに の引 き の 、現地を していただくな 、 をいただいた。 

の設 び 撤去の 業 の （令和 年５月1 日）では、 員

による現地での を け、安全 の き め 、 の の の

、 事中の安全対 の に関する について、 者に したうえで対 した。 

また、 の引 き の （令和 年 月23日）では、 対 が 施 書に

て施 できていることを いただいた。 

 豊  

  豊島処分地の整地関連 においては、 者から業 の 施 な 業方法 び 業

を した 施 書について、豊島事業関連施設の撤去 会の 員の了 を た

うえで、 事を い、施設撤去廃 は を とし、現場で分 を たうえで 利

を た。 

整地にあた ては、 設 の 搬 による め 果により、処分地 の を

下 せないため、 （ ）から、 整地を た。また、 分

の は、 し び を い、法 保 として、全 に け（ の ）した。

処分地 は、 を 下 せないため、 しの とした。 

水 は、当 の整地 までに で 上げし、当 の整地にあ せ

て、 から が しないように、 に め を設 した。 

地下水 関連施設として する （区 11、区 3 、 ）は、地下水の 然

対 の 施期 中に安全な を保てるよう、 く したうえで法 を かな に整

した。 

令和５年３月 1 日に、豊島廃 処理事業 員会の 島 員 会のもと現

地 を い、地下水の 然 を見 えた豊島処分地の整地関連 の を いただいた。

 

 中 処理施設の の撤去 においては、 業 事者の安全と の 保に 全を期すため、

豊島廃 び の に て したばいじん の設 の の の

業 に基 き、 切な保 業方法 を し、施設の に先 て の 分

な 去 を による を いて 施した。 

設 の 完了の については、 施 に基 き、 完了の 基準 下であ た設

については なしと し、 業を完了した。 去 業終了後、一 撤去に

ついては を いて 施し、 び との 分については 事を た。 去 廃

は として直島の中 処理施設にて処理を 施し、施設撤去廃 については、 を

とし、現場で分 を たうえで 利 を た。また を 施し、 の保全

を た。 

中 処理施設の一 は、平成31年３月31日に 会 直島 に し、

した。 
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豊島処分地地下水 水 対 会は、処分地の地下水 び 水の 理と対 について、

、 び を うとともに、 員会の に じて 議を い、 の結果

を 員会に 申することとしていた。

１ 豊

長 中 法  

員 員

員 長 大  

員 大  

員 久 島大 大  

員 平田 大 和  長

廃 の搬出完了後の 水 地下水 対 として、 員会において、平成29

年1 月 日 けで 豊島処分地における地下水 対 に関する基本 事 が められた。こ

の基本 事 に い、地下水が排水基準に 達するまでは な地下水 対 を し、 の

後は 然 対 を することとしている。 

地下水 対 は、区 に した方法（ による 水 、 水井による 水

、 去 ）を 施し、 の 果を見 め、 対 を しながら 対 を 施し

た。 

豊島処分地 の地下水の 達 び達成の については、 処分地全 での地下水における排水

基準の 達 び達成の （令和 年 月 28 日 ）に基 き、 1 豊島処分地

地下水 水 対 会から 19 地下水 水 会にかけて 議いただき、一 の意見を

した上で れた。 

令和３年 月に処分地全 における排水基準の達成の が れたことから、 度排水処理施

設の撤去 事 水 の 事、処分地の整地 が令和５年３月まで れた。 

令和５年 月 は、 水の の分 による 然 が となる。現 では、

基準の 達時期を に することが しいと えられるが、 水による地下 を すると

ともに、 であれば、 の方法も する があると えられる。 
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  １  豊  

１   

１  

豊島廃 処理事業は先 を し、 法 れた廃 を に するだけでな

く、これまで め てられていた 成 も な限り 利 するな 、 会の を

すものであ た。豊島廃 の中 処理施設は、 会 直島 の 地

に整 し、中 処理によ て じる は で を するとともに、 は安全

と を 施したうえで、 として した。また、中 処理の で

する 、 、 の についても、 れ れ 利 した。 下に処理

の を す。

１  

豊島廃 は な 様な処理対象 が 在しており、 な

処理を うために、 の と の から れ れ

し、一 の大き 上の 、 の特 処理 の 去を たうえで、 廃

と 廃 と を し、中 保 施設 搬した。

 

現場から 搬 れた廃 は中 保 施設で一時保 し、 に

より の を た。また、特 処理 については、 設

れている特 処理 処理施設において、 の長 は、処理 な大き に切

し、中 保 施設の 、大きな は し、完了 を 施した

後、 利 した。

 

に まれた廃 は、直島の中 処理施設で処理するため、

を のまま せられる の 太陽 を いて 上 した。

 

豊島から 上 れた廃 は、直島に 設 れた中 処理施設に搬 れ、直島町の一

廃 とあ せて 処理した。また、 処理できない大き の については、

により表 を で直 加熱し、 した を 処理した。

 

廃 の直下にあ て、廃 によ て れた は、 処理 は 処

理 により した。 の は廃 の 去後に地表とな た に対して完了

を 施し、 、 は のい れかが完了 基準を した について

は、 後に直島中 処理施設で 処理を、 が完了 基準を した は、

後に に 、島 の 施設 搬出し、 として 利 した。 

 

直島の中 処理施設での 処理に て する 成 のう 、 については、

する 会 直島 で を し、 については

な の として 利 した。
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１  

廃 を する の基本 な え方を めるため、 12 豊島廃 員会（H1  

1 11 ）において 廃 の 搬 （ ） を した。 に

基 く では、 の の い にある廃 と、 な 保全措 と

して から した廃 について、 により処分地を平 にしなが

ら することとした。 

が終了することから、 れまでの廃 の を まえて、 豊島

廃 理 員会（H18 3 29 ）において 廃 の 搬 （ ） を

した。 に基 く では、平 にな た 深については、

を める中で を い、 、 を見直しながら めることとした。 

しかし、平成23年度の において、処理対象量を した結果、大 な増加が見 まれた

（ 2 豊島廃 理 員会（H23 9 1 ）で報告。 ）、 りの処理対象量を

するとともに、 の後の の見直しを う が じた。 こで、処分地 の処理対

象量の全 をできるだけ 期に するために、一 の区 ごとに廃 まで

するな 、 に せて を めることとした。 

の結果を まえて、 31 豊島廃 理 員会（H2 3 1 ）において、 た

に ３ を めた。 では、 の後の は、現場 び により、

、 理 員会の を ながら の見直しを い、 業を めることとした。 

  

にあたり、廃 と直下 との の 時に 分な を な限り

去することなく、また、廃 の り しがないようにするため、 廃

を めた。 

の 時には、 に基 き 区 ごとに を し、廃

までの廃 の厚 が になるまでは を い、 れ 深については、 員の

会のもと、 による を うものとした。 

にあた ては、 本 の により直下 を しないように、廃 上で 業

を い、 に廃 が 去 れた方 に を け、 員の に い後 しながら に

業を た。また、 による 後は、 の により廃 の 去を た。なお、

区 からの 出水対 としては、 り排水 を設 し対 した。 

による の を ３ 、 の 施 を ３

に す。 

１ １ 

１ １ 
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また、廃 の 時における完了 の び方法を らかにするため、 廃 の

完了 を めた。 完了 は、 に基 き い、 後に

地表 とな た が 全であると れた時 で完了するものとした。 

完了 にあた ては、 整 員会が設 した の を基準に1 で

に区 を設 し、 区 ごとに を うものとした。また、 は 対 法に基

く 一 特 （ 下 という。）を するため を

施するものとし、 が 量下限 の1 下であ た場 に廃 の を完

了するものとした。なお、1 を した場 は、 から 下の までを らに

し、 度 完了 を うものとした。 れら した のう 量下限 の1 を

したものについては、 の のため、 で たうえで 引を

い、 引後に完了 基準 下となれば し として するものとした。 

なお、 における 完了 の対象は であり、 が 出している場 は

理 員会の 会のもと、廃 の 去の を い、 完了の を うものとした。 

の完了 基準を表３ 、 引の を ３

、完了 時の を ３ ３に す。 

１ １  

 出量  量   

 2  下 対

法に基 く

出量基準 1 2    下 

1 1  1  下 

1 2

 
  下 

1 3  2  下 

 2  下 

 1  下 

1 1 1  3  下 

1 1 2    下 

 3  下 

 1  下 

１   

  

出

管
入管

ト

水

ン

の

水 ン

ン ン

ン ン
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１  

 

１  

 

また、 の の の としては、 び の 、 び の （ 下

という。）は 出量 び 量 を、  は 出量 を、 は 量 を

施し、 結果が完了 基準 下であれば、廃 の を完了とした。なお、い れかの

が完了 基準を した場 は、 から 下の までを らに し、 度 完了

を うこととした。 

なお、 深度が地下水 に達した場 は を完了し、地下水処理と せ、 度排水処理施

設を利 した地下水 水処理で対 することとした。 

、 、 の完了 基準を表３ 、完了 時の を

３ ５に す。 

１   

１  

業  

１  

 

 
出量 

 
量   

び 
の  

1   
下 

1   下 
対 法に基 く 出量

基準 び 量基準 

び 
の  

1   
下 

1   下 

 
出 れない
こと 

対 法に基 く 出量
基準 

  1   下 
対 特 措 法に基

く 基準 

3-4



-  

  

（ の の い にある廃 と、 な 保全措 として

から した廃 を することにより処分地を平 にする）が終了するこ

とから、 豊島廃 理 員会（H18 3 29 ）において、 として、平

にな た （ 12 ） 深の施 を した。

の基本 な え方としては、 のとおりである。

（ ）廃 の全量処理（直下 表 まで）の とする。

（ ） をできるだけ くして処分地の地下水の増加を する。

（３）処分地を 区から 区までの つの 区に分 して し、地下水が れ

た場 は の 区に る（ ３ ３ ）。

（ ） 業は り と を い、 搬 業も り

で う。

（５） しきれない き は、 区 の中で せながら 業を める。

（ ） は 区 の い に設け、 搬 の 区 の りを

え、 から中 保 施設までの 搬 をできるだけ くする。

（ ）安全 を 先するとともに、 （ の 設時期 ）も する。

（ ） ～３年を 処に 期 に を見直す。

）廃 の 、 び分 により を する。

）地下水の に じて の 設 水処理対 を し、施 する。

１ １  

上 の基本 な え方を まえ、 では、 区を ～３ した後に直下 まで

が 達するものとした。

には、 は地下水 の上 まで を い、 で

（ 3 ） 下まで を い、３ で直下 まで する とし、 が終了する

で 方法 の を見直すこととした。

なお、 を める中で、地下水 が より 下していたため、 の を た。

の結果、これまで で せていた 対 が になることから、

たに を設 することとした（ 18 豊島廃 理 員会（H21 3 28 ）で

議 ）。

から３ までの を表３ ３ ～３、 ３ ３ ～３に

す。また、 の見直し後の を ３ ３ ～29に す。
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１ １ １  

区  

 

区 を 分 して 区から
する。平 9 まで

し、 き を して 設
する。 

 

 
平 1 （ は
）まで する。 に き
を して 設する。 

 

 
平 8 （ は
）まで する。 に き
を して 設する。 

 

 平 まで する。 １ １ １  

  

１   

区  

 
よりも く する。

直下 まで する。 

 

 平 まで する。 

 

 
平 まで する。 

に現場 を 
設ける。 

 

 
直下 まで する。  

の場 は まで する。 

１   

１   

区

３ 直下 まで する。

３
直下 まで する。

を いて
の を 設する。

３ 直下 まで する。

１   
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１  

１  

 

 

１  

 

 

１  

 

 

１  
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１  

 

 

１  

 

 

１  

 

 

１  

 

 

１  
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１  

 

１  

１  

 

 

１  

 

 

１  

 

 

１  

 

 

１  
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１  

 

 

１  

 

 

１  

 

 

１  

 

 

１  

 

 

１  
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１  
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１  
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本 処理の から 年が し、 期限まで り 年とな たことから、処理を か

つ に める上で、廃 の 量をより に しておく があること、また処分地

の 8 2の区 で廃 が全て撤去 れ、廃 の が めて できるよう

にな たことから、平成23年３月から 月にかけて、処分地全 の現地 量を 施した。 

すでに廃 が 去 れた の の 量を た結果、 整 員会の

結果をもとに していた廃 よりも下、あるいは、 の らに に廃 が

在することが れた。また、処分地 8 で、廃 より らに深く り

んだ、い る つ り が 見 れた。

こで、 後の廃 の にあたり、 様に処理対象量の増大が 念 れたことから、

2 豊島廃 理 員会（H23 9 1 ）において、処分地 の処理対象量の全 をでき

るだけ 期に するために一 の区 ごとに廃 まで するな に

せて を めることとした。 

また、この 、廃 の により の区 と しなければならない場 も れたた

め、事 に廃 を 施し、 に せることとした。 

らに、表 水の （ の ）を 力 えることで長期 な地下水 の上

を えるよう、 に のない は 力 水 を 設することとした。 

には、ま 処分地 の 地 での廃 を し、 の

の設 を うものとした。 のうえで、 廃 の と 果 な 処理を

できる処理量を設 した後、廃 の平 を た期 の を 成するもの

とした。また、水 により処分地 量を めるものとした。 

れらの結果を基に ３ を し、 31 豊島廃 理 員会（H2 3 1

）で 議 れた。 

３ の基本 な え方は、 のとおりである。

（ ）廃 の な 処分地の全 ができるだけ 期に できるように、一 の区

ごとに廃 まで （ ）を う。

（ ）期 を じて 処理対象 の が安 するように、 な限り 区から分 して

を う。

（３） 度の地下水 が れた 区 ３ は、 期（平成2 年度）に直下 まで

し、 を する。

（ ） 整 員会 において、直下 の 度が いことが れている、 区

３ は、できるだけ 期（平成2 年度）に直下 までの を う。

（５）最終の および廃 き は、中 保 施設 の 搬 保が で

あり、また、 整 員会の 結果では、 がなく、 度も

く、直下 の処理が と見 まれている、 ３ 区の の廃 上に設 す

る。

なお、本 は、廃 の 量 び 結果、 処理 により を け

るとともに、 に対 できる現場 業 の 保 のため、様々な から 見直しを

た。 の一 は、 の りである。

の搬出 下に たに廃 が れたため、搬出 を に 設し、

の設 を した。

び き の設 の 時に 水から の を したた

め、設 を した。

時の排水対 として、 たに を設けた。

廃 の 量の増加のため、 き を した。
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の れを ３ 、 び の を ３

～2 に す。 

１ １  

１  

 

１  

 

１  

 

１  

 

廃棄物 状調
をもとに、 更 。

廃棄物 状
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化物
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１  

１  

１  

 

１  

 

１  

 

１  

１  

１  

 

１  

 

１  

 

B

＋7 5

ト ン
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＋7 5 6
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移
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廃棄物掘削

ト ン
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化物用 物

置

搬出

遮水 ト

い

(掘削 )

掘削

外

B

ト ン

＋6
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い移
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い移

廃棄物掘削
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外

B

ト ン

＋6

5 5

＋5 5 4
( )

＋5 5

7 5 5

( 掘削 )

7 5 6

廃棄物掘削

ト ン
： 14 000 3

化物用 物

置

搬出

遮水 ト

い

(掘削 )

掘削

外

B

ト ン

5 5

＋5 5
4

6

5 5

掘削 5 5

掘削

い移

等
の

＋6

＋5 5

廃棄物掘削

ト ン
： 14000 3

化物用 物

置

搬出

遮水 ト

い

(掘削 )

掘削

外

B

ト ン5 5

＋5 5

＋6 5 5 4 5

掘削

＋4

5 5 4

廃棄物掘削

ト ン
： 14 000 3

化物用 物

置

搬出

遮水 ト

い

(掘削 )

掘削

外

B

ト ン
5 5

＋5 5

掘削

＋4
2 5

＋5 5

6

掘削

い移 ・ 水対策

廃棄物掘削

ト ン

： 14 000 3

化物用 物

置

搬出

遮水 ト

い

(掘削 )

掘削

外

B

ト ン

( 掘削 ) ＋4
2 5

4

＋5 5

廃棄物掘削

ト ン

： 14 000 3

化物用 物

置

搬出

遮水 ト

い

(掘削 )

掘削

外

B

ト ン

( 掘削 )

2 5 4

( 掘削 )

＋5 5

( 掘削 )

廃棄物掘削

ト ン

： 14000 3

化物用 物

置

搬出

遮水 ト

い

(掘削 )

掘削

外

3-14



-1  

１  

１  

１  

 

１  

 

１  

 

 

１  

 

 

１  

 

 

１  

 

 

１  

 

 

B

ト ン

( 掘削 )

( 掘削 )

廃棄物掘削

ト ン

： 14000 3

化物用 物

置
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廃 の に基 き、廃 から特 処理 を分 した後、

廃 に （ 、 び ）を 加し を い、 の後

の廃 を加えて し を た。なお、 の を するため、

後の廃 の分 を い、基準を た ない場 は の 加 の対 を うもの

とした。

を ３ ３ 、分 を表３ ３ に す。

１ １  

分  基準 対  

度 13 下 
分の

を 加 加 

基度

 

2  

分 の平

が設 上 

分の

を 加 加 

2 度 

分 の

1

 

 

 

量に じ

て設 した

 

または

廃 の 加 加 

廃

（ 廃 ）

の廃

（ 廃

の廃 ）

１ １ 
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１  

から 年 の 区 では、 廃 と の廃 が、

分 れた で 在していたが、 れ の 区 においては、 廃

に が より く していたため、 後の が設 より くなる が

られた。 こで、 廃 の 分 を分 によ て め、 れにより

廃 中の を 出し、 廃 との の を た。

また、現地 量の結果から した 量と廃 の 結果を基に、 処理対象

の に大きな が じないよう、 れる を 出して見直しを うことで、

年度 処理方法 処理 に せた。 

の を表３ ３ に す。 

１ １ １  

 

にあた ては、廃 上に を設 し、 業を う中で、 に基

き、 、 設を た。

また、廃 搬出の最終 では、廃 の 去後、地下水 にて地下水 が い

と れた（ 、 ） に、最終 と き を せて設 した。なお、

最終 と き は、廃 を 去した地表 に設 することから、 水 を

設し、 を として整 した。

水 の 設 の を ３ ３ 、 の設 を ３

３ ～３に す。

１ １  

年度 
処理対象

の （ ） 

H1  3  

H1  3  

H1  3  

H18 3  

H19 3  

H2  3  

H21  

H22  

H23 2 

H2   

H2  8 

H2  9 

H2   

H28 9 

H29 81 
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１  
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１  

１  

 豊島廃 の については、 び 員会において処分地 に中 処理

施設を 設するという で が れたが、 の後、中 処理施設の 設地 を直島に

する の が からな れたことを けて、 ３ 員会を たに設 し、豊島 直

島 の廃 搬に関する基本 、豊島における 搬に関連する施設と の 、豊島 直

島 の廃 搬 び直島における廃 の搬 について が れた。また、直

島町からの を け、 上 に いる 搬 、 上 航 び 上 に関す

る安全 保 について 加で がな れた。 

 

 の後に設 れた、 と豊島住民との に基 き設 れた 員会では、廃

の 上 のための事 （ 航 ）を 施するとともに、 の 業

び豊島 直島 の を する地元 業 を対象に、廃 搬 、 搬 、 役 に

関する 報 を うための を 施した。 

豊  

員会とは に、 関係者、 関係者、 業関係者で 成 れる豊島廃 上

航 安全対 員会（ 下 航 安全 員会 という。）を設 し、 上 、廃

搬 、 役 係 施設 び航 安全対 （豊島廃 上 安全 理基準、 航 理 、

航基準 び ）が 議 れ、 の結果が 員会に報告 れた。 

  

１  

 中 処理施設は、2 日の処理 力、3 日 年 上の 日 を しており、中 処理が連

に えるよう の 航日 を 221 日 年、 日あたり 3 日の廃 を 搬する

とした。 施 としては、 の準 期 を め、平成1 年５月1 日から することとし、

と日本 会 が業 を 結した。 終 の平成 28 年 1 月からは 日、

11月からは 日 航を 施し、平成29年３月28日に廃 の搬出を完了した。 

 

 

 は、長 、 2 、 の廃 を8 できるよう、

量 12 上、 下とし、 （ 安全 ： に関する ）

に基 き に関する （ 準 ）の基本 を けた2 上 を

した。また、 した廃 び 水が れないよう、 を 、水

を３ 設 した水 の い とし、 び の

は で できるものとした。なお、 は、 3 （ の豊島廃

）、 （ の ）、 （

）の 39 を した。 

また、 は、全長9 2 下、全 2 下とし、豊島廃 を した

を した には で できるものとした。なお、 量は

時最大22 下とし、 最大 時の 度は 度、 最大1
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の登 力を する を38 （う ） した。 

 

豊島廃 の 搬 としては、 に直島 桟橋 の （ つ れ）を

し、 橋（ ）からの全 を 保できるようにした。また、航 の には 施設（

び、 ）が 在していることから、航 により 場 の を最 限に える

ため、航 の大き が から1 れた地 で 下、1 れた地 で 下と

なるよう、事 の水 により を て を し、 を 太陽 と した。 

豊島 桟橋において、太陽 から を しする を ３

に す。 

１ １ 豊  

 

 太陽 は、日本 会 の 会 である日本 会 が 者として日々の

航 理を い、 航にあた ては、 航 を航 する 上の に けられ

た、 の安全 航と を とした （   

 、 安全 理 ）を した。また、安全な 上 航が 施できる

よう、航 上に 1 2 （ による 期 、太陽 ）を３基設 する

ため、 上保安 申 し、設 した。 

 上 にあた ては、最 かつできるだけ安全な を航 するとともに、 の

期 び 場を し、 ～ 月と1 ～３月で な た を した ３ 。

１ １ 
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豊島 直島の 桟橋については、 年 を1 年で設 していた。廃 の処理期限を平

成28年度までに 長したことに い、 年 を える利 が れたことから、 桟橋を

安全に利 するため、 の に基 く （５年に一度）を

平成2 年５月に 施し、 を した。 

１ 豊

豊島 桟橋では、設 上の 量を上 る 分が れたため、対 事なしで

は平成28年度まで できないこと、また、 時 で 度 となる については、

な が であることを したため、平成2 年 月に を、平成2 年 月に

、 び を た。 

また、 を かつ安全に島 搬出するため、 の設 に せて平成

2 年 月に豊島 桟橋の の 加 事を た。 

事の 施 を ３ 、 を ３ ～ に

す。 

１  

豊

１  

豊

１  

 

豊  

１  

豊  

の としては、 での が特に しく、 の 度は設

（ 12 年）と （ 年）、 の でも 2 の 度を した。これ

旗
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ら、設 より が んだ は、 の（ ）～（ ）の り しにより が したも

のと える。 

（ ） 搬 の の び の によ て、 時に 表

に している の連 が こる（ ）。 

（ ） 時に、 が じ せる が に 量を増大 せ

る（ ）。 

（ ） 搬 が していないときに び が 。 

の の を ３ ３に す。 

１  

 

 

直島 桟橋では、設 上の 量を下 る に ま ており、平成28年度までの

にあたり はないことを した。 

直島 桟橋の 時の を ３ ５ に す。 

１  

 

１  

 

 

事後の を するため の

に基 く一 （ 年に一度）を平成2 年 月に 施した。 

の結果では、豊島 直島の 桟橋ともに はなく、 にあたり はないことを

した。また、 の後においても一 の の を い、 ないこと

を したうえで桟橋の利 を た。 
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１ 豊  

 中 処理施設（ ３ ５ ）は、廃 を 1 3 の で 処理する

施設であり、 の び処理 力は、 表 （1 日） 基、

（2 日） 基である。 

 て、処理 力は 日 2 であり、豊島廃 を 13年かけて処理した。また、直島町

の一 廃 も け れて、 せて処理をした。 

 この施設では、 した排 処理を施し、大 法の排出基準より しい排 理基

準 と の 理 を設 した。また、 排水 水を処理して 水 に

利 し、場 に排水しない を するとともに、 熱を し に えて

利 する か、太陽 設 の により、 の を らす様々な 夫を た。 

 また、中 処理に て、 び とい た 成 が 成したが、 

排 中に まれる は、 で し、水と して にして、

で する 会 直島 の 施設に た。

には が まれており、 の で した。 

については、安全 と を た後、 の 事業に する

な の として 利 した。 

 なお、中 処理施設の からの排出 が に す については、 の

最大 地 での 度増加分が、直島町役場で 時 している （年平 ）の 1 下の

であり、中 処理施設 後の 度は、 基準を した。 

 豊

 豊島から搬 した処理対象 は、 量後、 に に した。 は、

豊島廃 、直島町の一 廃 、豊島で れた の

を設 した。豊島廃 のう 1 上の 大 は、 で1 に した

うえで、直島町の一 廃 とともに に し、全て3 の大き に した。

は、 せん による を り す の で かく

一 の い が であ た。 は、 に し、ここから

と搬 により から れた 分とともに、 に搬 した。

 このように 処理した廃 は、 れ れ 、 、 に一

時 し、 に搬 した。なお、 の空 は で 引して

で処理をした。 

１ １ １  
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 処理を た 量 び 処理方法は、 下のとおりである。 

１ １  

１  

（ ３ ５ ３ ）は、

を せて、処理対象 を の中 に切り

出しながら する のため、 れた処

理対象 を安 して した。1 3 の で

処理するため、 は 完全

に分 れる。 れた処理対象 は の中

（ ）から 下し、水で に

れて水 になる。 

    

 

の に した な は、

（ ３ ５ ３ ）で

した。 は、 に

よる直 加熱を う で、 水の

処理もあ せて た。 成 量は

表３ ５ ３ ３のとおりである。 

29 度 15 605 0 15 605

27 度 69 891 1 341 71 232
28 度 76 188 0 76 188

25 度 76 370 1 637 78 007
26 度 67 477 1 460 68 937

23 度 70 719 1 609 72 328
24 度 70 695 1 611 72 306

21 度 70 015 1 572 71 587
22 度 74 742 1 567 76 309

19 度 54 210 1 639 55 849
20 度 60 504 1 603 62 107

18 度 52 197 1 915 54 112

15 度 11 979 542 12 722
16 度 53 079 2 194 55 273

処理
島廃棄物 島

ン 廃

17 度 53 945 2 464 56 409

１ １  

１  
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１   
１   

  

１  

は、 で して、 るい により、 、 な の を

した。 した は、安全 と を た後、 な の

として 事業な で 利 した。 した 量、 び 量は表３

５ ～３のとおりである。 

１ １  １   

29 度 850 5 0 06137

27 度 4579 9 0 06430
28 度 5431 5 0 07129

25 度 3044 8 0 03903
26 度 4700 1 0 06818

23 度 3673 4 0 05079
24 度 3900 3 0 05394

21 度 2575 7 0 03598
22 度 4111 3 0 05388

19 度
20 度 451 6 0 00727

17 度
18 度

15 度
16 度

物 　　 置 処理物

( 処理

29 度 52 6 0 00378

27 度 538 0 0 00755
28 度 322 1 0 00423

25 度 625 5 0 00802
26 度 661 3 0 00959

23 度 643 9 0 00890
24 度 613 3 0 00848

21 度 546 1 0 00763
22 度 672 8 0 00882

19 度 321 3 0 00575
20 度 368 4 0 00593

17 度 323 2 0 00573
18 度 345 5 0 00638

15 度 6 2 0 00049
16 度 305 7 0 00553

物 　　　
( 処理

29 度 8 559 0 615

27 度 38 311 0 538
28 度 41 206 0 541

25 度 38 016 0 487
26 度 34 785 0 505

23 度 34 709 0 480
24 度 33 950 0 470

21 度 34 851 0 487
22 度 33 843 0 443

19 度 31 428 0 563
20 度 30 751 0 495

17 度 34 706 0 615
18 度 32 114 0 593

15 度 9 152 0 719
16 度 32 399 0 586

( 処理

593 2 0 0078
29 度 86 3 0 0062

1070 9 0 0137
26 度 1542 5 0 0224
27 度 937 0 0 0132

790 2 0 0104
23 度 850 6 0 0118
24 度 966 4 0 0134

518 6 0 0093
20 度 492 2 0 0079
21 度 608 6 0 0085

0 0073
17 度 450 4 0 0080
18 度 625 7 0 0116

物 　　
( 処理

15 度 111

28 度

19 度

22 度

25 度

0 0087
16 度 404 8
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１   

 

排 中に まれる は、水と し にして、 する 会 直島

の 施設に り、 を した。 の 量は表３ ５

のとおりである。 

１   

  

28 度 253 6 0 0033
29 度

26 度 1266 3 0 0184
27 度 1310 3 0 0184

24 度 494 8 0 0068
25 度 487 7 0 0063

22 度 291 4 0 0038
23 度 418 4 0 0058

20 度 232 3 0 0037
21 度 409 2 0 0057

18 度 58 1 0 0011
19 度 215 1 0 0039

0 0045
16 度 48 3 0 0009
17 度 58 1 0 0010

物 　　
( 処理

15 度 57 1

29 度 454 0 0326

27 度 2 315 0 0325
28 度 2 218 0 0291

25 度 2 378 0 0305
26 度 2 213 0 0321

23 度 2 501 0 0346
24 度 2 662 0 0368

21 度 2 414 0 0337
22 度 2 863 0 0375

19 度 2 038 0 0365
20 度 2 120 0 0341

17 度 2 355 0 0417
18 度 1 888 0 0349

( 処理
15 度 593 0 0446
16 度 2 404 0 0435

物 　　溶融
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１  

が 成 れるのを ため、 から出た に水を して、 1

まで した。また、 らに安全 を めるため、 の が い の を

た。 した水量は表３ ５ ５ のとおりである。 

１ １  

排 中に まれる 水 は、 び を することによ て中

和し、ばいじんとともに で した。 した び は表３

５ ５ ３のとおりである。 

では、 の かい な でできた で することにより排 を

した。 で処理できるため の 成を し、 も した。 

排 中の 、 水 、 、ばいじんの 度な は2 時 連 で し、

報表 により、 な 報 を た。 

  

29 度 8 980 0 649

27 度 48 273 0 678
28 度 45 634 0 599

25 度 58 542 0 750
26 度 54 387 0 789

23 度 51 770 0 716
24 度 62 388 0 863

21 度 65 155 0 910
22 度 73 835 0 968

19 度 66 120 1 184
20 度 73 256 1 180

17 度 68 996 1 223
18 度 65 869 1 217

15 度 16 528 1 299
16 度 63 164 1 143

水
( 処理
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１   １   

 

排水は、 H 整、 、 処理をして、 水な に 利 した。 水も

1 の に一時 し処理して、 排水と 様に 利 した。 した は、

水を い、 水 は 処理した。 

  

 

から出る排 の 熱を で し、 に えて 利 した。 に えた量

は表３ ５ ５ のとおりである。また太陽 な 、 の にも

り んだ。

１  

29 度 232 1 0 033

27 度 494 7 0 007
28 度 1072 1 0 014

25 度 0 0 0 000
26 度 57 4 0 001

23 度 0 0 0 000
24 度 0 0 0 000

21 度 0 0 0 000
22 度 0 0 0 000

19 度 0 0 0 000
20 度 0 0 0 000

17 度 180 8 0 003
18 度 0 0 0 000

15 度 80 8 0 034
16 度 261 3 0 005

( 3) ( 処理

29 度 187 2 0 013

27 度 1186 6 0 017
28 度 915 8 0 012

25 度 1162 6 0 015
26 度 1113 4 0 016

23 度 1013 9 0 014
24 度 1079 7 0 015

21 度 1117 7 0 016
22 度 1029 9 0 013

19 度 555 1 0 010
20 度 886 1 0 014

17 度 600 6 0 011
18 度 543 6 0 010

15 度 247 6 0 019
16 度 880 3 0 016

( ) ( 処理

29 度 8 393 0 606

27 度 45 762 0 642
28 度 43 051 0 565

25 度 56 297 0 722
26 度 52 038 0 755

23 度 56 004 0 774
24 度 61 159 0 846

21 度 60 452 0 844
22 度 64 627 0 847

19 度 58 954 1 056
20 度 64 505 1 039

17 度 64 522 1 144
18 度 61 586 1 138

15 度 15 083 1 186
16 度 59 192 1 071

外
( 処理
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１  

１  

廃 の 去後に地表とな た に対して、完了 を た結果、 対

法に基 く 一 特 （ 下 という。）、 び が

完了 基準 下であり、 が完了 基準を したものについては、島 搬出し、水

処理を うことを した。 

また、 が 対 法に基 く 出量基準を していた場 には、

去後に、 を 引 で 去し、 出量基準 下とな たことを

して、水 処理を うことを した。 

していた水 処理の処理方法 は のとおりである。 

水 処理（ を により分 して、特 が している 区分を 出

（分 ）すること）により する。 

は1 ごとに 施する。 

処理後の を した結果、特 による が 出量基準 び

量基準に していることを して、処理の終了とし、処理が終了していない場 は、

度、処理を 施する。 

は、 利 する。 

の した の を するとともに、 した については、

熱処理により を する方法 によ て し、 な限り 利 する。

水については、 利 し、 を 排水する場 は処理の 施場 における諸基準を

たすようにする。 

豊島 からの と区 して処理を い、水 処理対象 の処理 が できる

ようにする。 

しかし、処理 業者の処理施設 の地元住民の理 を ることができなか たため、水

処理は 施せ 、下 の （ ） 処理 にて対 することとな た。 

 

廃 の 去後に地表とな た に対して、完了 を た結果、

、 び が完了 基準 下であり、 が完了 基準を したもの

（ の結果、水 が 対 法に基 く 出量基準 は 量基準を した

ものを く。）について、島 に搬出して 処理を た。 

また、 が 対 法に基 く 出量基準を していた場 には、

去後に、 を 引 で 去し、 出量基準 下とな たことを

して、 処理を う。 

処理の処理方法 は のとおりである。 

方 （ を として利 し、 を する方 ）により処理

する。 

処理にあた ては、 を として利 し れた に

ついて、 の に い特 による が ることのないよう、 に

おいて に を 理する。 

において、 として に した時 をも て処理の終了とする。

処理 を た処理量は表３ のとおりである。なお、完了

の結果、 、 は が完了 基準を した について

は、 の完了 基準の にかか ら 直島の中 処理施設で 処理を た。
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１ １ １  

  

１ 業 

一 の大き 上の 、 については、表 を 後、 完了 に したも

のは 利 し、 のものは 処理 を た。 

なお、 一 の大き 上 とは、基本 には、 に いる の （ ）に

りきらない大 長 としたが、3 上の はできる限り特 処理 として

り うこととした。 

の 方法は のとおりである。 

特 処理 に設 してある の で表 を する（５分 度 施）。 

 完了 を 施。 

 完了 に したものは 利 し、 のものは直島の中 処理施設 後、

処理 を い豊島で 利 を る。 

特 処理 の処理量は表３ のとおりである。 

１ １  

セメント
化

水
溶融処

理

15 度 0 0 0 0
16 度 0 0 0 0
17 度 0 0 0 0
18 度 0 0 0 0
19 度 0 0 0 0
20 度 0 0 0 0
21 度 0 0 0 0
22 度 0 0 0 0
23 度 0 0 0 0
24 度 647 0 0 647
25 度 3 579 0 0 3 579
26 度 2 598 0 274 2 872
27 度 1 946 0 264 2 210
28 度 1 719 0 0 1 719
29 度 2 217 2 217

等
処理

・
物 物

15 度 62 8 0 00 142 188 79
16 度 199 9 18 73 102 629 46
17 度 74 8 6 61 105 440 77
18 度 20 6 2 98 59 281 90
19 度 16 3 1 11 0 184 81
20 度 80 5 12 33 142 215 62
21 度 103 5 34 58 30 83 11 153 86
22 度 104 1 96 82 88 42 56 407 89
23 度 266 8 8 99 0 86 321 85
24 度 251 4 5 73 0 111 366 05
25 度 677 2 7 94 19 57 96 294 54
26 度 962 7 9 59 7 36 227 260 55
27 度 835 1 20 92 0 273 140 19
28 度 1 271 4 11 87 0 45 93 83

処理
処理物
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業 

一 の大き 上の び （ 本 あるいは が しており が空で

あることが できるもの）については、表 を 後、 完了 に したものは

利 し、 のものは 処理 を た。 

び の 方法は の りである。 

にて3 上の び は の で表 を する（５分 度

施）。 

完了 を 施。 

完了 に したものは 利 し、 のものは直島の中 処理施設 後、

処理 を う。 

なお、 で していないものについては、 の より、関連 の 会

を て、 業者 の による 利 の 切な処理を た。 

業 

一 の大き 上の 、 、 、 の については、 切 して、

中 処理施設 後、 処理を た。 

の 方法は のとおりである。 

にて 1 長 2 厚 上のものは、 にて長

2 下に 。 

切 の の し えを たうえで、切 にて切 。 

中 保 に し、 の豊島廃 と し、中 処理施設 後、 処

理を う。 

きの については、 を にて り したの

で 。 

り した は と じ いとする。 

 

りの については、 分 を 施し、中 処理施設 後、

処理を た。 

りの の 方法は のとおりである。 

の を い、特 な いが であると れた対象 は の

があるものとして、 の 度 議のうえ り う。 

の結果、 の のう 、 が しく、 が

とん しているものについては、 の を た後、 の処理方法に準

じて処理する。 

については、引 を して安全 を したうえで直島 搬後に 量 つ

処理するものとし、引 が21 にあたる場 （ ）は 業者に

して処理する。 

に ている量が であることから、特 処理 処理施設の のある

業 上にて を しい と し え、この時、 なる を

ないようにする。 

の により、 、 、 に れる 度 （ 量1

） に し えて 後、 に の 量が 2 を えないように れ

て直島 搬する。 

の の がないように保 する。 

豊島廃 に 量 つ加え し、 処理を い、空にな た 度

は し、 処理する。 
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上 のものについて、特 処理 処理施設における いの安全 を するため、

分したうえで 分 を い、 基準 下の場 、 の豊島廃 と と見なし

て、3 下に し、 分を 去する の処理を施した後、 を保 に

し、 の廃 と して、中 処理施設で 処理する。 

の分 結果が 基準を越える場 、 上で3 下に し、 分を

去する の処理を施した後、 度 に の上、中 処理施設に し、

処理する。 

分 結果は、 に報告し、 から 、 があ た場

には、 に う。 

により の分 が なもの、法 に いの なもの、直 する

ことが 切なもの び の分 結果が 基準を え、中 処理施設での処理に

をきたすものは、 として、 の 度 議の上、 方法を める。 

中 処理施設で処理を うのに 当の時 を する場 は、 れた のない

び、 を処理した後の空 は、廃 処理業者に して処理する。 

 

の様な を に いてある 廃 については、直 が 度あり、

の施設で切 ができないことから、廃 処理業者に して処理を た。 

なお、 廃 は、表 分から が 出 れ、 分からは 出 れなか たこと

から、表 分（ 廃 ）と 分とを分 したうえで島 に搬出し、廃 処理法

に基 く 度 廃 処理の 大 を けており、排出 の が直島中 処

理施設と 度の施設を している廃 処理業者に一 で して 処理を た。 

 

と が まりあ ている については、廃 も め、 と が

に に ま ているため、 り くこと 切 ができないことから、廃 処理業者に して

処理を た。 

なお、 についても が 出 れており、 度 廃 に 当することから、

搬 に したうえで島 に搬出し、 大 業者に して 処理を た。

、 廃 、空 の処理 量は、表３ のとおりで

ある。 

１   

  

状
廃棄物

15 度
16 度
17 度
18 度
19 度
20 度
21 度
22 度
23 度
24 度
25 度
26 度
27 度 30 72 2 47 0 9 52 167 15
28 度 43 51 0 10 21 34 0 25 53

委 処理
度 B 物

状
廃棄物
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１  

（廃 を まないものに限る）については、直下 と じく、 を

た結果、 、 び が完了 基準 下であり、 が完了

基準を したものについては、島 搬出し、水 処理を うことを した。 

また、 の水 処理の処理方法 については、直下 の水 処理と じ方法で う

ことを した。 

しかし、直下 と 様、この方法は 施せ 、下 の （ ） 処理 にて対

することとな た。 

 

については、直下 と じく、 を た結果、 、

び が完了 基準 下であり、 が完了 基準を したもの（ の

結果、水 が 対 法に基 く 出量基準 は 量基準を したものを く）

について、 処理対象 として 処理を た。 

また、 が 対 法に基 く 出量基準を していた場 には、

去後に、 を 引 で 去し、 出量基準 下とな たことを

して、 処理を た。

の 処理の処理方法 については、直下 の 処理と じ

である。 

  

１  

平成 1 年度に の 度が 理基準 を したため、排水 地下水

会において と の対 を りまとめ、平成1 年度にかけて 施した。 として、後

地で 量の廃 び （ 基準 下）があり、 の対 として を撤去

した。 
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１  

とは、豊島では、処分地 の施設 設 の 地 での 業あるいは 地

からの 水 地下水の 出による の の 度を するため、また、直島では、中

処理施設の施設 設 の 施設 での 業あるいは 地からの 水の 出によ

る の の 度を するため、施設 設 の排 排水の排出 地

で れる大 水 騒 に関する 期 な である。 

豊島における は、 な 保全措 の 施、 度排水処理施設 の 設 時、

廃 の 搬の 後の れ れの において、 としての を すること

を とし、 員会で 成した （ な 保全措 の施設に関する

員会最終報告書 、 末 の

び 度排水処理施設の ３ 員会最終報告書） び

結果（ ３ 員会最終報告書 島ならびに 上における 保全のための

対 ） に基 き 施するものであり、 豊島における

を め、 を 施した。 

また、直島における は、中 処理施設の 設 時の れ れの において、

の を することを とし、 員会で 成した （ 中 処理施設の

員会最終報告書 ） び 結果（ ３

員会最終報告書 島ならびに 上における 保全のための対 ） に基 き 施す

るものであり、 直島における を め、 を 施し

た。 

これまで については、事業の に せて、 地 、 度 に関し

の見直しを てきた。 施設の 設 の れ れの において、 に す

を事 に することを とした事 、 な 保全措 事中 び 事終了時の

、施設の 設 時 び廃 の 搬の 後の れ れの における を

い、対象施設の が れたものから、 、 を終了した。 

  

は、年度の終 りに 年度の 施方 を 理 員会、 員会で 議し、

れに基 き を 施し、 の結果を 員会 報告した。また、 の 度、これまでに 施

した 結果と するとともに、 に める基準（ 理基準）、関係 法令 の基準を

たしているか うか し、 結果を の に した。なお、基準 を えた

場 、 の 、 対 を い、 の保全に めた。 
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１  

１ １  

豊島からの廃 の搬出は平成29年３月28日に完了し、直島での処理は 年 月12日に完了した。 

廃 の 時は 員が 会い、 後には、 廃 の 完了

に基 き現地において豊島住民会議の関係者も 会のもと、豊島廃 理 員会の

が廃 の 去 れたことを してきた。 らに、つ り を く に

おいて 法 を 施し、 が 設 れていないことを しており、 の時 で最 と

えられる方法により廃 の がないよう、 を てきた。 

しかしながら、豊島処分地 の地下水 対 として 施していた 3 のつ り

事中の平成3 年 月2 日 び 月2 日に、 たに廃 （ ）が で見つか た（

３ ）。これらの廃 はこれまでのつ りより 当厚く れてお

り、 完了 時の地表 からは、 の 在が できない にあ た。

１ １ １ 豊  

１ １ １ 

１

１ １  
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１   

たな廃 の出現を けて、豊島処分 の でも廃 が 在する は で

きないことから、 廃 の搬出完了後における豊島処分地での廃 の に係 る

（ 下 という。）を た。 

１

処分地を1 1 の 方 で分 して一つの区 とし、 として、 下の をす て た

す区 を、 対象区 とした。 

整地 事 の で、５ 方 1 の平 2 があ た区 、あるいは（ ）の り からつ

り まで５ 上の平 があ た区 であること。 

平 の表 が であり、 ではない 3 こと。 

なお、地下水対 地 として、つ りの が れている区 は、上 から くものとし

た。 

また、上 に加え、豊島住民会議より廃 の 設の 念から のあ た区 を 対象区

とした。 

上について めた 廃 の搬出完了後における豊島処分地での廃 の の

の方 に基 き、廃 の搬出完了後における豊島処分地での廃 の に係 る

の 施 において ３ の22 区 を 対象区 とした。 

  

1  たに見つか た廃 （ ）は ～５ 方の大き で ま ていたものであり、これまでの全 の     

の中でも最 のものに 当することから、５ 方を、（ ）で するように で ５ の で りを

施すれば、 のような の廃 でも全て できると えた。 
2  平 とは、つ りではない 分のこと。 につ りとな ている は、 の たに 見 れた廃 と

様、 した り に い で廃 が 設 れていたものもあり、これらを 去した である。

て れより下 での廃 の 在は えられない。 
3  または が 出している では、 れより下 での廃 の 在は えられない。
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１ １  豊  
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処分地 の 対象区 を による 量（ 日）により29区 に分け、 ５ の

で 、深 2 の りを 施した。ただし、最終 び廃 き の

分については、上 の を いた地 が 3 であることから、 りの深 は3 と

した。 

 

本 により廃 の 在が れた場 には、 廃 の搬出完了後に豊島処分地にお

いて たに廃 が見つか た場 の対 に基 き、 かに全て 去し、

に処理するものとした。 

 

りは、平成 3 年 月 12 日から５月 18 日にかけて い、 の 施 について、 ３

３で した。 り において、 に す から廃 が見つか ており、

で び が出現し、 3 で が出現した。 

の結果、 が 、 り が ３ 、空 が 2 2 、 で

1 の廃 が れた。 

なお、 下の廃 の に係 る については、

の撤去後に うこととしていたが、 が撤去 とな たため平成31年３月2 日に 施し、

廃 は れなか た。 

  

 たに見つか た廃 も め、つ り上 の はい れも 上であり、 り の は であ

ることから、廃 の 在は できると えた。 

 これまで れた廃 は、つ り を め、 の は より上 にあり、現地 （ 2 ）か

ら2 り下げた まで すれば、廃 の 在は できると えた。 
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１ １  豊

3-40



- 1 

 

廃 の 結果の を表３ に、 の 出量 び

の 量 結果 を表３ ～ に す。 

については、全ての で特 理産業廃 の 基準を下 ていた。一 の

り （ ）については、 は の 、 、1 、

が特 理産業廃 の 基準を しており、また、 り （ ）

については、引 が く特 理産業廃 に 当する結果であ た。 

１ １ １ 豊

 空き は （ ）であるため、 を 施していない。

  

去日

1月2 日 1月2 日 8

2月2 日 2月23日 3

月2 日 月1 日 3

月2 日 月1 日 1

1 特 産廃の 基準 下

特 産廃の 基準

（ び が ）

特 産廃の 基準

（ が ）

28

特 産廃の 基準 下

特 産廃に 当

（引 が い）

1 3

特 産廃の 基準 下

2 特 産廃の 基準 下

特 産廃の 基準

（1 - び が ）

特 産廃の 基準

（1 - び が ）

2 特 産廃の 基準 下

3

1

れた たな廃

結果の
日 廃 の 量

３ 特 産廃の 基準 下

1 29

月13日 月13日

1

1

空

月1 日

3

空

月11日 33

空

月2 日 月11日
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１ １  

 

・ を で示す。

・ ン 外の 溶出 で 、 ン で で る。

・ 、 4 7 3 示 192 管理 廃棄物 管理 廃棄物に る の による。

・1 25 2 20 について 、 の を再 した。

業
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１ １   

 

・ を で示す。

・ ン 外の 溶出 で 、 ン で で る。

・ 、 4 7 3 示 192 管理 廃棄物 管理 廃棄物に る の による。

業

3-43



-  

１ １   

１   

１  

3 と の大きく つの から 中して廃 が れたことから、これまで

の で り しがないかの をするとともに、地下水 業 の の も し、

廃 の搬出完了後における豊島処分地での廃 の に係 る 加の （ 下

加の という。）を 施した。 

 

廃 が れた の 報として 3 ごとの地下水 結果を すること

から、 報の整理のし す を し、 り 結果を まえて 施する 加の に

ついて、地下水 の3 の区 で 施することとした。 

廃 が れた のう 、 が見つか た区 については、 豊島処分地

地下水 水 対 会（H3 22 ）において報告した 地下水 の のための

結果 （  ５）のとおり、地下水の 度 が れた （区 ）と

していることから、地下水 業 の の も し、これまでの で り しが

ないかの を うこととした。 

また、 が見つか た区 のう 、区 （区 については、これまでの で区

全 の廃 の を である。）についても、これまでの で り しがないかの

を うこととした。 

らに、区 については、 が見つか た区 の であり、かつ、地下水の 度

が れた と していることから、 後の地下水 業 の の も し、

あ せて を うこととした。 

これらを まえ、 対象区 を ３ に す区 とした。 

 

対象区 全てにおいて、 り を た 深度（ ）まで を い、廃

の を することとした。 

また、 中に地下水の 出しがあ た場 、地下水を 切に排 し、安全な 業 が 保

れたことを してから廃 の を することとした。 

なお、 後の から安全 の が と えられる場 は、 め し え の安全

対 を 切に た。 

  

・ 70 を で示す。

・ の 、 で で る。

・※ 、 管理 廃棄物 70 の廃 の で る。

・※ 、 度 廃棄物の で る。

 １
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１ １  

 

加の は、平成3 年11月 日から12月19日にかけて い、 ３ に

す から廃 が見つか ており、 の は、 が ３ 、 り が3 3

、空 が の であ た。 

 

結果の を表３ ５に、 の 出量 び の 量

結果 を表３ に す。全ての廃 について、特 理産業廃 の 基

準を下 ていた。 

１ １  

 空き は （ ）であるため、 を 施していない。

  

去日

3 特 産廃の 基準 下

1 9 特 産廃の 基準 下

特 産廃の 基準 下

9 特 産廃の 基準 下

 

区

空

11月19日
び

11月28日

11月19日
び

11月28日

加の で見つか た たな廃

結果の
日 廃 の 量

3-45



-  

１ １  

  

たな廃 の出現を けて、豊島処分地 の でも廃 が 在する は で

きないことから、 び 加の を い、（ ） が 、（ ） り

が 、（３）空 が３ 見 れた。 

廃 の 搬 処理にあた ては、これまでの豊島事業での基本 な対 と 様に、住民 業

者 の安全 びに の保全を るとともに、処理後の 成 を 利 する方法を するよう、

豊島廃 処理事業 員会から があり、 の に て、下 のと

おりの廃 の 搬 び処理方法、処理施設の 方 とした。 

１  

については、 結果を まえ、 切に処理施設を し、処理施設の 基準に

せたうえで処理 することとした。 

の 搬に当た ては、水 に するとともに を じ、 らに の上

に を せ、 じん び の 措 を じたうえで、 期航 を いて島 に搬出し

た。 

搬後の は、排出 の が直島中 処理施設と 度の 施設を する の廃

処理業者において 処理した。 する え は、産業廃 処理業の を する の事業

者が設 する で処理し、 成 れた は の として 利 した。 

 

・ ン 外の 溶出 で 、 ン で で る。

・ 、 4 7 3 示 192 管理 廃棄物 管理 廃棄物に る の による。

・内 物入 について 、内 物の 状 ら、 状 、 状 、 状 の
 に 分 し、 状 を した。

業
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これまで特 処理 のう 中 処理施設で処理できないものについては、 特 処理 の

い に い、廃 処理業者に し処理をしてきた。 

もこの の え方に て い、 り も、廃 処理業者に し

処理することとした。 

の処理に当た ては、 の 結果を まえ、 切に処理施設を し、処理施設の

基準に せたうえで処理 することとした。 

搬に当た ては、 の えい じん び の 措 のため の 搬 で

し、 期航 を いて島 に搬出し、廃 処理業者に して処理した。 の 、処理後の

成 を 利 した。 

 

空 については、（ ） り と 様に、廃 処理業者に し処理す

ることとした。 

搬は、 じん び の 措 のため 搬 で し、 期航 を いて島 に搬出

し、廃 処理業者に して 処理した。処理後に た は として として 利

した。 

見の廃 は、平成3 年12月1 日から豊島処分地からの搬出 処理を し、令和元

年 月11日に豊島処分地からの搬出を完了し、 月2 日に処理を完了した。 見の廃

の について、表３ に す。 

１ １ 豊

1 38 13

 これまでの豊島事業の処理 量と 様に、 下を し整 表 とした。

 処理量よりも 上の処理量が しているのは、 え施設での保 時に の
     水 が したことによるものである。

R1 2

R1 1R1 9

R1 8

り

H31 3 13

空
3 2

町

2

が特 理産業
廃 の 基準

を していた
廃

上 の廃

島

町

H31 3 1

特 事

29 3

処理業者との 整
で全量を５ に分
けて処理町

R1 2

廃 の 処理量
（ ）

R1 11

搬出
完了日

搬出搬
方法

処理
完了日上の処理量（ ）
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１  

豊島廃 の中 処理（ 処理）の で する 成 については、 のとおり

利 した。 

１  

期 に し、安全 と を 施し、基準に したものを と

して 事業 で 利 した。 とな た は、 処理 は 会

場 搬出して を い、 利 を た。

 

会 直島 の 施設で 処理した後に、 の

で として するとともに を した。

 

処理により 成 れる 量の 、 、 の については を い、 れ

れ 利 を た。 

  

１  

豊島廃 の （ 下 豊島 という。）は、豊島廃 の 処

理に い する 分の い の 成 である。 

豊島廃 処理事業では の 利 の から、豊島 を の

に いた場 の力 、 についての基 な を い、 の3

度の であれば 分利 できることを した。 のうえで、平成 1 年度から の

事において利 を した。出 後は、 の 、 の 対 での 、

の基 の 事に れており、 後の長期 な の のため、

を た。 

豊島 の保 を ３ 、 事 を ３ に す。 

１ 

 

 

事
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豊 事  

豊島 を 利 するにあたり、豊島廃 の本 な処理の に の安全

び 成 の を うため、平成12年度から平成1 年度までの３か年 で事 を 施した。 

には として、 を とした の を い、 らに

として、安全 に がないことを したうえで、 の を

た。 

れらの結果を まえて利 にあた ての の出 び の

利 を 成し、豊島 を の一 として利 した

および の利 を した。 

出 における安全 の を表３ 、 の を

表３ 、 方法の一 を表３ ３に す。また、 利 におけ

る 利 の を表３ に す。 

１  

 
出基準

（ ） 

量基準

（ ） 

（ ） 1 下 1 下 

（ ） 1 下 1 下 

（ ）  下 2 下 

（ ） 1 下 1 下 

水 （ H ）  下 1 下 

（ ） 1 下 1 下 

（ ） 8 下 下 

（ ） 1 下 下 

   

 基準 

度 
の が

であること。 

 
中に 1 上の

分を まないこと。 

 
中に を ま

ないこと。 

 2 上 

水  3 下 

 
であること。 

 

 方法  

度 の るい分け 方法   11 2 

 成分分 方法   11 2 

   

 
の 度 び 水 方法 

  11 9 

水    11 9 

 

の （ 法、

法、 法、 度 ） 

  11 ：2  

  11 ：2  

  18 ：2 9 

  

     

 

（

） 

 
下 

量2 上
下 

 
し
 

 
下 

量2 上
下 

平 り
大 、

地先 、法
、 た

、
時
 

 
下 

量1 上
下 

 

量 下  
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豊  

平成1 年度から の 場 けに を し、 事で する

の の一 として利 を した豊島 は、令和 年 月に を終え、 年の令和３年

月に の出 を終えた。これまでの 量は 32 1 とな た。 

利 にあた ては、当 、 を 3 に設 していたが、平成 1 年度の による

事 の の増加を けて の を3 から2 に したこと 、 の後の処理量

事 の により、平成2 年度に を2 から3 に すな 、 の時の に じ

て、 を見直しながら 利 を た。 

豊島 の を表３ ５、 （ ）の

の を表３ 、豊島 り の利 の 大 を

表３ に す。 

 

豊  

年度 
量  

場 場 
 

平成1 年度   3 2 8 318 

平成18年度 33 32  338 3  

平成19年度 2 8 2 2 2 1  

平成2 年度 2  2 9  29 2 

平成21年度 2 21 3  31 2  

平成22年度 2 393 2 9  29 188 

平成23年度 23 2 2 933 2 9  

平成2 年度 3 8  3 1  33 89  

平成2 年度 31 1 1 2 391 33 2 

平成2 年度 2 1 8 1 921 29 89 

平成2 年度 23 23 1 3 8 2 8 2 

平成28年度 2  1  22 2  

平成29年度 18 81  1 82  2 3  

平成3 年度 19 8 9 1 1 21 8  

平成31年度 1 121 1 1  1 22  

 39 21 3 93 32 1  

 

 

 

   

H1 1 
全  

（ 地区 ） 
3  

H1 1 1 
全  

（ 地区 加） 
3  

H2 1 全  3 2  

H2 1 全  2 3  
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 豊  

  

H1 9 1 
平 り 大  

 

H1 11 1 地先  

H18 1 法  

H2 1 た  

H2 1  

豊  

豊島 を利 した の長期 な を するため、 から 1 年

が した時 で （平成2 年度～平成2 年度）を 施した。 の後、

で対象とした について、 1 年後における継 を 施するとともに、

の い による を するため、対象 を して （令和元年度

～令和 年度）を うな 、 期に たり を た。 

結果からは、豊島 の に する の は とん なく、一

な と の が 保 れていることを した。 

のため、 後は の 理者により、 の 理を うことで、安全に

れるものと結 けた。
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については 会 直島 の 施設において処理

した。

当処理施設までは を にして で搬 している。 は 出 で に

水を加え、 中の 、 、 な を 出し、 で 水 れた は

設 に られ、処理 れる。

  

： は排水処理設 で 処理 れた後、 れる。 

： 設 に り、 、 、 な の を する。 

りは として の に利 している。

なお、 の 成は の りであり、 は水に け、 とな て廃水処理 れる。

れた 中から として （ ）、 （ ）、 （ ）が れる。

１  

溶融 ( )

 7 5

 4 5

 0 5

その
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１  

廃 を 処理することで する （ 、 び の で成分

は、 れ れ ５ 、 1 、 8 の ）は、 の が していること

に加え、 が く ているために でき 、また、 が 在しているために

としての 処理も であ た。このようなことから、平成 2 年 月から

設 を し、これらを することで と の 度を上げ、 利 するとともに、

を 処理することとした。 ３ に設 の を、 ３

に全 を す。 

このう 、 は、 と に れており、 については、 として

できないため、 （ 、 ）して 利 を た。 の 量は表

３ のとおりであり、 設 による は表３ のとおりである。

 

）   ： 設  

）   ： から 、 び を れ れに分  

３）   ： ： 3  

き：9 99  

：  

） 方 ： び  

５） 方法： 方  

） ：  

処理 力： （見 1 3 ） 

処理対象 ：  

方 ：処理 き を  

排出方法： 後、 の場で け 

： 2   

）安全 理： 中 御 き 報  
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１ 

１ 
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１  

 

28 度

253 6

物

0 0033

27 度

1310 3

18 度

処理0 0058

23 度

487 7

0 01840 00380 00390 00100 0009 0 0011 0 01840 00680 0037

26 度22 度

0 0063

20 度 25 度24 度

0 0057

418 4

21 度19 度

494 8409 2 291 448 3 215 158 1

16 度

57 1

15 度

0 0045

232 358 1

17 度

1266 3
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を する で は、 久 で に、 久

で に れ れ分 れる。 の を下 に す。 は、

として できないため、 （ 、 ）して 利 を た。 

１  

 久 （ ）は、 に保 力の い 久 を

、 により、 中の を り く である。 

れた が に達すると、 の は、 する に て

然 下する。 中の は、 力な 久 の によ て、 する に

し下方 ばれる。下方 ばれた は 下 にある の後方で から

し 然に 下する。 

の 久 は しない とな ており、 が する とな て

いる。 の は が を せるための 、もう は 久

の とな ている。 は、 ３ ３のとおり。 

  

 

久 は、 の中に まれた 力な 久 が

で し、 の の に （ ）による 場を る

ことによ て、大 分の が分 れた と の から と を する、

久 である。 の は、 ３ のとおり。 

  

 

中 処理施設の から排出 れる排 の 熱を で し、 する

会 直島 で した 水を に えて、 の の に利 し

た。 から中 処理施設に 力が れているので、 の に中 処理施設の

を 利 することは、 の を せる一 とな た。 
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１  

豊島廃 処理事業は、豊島に する大量の廃 を直島に し、 方 に

よ て処理するとともに、 の 成 の 利 を うとするもので、豊島廃 理

員会の のもと、 と安全 に 分な を いながら、 施した。 

これらの事業の 施期 中を じて に の 大を するため、 な

保全措 を じ、 な 保全措 の施設 の 理が 切に れるよう、 な

保全措 の施設に関する 理 、 な 保全措 の施設 に関する

理 を め、施設の 理に めた。 

中 処理施設においては、豊島廃 、直島町の一 廃 を 処理し、 する

を し、 利 した。 施設から排出 れる排 は、 した排 の処理を

い、大 法よりも しい基準を め、 の基準の 、処理水の

の 、 理に めた。 

廃 の 上 についても、 しい 航基準を め、安全対 に 全を期した。 

また、これらの の保全対 の 果を するため、豊島廃 処理事業の

施期 中 び終了後の の を 地先 地 びに最大 地 で、

大 水 に関する を た。 

を 施するにあたり、 れ れ を め、 理 員会 排水 地下水 会 に

おける 員からの 、これまでの 結果 を まえ、 の 、 度な の

見直しを い、年度当 に 施方 を 成し、これに基 き を 施した。

  

豊島廃 処理事業における は、 員会で 成した （

な 保全措 の施設に関する 員会最終報告書

、 末 の び 度排水処理施設の

３ 員会最終報告書） び 結果（ ３ 員会最終報告書 

島ならびに 上における 保全のための対 ） に基 き 施するものであり、これらをもと

に 豊島における 、 直島における

び 上 に係る を め、

を 施した。 

１ 豊  

な 保全措 の 施、 度排水処理施設 の 設 時、廃 の 搬の

後の れ れの において、 としての を することを に を

施し、 の を することを に を 施した。 

 

中 処理施設の 設 時の れ れの において、 の を することを

に を 施し、 の を することを に を 施し

た。 

 

豊島廃 を豊島 の搬出 施設（桟橋）から直島 の搬出 施設（桟橋）まで 上 す

るに当たり、 の を することを に 上 に係る を
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施した。 

  

結果については、これまでに 施した 結果と するとともに、 に める基準

（ 理基準）、関係 法令 の基準を たしているか うか した。基準 を えた場 、

の 、 対 を い、 の保全対 に めた。 

また、これまでの 結果を で した。 
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１ 豊  

豊島における は、 な 保全措 の 施、 度排水処理施設 の

設 時、廃 の 搬の 後の れ れの において、 の を

することを としており、これまで、 を する事 、 事

び 事中、 搬の 後の 地先 び 感 における を 施してき

た。 の を表３ ３ にまとめる。

１ １  

区 分 期 事、 との関連

事  
平成1 年12月～平成11年12月 

（ 施） 

事の に、 を

するため 施した。

な 保全措 事 平成12年 月2 日（ ） 
事 終了後、 事

に 施した。

な 保全措 事中

平成13年 月18日（水） 

では本 の 設が終了しており、 の

を 施していた。また、 水排水 、 水

の施 中であり、 においては 業を 施して

いた。

平成1 年2月1日（ ） 
では め し施 中、 では

水 、水 の施 中であ た。

中 保 施設、 度排水

処理施設 設 事中

平成1 年 月23日（ ） 
中 保 施設の の基 事、 度排水処理施

設の水 の基 事を 施していた。

平成1 年2月 日（ ） 
中 保 施設の 上げ び 事、 度排水処

理施設の を 施していた。

廃 の 搬中、 度

排水処理施設 の 中

平成1 年 月1 日（ ） 

（水 ） 
中 処理施設 のため、廃 の

搬 業 び 度排水処理施設 の を

施していた。
平成1 年 月1 日（月） 

（水 、 ） 

平成1 年1 月2 日（ ）

（水 、 ） 

中 処理施設本 後、廃 の 搬 業 び 度

排水処理施設 の を 施していた。

平成1 年2月1 日（ ） 

（水 ） 

現場の場 整 、 度排水処理施設 の

を 施していた。

平成1 年 月1日（ ） 

（水 ） 

廃 の 搬 業、 度排水処理施設

の を 施していた。

平成1 年 月29日（ ） 

（水 、 ） 

平成1 年11月2日（ ） 

（水 、 ） 

平成1 年1月1 日（ ） 

（水 ） 

平成1 年 月23日（月） 

（水 ） 

平成1 年 月21日（ ） 

（水 、 ） 
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１ １  

区 分 期 事、 との関連

廃 の 搬中、 度

排水処理施設 の 中

平成1 年11月 日（月） 

（水 ） 

廃 の 搬 業、 度排水処理施設

の を 施していた。

平成18年1月18日（水） 

（水 ） 

平成18年 月2 日（ ） 

（水 ） 

平成18年8月8日（ ） 

（水 、 ） 

平成18年11月2 日（月）

（水 ） 

平成19年1月2 日（水） 

（水 ） 

平成19年 月1 日（ ） 

（水 ） 

平成19年8月2 日（月） 

（水 ） 

平成19年11月1 日（ ）

（水 ） 

平成2 年1月2 日（ ） 

（水 ） 

平成2 年 月21日 水  

（水 ） 

平成2 年8月2 日（水） 

（水 ） 

平成2 年11月1 日（月）

（水 ） 

平成21年1月28日（水） 

（水 ） 

平成21年 月21日（ ） 

（水 ） 

平成21年8月19日（水） 

平成21年8月2 日（ ） 

（水 ） 

平成21年11月 日（ ） 

（水 ） 

平成22年1月2 日（水） 

（水 ） 

平成22年 月2 日（ ） 

（水 ） 

平成22年8月3 日（月） 

（水 ） 

平成22年11月11日（ ）

（水 ） 
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１ １  

区 分 期 事、 との関連

廃 の 搬中、 度

排水処理施設 の 中

平成23年1月2 日（月） 

平成23年1月2 日（ ） 

（水 ） 

廃 の 搬 業、 度排水処理施設

の を 施していた。

平成23年 月29日 水  

水  

平成23年8月2 日  

（水 ） 

平成23年11月1 日  

（水 ） 

平成2 年1月2 日  

（水 ） 

平成2 年 月1 日 水  

（水 ） 

平成2 年8月2日  

（水 ） 

平成2 年11月19日 月  

（水 ） 

平成2 年1月1 日  

（水 ） 

平成2 年 月22日 水  

（水 ） 

平成2 年8月19日 月  

（水 ） 

平成2 年11月8日  

（水 ） 

平成2 年1月22日 水  

（水 ） 

平成2 年 月2 日 水  

（水 ） 

平成2 年8月 日  

（水 ） 

平成2 年11月12日 水  

（水 ） 

平成2 年1月2 日 月  

（水 ） 

平成2 年 月2 日  

（水 ） 

平成2 年 月3 日  

（水 ） 

平成2 年11月1 日  

（水 ） 

平成28年1月28日  

（水 ） 
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１ １  

区 分 期 事、 との関連

廃 の 搬中、 度

排水処理施設 の 中

平成28年 月19日  

（水 ） 

廃 の 搬 業、 度排水処理施設

の を 施していた。

平成28年8月2日  

（水 ） 

平成28年11月18日  

（水 ） 

平成29年1月1 日 月  

（水 ） 

処分地 の 撤去中、

度排水処理施設 の 中

平成29年 月2 日  

（水 ） 

処分地 の 撤去 事、 度排水処理施

設 の を 施していた。

平成29年 月2 日 月  

（水 ） 

平成29年11月9日  

（水 ） 

平成3 年1月22日 月  

（水 ） 

度排水処理施設 の 中

平成3 年 月1 日 月  

（水 ） 

度排水処理施設 の を 施していた。

平成3 年 月12日  

（水 ） 

平成3 年11月28日 水  

（水 ） 

平成31年1月23日 水  

（水 ） 

令和元年 月 日  

（水 ） 

令和 年 月1 日 月  

（水 ） 

令和 年1 月23日  

（水 ） 

令和３年 月23日 水  

（水 ） 

処分地 の 撤去中、

度排水処理施設 の 中

令和 年 月2 日 月  

（水 ） 

処分地 の 撤去 事、 度排水処理施

設 の 事を 施していた。

処分地 の 撤去中
令和 年 月13日 月  

（水 ） 
処分地 の 撤去 事を 施していた。

処分地 の 撤去中
令和５年 月 日 水  

（水 ） 
処分地 の 撤去 事を 施していた。
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１ １  

１  

水  

3（ ）、 （ ）、 8（ ） 

 

3（ ）、 （ ） 

 

水 び  

（ ）、 （ ）、 （ ） 

 

１  

廃 対 、直島 、 保

 

直島 、 保 、 業 会

 

結果については、表３ ３ ～ の りである。

１ 

 
 

  地先

  感
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１  

 

 

 

事

 
   

 

 

事
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１   

 

  

事

   
 

事
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１   

事

 
     

  

 

  

 
 

事

   

１
事       

      

事

知
知
知
知
知
知

知
知
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事

 

 
  

事
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事

  

     

事
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事

        

         

事

3-69



- 0 

 

   

事

   

 

事

県

１

事       

    

事

県 県 県
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事

  

  

事

  

   

事

県

  

 

 

  

     

事       
    

事
県 県 県

3-71



-  

 業  

１  

１  

 業 事者の安全 び の 保に 全を期すため、 業 事者 の安全 を し、

の保全対 に める。 

 また、 業 事者 の 限 業における な の安全 保を うとともに、

業 の 施 び を い、 、 業 の を う。 

 

 事業の 者に対し、 が める に基 く 業 の 施を める。また、 の

結果を豊島廃 処理事業 理 員会（ 下 理 員会 という。）に し、 業員

の 保対 の の基 とする。 

業 における が に める基準 を えたときは、 業員に 結果

を報告し、 業の一時中 を し、 理 員会 員に報告し対 の を ることと

する。また、基準 は、 理 員会の意見により な を加えたときは、本 に

も せるものとする。 

 業 事者には、 が める に基 き、 切な保 の 、熱中 の対 な 、

安全と の 保を める。

 らに、 業 事者に対し、 安全 法に基 く一 の 年 の を

する。また、 者に対しては、 の 見があると れた 者について、 業上の措

に関し、産業 （ は地 産業保 ）から意見を くな の措 を める。 

  

１ 

 豊島廃 処理事業に い、豊島処分地 中 処理施設 で 業 に る 業員 び 員

（ 下 業員 という。）の の 保を るため、 理 員会を設 した。 

 なお、 理 員会の設 の は、 13 豊島廃 員会（H1 3 8 ）にて了

れた 豊島廃 対 事業における 業 理 の設 に基 くもの

である。 

 理 員会は、 の事 について 、 び を うこととしている。 

（ ）豊島廃 処理事業の 業における 業員 の 保対  

（ ） 業員 の の 施 方法  

（３） の 、 業員 の 理 に関する な事  

（ ） 理 び 業 事者の安全 保 の に関すること 

豊島廃 対 事業における 業 理 （一 ） 

 豊島廃 処理事業 理 員会（ ）の設  

豊島における廃 の 搬 業 中 処理施設 で 業 に る 員 び 業員の の 保を るた

め、 （産業 ）、 廃 対 、 び関係 関 で 成する豊島廃 処理事業 理 員会（

）を設 する。
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 理 員会は、 表の り産業 の 員 で 成 れている。また、 員の

により 員長を めており、 理 員会では、現場関係者の出 を めることができる。 

１ １

      氏   

日本産業 会  氏 夫 

産業保  長   

基準 地方 田  

基準 安全 長  

町 中 長 一 

直島町 長 橋  

保 事 産業

保 長 田

  

また、 理 員会は、 に じて 時 するものとし、 は平成1 年 月に れ

た。 

 

１ 豊 事業 業  

業 の 理は、豊島における廃 の 搬、豊島 の 施設の 理 び直島

における中 処理にあたり、 業員 の安全と の 保を として、 業 、

び 業員に対する 、 報連 の整 び を うものである。

本 における は、豊島廃 対 事業で 施する 業のう 、 

廃 の 搬 業 

中 保 施設における処理 

度排水処理施設、中 処理施設の排水処理施設における水 の 業 

中 処理施設における処理 

に する。 

、 方法については、 業 結果 中 処理の も まえて 見

直しを う。 

豊 事業  

豊島廃 処理事業の 施にあたり、 業場の安全 と 業員 の 保を とし

て、事業の 者が る き、 業 の安全 対 、 業員 の 理のため 施す き

び の結果に基 く事後措 、 業場 に す き安全 理 び との連

整 について りまとめたものである。

なお、安全 対 、 理対 を るにあた ては、 整 員会 員会が 施

した 豊島産業廃 水 申 事 に係る 結果 び が 施した 業

結果 を 業 の基 としている。 
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業現場において、 り 、 事 び が した場 、 の対

を うとともに、 の を 理 員会にて報告している。 

の な報告事 は、 のとおりである。 

１  

 

 

日  

場  対  

1 

H1 2   の に が し、 が した。 

中 保  

 

施設 

 の に 方後方 を することとした。 

2 

H1 11 29  去 業中、 の の を り ける 、 が 下した。 

中 処理施設  業は で い、 を に、 しい で うことを することとした。 

3 

H1   が 業中、後方に下がり後 の の に した。 

 

太陽  

 を に れたことの と、 せを に うことを した。

めを から に した。 

 

H19 1  

 業員 で の を え中、 に 業 をこ したに

もかか ら 、す に き ら 業を継 したため、 にこ れた で の 業員が

を らせた。 

中 保

施設 

に をこ ないように 意して 業するとともに、 をこ した場 は、す

に き り、 の 業員に 意 することとした。 

 

H19 2  
 豊島処分地 の の れが にな ており、 中 水の れでできた に後

を られ横 りした。 

の  

（豊島処分地

） 

 区 は3 下で することとした。 

 

H21 9 

 豊島処分地 から豊島 に かう 中、見 しの い で し うにな

た。時 に がなく、 を出し ていたことと、対 がないと安 していたこと

による。 

の  

（豊島処分地

） 

 時 に を 、見 しの い場 では することとした。 を 成し、

全員に するとともに、 意 を うため、 の表 を に し

た。 

 

H2 28 

 太陽 の の え 業中、 に を せ、

しようとしたとこ 、 が後方 き うにな た。 時に

を け れたことが である。 

上 施設 
 全員に の安全 を に 施する

よう、 会を して した。 

8 

H2 11 21 
 太陽 の 業中、 れにより と

が し うにな た。 

 

太陽  

 時の 度を くし、太陽の れがある は れが ま てから することと

した。 
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9 

H2 1  

 の廃 業中、 が の を し れたこ

とと、 員が を たことにより、 の と 設 の が

し うにな た。 

中 保  

 

施設 

 は の の を にすること、 員は の けを うことと

し、 業員全員に した。 

1  

H2 8 29 

 廃 の 業時に、 の の を れ、また後方

もしないまま してしま たため、 の廃 が れ出 に後方に 中して

が後方に り、 が き上が てしま た。廃 の 出を する の 業

を していることが であると思 れる。 

中 処理施設 

 事 当日の終礼 で、事 を し、 を した上で

を くりと う の 業 を した。特に中 で一度 め、 れ出るのを

で し、 度 することとした。また、 を に できる 本

な方法を することとした。 

事  

 

 

日  

場  対  

1 

H22 3  
 出 者の を えて、 時ではあ たが、 関 を全 （ で ）してい

たとこ 、 であおられ、 に じれが加 り、 関 が した。 

度排水処理

施設 

 後、 時には、 関 を し、 出 り を することとした。ま

た、見 者利 な の場 は、 員が に 会うこととした。 

2 

H2 9  
 していた と後 していた が した。 の 業員が

を感じて を らしたため な に ま た。 

現場 
 し をした上で後方 を することとした。また、 の 先 を めて

が で の を してから することを することとした。 

3 

H2 29 

 のため、施設 の を め切り、施設 の出 りは の を し

ていた。 出時に いでいたため、思 関 を けたとこ に、 にあおられて 関

が いよく に当り、 が した。 

度排水処理

施設 

 時、 関 には と表 し、 から を した。また、見 者

の対 により、 を ける がある場 には、見 者 の 在時の し、見

の終了後、 を するまで 業員は現場を れないようにした。 

 

H2 9 1  
 地下水 井の水 を するため、 水 水 の に していた。 終

了後、 して したとこ 、水 に し、 水 ともに した。 

 
 水 がある場 を の を て、 のある場 が分かるようにし、 の

に をよく することを した。 

 

H2 11 11 

 廃 を した が、 で、 よりも に してい

た直島町一 廃 搬 （ 下 一廃 搬 という。）に し、 び

を せた。 

なお、事 時は、一廃 搬 の は に出ており、 はない。 

中 処理施設 

 一廃 搬 が している場 は、 に するよう 員全員に した。また、一廃

搬 が の場 で ま ている場 は、 して、 で まるのを し

てから するとともに、一廃 搬 の を表 することで、 の

を 保することとした。 

 H28 8 29 

 処分地 において、場 整 の に1 び を し

ていた。 業を終えたので、1 を す に後 したとこ 、後方

に していた に か に してしま た。 
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現場 

 にて （ ）を 施し、 会 び安全 を 施し

た。また、 を する には、 の を し、 になるような場 には

しないことを した。 らに、 に よいか 後方 よいか の 意

を表 した。 

 

 

 

日  

場  対  

1 
H1 8  

 

 度 の 業中、 に の と の

で を 、 の を う。 

 

  

中 処理施設  業 書の 成と を 施し、 の を に設 した。 

2 

H18 1  

 

 にて、 業終了時に を出ようとしたとこ 、 業に いがなか たか

になり、 横を きながら した。 から 出たとこ 、 に

ある 水 に 下し した。 

 

 本 、 下  

中 処理 

施設 

 の の設 び 業完了後の 会 をすることとした。また、施設の

の び 業員 の の を 施し、 業員 の 安全

意 の をすることとした。 

3 

H19 12 13 

 

 空 熱 の の れにより が れていた

ため、 員が を けたとこ い く いた と に 長の を まれて をは

がすけがをした。 

 

 

中 処理施設 
 の の と な の 施をするとともに、安全 の

を うこととした。 

 

H21 1 12 

 

 員が 出 （ 処理 ）の で、 に し

た廃 を を して 去していた に、 去した廃 の （ 3 2

2 ）が 下し、 の の が の （安全 の のない 分）に当たり、 した。 

 

 中  

中 処理施設 

 保 （ から下）を たに し、 様の 業を 施する場 は、 れを するよう

員全員に し、 を した。また、 業時の を 分に 保するため、 様の

業を う は、 し な 設の 業 を するよう 員全員に した。 

 

H22 23 

 

 中 御 の き場（ ）で、 か した後、 り

いた時に の上に いてあ た （2 ）が、 者の に 下した。 は、

の上 に （ 量 ）を いていたこと、 業 に の が引 か た

がある。 

 

  

中 処理施設 
 の 上は、 を り け、 意に ないように 処 を

た。また、 量 （ して する ）は最下 に き、 員 の を した。 
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業  

 

 

日 の  

場  の結果 

1 

H1 1 
 で廃 を 搬すると、 時に後 上 に廃 が し、 上

に するため 業が 担にな ていた。 

現場  の を したとこ 、 する廃 が し、 につなが た。 

2 

H18 2  

 ～ 1 

 の にある の えは、 が いため、 業が めて

で、しかも が 業員の に する れがあ た 

中 処理施設 
 の 大、増設を い 業 を せ、 の を でき、 業

と 理の を達成した。 

3 

H19 18 
 直島 桟橋の３ の のう 、 は に が設 れていなか た。桟橋の

特 上、 が り すい になる事も く、太陽 員が を えていた。 

直島 桟橋  り の にも を設 した。 

 

H19 2  
 豊島 桟橋の 係 は れ が れる で 安 なうえに、 く に

りがないため、 業中 にあおられ、 員 業員が を えていた。 

豊島 桟橋  の を設 した。 

 

H2  

 の 時において、 を する 、 の

の を で せて せを う があるが、 に があ た場

、 当な で ししないといけないため、 たときの が大きく、安全対 が

められていた。 

中 処理施設 
 の に大きな が られ、かつ安全に しできるように を り け

ることが出 るようにした。 

 

H2 1 8 
 特 処理 に搬 れた から長 が 業 に り出して、 な

であ た。また、 の排水 があることを す、 が がれ ていた。 

中 保

施設 

 から り出している を切 するとともに、 業が完了するまで

を で区 して、 業員の安全を 保した。また、排水 の を り

直し、 を めた。 
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１  

１  

豊島廃 の処理対象量については、処理 当 、平成 年に 施した 整 員会の

結果 から、平成11年５月に処理対象量を 、 と した。 の後、

な 保全措 事において、 び び地の により廃 び が増加し

たため、平成1 年５月には処理対象量を 、 ５ と した。 

らに、廃 の処理を してから 年 の平成 23 年度には、当時の 期 である平成

2 年度末まであと 年とな たことから、廃 の処理を かつ に めるためには、

量をより に しておく があること、また、処分地 において廃 を全

て 去したことで廃 の を できるようにな たことな から、平成 23 年３月下

から 月にかけて処分地全 の 量と に処理した廃 の 度 の結果をもとに平成 23

年３月末時 での処理対象量 量を した。 

この結果、処理 量は 32 、 量 、 量は 3 、 量

、 の処理対象量は 2 、 量9 ５ となり、 れまでの と て

処理対象量 び 量が23 増える見 とな た。 のため、平成2 年度末までの全量

処理が となり、平成28年 月までかかる見 とな た（３年 か月の 長）。 

 

平成23年度 で、処理対象量 が れまでの から大 に増加したことから、 は、

年度当 に処分地全 の現地 量を い、処理対象量を することとした。 

また、 で める廃 の搬出期限が いた平成2 年度 び平成28年度は、

理の から 量し、 を た。 

  

１  

処理 当 の全 は、 整 員会の 結果をもとに、 員会 び

員会において した。 な方法としては、処理対象に を 加するとともに の

を 基準に したうえで、 な 保全措 事による の な

を加 して めた。 の結果、平成1 年５月時 における処理対象量を と し、こ

の全 から平成19年度末までに した処理 を じることで を3 と

出した。 

なお、平成19年度末までに した処理 は、平成1 年度までは 量 をもとに

事業 と平成1 年３月末の地 の から め、平成1 年度 は 量 をもと

に 年 ごとの から処理 を めた。また、 量は 量 び地 成

な から廃 、 い 、 き び直下 の の を 出し、 れ

れの 度を じて 2 と 出した。 

 

平成 23 年３月末時 での 量な の については、処分地 において廃

を全て 去したことで廃 の を できるようにな たことな から、 下の ）～３）

に す 廃 の 量を 量の に 加した。 

また、 の後は廃 が 去 れた を 量し、 廃 の を 量の に

することとした。 
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１  

整 員会の 結果をもとに していた 廃 の らに に廃 が

在したことが れたため、 じような が処分地全 に んでいるものと した。

 

整 員会の 結果をもとに していた廃 の （平 ）よりも下に廃

が 在したことが れたため、 じような が処分地全 に んでいるものと した。

 

処分地 では、直下 より らに深く り んだ、い る つ り が

れたため、 じような が 区を いた処分地全 に んでいるものと した。 

  

１  

平成1 年３月に な 保全措 を完了した後、平成1 年 月に平 量 び 横

量を た。また、地 を するため、 地 に基 く地 を 成した。 

の後の 量方法としては、 において、平成 1 年度までは 量（ ３ ５ ３

）、平成1 年度 は 量（ ３ ５ ３ ）を い、処理 を めた。また、平

成 23 年３月下 から 月にかけて処分地全 の 量を 施し、 量および 量を

した。なお、 の後の 量の については、年度末および 期ごとに によ

る 量と 田大 田 による 量の つの 量結果を することとした。 

らに、平成2 年度末 量では、これまでの 量、 量に加え、 量を 施し

た。 量については、 時 で 度の い が く 保でき、 により い

な量を できること、 量結果との整 があること が れたため、平成 2 年度

末からの 量は 量を いることした（ ３ ５ ３ ３）。 

なお、 期 の 理では、廃 直下 の 後に が れ、 量による

の が となる場 、 たなつ りが れた場 については、 量を い、

量では が な 分が した場 は、 時、 な 量を うこととした。

量結果については、 （ ）として 量結果に り 、 元

を 成するな を 元することで、 量 量の に した。

１ 
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量方法は 下のとおりである。

１  

量は、 から られてくる を で し、 から までの

を 出するとともに、 の 報から の を する 量方法である。なお、

からの 方 （ 方 ）には の の に、 上 いて を

り く 対 がある。 

対 は の の 対 な 関係（基 ）を めるものであり、

対 の による の を めた の が れるため、 より 度

である。また、 対 のなかには と がある。 者は

の を長時 し、 の時 を利 して の 去を うもので、 度は最も

い 量方法である。後者は、 に基準 を くことで の 去を うものであり、

度は いものである。 

なお、本 量で いた 量は、 であり、 のなかでも R 方 を

している。 R （  R  ： 基準 方 は、 在する の 基準

の から利 者のごく に、あたかも基準 があるかのような 基準 を りだ

す である。利 者 に 基準 がある場 には、 基準 の りに れを利 する

ことも である。 の で 量を う場 には、こうした 報 の を

け、 な の を 保することで、R （ ） 量を

うこともできる。

  量 当時は、 の 基地 の が か たことから、直島の 基準 を

として利 した後処理 法で を た。後に が れたた

め、 基準 方 の R R 法で を た。 

量方 と の特 を表３ ５ ３ 、 の 様を表３ ５ ３ 、 を

３ ５ ３ 、 R 方 の 理を ３ ５ ３ に す。 

１ 

 

対  

 
 

 
  

  2 分～ 時   

1  ～2  1  2 ～2  

  搬  搬  

安  中 度が に られる 度 （ ） 時 で 度  

、 
、  

度 、 
、 、  基準 量 量

度  

  

8  

 法 19 1

量 1 12

力 2 下 11～28

度 ～

1  2 

2

2  1 ごと

水
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１  

 

 

後処理 法も、 R R 法も、 の の を いた 法であり、

2 ～の 度での 量が 時 で となる。なお、表３ ５ ３ に す

の の上限 の は の の （基 ）であり、本 量の

場 には現場 の 基準 を いたため、完全に が れている場 では

は ～３ となる。 

の 度の 下 を表す である （    ）は、

３ ５ ３ ３に すように、 量 の にある つの を結んでできる の が

大きい の が くなり、 の 度が くなる。なお、 つの が見える場 であ

ても、 の い場 、 えば が した 上にあ たり、 の くで

の 量で の が できなか たり、 の が くなる場 は の 度が

下する。 

現場 での 量では、 の の な が となり、 の によ ては

度々 が い を すため、 の 下に 意した 量が とな た。 

  

 

量は、 を現場 に 、 量対象となる地 の特 を一 つ 量するこ

とで を た。 

の で られた （ ） により 元地 を 成し、

業の を に すること 、 を 出し、 と することにより、

の期 の廃 量を 出した。 

  量と 業の は の りである。 

 が い場        が い場  
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業

 業  

 

現場の 業 量の地 、 から地 の している を特 す

る。 

 

を いて、現場 の地 の 量を う。なお、最終 の

が2 の となることから、 ～ 度の を するための特

の を た。また、 量の対象は があ た場 の を対象とし、 期 量との 分

を した。 の によるが、年 の 量で 2 ～ の を し

た。 

 

平成1 年度の 量では、 を した R R 法で 施したが、基準 との

が 安 であ たことから、平成 1 年 は後処理 方 で を た。 の

後、平成 28 年 は が したことから、 R R 法で 施し、 基準

による を た。 

 

量によ て られた を 量 の であり な 元 を 成

できる   を いて した。 

このとき、 元 で表 を し、 切な 分 の （

）を た。なお、 量で られる （ 地理 が する か

ら 出）と、 量の基準 （ 水 から 出）に 33 の れが じることから

を ている。 

結果は、 元 （ ） で出力した。 

 

で られた は、 の を いて 地 と 成（

） せた。 

らに、 成した を 元 の に り 、 元の

に 方 を 力し、表 の 分 を うことで 元地 を 成した。 

）地 の

） 量の 施

） 基準 による

） 元 の との

） を いた 地 との 成

） 元地 による

量期 ごとの

） 元地

の
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量の 施 を ３ ５ ３ 、 元 の 成 を ３ ５ ３ ５、

地 と 成した を ３ ５ ３ に す。 

 

 

  

 

元地 から 量期 ごとの を 出し、 の と することにより、

の期 の廃 量 を 出した。これに対し、 現場では 業日報 の搬出 量

と搬出 の による 量 を しており、これにより 量 を 出

し、 の 量と して、現場 業の 理を た。 

なお、 廃 を し きした は、空 が増え見かけの が

大きくなることから、 成の で を特 し、 元地 に り ん

だ。また、 時には、 の を基に 量 から に する に を した。

廃 量の 出 を ３ ５ ３ 、 廃 の の特

を ３ ５ ３ に す。 
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成した 元地 は、 の空 と 成するな 、 らに 関係を し す

い として した。また、 量による現場の を時 で表 するな 、 の

を に なものとし、 報 の 成な に した。 

元地 の を ３ ５ ３ に す。 

 

 

 

 安田  員会  日本 量 会 

 度 報 （2 18 2 28 ）  

会 （2 18 2 28 ）  

 

（   ：地上 ）は、 から を

に し、 対象 から してきた を することにより、 時 に 度 度な

元 （ 度 R ）を する 量方法である。なお、 した 元

を することで、平 成 量（ ） 出 を に うことができる。 

 

対象である廃 は、 つ り な な が く、

となる 分を けるため、 まで できる 中 の （  3 ）

を した。 

した の 様を表３ ５ ３ ３、 を ３ ５ ３ ５ に す。 

  

 40   3

メ A メ

最 ：1 000 000 最 ：976000

0 4 270 0 6 120

         (水 ) 360 360

( ) 270 300

度 1 2 10 2

( ) 238 358 395 240 100 200

12 25 5 0

※　
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 は、 対象 に 対した任意の地 に を設 し、 を つ （

）を することで、 の 、 を （後方 会法）し、 元 の

を する方法で た。 

  に係る 業 は の りである。 

業  

 業  

業  

業 に 業の方法、 、 員、日 について 切な 業 を した。 

 

は、 当たり 上を 準とし、 の に した。また、

は、 の基準 より による にて た。 

設 を ３ ５ ３ に す。 

） 業

） ）の設

） び現地

） 元

）廃 の 出

） 元 成

）平 成

）成果 のとりまとめ
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では、 した 度が くならないよう、 を より1 先で

2 の が な設 とし、対象 に対し 度3 が 準となるよ

う設 した。また、水 な 区 については、 を いた 量

により を した。 

現地 を ３ ５ ３ 1 に す。 

  

 

した は、 元 により 成処理 び の けを た。こ

の から 、 地 の地 を えていない を し、

を 成した。 

  元 を ３ ５ ３ 11 12に す。 

    

 

び を に し成果 として

に した。 
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元 により廃 を し、 出にて廃 量の を めた。 

な 業 は、 する廃 を基準に、 した廃 表 との

分 を い、年度末の時 での廃 量を した。 

なお、基準とした廃 は、廃 区 の の地 をもと

に 成した （平成 2 年度豊島廃 処理事業 量業 成果）から を 成した

ものである。また、 つ り による 設廃 は、 り こし完了後、 の 度 し、全

の廃 量に加 し 量の 度を めた。 

出 の を ３ ５ ３ 13 1 に す。 

 

 

 

 

 

に基 き 元地 の地 を し、 1 分の の現 平

を 成した。また、 の は、 を 表 することにより、 の を

することで 成した。 

平 び の 成 を ３ ５ ３ 1 1 に す。 

    

 

地上 を いた 量 （ ） 平成29年3月 地理  

豊島廃 処理事業 元 量業 報告書 平成2 年～平成28年 会 航  

 

設 書に基 き報告書、 、 元 にとりまとめた。 
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１  

処理対象量の を表３ ５ に す。

１  

時  （ ） 
量（ ） 

う 廃  
   （ 度： ）  

 

平成 年9月 

9  1  

 

が 施した 結果から  

度：廃 1 9、直下 1  

 

平成11年 月 

8   

3 3  

の 基準を 基準に した

ことな により処理対象量が増加 

（ ） 

平成1 年 月 

2   

 

な 保全措 事において 、

び地を した結果、処理対象量が増加 

平成1 年 月 （ なし） 9 2  

1  

度：廃 9、直下 1  

平成19年度末 （ なし） 8  

8 1  

度：廃 98、直下 1  

平成22年度末 2 2  9  

8 2  

度：廃 1 39、直下 2 2  

平成23年度末 （ なし） 93 8  

83  

度：廃 1 、直下 2 2  

平成2 年度末 3 3  91  

83  

度：廃 1 2、直下 1 8 

平成2 年度末 3 8  91 9  

8 2  

度：廃 1 3、直下 1 8 

平成2 年度末 2  9  

8  

度：廃 1 8 、直下 1  

（ 平成2 年度の 年度 度を ） 

平成2 年1 月 2  9 2  

8 9  

度：廃 1 1 、直下 1 81 

（ 平成2 2 年度の 度を ） 

平成2 年度末 1  9  

8  

度：廃 1 、直下 1 81 

（ 平成2 2 年度の 度を ） 

平成28年 月 2  91 3  

8  

度：廃 1 9 、直下 1 81 

（ 平成2 2 28年度の 度を ） 

平成28年1 月 1  9  

8  

度：廃 1 8 、直下 1 83 

（ 平成2 2 28年度の 度を ） 

平成28年11月 1 9  9 9  

88 2  

度：廃 1 8 、直下 1 83 

（ 平成2 2 28年度の 度を ） 

平成29年1月 1  9  

88 8  

度：廃 1 8 、直下 1 83 

（ 平成2 2 28年度の 度を ） 

平成29年2月  91 1  

89  

度：廃 1 、直下 1 83 

（ 元 の 度。 ） 

平成28年度末 2 2  91  

89  

平成28年度末時 の処理 、 び直島での一

時保 量から した  

平成29年 月  91 1  

（89 8 ） 

平成 29 年 月 12 日の廃 の処理完了時

の  

平成29年 月 1  91 2  

89 9  

上 月12日の廃 の処理完了後、豊島

直島 の を処理。 の処理量を加

えて全 の処理 量を  

度：廃 1 8、直下 1 9 

3-88



-  

 

１  

豊島廃 は、平成 29 年３月 28 日に豊島処分地から直島中 処理施設 の搬出を完了し、

年 月 12 日に直島中 処理施設での処理を完了した。 の結果、平成 29 年 月 12 日までの

処理 量の は911 とな た（表３ ５ ）。 

 

平成29年 月12日の廃 の処理完了後、豊島 直島施設の にある廃 の

を 去し処理を た。 の処理 量は、1 319 であり、全 の処理 量とし

ては、912 3 3 とな た。 

また、これまで豊島処分地で れた廃 の処理 は、 年、 量結果を 出した

後に の 度 上げて 出していたが、長年の を するため、最終の処理 として

は、 （ な 保全措 後の地 （平成1 年 月 量））と 完了後の地 （平

成29年 月 量）を基に、 元地 を いて 出を い 9 132 とした（表３ ５

３、 ３ ５ ～３）。 

  

年  度 

量（ ） 

廃  直下  

 
  

特 処理  
 

 

地下水 

 
処理  

 処理 

1  
9月～ 年3月 

を ） 
2 2  13   3   2 81          2 81  

1  月～ 年3月 2 2 3  83   219   3 298          3 298  

1  月～ 年3月 3 18   9  81   2           2   

18 月～ 年3月 1 2 1  93   2    2 221          2 221  

19 月～ 年3月 3 183  1 2   1    22           22   

2  月～ 年3月 8 983  1 21  93   9           9   

21 月～ 年3月 13   3 88   138   1 3          1 3  

22 月～ 年3月 8 3  89  2 1   9 3          9 3  

23 月～ 年3月 181  38  2    99           99   

2  月～ 年3月   38  2    9 2          1 99  

2  月～ 年3月 1 38   98        3 9      3 9  8   

2  月～ 年3月 98   93  98    8 183  2 98    2   2 8 2  1   

2  月～ 年3月 3 32  9  8   21   93  1 9     2   2 21   2 9 3  

28 月～ 年3月 9 183    1 283  91  2  1 19      1 19  9 281  

29 月～ 月12日 1 12   1 8    1 2 3  2 21       2 21   18 2   

  8 9  2 38   2 3  3 1  89 8 9  12     38   13 2   911   

 直下 における 処理量は、直島中 処理施設の で処理した量であり、廃 の の 出にあたり、 している。

  

区分 （ ） 

 平成1 年 月 量 
9 132 

完了 平成29年 月 量 
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１ 豊  

  

 

  

１  

平成29年 月12日までの全 の廃 の処理 量と を加えた は、 1 2

、処理 量912 3 3 とな た（表３ ５ ５ ）。 

の結果、平成 11 年５月の 整 員会 で した処理対象量と して、廃

が3 8 増、直下 が1 9 となり、 量で2 1 3 の増とな た。 

 

 １  

の増加の理 としては、平成 年度の 整 員会の 結果をもとに していた

廃 の よりも下 あるいは に廃 （つ り も めて 廃

という。）が 在していたこと（ ３ ５ ５ ）、 な 保全措 の設

事 の に から処分地 に搬 した が廃 と じり、結果として処理せ るを

なくな たことが げられる。

 

 量の増加の理 としては、廃 の 度が を大きく上 ていたことが げられる。
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 時の 度と 度  廃 の 度：1 9 1 8  

                   直下 の 度：1 1 9  

１  

区分 （ ） 量（ ）   

 

廃

び直下

の処理 量 

廃  

H29 12までの

処理 量 
9 132 

89 8 9 

 1 319 

   9 132 899 128 

直下  393 13 2  

 1 2  912 3 3 

 

により

した処理対

象量 

廃   33 3  
が 施した

結果（H 9）から、

の後 の

基準を 基

準に し、処理対

象量を見直したもの

直下  2  122 8  

 8  21  

 

廃  131 32 3 8 

直下  2 8  1 9  

 8 2  2 1 3 

１  

掘削 廃棄物等 

等調整委員会の調 を

もとに した廃棄物  

掘削後に した 

の廃棄物  
廃棄物 よ で廃棄物等を   
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１ 豊  

廃 の処理を かつ に めるため、廃 の処理対象量について、 時見直しを

てきた。また、廃 の処理完了時期は、処理対象量の 結果の増 に加えて、直島中

処理施設での処理量の増 の を けるため、 々の処理量 対 を じてきた。 

処理量 対 の区分としては、 豊島 での対 、 直島 （中 処理施設 ）での対

び の の対 に大 れるが、ま は豊島 で 施した の の対 について

りまとめる。 

１  

豊島 では、廃 と （ び ）を せた を し、

の ごとに を 施して の 加量を 整してきた。 

一方で、処理の終 には、廃 の が上 するのに じて の 加量も上 し、

処理量が 下する とな ていた。 

このため、処理量 対 の一 として、平成 2 年 月 、 時に 分の い 大

が 去 れている に せて を せることにより、 3 年の処理量

果があ た。 

 

上 の処理量 対 も、廃 の が らに上 し、これに じて の

加量も らに上 したことから、平成 28年 月 、 たに （ ）を 加し、

（ び ）の量を した。 

この処理量 対 に い、 月の処理量 果があ た。 

  

処理量 対 のう 、直島 （中 処理施設 ）で 施した の対 について

りまとめる。 

１  

中 処理施設では、 で していた 大 の を

処理することにより、処理量 対 を 施した。 

対 の 、 時期 び処理量 果を 下に する。 

で していた 大 を と し として利  

（平成 18年 1 月 、 1 ～2 年） 

で していた を  

（平成 19年３月 、 3 年） 

で していた の を 元 元 

（平成 19年 月 、 8 年） 

で していた を 元 元 

（平成 19年 1 月 、 1 年） 

で していた出 の を  

（平成 2 年 月 、 9 年） 
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中 処理施設の 期整 を見直すこと により、年 日 を増加 せた。 

対 の 、 時期 び処理量 果を 下に する。 

期整 を年 ３ から に せ、年末年 も場 がなくなるまで し、

年 日 を増加 

（平成 2 年 、 3 年） 

期整 を年 から に せ、年 日 を増加 

（平成 2 年３月 、 3 年） 

期整 を に う 日に 施し、整 期 についても  

（平成 28年 月～1 月、 2 年） 

 

と していた 大 の一 を することで を した。

（平成 2 年 1 月 、 1 年） 

 

き を により 熱処理し、 した。 

（平成 21年 月 、 3 年） 

 

に を き ことにより を上げて、処理量 を た。 

（平成 2 年 月 、 8 年） 

  

処理量 対 のう 、 の の対 として 施した直下 の につい

て りまとめる。 

１  

直下 について、 することとした。 

（平成 2 年３月 、 3 年） 

 

直島町一 廃 処理施設 に い、一 廃 の れがなくな た。 

（平成 28年３月 、 1 2 年） 

これまでの処理量 対 を表３ ３ に、処理量 果の時 を ３

３ に、 の上 と、 れによる 処理量 下の時 を ３ ３

び ３ ３ ３に、 らに ３ ３ と ３ ３ ３を したものを ３

３ に す。 

また、 の豊島廃 処理量を時 にまとめたものを ３ ３ ５に す。 

の上 に て 処理量は 下する を すものの、様々な処理量 対 を

じることで、廃 の処理を完了した。 
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１  

開始 
時期 

区分 概要 
処理量 

アップ効果 
備考 

H18.10 
系内循環物
対策 

溶融炉で再溶融していた粗大スラグを製
砂スラグと混合し、骨材として利用すること
とした。 

1,000～   
2,000t/年 

第 12 回委員会資料 

H19.3 
系内循環物
対策 

溶融炉で再溶融していたシルト状スラグを
セメント原料化することとした。 

約 3,700t/
年 

H20～27 年度の搬出量の平均 

H19.8 
系内循環物
対策 

定期整備で発生するボイラー等の清掃ダ
ストは、溶融処理していたが、山元還元す
ることとした。 

約 80t/年 
H19～27 年度実績の平均値（1 の
位を切り捨て） 

H19.10 
系内循環物
対策 

溶融炉で再溶融していたガス冷却室ダス
トを、山元還元することとした。 

約 150t/年 

過去実績値より、投入量の 0.223%
なので、H20～27 年度投入量実
績値（2 炉分）の平均値×0.223%と
して、算出 

H20 
運転日数増
加 

定期整備回数を年間 3 回から 2 回に減
少させるとともに、年末年始も場内貯留物
がなくなるまで運転することとし、年間運転
日数を増加させた。 

約 3,400t/
年 

定期整備 1 回あたり、15 日×2 炉
×100t＆年末年始 2 日×2 炉×
100t 

H20.10 助剤低減 
製砂スラグと混合していた粗大スラグの一
部をセメント原料化することで助剤を低減
した。 

約 1,500t/
年 

数値の根拠は第 15 回委員会資
料 

H21.2 
仮置き土高
温熱処理 

仮置き土をロータリーキルン炉により高温
熱処理し、セメント原料化することとした。 

約 3,400t/
年 

H21～27 年度仮置き土搬入量の
平均値 

H25.3 
直下汚染土
壌処理 

直下汚染土壌について、セメント原料化
することとした。 

約 2,700t/
年 

H25～27 年度実績の平均値 

H25.3 
運転日数増
加 

定期整備回数を年間 2 回から 1 回に減
少させて、年間運転日数を増加させた。 

約 3,000t/
年 

定期整備 1 回あたり、15 日×2 炉
×100t 

H26.6 
系内循環物
対策 

溶融炉で再溶融していた出荷検査不合格
のスラグをセメント原料化することとした。 

約 940t/年 H26～27 年度実績の平均値 

H27.9 酸素富化 
溶融炉に酸素を吹き込むことにより燃焼
効率を上げて、処理量アップを図った。 

約 5,800ｔ/
年 

約 10%の処理量アップ（第 39 回
委員会）より、H27 年 10 月～H28
年 8 月の処理量が 10%アップして
いるとして月平均を算出して、12
ヶ月分とした。 

H27.9 助剤低減 
溶融時にシリカ分の多い粗大スラグが除
去されている実態に合わせて助剤を低減
させた。 

約 3,400t/
年 

溶融炉 300 日×2 炉×5.6t とし
た。（第 41 回管理資料から最新
データを用いて更新） 

H28.3 
直島一廃受
入無し 

直島町一般廃棄物処理施設稼働開始に
伴い、一般廃棄物の受入れが無くなっ
た。 

約 1,200t/
年 

溶融炉 300 日×2 炉×2t とした。
（第 41 回委員会資料） 

H28.6 鉄助剤添加 
鉄助剤添加により、カルシウム系助剤を低
減し、処理量アップを図った。 

約 500t/月 
実験結果の約 10%の処理量アップ
及び平成 28 年 6 月以降の処理
量実績値から。 

H28.9 
～10 

運転日数増
加 

定期整備の時期をノリ網に伴う溶融炉停
止予定日とするとともに、今後の使用期間
に配慮した定期整備に抑えた。 

約 2,400t 

太陽運航停止に伴う処理停止期
間（3 日）、定期整備期間の短縮
（8 日）分の処理量を見込んだ。 
・溶融炉 11 日×2 炉×101t 
・キルン炉  11 日×20t 

けは、 時期が平成 年度 であるため、年 での処理量 果を 出していない 。
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１   

１  

豊島処分地の 水については、 れが表 の廃 に れ、 が 出 するお れがある

ことから、 切に 理する があ た。 度排水処理施設 の整 は、処分地 に た 水

は、処分地 排水 によ て 水 れ、 理基準に していることを 後、

れた。一方、 に た は 排水 を して められ、 様に水

を し、 れた。

１ １ １  

度排水処理施設の整 後は、 の まり水を に じて 度排水処理施設で処理し、

理基準に していることを し、 した。また、 については、

に廃 がないことから、 然越 により れた。 
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-  

地下水については、 の は から かうため、 水 によ て き められ、

水 の に設 れている （ ）に保 れた地下水が 水井により

上げられ、 度排水処理施設 水 れ、 処理 れた後、 水 れた。 

１ １   

また、廃 の処理が に い、処分地 の表 水が大量に し、 度排水処理施設での

処理が に なくなることが れたため、処分地の に を設 し、 に

じて処理 の 水を できる を整えた。 
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１  

豊島処分地の 出水 地下水 び の施設の排水 水については、水処理を た上で

する があるため、 員会 び 員会にて を し、 の結果に基

き、処分地 の水処理を う 度排水処理施設が設 れた。 

度排水処理施設では 出水 び地下水に加え、特 処理 処理施設と中 保 施設か

らの 排水が処理対象となる。処理対象の大 分は 出水 び地下水であり、 の水量は

員会で れた を基本として設 れた。 

処理対象の 水水 については、平成12年度 び平成13年度に地下水 出水の を 施し、

の結果を いて設 れたものである（全 の最大 の最 の を切り上げた）。 

水水 を表 に す。 

処理水の 理基準については、水 法の一 排水基準 び の上 せ排水基準を

に設 れた。 の後、一 排水基準の に い 理基準も れている。令和３年 月

時 の 理基準を表 に す。 

度排水処理施設の処理 は、 に基 き設 れ、 水 整 処

理 処理 処理 分 処理 処理 処理

とな ている。また、施設 に見 者 を設け、処理 の見 も とな ている。

また、事業の に い、 水 、様々な水 の水を処理する が じたため、

度排水処理施設 に な水処理を うための設 を 設 した。令和３年 月時 の設 は、

、 処理 、加 上処理 、 、 である。 

１ １  
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１ １  

    
保 の

対象となる
（上限） 

 

び の   1 

  1 

 

、 、 び に限る。  
 1 

び の   3 

び の    

び の    

水 び 水 の の水    

水    

  3 

  1 

  1 

  2 

  2 

1 2   2 

1 1   2 

1 2    

1 1 1   2  

1 1 2    

1 3   2 

   

  3 

  2 

  2 

び の   1 

び の   23  

び の   1  

 

水 度（ H）  ～9  

量（ ）  3  

量（ ）  1  

量（ ）   

出 量（ 量）  
3  

出 量（ 量）  

量   

量  3 

量   

量  1  

量  1  

量  2 

大   3  

量   

量  8 

の

 

  1 

  8  
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１   

     理基準  

 

び の   3 

  1 

 

び に限る  
 1 

び の   1 

び の    

び の   1 

水 び 水 の の水    

水   出 れないこと 

  3 

  1 

  1 

  2 

  2 

1 2    

1 1   1 

1 2    

1 1 1   3 

1 1 2    

1 3   2 

   

  3 

  2 

  1 

び の   1 

う び の   23  

び の   1  

  1 

、 、 び   1  

1    

  1  

 

水 度（ H）  ～9  

量（ ）  3  日 平 2  

量（ ）  3  日 平 2  

量（ ）   日 平  

出 量 量    

出 量 量   3  

量   

量  3 

量  2 

量  1  

量  1  

量  2 

大  3 日 平  3  

量  12  日 平  

量  1  日 平  8  
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１   
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１  

水 整設 は、処分地の 出水 地下水 を めに け れる設 である。 の で 成

れ、 では び 水分 が れる。 では、ば 処理により 水から を

い出し、 した は 処理 で により 去 れる。この かにも

があり、後 で安 した処理ができるよう、 水を し、水 を 整する役 を

つ。 

 

処理設 は、 水に を 加することにより を 成し、 で

は しない かな を せ、 去する設 である。これにより、 水中の

を処理する。また、 水の Hを くする（ 処理する）ことで、 で

の い を 出 せ、 去することができる。 

 

処理設 は、 で する水中の の きにより、 水中の を 去

する設 である。 が 水中の を り 増 し、 の増 した を せ

り く。 を 整することで 分を に 去することが であり、 のための

び を えている。 を保つため、ば 処理が である。 

 

を 加して を 成 せた 水を に すことで、 い で 水

中の を 去する設 である。 の には かい が空いており、ここを 水

が することで れる。 処理 する 、 の び を

去する。 

 

と を した 分 法により、 をはじめとする

を分 し、 を する設 である。 、 、排 分

から 成 れる。平成 2 年度から排水基準が設 れた 1 に対する処理が、

に 一 な設 であるが、 果 な処理のためには、 水中の の を 力 な

くする がある。 

 

これまでの設 では 去できない 度 、 びに 水中に する を 去するための

設 である。 の を することにより、 水中に かに た な が

の に り 、 去 れる。 度排水処理施設の は 基が直 に

が ており、 を する度に を れ える 方 を している。 

 

水中に する を 去するための設 である。 の に

が れており、ここを した 水中の が に し、 去 れ

る。事業の に い、 出水 び地下水中の 度が したため、 を し、

れた。 
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度排水処理施設における地下水 の 処理の 施 については、 水の水量、 H び

を 設 により連 し、 報表 上で で した。ま

た、豊島における び に基 き、 度排水処理施設の

水 び の 水 を 期 に 水、 し、 上で結果を する

とともに、豊島廃 理 員会 において報告した。 

  

処分地の表 水は廃 に れている があるため、 において に水 を

するが、 時は の 水が 量を えて越 することがないよう、 理する があ

た。 こで、 な 保全措 の施設 に関する 理 に 時の対 が

れており、これに基 き、 が れる場 には、 び 水 の 水を

度排水処理施設 し、 度排水処理施設の 整 の 量を える場 には、

水する対 を た。 

また、 により 理基準を する水が れた場 は、 時 時 対

に基 き、直 に施設を し、関係者 報告するとともに、 、

と対 を 議した。対 の 施後、処理水に のないことを し、関係者 報告の

後、 を した。また、当 を の様 で豊島廃 理 員会 報告した。 
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１  

は、廃 の撤去が完了したことから、 水井を設 して、平成2 年 月から 井

で、平成2 年 月から深井 で 水 を した。 井 は、 水量も く、 が ん

できたが、深井 は、 水量が なく が んでいないため、深い の 対 を する

があ た。 の対 として、 法を いることも したが、

の深い は、 にあり、 法の による 引 果を られにくく、 に が

められないことが えられ、 水井による 水 を うこととした。 

豊島廃 処理事業 員会において、平成29年1 月 日 けで 豊島処分地

における地下水 対 に関する基本 事 が められた。 

基本 事 に い、ま 、地下水 （ と深度）の の を 施し、排水基準 を

える 度の地下水が保 れた を せ、排水基準に 達するまでは な地下水

対 を し、 の後は 然 対 （ な整地による地下水 を するな の対 も ）

を する。排水基準達成の をした時 で、 な地下水 対 は完了し、 度排水処理

施設 の撤去 水 の 、処分地の整地 を 施することとした。 

を せるため、 19 豊島処分地排水 地下水 対 会（ 下 排水 地下水

会 という。）（H2 2 1 ）で処分地全 の平 な地下水 の を するため、

を 施した。当 、 い の 後から 、深い の 対 を 施していく であ

たが、 に深い で があ た場 、 の 対 が れてしまう が えられ

た。 こで、 で れた の にかか ら 、 3区 全てにおいて深い までの

を 施することとし、 ３ 豊島処分地地下水 水 対 会（ 下 地下水 水 会

という。）（H3 3 ）で 地下水 の のための 方法 （ 下 と

いう。）を め、 を 施した。 の結果、3区 のう 3 区 で排水基準の が れた。 

結果から、地下水 が処分地の に んでいることが れ、 の地

下水 地 で 施している 水 は 果があるが時 がかかることが れたため、深い

の地下水 対 の方法について し、 度の が れた 、区 は、

先 して 処理を 施することとし、 の の地 についても、 水 去を うこと

とした。 

地下水 対 は、区 に した方法（ による 水 、 水井による 水

、 去 ）を 施し、 の 果を見 め、 対 を しながら 対 を 施し

た。 、 水井による 水 を 施するにあたり、 水した地下水の処理が と

なるため、 水した地下水 度から、1 度が い地 については 度排水処理施設、

れ のものは 地下水処理施設で処理を た。 

また、処分地全 における地下水の を するため、 区 の中 に

の 井を令和元年５月に設 （ の（ 2 3 ）、（ 1 2 2 ）の び区

は、令和 年11月に設 ）し、地下水 を した。 

豊島処分地 の地下水の排水基準の達成の については、処分地全 での地下水における排水

基準の 達 び達成の 方法を し、 処分地全 での地下水における排水基準の 達 び達

成の （令和 年 月28日 ）に基 き、令和３年 月に排水基準の 達 び達

成の を た。 
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１  

は、 19 排水 地下水 会（H2 2 1 ）において了 れた 処分地 の地下

水 を するための の 法 に基 き、処分地 の全 な地下水 の につ

いては ができていなか たことから、地下水 対 を 果 かつ に めるために、廃

の が完了した区 から全 な地下水 の を 施し、 度

地 を した上で 水井を設 することとした。 

当 、 い の 後から 、深い の 対 を 施していき、 の により、

を げることとしていたが、 に深い で が れた場 、 の 対 が れてしま

うことが えられた。 こで ３ 地下水 水 会（H3 3 ）において、 方法を見直し、

地下水 の のための 方法 を め、処分地全 の を 期に し、 な

対 を じることができ、 をできるだけ く められると えることから、 で

れた の にかか ら 、3区 全てにおいて深い までの を 施することとした。 の結果、

3区 のう 3 区 で排水基準の が れた。

  

の 法については のとおりとした。 

１  

１  

処分地全 （ ）の平 な地下水 の を するため、処分地 を3

3 の区 に区切り、 区 の中 地 で 水 り （ は ）

を い、最 の 水 の水 を する。 

は、全区 を対象に うこととし、廃 の が終了した区 から 、

を 施する。 

 

は、地下水 基準 、H、 度（ ）、 元 （ R ）、地下水 とし、

施後の （ は ）は め す。 

 

１  

対 法に基 く 方法に準じて、地表から1 までの深度について することと

し、５ 深度（ 3 ） び1 深度（ 8 ）の を 施した。 

の方法は、 により を 、 深度の地下水を できる

（ 方 の 水 ） び 1 地下水

（ 深度の下 分の地下水を できる ）を いた。

 

は、 において排水基準 の が れている 、

1 、 、1 2 び とする。

については、 に し すく 中での は こり いこと び

い において排水基準 の が見られなか たことから、深い における のお れはない

と えられるため、 対象としていない。 
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１  

地下水 の結果は、表 ３ ～５に すとおりである。区

の地 において、 は1 の において排水基準を しなか た。 の

地 び については排水基準を していた。なお、区 は、 で地下水が れなか

た地 であるが、 までに の地 で地下水を したとこ 、 が排水

基準を していた。これは、 から したため、 による が えられる

ため、 度、 つ まり水を したとこ 、 に係る地下水 基準を し

ていた。 

１  

つ

水

水

   30   

調 を する10 10 の を示
す場 に 、 の の10
メ の と する。

の 、 の

概 調 を する30 30 の を示
す場 に 、 の30 メ の と

する。
の30 メ の

の中 地 の を示す場 に 、
と する。
、

つ 掘 を示す場 に 、 つ と
する。

つ 、 つ
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１ 

  

30 メ の

28 8 3 27 5 29 27 6 1 27 5 29 27 6 4 27 7 6 28 8 3 27 6 1 27 6 2 27 6 2 27 6 2

その化 物 ( ) ( ) ( ) (0 0008) ( ) (0 0006) 0 0014(0 017) ( ) 0 003 0 03 0 0003

全 ン ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 出 ないこと 1 0 1

(0 04) (0 032) (0 012) (0 077) 0 023 0 012(0 098) (0 031) (0 025) ( ) 0 01 0 1

( ) (0 013) ( ) ( ) 0 018 (0 056) ( ) ( ) ( ) 0 01 0 1

化 物 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 05 0 5 0 05

0 005 (0 012) 0 008(0 012) 0 097(0 025) ( ) 0 047 0 009(0 014) (0 011) (0 009) (0 010) 0 01 0 1

(0 010) 0 005(0 009) 0 075(0 021) ( ) 0 045 0 005(0 012) (0 009) (0 005) ( ) 0 01 0 1
水 水
その の水 化 物

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0005 0 005 0 0005

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 出 ないこと 0 003 0 0005

ト ン ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 01 0 1 0 002

ト ン ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 01 0 1 0 0005

メ ン ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 02 0 2 0 002

化 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 002 0 02 0 0002

ン ( ) ( ) (0 0016) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 002 0 0002

1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 004 0 04 0 0004

1 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 1 1 0 002

1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 04 0 4 0 004

1 1 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 3 0 0005

1 1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 006 0 06 0 0006

1 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 002 0 02 0 0002

ン ン (0 007) (0 003) (0 008) ( ) 0 001 ( ) (0 011) ( ) (0 004) 0 01 0 1 0 001

セ ン その化 物 ( ) ( ) (0 006) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 01 0 1 0 005

1 4 ン 0 012 (0 026) (0 049) (0 26) ( ) 0 011 0 058 0 007 0 009 0 063 0 05 0 5 0 005

水 ン 度 8 0 (7 8) (7 7) (6 7) (7 2) 8 6 (8 0) (7 7) (6 1) (6 7) 5 0 9 0

物 (37) (14) (170) (26) (36) (42) (210) (96) 200 5

0 93 0 40(1 5) (0 42) (0 76) (52) 0 53 0 029 (3 4) 0 29(3 1) (0 96) (0 62)

0 00069 0 61(0 55) (0 36) (2 5) (15) 0 21 0 0054 (6 2) 0 20(2 0) (2 5) (0 51)

0 93 1 0(2 0) (0 78) (3 2) (67) 0 75 0 035 (9 5) 0 53(5 1) (3 5) (1 1) 1 10

化物 ン 2920 (447) (417) (1440) (34) 464 (301) (106) (57) (545) 1

化 ( ) 59 (35) ( 80) ( 25) (6) 178 ( 4) (45) (164) ( 12)

1438 (486) (326) (631) (121) 604 (353) (257) (255) (297) 0 1

環境 、 水 で る。

、水 ン 度( )、 ン ( )、 化 ( )、 ( )、地 水 ( )を いて、 で る。

ン の 、溶 と の 分 を に る の を して ら 処理した で る。

水 に を用いたことによる が たた 、 の について、 ン を用いて再調 を した。

        なお、 地 において の地 水 が なく、再調 が で な た。

水 に を用いた調 とした。

物 について 調 で ないが、 ン との 度 を するた した。

７ 化 28 環境 示 31 によ ン と 変更 た。

12 6 12 8 12 23 23 13 34 3 34 18 地 水
環境

水 出

34 16

つ ま
水

地

水
な
し

                溶
 

                

その化 物
( ： 0 45 )

0 005

その化 物
( ： 0 45 )

0 005

34 16       
12 21 23 11 34 1 34 16
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30 メ の

28 8 4 27 10 20 27 10 20 27 10 20 27 6 1 29 1 24 27 12 9 28 1 6 27 1120 27 5 27

その化 物 ( ) ( ) 0 003 0 03 0 0003

全 ン ( ) ( ) 出 ないこと 1 0 1

0 028 0 016 0 021 (0 005) 0 008 (0 013) 0 01 0 1

0 025 0 010 ( ) ( ) 0 01 0 1

化 物 ( ) ( ) 0 05 0 5 0 05

0 014 0 060 0 034 0 069 (0 009) 0 031 0 008 (0 005) 0 01 0 1

0 057 0 033 0 038 ( ) 0 021 0 006 ( ) 0 01 0 1
水 水
その の水 化 物

( ) ( ) 0 0005 0 005 0 0005

( ) ( ) 出 ないこと 0 003 0 0005

ト ン ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 01 0 1 0 002

ト ン ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 01 0 1 0 0005

メ ン ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0 002) 0 02 0 2 0 002

化 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 002 0 02 0 0002

ン ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 002 0 0002

1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 004 0 04 0 0004

1 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 1 1 0 002

1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 04 0 4 0 004

1 1 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0 0027) 1 3 0 0005

1 1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 006 0 06 0 0006

1 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 002 0 02 0 0002

ン ン 0 006 ( ) ( ) ( ) ( ) 0 11 (0 071) (0 14) (0 008) 0 01 0 1 0 001

セ ン その化 物 ( ) ( ) 0 01 0 1 0 005

1 4 ン (0 037) ( ) (0 49) (0 009) 0 053 (0 070) (0 81) (0 045) 0 05 0 5 0 005

水 ン 度 8 0 8 2 8 1 8 0 (6 5) 7 9 8 1 7 9 7 8 (6 5) 5 0 9 0

物 (41) 8 4 6 5 5(48) 200 5

0 7 9 0 68 0 0060 (0 23) 0 013 0 012 1 1 0 25 0 0076(2 9)

0 0012 1 5 0 010 0 051 (1 0) 0 0048 0 0051 0 19 0 13 0 0063(2 8)

0 0012 9 4 0 69 0 057 (1 2) 0 018 0 017 1 2 0 38 0 014(5 7) 1 10

化物 ン 19 274 48 1130 (45) 406 484 110 503 (155) 1

化 ( ) 125 87 14 94 (146) 97 103 145 138 ( 71)

105 8 387 152 640 (78) 388 384 108 409 (171) 0 1

環境 、 水 で る。

、水 ン 度( )、 ン ( )、 化 ( )、 ( )、地 水 ( )を いて、 で る。

ン の 、溶 と の 分 を に る の を して ら 処理した で る。

水 に を用いたことによる が たた 、 の について、 ン を用いて再調 を した。

        なお、 地 において の地 水 が なく、再調 が で な た。

水 に を用いた調 とした。

物 について 調 で ないが、 ン との 度 を するた した。

７ 化 28 環境 示 31 によ ン と 変更 た。

水12 22

つ
23 12 1

ま 水 34 2

0 005

出

その化 物
( ： 0 45 ) 0 005

地 水
環境

34 17
       

12 25 23 15 34 5 34 20 12 7 112 10

                溶
 

                

その化 物
( ： 0 45 )
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30 メ の

29 2 2 29 1 16 28 4 5 27 12 9 27 12 9 29 2 2 29 2 2 28 12 8 28 12 8 28 1212

その化 物 0 003 0 03 0 0003

全 ン 出 ないこと 1 0 1

0 01 0 1

0 01 0 1

化 物 0 05 0 5 0 05

0 013 0 016 0 008 0 005 0 033 0 010 0 01 0 1

0 009 0 012 0 025 0 01 0 1
水 水
その の水 化 物

0 0005 0 005 0 0005

出 ないこと 0 003 0 0005

ト ン ( ) ( ) 0 01 0 1 0 002

ト ン ( ) ( ) 0 01 0 1 0 0005

メ ン ( ) ( ) 0 02 0 2 0 002

化 ( ) ( ) 0 002 0 02 0 0002

ン ( ) ( ) 0 002 0 0002

1 2 ( ) ( ) 0 004 0 04 0 0004

1 1 ( ) ( ) 0 1 1 0 002

1 2 ( ) ( ) 0 04 0 4 0 004

1 1 1 ( ) ( ) 1 3 0 0005

1 1 2 ( ) ( ) 0 006 0 06 0 0006

1 3 ( ) ( ) 0 002 0 02 0 0002

ン ン 1 2 0 039 0 017 (0 47) (0 001) 0 27 0 82 0 10 0 027 0 01 0 1 0 001

セ ン その化 物 0 01 0 1 0 005

1 4 ン 0 48 0 013 0 17 (0 64) (0 031) 0 18 0 49 0 016 0 34 0 034 0 05 0 5 0 005

水 ン 度 7 8 8 4 8 0 8 1 7 4 8 0 7 7 7 6 7 1 7 6 5 0 9 0

物 13 4 10 5 7 8 16 6 3 2 34 50 2 200 5

0 0044 0 024 0 21 0 00039 0 0070 0 00093 0 043 0 61 0 9 0 0025

0 00051 0 026 0 92 0 0095 0 015 0 0 04 0 072 1 7 0 006

0 0050 0 049 1 1 0 0099 0 022 0 00093 0 083 0 682 2 6 0 0085 1 10

化物 ン 1140 374 499 481 92 2 1170 895 483 221 57 3 1

化 ( ) 98 72 118 238 22 43 470 92 44 7

664 317 460 424 163 9 8 534 385 284 72 3 0 1

環境 、 水 で る。

、水 ン 度( )、 ン ( )、 化 ( )、 ( )、地 水 ( )を いて、 で る。

ン の 、溶 と の 分 を に る の を して ら 処理した で る。

水 に を用いた調 とした。

物 について 調 で ないが、 ン との 度 を するた した。

30 メ の の中 地 がつ 掘 とな てお 、 水の水 が 保で な た について 、つ 掘 の中に を 置した。

７ 化 28 環境 示 31 によ ン と 変更 た。

その化 物
( ： 0 45 ) 0 005

その化 物
( ： 0 45 ) 0 005

                溶
 

                

       
12 9

つ
12 24 1
ま 水

23 14 34 4 34 19 水 出12 6 1 12 25 1

つ
23 11 1
ま 水

地 水
環境

つ
34 1 1
ま 水

34 16

4-15



-1  

 

  

30 メ の

29 2 2 29 2 2 28 12 12 29 1 11 29 1 11 28 1115 29 1 10 28 1115 28 1018 28 1018

その化 物 0 003 0 03 0 0003

全 ン 出 ないこと 1 0 1

0 021 0 01 0 1

0 019 0 01 0 1

化 物 0 05 0 5 0 05

0 024 0 036 0 008 0 005 0 074 0 01 0 1

0 022 0 028 0 005 0 066 0 01 0 1
水 水
その の水 化 物

0 0005 0 005 0 0005

出 ないこと 0 003 0 0005

ト ン 0 01 0 1 0 002

ト ン 0 01 0 1 0 0005

メ ン 0 02 0 2 0 002

化 0 002 0 02 0 0002

ン 0 002 0 0002

1 2 0 004 0 04 0 0004

1 1 0 1 1 0 002

1 2 0 04 0 4 0 004

1 1 1 1 3 0 0005

1 1 2 0 006 0 06 0 0006

1 3 0 002 0 02 0 0002

ン ン 0 049 0 64 0 035 0 022 0 002 0 016 0 011 0 01 0 1 0 001

セ ン その化 物 0 01 0 1 0 005

1 4 ン 0 47 0 49 0 12 0 032 0 020 0 37 0 12 0 24 0 056 0 05 0 5 0 005

水 ン 度 7 7 7 3 7 4 7 4 6 8 7 8 6 9 7 5 7 3 7 2 5 0 9 0

物 10 20 77 46 34 5 6 200 5

0 021 0 006 0 063 0 0018 0 0014 0 011 0 0061 0 00054 0 0012 0 0057

0 0023 0 0025 0 018 0 0075 0 064 0 0013 0 0009 0 00033 0 00054 0 002

0 023 0 0084 0 082 0 0093 0 066 0 0123 0 007 0 00087 0 00174 0 0077 1 10

化物 ン 1220 960 305 344 262 948 129 523 163 40 1 1

化 ( ) 90 93 133 75 8 102 89 95 58 156

865 613 301 330 351 591 417 304 163 1 141 7 0 1

環境 、 水 で る。

、水 ン 度( )、 ン ( )、 化 ( )、 ( )、地 水 ( )を いて、 で る。

ン の 、溶 と の 分 を に る の を して ら 処理した で る。

水 に を用いた調 とした。

物 について 調 で ないが、 ン との 度 を するた した。

30 メ の の中 地 がつ 掘 とな てお 、 水の水 が 保で な た 、 、 、 について 、つ 掘 の中に を 置した。

７ 化 28 環境 示 31 によ ン と 変更 た。

34 5 34 20 地 水
環境

水 出12 23 1

つ
23 13 1
ま 水

34 3 1 34 18 1 12 10 12 25 1
       

12 8 1 23 15

その化 物
( ： 0 45 ) 0 005

その化 物
( ： 0 45 ) 0 005

                溶
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30 メ の

29 9 25 29 9 25 29 10 10

その化 物 0 003 0 03 0 0003

全 ン 出 ないこと 1 0 1

0 01 0 1

0 01 0 1

化 物 0 05 0 5 0 05

0 006 0 005 0 01 0 1

0 01 0 1
水 水
その の水 化 物

0 0005 0 005 0 0005

出 ないこと 0 003 0 0005

ト ン 0 01 0 1 0 002

ト ン 0 01 0 1 0 0005

メ ン 0 02 0 2 0 002

化 0 002 0 02 0 0002

ン 0 0021 0 002 0 0002

1 2 0 004 0 04 0 0004

1 1 0 1 1 0 002

1 2 0 04 0 4 0 004

1 1 1 1 3 0 0005

1 1 2 0 006 0 06 0 0006

1 3 0 002 0 02 0 0002

ン ン 0 003 0 026 0 007 0 01 0 1 0 001

セ ン その化 物 0 01 0 1 0 005

1 4 ン 0 071 0 072 0 090 0 05 0 5 0 005

水 ン 度 7 2 7 5 7 2 5 0 9 0

物 6 20 22 200 5

0 0037 0 013 0 0058

0 026 0 017 0 00090

0 030 0 029 0 0066 1 10

化物 ン 470 98 120 1

化 ( ) 47 87 65

244 218 212 0 1

環境 、 水 で る。

、水 ン 度( )、 ン ( )、 化 ( )、 ( )、地 水 ( )を いて、 で る。

ン の 、溶 と の 分 を に る の を して ら 処理した で る。

水 に を用いた調 とした。

物 について 調 で ないが、 ン との 度 を するた した。

30 メ の の中 地 がつ 掘 とな てお 、 水の水 が 保で な た について 、つ 掘 の中に を 置した。

７ 化 28 環境 示 31 によ ン と 変更 た。

その化 物
( ： 0 45 ) 0 005

                溶
 

                

その化 物
( ： 0 45 ) 0 005

水 出
地 水

環境

       
12 17 B 12 24 34 17
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は、 と 様、処分地 を3 3 の区 に区切り、 区 の中

地 で 施した。５ 深度ごとの 結果は表 ３ に すとおりである。 

  

  

30 メ の

概 調 度

30 5 28 30 5 29 30 5 29 30 5 29 30 5 29 30 5 29 30 5 29 30 5 29

ン ン 0 001 0 21 0 14 0 008 0 013 0 009 0 86 0 037 0 01 0 1 0 001

1 4 ン 0 009 0 89 2 0 0 26 0 19 0 035 0 15 0 69 0 05 0 5 0 005

ト ン 0 002 0 085 0 28 0 002 0 002 0 002 0 002 0 043 0 01 0 1 0 002

1 2 ン 0 004 30 13 0 042 0 007 0 004 0 004 0 015 0 04 0 4 0 004

ン 0 0002 1 7 0 66 0 011 0 0022 0 0002 0 0003 0 020 0 002 (0 02) 0 0002

水状 16 1 4

30 メ の

概 調 度

30 5 29 30 5 30 30 5 30 30 5 30 30 5 31 30 6 13 30 6 13 30 6 22

ン ン 0 014 0 001 17 31 0 026 0 66 0 12 0 006 0 01 0 1 0 001

1 4 ン 0 047 0 005 17 16 0 061 0 097 0 18 0 077 0 05 0 5 0 005

ト ン 0 002 0 002 0 033 0 011 0 002 0 002 0 002 0 002 0 01 0 1 0 002

1 2 ン 0 048 0 004 0 15 0 13 0 061 0 004 0 004 0 004 0 04 0 4 0 004

ン 0 0002 0 0002 0 066 0 030 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 002 (0 02) 0 0002

水状 1 5 1 4 2 18

30 メ の

概 調 度

30 5 30 30 5 31 30 6 26 30 2 5 30 2 5 30 6 19 30 6 21 30 6 21 30 6 28

ン ン 1 2 0 094 0 062 0 004 0 003 0 004 1 6 0 055 0 005 0 01 0 1 0 001

1 4 ン 1 0 2 0 1 1 0 007 0 009 0 47 0 082 1 7 0 17 0 05 0 5 0 005

ト ン 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 01 0 1 0 002

1 2 ン 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 04 0 4 0 004

ン 0 0002 0 0029 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 007 0 0002 0 002 (0 02) 0 0002

水状 1 17 5

30 メ の

概 調 度

30 6 1 30 6 1 30 6 25 30 5 31 30 5 31 30 6 18 30 6 19 30 6 13 30 6 13

ン ン 1 6 1 6 0 044 0 18 0 009 0 061 0 012 1 4 0 002 0 01 0 1 0 001

1 4 ン 0 034 0 26 0 49 0 55 0 080 0 25 3 7 0 66 0 31 0 05 0 5 0 005

ト ン 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 01 0 1 0 002

1 2 ン 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 007 0 04 0 4 0 004

ン 0 0004 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 013 0 002 (0 02) 0 0002

水状 15

30 メ の

概 調 度

30 6 1 30 6 15 30 6 26 1 5 20 30 5 31 30 5 31 30 6 28 30 6 18 30 6 18 30 6 19 30 6 19

ン ン 1 8 0 45 0 42 0 001 1 1 0 015 0 009 0 13 0 003 0 052 0 006 0 01 0 1 0 001

1 4 ン 1 1 0 6 0 75 0 21 0 70 2 4 0 70 1 2 0 34 5 6 0 27 0 05 0 5 0 005

ト ン 0 002 0 002 0 002 0 001 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 01 0 1 0 002

1 2 ン 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 017 0 004 0 04 0 4 0 004

ン 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0015 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 033 0 0003 0 002 (0 02) 0 0002

水状 なし 1 1 45 5

環境 、 水

で る。

ン 水 が ら ていないが、 に環境 の10 の を 水 の として した。

水状 、 ： 水 後す に 水で た。 ： 水 後30分 度で 水で た。そ ： で ：

※ 29 度に調 で る。

が の 概 調 い において 水 を していた で る。

７ の について 、 の調 として ン を た に、15 度において を した。

出

2 0
3 0

6 7
7 7

2 0
3 0

6 6
7 6 地 水

環境
水

2 0 3 0 2 6 0 4

水 度
2 0
3 0

7 0
8 0

12 0
13 0

17 0
18 0

2 0
3 0

7 0
8 0

12 0
13 0

地 水
環境

水 出

0 3 3 2 0 8

1 0
0 2

0 1
1 1

2 0
3 0

7 0
8 0水 度

2 0
3 0

7 0
8 0

12 0
13 0

2 0
3 0

5 6
6 6

1 8 1 2 0 9 2 2 0 2 3 3 0 8 0 1 1 9

なし なし

30 2 13 30 2 16

0 002 0 34

0 068 0 37

0 002

0 004

0 0002 0 0005

2 0
3 0

7 0
8 0

12 0
13 0 地 水

環境
水 出

1 4 0 4

水 度
2 20まで に

まで
2 0
3 0

7 0
8 0

10 5
11 5

3
4

4
5

2 7
1 7

※ ※

2 7 1 7 2 7 2 1 2 8 0 9 2 3 1 2

0 001 0 010

0 059 0 15

0 002

0 004

0 0002

なし

7 0
8 0

9 5
10 5 地 水

環境
水 出

30 2 7 30 2 9

2 7 0 7

水 度
2 0
3 0

7 0
8 0

3 17まで に
まで

2 0
3 0

2 3
3 3

2 4
1 4

2 0
3 0

※

2 4 1 9 2 8 0 8 3 1 2 2 2 9 1 1

2 0
3 0

5 9
6 9 地 水

環境
水 出

2 8 1 3

水 度
0 6
1 6

2 0
3 0

4 8
5 8

2 0
3 0

7 0
8 0

0 8
1 8

1 7 0 8 2 9 0 9 1 2 1 8 2 4 0 4
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30 メ の

概 調 度

30 6 13 30 6 13 30 6 1 30 6 1 30 6 29 1 5 8 30 6 15 30 6 15 30 7 2 1 5 30

ン ン 0 29 0 004 0 52 0 26 0 17 0 001 0 36 0 12 0 089 0 001 0 01 0 1 0 001

1 4 ン 1 0 0 40 1 0 0 42 0 97 0 082 1 0 0 93 1 6 0 70 0 05 0 5 0 005

ト ン 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 001 0 002 0 002 0 002 0 002 0 01 0 1 0 002

1 2 ン 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 04 0 4 0 004

ン 0 0002 0 0002 0 0004 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0035 0 002 (0 02) 0 0002

水状 なし なし

30 メ の

概 調 度

30 6 19 30 6 19 30 7 3 30 6 20 30 6 20 30 6 14 30 6 14 30 6 15 30 6 15 30 7 4 1 5 22 1 5 28

ン ン 0 046 0 012 0 007 0 046 0 037 0 67 0 003 0 32 0 042 0 12 0 009 0 009 0 01 0 1 0 001

1 4 ン 1 3 2 6 3 0 14 16 0 89 0 068 1 0 0 91 2 7 1 4 2 4 0 05 0 5 0 005

ト ン 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 01 0 1 0 002

1 2 ン 0 004 0 004 0 004 0 005 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 04 0 4 0 004

ン 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0019 0 0005 0 002 (0 02) 0 0002

水状 1 1 25 1 25 なし なし

30 メ の

概 調 度 1 0 0 2

30 5 31 30 6 1 30 7 12 1 6 6 30 6 15 30 6 18 31 4 12 30 6 14 30 6 14 30 7 10 1 6 4

ン ン 0 37 0 11 0 003 0 001 0 053 0 069 0 002 0 23 0 024 0 028 0 001 0 01 0 1 0 001

1 4 ン 1 1 0 27 3 6 2 3 0 59 0 50 0 10 0 75 0 70 0 57 0 005 0 05 0 5 0 005

ト ン 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 001 0 002 0 002 0 002 0 002 0 01 0 1 0 002

1 2 ン 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 04 0 4 0 004

ン 0 0003 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 002 (0 02) 0 0002

水状 なし なし なし

30 メ の

概 調 度

30 6 19 30 6 19 30 6 20 30 6 20 30 7 5 30 6 14 30 6 14 30 7 6

ン ン 0 12 0 097 0 017 0 054 0 001 0 094 0 012 0 004 0 01 0 1 0 001

1 4 ン 0 17 0 34 0 21 0 60 0 048 0 28 1 1 0 23 0 05 0 5 0 005

ト ン 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 002 0 013 0 01 0 1 0 002

1 2 ン 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 004 0 007 0 04 0 4 0 004

ン 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 0007 0 0016 0 0002 0 002 (0 02) 0 0002

水状 1 1

30 メ の

概 調 度

30 6 15 30 6 15 30 6 18 30 6 18

ン ン 0 91 0 001 0 047 0 02 0 01 0 1 0 001

1 4 ン 0 76 1 8 0 19 0 12 0 05 0 5 0 005

ト ン 0 002 0 002 0 002 0 002 0 01 0 1 0 002

1 2 ン 0 004 0 004 0 004 0 004 0 04 0 4 0 004

ン 0 0002 0 0002 0 0002 0 0002 0 002 (0 02) 0 0002

水状 2

環境 、 水

で る。

ン 水 が ら ていないが、 に環境 の10 の を 水 の として した。

水状 、 ： 水 後す に 水で た。 ： 水 後30分 度で 水で た。そ ： で ：

※ 29 度に調 で る。

が の 概 調 い において 水 を していた で る。

７ の について 、 の調 として ン を た に、15 度において を した。

水 出
水 度

2 0
3 0

4 4
5 4

2 0
3 0

2 7
3 7 地 水

環境

0 0002 0 0004 0 0002 0 0012

なし なし

0 7 1 3 0 0 2 1

0 005 0 62 0 005 0 29

0 002 0 002

0 004 0 004

水 出

30 1 9 30 1 26 30 1 16 30 1 18

0 001 0 39 0 001 0 072

7 0
8 0

12 0
13 0

2 0
3 0

7 0
8 0

12 0
13 0 地 水

環境

1 3 2 7 1 8 2 2 2 5 1 5 1 8 0 2

水 度
2 0
3 0

7 0
8 0

5 まで 5 まで
2 0
3 0

地 水
環境

水 出

※ ※

0 9 0 5

7 0
8 0

2 0
3 0

2 0
3 0

7 0
8 0

12 0
13 0

17 0
18 0水 度

2 0
3 0

7 0
8 0

12 0
13 0

14 2
15 2

2 0
3 0

出

0 3 0 7 0 3 1 4 1 6

7 0
8 0

12 0
13 0

17 0
18 0

20 0
21 0 地 水

環境
水

0 4 1 1

水 度
2 0
3 0

7 0
8 0

11 1
12 1

2 0
3 0

3 1
4 1

2 0
3 0

7 0
8 0

2 0
3 0

水 出

0 4 2 9 1 6 1 2 0 2

17 0
18 0

2 0
3 0

7 0
8 0

12 0
13 0

15 3
16 3 地 水

環境

水 度
2 0
3 0

7 0
8 0

2 0
3 0

7 0
8 0

12 0
13 0

0 3 3 7 0 7 0 5 0 2
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において、 度の が れた 、区 は、先 して 処

理を 施することとし、 の の地 についても、 水 去を うこととした。当 、

施した な地下水 対 を 下に す。 

１  

、区 は、先 において、 処理による 果が れ、また、

においても を していることから の による 処理を 施

した。 

 

において、 による が区 の ～ 3 に

中して 在していること 、 が水よりも が く水 の であることを まえ、

地下水 の 地下水を 中 に 水する、 による 水 を 施した。 

 

1 による が区 に 度で 在し、地下水の れにより 方 に

が て 在していること 、1 が水 の であることを まえ、地下水

の のための 結果で地下水の が れた深度まで 水井を設 した。 には、区

に 水井を設 し、区 は、（ ）の 対 と するため、

による 水 施後に 水井を設 し、 水 を 施した。 

 

区 は、当 、 処理を していた。 処理を 施するにあたり、区 ５での先

において、 処理の の一つと れている地下水中の全 度が に く、

処理が 分に していない が れた。 

区 の全 度が い （ 、 、 、５、 ）の は、 の 去を

施した。また、全 度は くないが、 が れている 、 についても 様

に の 去を た。

区 にこれらの地下水 対 を 施し、 の 果を見 め、地下水 水 会の

を ながら、 対 を し、 対 を 施した。 施した地下水 対 の

は、報告書 豊島処分地における地下水 に関する報告書 の中で する。 

  

豊島処分地 の地下水の 達 び達成の については、 処分地全 での地下水における排水

基準の 達 び達成の に基 き、 1 地下水 水 会から 19 地下水

水 会にかけて 議 れ、一 の意見を した上で れた。 

１  

1 地下水 水 会（R3 28 ）で了 れた 区 区 （ ）

ごとに、排水基準の 達 び達成の について地下水 水 会に申 を い、一 の区

区 において意見を した上で全ての区 区 で れた。 

１  

1 地下水 水 会において、 区 区 （区 、区 、区 、区 、
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区 、区 、区 ）について、地下水の水 が

で れた排水基準の 達の基準を たすと えられるため、 達の申 を い、区 、

区 、区 、区 、区 び区 は、 達が れた。

区 は、一 の 区 で直 の の 結果が排水基準を して

いたことから が見 られ、 対 を継 することとな た。 

18 地下水 水 会（R3 22 ）において、 地下水 水 会で が

見 られた区 を り３区 区 （区 、区 、区

）について、地下水の水 が で れた排水基準の 達の基準を た

すと えられるため、 達の申 を い、 な 対 （ 下 H 対 という。）を継

するとの意見を した上で 達が れた。

 

18 地下水 水 会において、 1 地下水 水 会で 達が れた 区

区 のう 区 （区 、区 、区 、区 ）について、地下水の水 が

で れた排水基準の達成の の基準を たすと えられるため、達成の の申 を い、

区 全ての達成の が れた。 

19 地下水 水 会（R3 31 ）において、 り５区 区 （区

、区 、区 、区 び区 ）につ

いて、地下水の水 が で れた排水基準の達成の の基準を たすと えら

れるため、達成の の申 を い、区 については、達成の が れ、 の

区 区 については、H 対 が継 中であり、H 対 を め地下水 対 の継 中の

結果を基に しているため、 対 について することとの意見を した上で達成

の が れた。なお、H 対 については 度排水処理施設 び 地下水処理施設の

まではこれまでの対 を継 し、 の後の対 も する。 

１  

H ⑯

H ②

H ⻄

H ⑬

H ⑥

H ⑨

H ㉚

H ⑱
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令和３年 月に処分地全 における排水基準の達成の が れたことから、 度排水処理施

設の撤去 事 水 の 事、処分地の整地 が令和５年３月まで れ、撤去 事 は完

了した。 後は、 然 により処分地全 における 基準の 達 び達成の を ていく

こととなる。 

令和５年 月 は、 水の の分 による 然 が となるが、 理

な処分地 での地下水 の 、撤去 事 による の のない に めてなること

から、現 では、 基準の 達時期を に することが しい。また、 の

の は、 かに 基準に 達すると れるが、 しにくく、水に け

すい1 は、 な地下水の による 果が に することが だと

思 れる。 水による地下 を するため、処分地 に 水をできるだけ せ、 の 果

を し、 であれば、 の方法も する があると えられる。 

4-22



-1 

   豊 事業  

１  豊  

豊島廃 処理事業は豊島に 法 れた廃 を直島に し、 方 によ

て処理するとともに、 の 成 の 利 を る事業である。 

豊島処分地では、 により した の を く 業と して、

な の 特 処理 （一 の大き 上の な ）を 去した。

の と の から 量を び出し、 を 加、 しながら

に成 して、 1 の 対象 を 成した。 する水 の

のため、 現場で 日 した後、中 保 施設 搬 した。 

中 保 施設は、 現場から ばれた廃 を一時保 し、

に 施設で、大きな 、 、 の長 は特 処理 処理施設で

切 の処理を た。 

直島にある中 処理施設は、豊島から 上 れた の 処理を い、 成

の を る役 を担 ており、本事業の となる施設である。ここでは、直島町の一 廃

も せて処理した。 

 度排水処理施設では、豊島処分地の に設 した 水 によ て 出を いだ地下水

出水を でく 上げ、 している。 

これらの 施設では、 で る基本 な 理の え方をもとに 理を 施した。し

かし、 の は できないことから、 時に を し、 の対 を

に することで 理 の 上を た。

１  

理に関しては、ま 処理 に う安全 の 保が 一 先である。安全 保は当 施

設の安全 によ て かれる。 

安全についての では、一 には 施設 の に える を中 とする場 が いが、

の安全 では 地 会に を える により を いた。 

本事業の は の を るものであり、本事業を めるうえで な の

を することが であり、 れは 施設 の に える の にも直 な 果が

ある。また、事業 を達成するには、 められた期 に処理することが で、 のため 施

設の につながる についても を た。 

よ て、安全 では 施設 の に える 、 地 会に を える 、 施

設の につながる の３つの からの を た。 

では および について安全に対する本 な 措 がとられているか

（ ）、 が した場 でも できる、あるいは できない場 は安

全に できる措 がとられているか（ ）、 が一事 が こ ても を最 限に

と め を できる措 がとられているか（ ）の を い、これら

の をもとに 理を た。また、 としてこの 理に対する安全の え方のもとと

なる、安全 の基本方 を ５ に す。 

安全 保がな れた後、 のための 理対 を た。 の は 下の で

施した。

ま めに、施設を 成する設 、 が施設全 の安全、 に対して のような を

すかの分 を う。 の分 の結果、 成 に対しての 度を した。 

れ れの の 度に じて 、 の 方法、 方法、 の 、

時の対 方法 を した。 
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全 の は、す ての に対する 方法 が ま た後、日 、

年で1 もしくは 施 れる 期 、 年～1 年 度に の大 を

した。 

の 施 時の対 な 、 全 の 理については、

により た。 の の中には、 の 度、 、事 の

対 、 事 な が れ、一元 理ができるようにした。また、

の を まえた により、 方法 設 の を た。

、 、 （保全）について、 下の り する。 

： の の を すること。 

： した の 、 を せること。 

（保全）：上 の により施設の 、 を すること。 

１ １ １ 

  

理に関する基本 な え方を すると、 の処理事業に す からの 度

を め、 な保全方法を めていくという で り んだ。 

１  

処理事業に す から の 度を の り３ で分 した。 

最 ： した場 に の に結びつく設 。 

 ： した場 でも、 で対 することができるな 、ある 度の 長 を する

もの。 の に で、 に日 を し、かつ、 な設 。 

の ：上 の設 。
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は、 の 度に じて、 理員による と 会 による

に分 して 施した。 

５ に 理員による が える の 、 ５ に

会 による が な の を す。 までに ５ ３に

理員による の を す。 

なお、 方法と の の の けは直 には関係ない。すな 最

に分 した であ ても 理員の で える場 もあるし、 の に分 した であ

ても 会 の でなければ 施できない もあ た。

しかしながら、 れ れの に関し を め しておくことは、 理にお

いて な きである。

１ １ 
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１  
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の保全は、 の が じてから対 する事後保全と事 に対 する 保全に分

して 施した。

事後保全は、 しても を せ に保全 な （ に切り えて保全

できるもの）、保全 の 達が な に対して た。 

保全には、時 基準保全と 基準保全がある。時 基準保全では の を しにく

い、あるいは れて の が いにくい 、 成 に特

があり、 達期限があるものに対して た。 

基準保全は 、 、 が、日 中あるいは 期 において、 量 に

あるいは に できる に対して た。 

 

全ての について 度、保全方 を めたうえで、 の の いを した ごとの

区分 を 成した。 として、 ５ に中 処理施設の ごとの区分

を す。 

理についても、 期せ 時の に える意 でも な 理 である。

１   

との 分 中間処理
備 置・ 分 (1) 分 (2) 備

入 備 ト 要 後 状 に て対
1 入 ト 入

2 入 ト 入

3 入 ト 入

4 入 ト 入

1 処理 入 ン

2 処理 入 ン

置 その 後
処理 備 入 置 最 要 状

1 入

2 入

1

2

物搬 ン 最 要 状
ン 最 要 状

最 要 間 で対 た し、 員 要
メン ン ト その 後

物搬 ン 最 要 状
1 処理 ン

2 処理 ン

1 物搬 ン 最 要 状 の ら の に を 化
2 物搬 ン 最 要 状 の ら の に を 化

要 状 備 で対

要 状 備 で対

その 後 状 で 用

要 状 備 で対

要 状 備 で対

１   

2010 4 7 2010 9 7 2011 2 28 2011 5 12
2 6 6 6

2010 10 15 2011 3 6
2 2

2011 1 20 2011 6 22
2 2

2011 1 20
2

2010 11 11
2

2010 7 11 2011 2 14
2 2

2011 12 4 2011 8 12
3 3

2011 7 2
3

3 要 中 分 用処理
水 ン (1)

3

分 用処理
水 ン (2)

3

2

2
ン

2

2 入 ン
2

B 55 2 備 3 3

6 1
ン

2

1
ン

2

1 入 ン
2

2
ン

ト A 45 2 備 10 6

要
備 用

1
当た

用
用

： 、 ：
入

： 、 ：
分

物
型

保管場

日と 量を （ ）日と 量を

量が 量 下になると量
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直島で ていた 理の を、 ５ ５に す。 

 

いて、 に対して を し、 を 施していくこととなるが、 施結果を

まえて の を する がある。 のため、長期 な は 度、見直 れる

きである。 、 施、 理の の を、中 処理施設を に、

５ に す。 

このように施設の 理には （  ）を に す

ることが であり、 にこの を すことに尽力した。 

理力の 上は の 久 の だけでは達成できない。 理員の 上も

な である。 
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については、 れまでの 理 をもとに年度末に 成した。 ５

は平成2 年度末に した平成28年度の 理 である。 

この で 、 において平成 29 年 月から 月下 にかけて 年 に 1

の 期 が れている。 

大 は、施設 期 中に ～ 度 施 れる中 の 、 年 度

の 期で 施 れる え に対して れる。 

５ は中 処理施設の中 の である。 

の は 1 3 上の に れているため、 時 と に していく

ことになる。 度 いが一 を えると ができなくなるため、 の に の え

焼却・溶融 備 1 処理物 ン 2005 10
2006 1
2006 5 ト 動 ン
2006 9 ン
2007 1
2008 1
2008 6 ン
2009 1
2009 6
2010 6 ン ン ト ン
2011 1 ン
2012 1

2012 度 ト 動 ン
2013 度 ・ ン
2014 度
2015 度

度備 置・ 整備・ 内

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

ごとに

（ は 00 上）

29 焼却・溶融 備 1、2 物
・ の の 要 を
・ ン の の 要 を

30 1、2 処理物 ン ト 動 ン の 要 を
31 1、2 1溶融 入 ン

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

（ ）

平成 年1月の （ ）

これまでの を

まえて を

 関係者との 議を て、 を

 を 施した上で、結果を に 力

これまでの から

を するとともに

１   

備 整備概要

1 入 1、2 処理 入 ン
・ ン の
・ ン メ

2 1 置 の 用 の処分

3 2 置
・ の 用 の処分
・ 要に て

4 入 置
5 処理 備 中間 ン 、 、
6 1 物搬 ン ト の
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事を 施する がある。この時、2 ～3 日 度の長期の 事期 を するため年 の廃 処

理 に大きく することになる。廃 処理 との整 を たうえで大

が れることになる。 ５ は と の 理表を す。

本事業は豊島廃 の期 の処理が最大の であ たことから、平成 2 年度 は、

をまとめて 施することにより年 処理日 の最大 、すな 処理期 の に 力

した。 

 

本事業では、 められた期 に廃 を撤去 処理することが められていたことから、年

の処理量を増加 せることで対 してきた。こうした対 は、 の保全の を

切に してきた結果の上に成り つものである。 

５ 1 に、 の を く事 による中 処理施設の 処理

と日 を、 ５ 11に中 処理施設の年 期整 と 日 を す。 

去に した の対 施（ の 排出 の 対 、

対 の 施）によ て連 期 を ばし、 期整 の を てきた。 

また、 の り、 ごとの整 から な整 の時期を する（ ５

）とともに、 理（ ５ ５） により、 な整 を 切な時期に

施することで、 に る を してきた。 

の結果、中 処理施設の では、 期整 を、平成1 ～1 年度は 、平成18～19

年度は３ 、平成2 ～2 年度は 、平成2 ～2 年度は 、と 々に らすことにより連

期 を ばし、処理量を増加 せることができた。 

  

5-9



-10 

１   

  

位
合

用

日
1
5
3

日 ｔ
4
6
,6

2
0

ｔ 日
2
4
8
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6
6
,1

1
4

ｔ t
0

t 日
2
2
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日
・

ン
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ト

実
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ｔ
後

、
し

た
量

物
実

績
ｔ

ー
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実
績

ｔ
し

た
量

ン
実

績
t

直
島

に
運

搬
し

た
量

ラ
ム

実
績

し
た

ラ
ム

の
数

ン
実

績
ラ

ム
直
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 豊  

１  

 豊島処分地には、 ５ に す り、

な 、水分 分

分とい たご の３成分 成が大

きく なる廃 が、 に め てられてい

た。 

現場では、これらを安 に 処理する

ために、 な廃 に対 できる設 を設

する のではなく、 現場の 理におい

て な廃 を、設 が できる 度まで する ことを とした。 

５ に、豊島廃 の 搬の れを す。 

１  

で と を 分けして した。 廃 を の

先 に り けた3 の にて の特 処理 を 、 去した。

 

を完了した 廃 を し、水分 分 分および 成の

分 を た。この結果により、 （ び ）の 加量を した。 

 

分 により られた により、 、 、 を に し

た。 は、 量 1 つ い、 による を た。 

 

 後の廃 （ ）から 度 を い、 の水分 分 分お

よび 成の分 を た。また、 度 も して い、 が に で

きるかを した。なお、 の分 結果には を設けていた。 関係の を表

５ に す。 

 後の廃 は、 による水 を し、 日 上の 期 を設けた。 

１ １  

 

 基準に した は、中 保 施設 の に搬 れる。 の後、

に え、 のまま できる により直島 搬 した。 

※1

1 溶 度の 1 350

2 度 2 の 0 35

3 2の 10 内

4 分 の ※2 35 40

※1 ン ン 4 い、その にて 。

※2 処分地内 廃棄物の によ 度変化。

１ １ 豊  
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 現場の 理は、直島中 処理施設 する廃 を せないこと が で

あり、 のために の 成を らせないことが大 であ た。 

現場の 理において な は、 下の３つであ た。 

長期 に た 理 

期 に た 理 

の  

１  

 現場では、期 全 を じて、 の が安 するよう（ と

の が安 するよう） を した。 

また、 した に がないよう、 水排水 も する があ た。 
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 長期 に た 理に基 き、 か月 で、 （ 分 分

搬）と、 現場 整 （ 保のための 撤去 排水 搬 の

整 ）を した。 の搬 量が 日最大 であるため、 に せて の

理も であ た。 

 

 事業 当 、廃 に た でなく、 事の で を していたこ

とから、 と の が れ、 と が なくな

る事 に た。また、事業終 においては、直島中 処理における処理量 の も大きい

が、元々の 時 において 現場の整 を していたことから、 理が に

とな た。 

  

１  

処分地 は な 保全措 により、 に て長 3 に たり ～18

の深 で 水 を 設することで、処分地 の地下水 出水（ 水）が 出することを

している。 て、処分地 の 量は 業の に大きく を すことが に

れた。 

５ ３ に す り、平成 1 年は 月から 1 月にかけて 1 の による があ

り、 による場 の い 、大 による場 出水の増加で、 現場 での 出水

により 業 の が した（ 豊島廃 理 員会（H1 1 22 ）

）。 

この年の年 量は 1 3 、特に 月から 1 月の は 28 の があり、1 月後 には

水 水量 1 日と場 水 2 日の 3 日を 現場 で

せ るを ない であ た。このため、 水 理水 を から 3

するとともに、 度排水処理施設での処理を継 して い、場 水を せてい た。

年 後の平成18年３月には 水 理水 を 3 から すとともに

を 保できるようにな た。 

事業 の処分地 水 2 年平 量9 に対し、平成1 年は1 3 、平成

23年で1 、平成2 年からは1 1 ～1 3 の 量となり、廃 の を りに

めるためには 現場 の 水対 は最 とな た。 として、 ５ ３ に豊

島年 量の を、 ５ ３ に平成23年 月の 現場 を す。 
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１  

事業 当 、 現場 の 水処理量は 度排水処理施設での 日であ たが、処理

量増加の を て、平成 23 年 11 月から 8 日での処理 とな た（ 2 豊島廃

理 員会（H23 12 2 ） 2 ５ ３） 

また、平成2 年 月に 水中の 処理を とした処理量 日の

分 を 加設 した。平成 2 年 月には 水の 処理を とした処

理量2 日の を 加設 して、 現場 の 水 量対 を た（ 3

豊島廃 理 員会（H2 3 23 ） 3 ）。 

 

５ ３ ３に す り、 び の後 地の 水を排

するための 排水 を、 から 下 せる排水 として設 した（平成23

年度： 施 、平成2 年度： 施 ）。これにより後 地からの 水 が

し、 後の 業での 業 、 が れた（ 2 豊島廃 理 員

会（H23 12 2 ） 2 ５ ５）。 

  

 

現場 に せていた 水（ 水、 出水）の で 業 の 保が

しくな てきたことから、これらの 水を引き くため 完了 （ ）に

たに 量1 の を設 し、平成2 年３月11日より を した（ 1

排水 地下水 会（H2 1 13 ）、 11 排水 地下水 会（H2 2 2 ））。 

これにより 現場 に大きな を 保する がなくなり、 業が と

なるとともに場 整 の も れた。 として、 ５ ３ に

を す。 
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廃 の 搬 では、 の に じて から３ まで の を

うこととしていた。 では、 から した 分と の の い 分から

により処分地を平 にし、 では、 （ 度排水処理施設の ）から

を う とな ていた。 整 員会の 結果に基 き、 年、豊島廃 処理事業

基本 を し、 の基本 に て を てきたものの、 区の廃 が

分でないこと で 設廃 が見つか たこと、あるいは 、 は

事の で れていたことから、 と の が れ

てきていた。 ５ ３ および ５ ３ ５に す り、 と の

が なくな てきていた。 

こで、 たに廃 を 施し、 の結果に基 き ３ を することとし

た。（ 2 豊島廃 理 員会（H23 ） ３） 

平成 2 年 11 月に廃 結果 区 の に う見直しを い、

３か月 での ３ を した。これ は、 の に い廃

を 時 し、処分地 廃 の を （ の を設 ）、当

で していけるよう、廃 を設 した（ 3 豊島廃 理 員会（H2 11 11

） ）。 

 

現場での 業を に めるため、平成 21 年 月より ならびに豊島事業 業者による

議を し、 と場 理 業、 業、中 保 施設、

度排水処理施設の 事業者 での報 連 を にするとともに連 の を た。 

これにより現場 の 期 対 を じるための期 、中長期 な に た

理を に うことが とな た。 

 

処分地 水対 の 、 ３ の 成、あるいは 議の により、 現場は

なく 業を めることが とな たが、豊島廃 の に 設 れていた 処理

量が増加したことから、 の が増加する事 とな た。 

の に い、 （ 3）の 加量も増加することから、 加

を えるために、 （ 2 3）を することにした。平成28年 月より を し、

年 月21日より直島にて本 に 処理を した（ 1 豊島廃 理 員会（H28 1

） ）。 

上のような対 を てきたことにより、 現場に する豊島事業の （廃 に

よる 成が ること）はなか た。 
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１  

１ 豊  

 年 月（ 期 時に せた）に 期 りを 施し、保 整 を うと

ともに法 を けた。 

日々の 整 は、 の に い 航終了時より に 施し、大きな整 を う場 は

員全員で 施した。 

 また、時 を する 理については 日、日 日を事 に した。 

なお、 び業者を する場 は、日本 会 び 航 理者と 整を

したうえ、 理を 施した。 

 関係については、日本 会 の 太陽 担当者と、 に連 を に り

い 業 （ ） 関係（ ） 関係（

） の 全 、保 を し、 期限 び を めに

した。 

 また、 び 関係も 量を することで、 した に に対処

対 できる を執 た。 

 航 について、 の 上の 、 象 象による 航 上の 、 員の

の中で 上 航 理 び 理 、 しい安全 理 を し、 上

び 上 での を に りながら 航を 施した。 

 中でも、 航 基準（ 井島 に が つ場 、 1 、 13 上）

を しながら 航を う し の中で、 処理 に を えないよう 航 を に

施した。 

 係 施設について、豊島 桟橋は大 の 役 といえるもので、設 場 と 象

の関係から、 水の い 太陽 には、 から 横に う り が り、 が大きく れ

係 が切れたこともあ た。

 また、直島 桟橋 び豊島 桟橋の は が で、 れも く、 水の い

太陽 には、 が に しく大 した。

 

 太陽 の 航については、 終 の平成 28 年 1 月 22 日の 日から 日

航を 施する が じたため、 員を 増員し を 保した。 らに平成28年11月からは

日 航を 施する が じた。 

日 航に対 するため、 に 員の増員を うが、 な 員を 保するのは ではな

く、また、 な のある 桟橋に せるには が なため、11月 当 は、

員に大きな 担を けながらの 航とな た。 

 また、平成29年 月には 太陽 の を18 から19

に増 し、なおかつ あたりの豊島廃 量を 増量する対 を 施した。 

に、平成29年３月には、一日 航から３ 航 施する が じ、安全 航の

の 、 業時 （ 時 ）の くの があ たが、 施に け

員を め関係者全員で 議を 、 全の対 を い、３月12日日 日と３月1 日水 日

に３ 航を 施した。 

 これらの 対 について、 長 関長をはじめ、 員一 とりが えられ

た で な安全 業を い、 事 で完了できたことは、 業員の なら 、

関係者一 い達成感を ることができた。
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 は 12 か月 期 整 を、 は か月ごとの 期 整 を、豊島 の

豊島整 にて 施した。 

 これは、 び を、 年 月の 期 整 に せ、 航 期

中に豊島 全 を 結 せ （ 会 、 業 会 ）

の を出 せ に 施したものである。 

 については、 、 整、

を、この 期 整 時に 年 施した。 

 特に については、 （豊島 、直島 、 日 が

いことから の まる期 が 時 になり、 に が し本 の

力がなくなることで、 、 に を引き こし、

が き く 大 に がる 念から 年の を なく れたものである。 

 また、事業 から完了まで長期に たる のため、 整 には の 意を い 、

はも ん、 による を 見した場 は、 に処 を い の 対 を 施

した。 

 事業期 中に した、 はあ たが、 として 設 していた

ことで、豊島廃 処理 に を えることなく、対処 対 することができた。 

 については、水 を めた のため、 期 整 とは に、

（ り）の、特に の 厚を し び がないか した。 

 については、 が でないため、 時に直 に対処で

きるよう、 、 、 、 水

を豊島整 に 時 したものである。 
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効利用（セメント原料化）

スラグ

効利用（山元還元）

（～H27年度）

溶融不要物（仮置き土 む）

  

１  

中 処理施設では、1 日の 表 基と2 日の （ ）

で豊島から 上 れた廃 を 熱処理し、処理により 成 れたものは全て した。

豊島廃 は 3 下に するとともに で 分を 去した後、 に した。

処理により 成した は、 を り き、 に として

した。 から り いた の 分は として した。

の を く は、 の に り 元 元した。 

処理で 去した 分 は豊島から られてきた き とともに

で し、 として した。 

５ に中 処理施設の処理の れを す。 

 

豊島廃 処理事業において、 となる中 処理施設では は処理事業の れに直結す

る。また、限られた期 で廃 を処理しなければならないことから、処理量を増 すためには

日 の 保が で、施設を めない、 日 を増 すための 理が とな た。 

中 処理施設での 理の については、 ５ の で中 処理施設での事 を

しながら ているので、 らを いただきたい。 

１ １ 
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１  

 度排水処理施設は、豊島において、豊島廃 処理事業の 施期 中を じて継 に

の の 大を するため、廃 から 出する を 出水 地下水を 理

基準 下まで 処理し、安 に する施設である。また、 水井からの 水を

もしくは 水を場 せ、 業を らせない な役 もある。 

 度排水処理施設の処理対象水は、廃 に れた水である。 水は 水井の 出水

地下水、中 保 施設からの 水、廃 搬時に れた 表 水、 井

、 井 、加 上 処理水、 時処分地に ま た水、 の 水、地下水 であり、

これらを け れ、処理してきた。 

の に て 水の 量が なくなり、 業 度排水処理施設での水処理に

をきたしてきた。 の対 として、 分 と 、 、加 上

を増設した。 しい は、  度排水処理施設の 水増加 び 度 分 の対 で

する。 

処分地 の水 理の は、 ５ ５ に す り、 処理設 を して 施している。

１  

水井は、 水 からの地下水 を で 上げ、 度排水処理施設に る設 であ

る。この 水 は を 地下水な が に 出しないように、 の 3 に たり、

～18 の深 で設 れている。 

         

 

井 水は、 度排水処理施設での処理を ていたが、 基準を していたのは、 の

であることから 度処理を 、 分 で処理した後、 した。 の後の 水

の により平成28年 月より とした。 

 

 井 水は、当 は 井 と 様に 度排水処理施設で処理対象としていたが、水 の 後、

廃 の の による水 の 下に い 水量が し撤去 れた。 

 

 度排水処理施設は、豊島事業における廃 に れた水の の 去、

の 去、 度を する設 である。処理水は、 の から してい

る。また、処理量、 、 H、 については、 時 を い、 の は 報で一

に れている。 

処理 は、 ５ ５ に す。 

水 （設 水 ） び 理基準については、表５ ５ に す。 

池 

 には 、 があり、 は、 水 を し の水 を けて を う

施設である。 は、 から する 水を し、越 により に するための施

設である。 らも 水の分 を い 理基準 の が れた場 は、 度排水処理施設

にて、 理基準 まで処理を う。 
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 排水 は、 から する 水を処分地と区 するための排水 であり、 と

に排水する。 

１ １ 豊  

１   
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１ １  

位
（設 ）

管理 値

カ ウム及び の化合物 / 0.1 0.03

シアン化合物 / 1 1

化合物

, , 及び に る

及び の化合物 / 3 0.1

ロム及び の化合物 / 0.5 0.5

素及び の化合物 / 0.7 0.1

及びアルキル の の 化合物 / 0.005 0.005

アルキル 化合物 / 検出されないこと 検出されないこと

/ 0.003 0.003

トリ ロロ ン / 1 0.1

トラ ロロ ン / 0.1 0.1

ロロメタン / 0.2 0.2

化 素 / 0.02 0.02

1,2 ロロ タン / 0.2 0.04

1,1 ロロ ン / 2 1

シス 1,2 ロロ ン / 50 0.4

1,1,1 トリ ロロ タン / 20 3

1,1,2 トリ ロロ タン / 0.06 0.06

1,3 ロロプロ ン / 0.02 0.02

ウラム / 0.06 0.06

シ ン / 0.03 0.03

ンカル / 0.2 0.2

ン ン / 2 0.1

セ ン及び の化合物 / 0.1 0.1

う素及び の化合物 / 230 230

っ素及び の化合物 / 15 15

ッ ル / 0.1 0.1

、 化合物、 酸化合物及び 酸化合物 1 / 800 100

1,4 キ ン / 0.5

ダイ キシン / 800 10

素イ ン 度（ H） 5.0～9.0 5.0～9.0

生物化 酸素要 量（ ） / 300 30 日間平均20

化 酸素要 量（ ） / 1000 30 日間平均20

物 量（ ） / 400 50 日間平均40

出物 量 量 / 5

出物 量 物 量 / 30

ノール 量 / 5 5

量 / 3 3

量 / 5 2

溶 鉄 量 / 10 10

溶 ンガン 量 / 10 10

ロム 量 / 2 2

大 数 /
3 3000 日間平均 3000

素 量 / 400 120 日間平均60

量 / 8 16 日間平均 8

     

/ 1

、 化合物、 酸化合物及び 酸化合物の 度と、0.4を たアン ア 素の合 が100 / を えないものとします。

生

環

1

30
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豊島廃 処理事業において、 度排水処理施設の による処理の は、

の と 業に を すことから、 水の を見 めて 切な 理を

い、施設を めないための 理が である。 の対 事 を 下に す。 

１  

 設 は、 水中の 去を とした設 である。廃 加する

に まれる が廃 から 出し、 水中に く まれると していた。

しかし、 水中の 度があまり増加しなか たので、処理対象を 、 に

し、 での に した。 

 

処理設 では、設 基準よりも 度が くなか たことから、 処理

後での 度 により、 の を して、平成2 年度から 処理の

で対 とし、 処理設 は した。 

 

設 では、 の まり のために、 期 な の （

、 、 ）を 施した。また、 を い の 整を う

ことで 度の を た。 

 

 分 処理設 は、処理を安 せるため、 の 量 期での 期

を 施した。 は 年の 期整 を い、平成 2 年には 御 な を い安

の継 を た。 

 

処理 後での処理水 により の を日々 することで、 な時

期を見 め の を 施した。 

 

設 は、 水中の水 が 基準 下であることから、 理 員会

（ 2 豊島廃 理 員会（H23 12 2 ） 2 ５ ３）の を て

設 を する に切り え した。 

 

の 対 として、 度排水処理施設の に な （ 、 、

）が月 の （ として ）でしか れできないため、

当 は （2 または 2 で 1 あたり 1 ～1 ）で け れて 量が

下する に で つ し える があ た。 

処理対象 水の を り すことで 量の見直しを 施し、月 の

れでも、安 した処理 を とした。 

  

  

度排水処理施設では、 理 と の 度、ならびに の整
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をもとに 保全 を し、 の をもとに 理と 期整 を ている。 の を

いて５か年整 を し 施した。 

また、大 については、 下の３ が当 から れていたが、 理と 期整

での 結果を基に大 の時期の見直しを た。 として 下に す。 

１  

水 整設 は、 年の 期 時に 水 の （ れの ない水 では 年 ）と

を ていた。 の結果、 水と 空 ば の と られる の と ら が

見られたため、平成2 年から平成2 年にかけて した の 去と の表

を 施し、 の 施 を た。 

 

処理設 では、 の による が したため、平成 22 年度に全

を き出し、 と の を 施した。 

 

設 中 は、 期整 により を 施して 時 （

久限度）と 年 を して に （ 度の い ）した。

また、 御の である （ 御 、中 御

御 の 、中 御、 出力の ）については 中 になり、整 ができなく

なることから、平成2 年度に一 を とした。 

  

１  

時 、大 報 令で大量の が見 まれる場 には、 を しての 対 を

い、 水が 現場 から場 出することを した。 

平成 23 年の 1 および 18 の には、大 による場 の 水増加により 業に

をきたす とな た。 水増加時の対 として 施した対 を 下に す。 

１  

度排水処理施設の処理量は 日であ たが、平成 23 年 月に処理量増加の を

い、 年11月から8 日での処理 を とした。 

 

  の に い、廃 の 水の 量が なくなり、平成 23 年 月から 月上

までに922 の があ たことから、廃 を 去した後の直下 に 水が まり、 度

排水処理施設の処理量では処理が しい とな たため、 度排水処理施設とは に平成 2

年 月に場 水の の 処理 び 去を とした処理量 日の

分 を 加設 した。処理対象水は、 ５ ５  豊島処分地の水 理 で す

の の 度の い水（ 下、 下）を処理し、

とした。 

 

 平成 2 年度に、処分地 の後 地の 水を排 するための 排水 を、 から

せる排水 として 加設 した。 
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する廃 の現場 保のため、平成 2 年３月に処分地の 水の 場 として 1

な が設 れた。 水の水 に じた処理を うため、

から 度排水処理施設、 分 、 、 れ れ の 水 を設けており、

度排水処理施設の 水 が 水とな た には 度排水処理施設から の も

な としている。 

 

  平成2 年 月1 日の の大 で 施設 に大量の水が まり、処理が い か

、 の 業に をきたした。 

後も れる大 による まり水を、 理基準 を たしたうえで かに排水できるよ

うに、 度排水処理施設とは に平成2 年３月に 水の 処理（ 下）

を とした処理量2 日の 設 を 加設 した。処理対象水は、 ５ ５

 豊島処分地の水 理 で す の の 度の い水（ 下）を処理し、

とした。 

処理 については、 ５ ５ に す。 

 上 の設 を整えたが、 な の に対して する 水の量を に する

があり、 した となることはあ たが、場 の 出 び 業に を す事 は

しなか た。 

１  

 

１  

廃 の に い 出水に 分が く まれてきた。特に く 分が まれていた

は、 ５ ５  豊島処分地の水 理 で す の であ た。 

  度排水処理施設では、 度の 分を 去することが なため、平成 2 年 月に処理

量12 日の加 上（ 水分 ） を 加設 した。 分を分 処理 れた 出水は 度排

水処理施設の 水 水し、 処理施設での一 処理とした。 

  また、 に まれる 分を り く を した後の 水の処理としても大いに

役 た。 

処理 については、 ５ ５ に す。 
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豊島処分地では、 が するにつれて 水の水量 の が見られた。 らに水

法に基 く排水基準の に い、 理基準に たな が 加 れた。 の設 で期 設

に まれていない も を り し、処理 をしてきた。 の を 下に す。 

１  

 平成2 年 月に 加増設した 分 については、当 の だけでなく、 基準

の 井 水 水の処理が か を い、処理対象水を げて した。

 

平成2 年 月に 加増設した加 上（ 水分 ） は、 分 去を とした設 であ た

が、 の基準 を した水の処理を増 する で、平成28年 月から 月に

の 処理 を た。 結果、処理が であることが できたため平成28

年３月から 月にかけて の 処理の 処理 を い、 を た。 

 

1 については、平成 2 年５月に水 法に基 く排水基準が れ、ま

た豊島処分地でも排水基準 の1 の 水が れたことから、 の設 で

の処理が か を た。 

平成2 年に1 処理 を 施して、本設 での1 処理が で

あることを した。

として、 ５ ５ ５  の 水 （ ） と ５ ５ ５  

度 3 時の 結果 を 下に す。

5-30



- 1 

（ ：1 、 、 、 、 

H、水 ） 

１  

  

の結果、 後1 の処理を 度排水処理施設で う場 に れる 水 期

度では、 分 処理 の 度を 3 上とすることにより、排

水基準 下まで処理できることが できた。ただし、 度を 上の 度で継

して処理を うためには、排 設 の増 が なことから、最 限の設 事を うこ

とで1 処理を とした。 

 

豊島の は、 後の 事業で か れている。 

 のば 処理は、豊島の 出水で を い の設 基準が 成 れた。 の

後、豊島での処理 を元に 法 現場で設 れ れている。 

 また、 分 の の処理方 については、元々豊島は、大 町

の 処理 を に設 れたものであるが、豊島での と平成

2 年に 1 処理 を たことで、 の処理方 の が られ、

森 の田 町 法 の 出水処理につなが ている。 

 らに、豊島での の と が、 法 の 出水処理の処理

にも か れている。 
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   豊 事業  

１  豊  

１  

豊島事業関連施設の撤去 は、豊島廃 処理事業と じく、先 を し の理

念で 施することと れており、下 の基本方 に い れた。 

１  

 地 住民の安全 安 し、 の感 島 搬時の 安全 に

全を期す。 

また、撤去 の 業によ て じる排 、排水、騒 、 、 び廃 による に加

え、 水の り を するための措 を るとともに、 の を 施すること

な により、 の保全を る。 

業 事者  

撤去 における 業 の整 撤去 に う じん の を るとともに、

の の 業 に基 き、 切な保 業方法 を し、撤去 の

業 事者の安全 び の 保に 全を期す。 

   

撤去 の 全 に を し、 施 な最 の 法 を する。 

 

に先 て対象 の 分な を 施し、 撤去における の保全 業

事者の安全 びに施設撤去廃 （施設の 撤去に い した廃 をいう）の

利 に する。 

 

施設撤去廃 については、 を とし、現場で分 したうえで 利 を る。 

者  

な 報の を い、関係者との を じてより一 の理 と

を る。 

 

豊島廃 び の に て したばいじん の 去 業によ て じた廃

は、 として中 処理施設を し、安全な処理を 施する。 

  

豊島廃 処理施設の 撤去は、大きく分けて つの時期に れ、 期は、豊島からの

廃 の搬出 処理を完了した後に たものであり、 のために いた施設 設 、 が

役 を終えたため、 撤去したものである。 

豊島事業関連施設の撤去 会では、 撤去 事を めるに当た て、事 準 として基本

方 に加え、 れに基 く基本 びに つの と れに する つの
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を、 のとおり した。 

なお、 の 方法を するため、 、 による き り、 を

施し、 出 を い、また、 後の表 について、 だけでなく、 の

、 の 分 による成分分 を い、 の の が か うか し

た。 

の結果、 び の 分 による 結果 を まえて、 による

業を い、 完了の を うこととした。 び の が 完了の 基準を

する場 は、 の結果と の 分 による 後の の

を まえて、 のものか うか に し、 業に当た ては、 後に

の 分 による を て の を り、 の 報を にしながら

することとした。 

１ １  

また 期は、廃 の搬出完了後に本 に 施した豊島 での地下水 対 の

を まえて たものであり、 のために いた地下水 の関連施設 設 、 について、

施設の撤去時期を整理したうえで、 、 撤去したものである。 

豊島事業関連施設の撤去 会では、 撤去 事を めるにあた て、事 準 として基本

方 を し、 れに基 く基本 びに つの と れに する つの

を、 の り した。 
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１   
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 豊  

１ 豊  

期の中 保 施設 び特 処理 処理施設の の 去 び 撤去にお

いては、 業 事者の安全と の 保に 全を期すため、豊島廃 の設 の の

の 業 に基 き、 切な保 業方法 を し、施設の に先

て の 分な 去 を による を いて 施した。なお、

施設の の の については、事 に設 書により を た。 

設 の 完了の については、 施 に基 き、 完了の 基準 下であ た設

については なしと し、 去 業を完了した。 去 業終了後、 撤去

については を いて 施した。 

去 廃 は として中 処理施設にて処理を 施し、施設撤去廃 については、

を とし、現場で分 を たうえで 利 を た。また を 施し、 の

保全を た。 

１  

１  

業 の 施 は、 者が 会 上 、下 は 力会 （役 分担）が 会

（ 場 ）、 会 （ 去 ）、 会 （ ） び 会

（ 業 ）である。 

 

保全対 については、表 の りである。 

１ １ 

対   

排  業 の に れた空 び じん については、 業

を に保つとともに し、 による排 処理により

切な対 を た上で、大 に排出した。  

排水 
の 業により じる により れた排水は、場 の排水

から、 水 に し、 度排水処理施設で処理した。 

騒  については 騒 の を し、 業中は 、 を じ

がないようにして 業した。 搬 、 は を し 業を

た。  

廃  
に保 し、 び を 施した上で、直島中 処理施設に 搬し

処理を 施した。 

 

 

 

保 、 、特 処理 処理施設、 は、 設の じん設 を し、

業 を に保 ながら 去 業を た。 

6-4



-  

設 の 設 、 、 の 去 時は、 に を

して を設 してから 業を た。 

業 事者  

地下排水 保 、空 の ない場 、 の れがある場 での 業

は、事 に 度、 の を し、 のない で た。 

を する場 は、 の を して による に 意した。 

業 事者の保 は、 は ３対 の保 を した。 

理区 と との に を設 し、 理区 の 業 事者の 場

は、 の を て た。また、 業に した保 は、

で し、 い ての は の廃 れに廃 し、 には 出

ないようにした。 

理区 は で 水を い、 を 保し、 じんの を せた。 

業 事者 業  

業 事者の 理のために 業場 （ 、 、 じん び特

処理 ）を設 し、 業 を 施する対象 については とした。 

去 を 施する 業 事者に対して 安全 法に基 く一 を 施した。

   

 

業にあた て がないように、 の の がないように、 の 、

び 者 先で から、場 までを した。 

業  

業 で によ て れた 業 は、 の 業 と して 理した。また、

れた 業 は、 のままでの では 業区 に 出 、 の 大を

した。なお、 によ て れた 廃 の の廃 にあた て

は、 廃 に準じた措 を た。 

の 、本業 のために した 設 を 業場 に 出す場 には、

の 業を 施した。 

 

去 業 によ て じる排 、排水、騒 、 、 び廃 による

の を するための を 施した。 

については、 施設の撤去 に係る 、 1施設の撤

去 に係る に基 き 施した。

業  

保 び地下排水 では、 業 に 度、 の を し、 ない

ことを した。 

場 業 を し、 の 後、 、 引 （ H

）により 去 した。 したものは、 により

去 し、 に れて し （ ）に した。 は、

水 法によ て した。 は、 を し、 水の 力は1 ～ を

い、 の度 い によ て 整した。 

業により した排水は、排水 から 水 に し、 度排水処理施設で

処理を た。 
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じん設 は、 の 去 業時に 業場 を に保つために し、 々

の設 の の がなくな た後に、 去 業を 施した。 じん設 を

しなくな た後、 を設 し、 の じん を し、

の保 を して の は して に り、 び を

撤去した。 は、 切 を した。 

業  

業により した排水は、排水 から 水 に し、 度排水処理施設で

処理を た。 

また排水 、排水 を事 に し場 えいしないように日々 を た。 

 

から した 廃 （ 、 、 、 、 、 、

）は に し、 産廃処分場に搬出するまで一時保 した。 

の施 については 業者に し き り、 の後 処理を た。 

廃 の による 先の に があるが、基本 には に した。 

業  

平成 29 年 月 19 日～ 月 19 日に 業 を 施した結果、一 の 理区 で空 中の

度が 理 度である2 を していた。 業 結果の に

ついて表 に す。 

結果を まえ、 廃 施設関連 業における ばく び

中 保 施設 の撤去 に関する基本方 に基 き、 業場を は ３ 理区

とし、 業 事者には、 は ３の保 を せるとともに、 理区 は

で 水を い、 を 保して 業を 施した。 

１  業  

 けが 理 度（2 ） である。 

 

設 の 完了の については、 2 の 去 業 に い、

設 において 業 者が 業の終了を により したうえで 完了

を 施しており、 完了の 基準 下であれば、 去 業を完了することとしている。 

施 に基 き、表 ３の り、 完了の 基準 下であ た 11 の設

については なしと し、 業を完了した。 

  

去 業中 H29 19 13 1 2 3 3

業中 H29 8 13 19 ３ 9 ３ ３

去 業中 H29 29 12 1 8 2 3 1 9

業中 H29 31 8 2 31 1

去 業中 H29 8 19 1 1 3 23 ３ 11 ３ ３

業中 H29 8 19 1 1 2 9 ３ 3 ３ ３

去 業中 H29 29 13 98 3 2 1 9 ３ ３

業中 H29 31 1 9 3 12 ３ 1 ３ ３

（ ）

（ ）

じん

特 処理
処理施設

特 処理
（ ）

理
区理

区
理

区

何
平

1 2

中 保
施設

施設 場 業 日
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建屋集じん設備等は、堆積物の除去・除染作業時に作業場内を負圧に保つために使用し、各々

の設備等の使用の必要がなくなった後に、除去・除染作業を実施した。建屋集じん設備等を使用

しなくなった後、セキュリティを設置し、活性炭フィルター付の負圧集じん装置を稼働し、レベ

ル２の保護具を着用してバグフィルターの点検口又は穿孔して内部に入り、堆積物及びろ布を撤

去した。穿孔は、プラズマ切断機を使用した。 

）  

高圧洗浄作業により発生した排水は、排水経路から汚水ピットに貯留し、高度排水処理施設で

処理を行った。 

また排水ピット、排水路を事前に確認し場外へ漏えいしないように日々確認を行った。 

６）  

各所から集積した除染廃棄物（防護服、フィルター、養生シート、ろ布、活性炭、作動油、脱

臭剤溶液等）は投入前室に集積し、各産廃処分場に搬出するまで一時保管した。 

フロンガスの施工についてはフロン回収業者に委託し抜き取り、その後破壊処理を行った。 

廃棄物の種類による受入先の荷姿に指定があるが、基本的にはフレコンバッグに収納した。 

）  

平成 29 年７月 19 日～８月 19 日に作業環境測定を実施した結果、一部の管理区域で空気中の

ダイオキシン類濃度が管理濃度である2.5pg-TEQ/㎥を超過していた。作業環境測定結果の概要に

ついて表６－２－１－２に示す。 

測定結果を踏まえ、「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止要綱」及び

「中間保管・梱包施設等の撤去等に関する基本方針」等に基づき、作業場を第２又は第３管理区

域とし、作業従事者には、レベル２又はレベル３の保護具を着用させるとともに、管理区域内は

ミスト等で散水を行い、湿潤状態を確保して作業を実施した。 

６－２－ －２ 去 期  

※ 網掛けが管理濃度（2.5pg-TEQ/㎥）超過である。 

）  

設備等の除染完了の確認については、「Ⅲ.2 堆積物の除去・除染作業ガイドライン」に従い、

各設備等において作業監督者が除染作業の終了を目視により判断したうえで除染完了確認調査

を実施しており、除染完了の判断基準以下であれば、除去・除染作業を完了することとしている。 

実施計画に基づき、表６－２－１－３のとおり、除染完了の判断基準以下であった 11 試料の

設備等については堆積物なしと判定し、除染作業を完了した。 

  

pg-TEQ/㎥
/cpm

pg-TEQ/
㎥

除去作業中 H29.7.19 0.013 1.6 6.6 2.3 第２ 3.5 第２ 第２

除染作業中 H29.8.4 0.013 4.6 19 6.6 第３ 9.5 第３ 第３

除去作業中 H29.7.29 0.012 1.8 5.7 2.3 第２ 1.9 第１ 第２

除染作業中 H29.7.31 0.0048 0.25 0.74 0.31 第１ 0.41 第１ 第１

除去作業中 H29.8.19 0.017 16 63 23 第３ 110 第３ 第３

除染作業中 H29.8.19 0.1 7.1 25 9.6 第３ 30 第３ 第３

除去作業中 H29.7.29 0.013 0.98 7.3 2.1 第２ 5.9 第３ 第３

除染作業中 H29.7.31 0.014 9.5 30 12 第３ 16 第３ 第３

投入前室
（１階）

積込室
（１階）

環境集じん機室

特殊前処理
物処理施設

特殊前処理室
（１階）

管理
区域管理

区域
管理
区域

幾何
平均値

第1
評価値

第2
評価値

中間保管・
梱包施設

施設名 測定場所 作業内容 測定日

ダイオキシン類
A測定 B測定

D値 測定値

pg-TEQ/㎥
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１  

 

１  

業 の 施 は、 者が 設 業 会 、下 は 力会 （役 分担）が 会

（ 場 ）、 会 （ ）、 業 会 （ ）、 会

田中 事（ 上 搬） び 会 （場 搬）である。 

 

事において、 の 騒 設 、特 特 排出 である

を し、現場 び 搬 の じん対 として、 に じ 水を た。 

 

に 場する 業員は安全 任者による 場 を い 当 事の安全 に関する基

本 理 の 事 の を た また、 業 に 業員の を し、

に した に の日の 業 に した を 施し 安

全の を 業員に した  

設 は 者が し、大 業時においては、

業員の安全対 として、 が け担当者と に ができるよう 時 を

した。 

業  

は 力を とし、保 を して撤去を い、廃 下時は、 下

に を り、安全 を した。 

廃 の搬出は で 後、 に 、 れ れ処分場 搬し、 に廃 処理

を た。 

空 は、 力で り し、業 に れていた を 業者

処理 し、 は 力で撤去したの に、 れないように保 場 を め、 に処理を

た。 

完了後、 は を り けた を し、 水を いながら、上 よ

り を た。 

安全に し、 場上の より見える に 者を き、この により

方 に で を し、 の大 は での施 とし、 下 に して

業を 施した。 し れた は し を て、排出した。 

ン B

1 29 8 9 0 17 0 0005 0 01

2 29 8 9 0 56 0 0005 0 01

3 29 8 9 0 26 0 0005 0 01

4 1 ト ン ト 29 8 17 0 0010 0 0005 0 01

4 2 ト ン ト 29 8 17 0 00061 0 0005 0 01

4 3 ト ン ト 29 8 17 0 14 0 0005 0 01

5 29 8 24 0 00070 0 0005 0 027

6 29 8 24 0 00044 0 0005 0 036

7 29 8 24 0 00090 0 0005 0 01

8 29 8 28 0 024 0 0005 0 01

9 29 8 28 0 00057 0 0005 0 01

10 0 003 0 1

調

の 断

ト

保管 ト

調

調

断

ト ン

入

ト

出し ン

備等
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により し び した後の 場 に が うと れる場 には、安全 者を

して対 した。特に の には、 業 任者の により安全なとこ で中 することと

した。 

様 で基 の を い、引き上げられた基 を 、

、搬出した。 

業  

平成29年 11 月 2 日 び平成3 年 月 12日に 撤去中の 業 を 施した結果、

じん 度は、全て 理 度（ 9 ）を していた（表 ）。 

１  業 業

  

6-8



-  

 

については、撤去 施 、 去 施中、 撤去 施中 び撤去 施後に

おいて 施した。 

 

平成29年 月2 日～28日に 施し、全ての について 基準 を していた（表

５～ ）。 

１                 １  

         

１  
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平成29年 月2 日～2 日に 施し、全ての について 基準 を していた（表

～11）。 

１               １

         

１   

  

（ /

れ （0.8）

化合物 （ 位 / ）

化 素 化メ ル 化

定結果 0.001 0.0003 0.0003 0.0003

値 0.06 0.004 0.05 0.03

溶剤系物 （ 位 / ）

酸 ル  トル ン キシ ン ス ン

定結果 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

値 7 3 4 30 2 0.8

アルデ （ 位 / ）

     

定結果 0.006 0.0005 0.0005 0.0005 0.002 0.002

値 0.1 0.1 0.07 0.03 0.006 0.02

低 酸 （ 位 / ）

酸 酸 酸  酸 

定結果 0.003 0.0001 0.0001 0.0001

値 0.07 0.002 0.004 0.002

素化合物 （ 位 / ）

アン ア

定結果 0.001 0.1
値 0.02 2

  日 時

平成29年 月26日10 07 ～ 11 10

  場 

島（施設 ）

間の
分

間の
分

12 50 51 47 50

13 51 61 50 60

14 61 70 52 64

15 53 61 50 61

16 55 66 48 61

17 43 47 42 45

18 43 45 42 43

19 43 45 42 44

20 43 46 42 44

21 43 44 42 43

22 42 43 42 42

23 43 45 42 43

24 43 44 42 43

1 43 46 43 44

2 43 44 42 43

3 42 43 42 43

4 43 44 42 43

5 43 45 42 43

6 43 46 42 47

7 47 50 46 48

8 54 59 51 58

9 55 65 51 63

10 55 62 51 63

11 54 59 50 60

備 ： 50、 5 95の 、 加 で る。
　　　： の 、 で る。
　　　： の ( ) 、 ・ 間・ の 間 についての で る。
　　　： 5において 間70 B(A)、 ・ 65 B(A)、 間60 B(A)

43

45 48 44

間 43 44 42

間

間 52 59 49

： (A)

50 5 95

59

43 45 42

：

間の
分

12 20 20 20

13 20 20 20

14 20 20 20

15 20 20 20

16 20 20 20

17 20 20 20

18 20 20 20

19 20 20 20

20 20 20 20

21 20 20 20

22 20 20 20

23 20 20 20

24 20 20 20

1 20 20 20

2 20 20 20

3 20 20 20

4 20 20 20

5 20 20 20

6 20 20 20

7 20 20 20

8 20 20 20

9 20 20 20

10 20 20 20

11 20 20 20

備 ： 、20 Bで る。
　　　： 50、 10 90の 、 加 で る。
　　　： において 間 B、 間 B

50 10 90

20 20 20

20 20 20
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１  

 

平成29年 12月 21日～22日に 施しており、豊島の施設の における の騒 が 基

準 の を していた。 の について 基準 を していた。撤去 期 中

の 時は、 び の を ており、 事が したものと れたが、

に住 はないため、このことによる の はないと えられた（表 12～1 ）。 

１                  １  

          

  

年月日
ん 度

（ / 3）
/ 3

及び
の化合物

/ 3

0 065 0 001 0 005

状 度 0 043 0 001

状 度 0 014 0 001 0 005

0 1 10100

ダイ キシン 度

（ / 3）

7 26
9 16
(7 間

)

島中間保
管・

境
0 033

度

度
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：
間の
分

12 34 34 34
13 34 34 33
14 34 34 34
15 34 34 33
16 34 34 33
17 33 34 33
18 33 34 33
19 33 33 33
20 33 33 33
21 33 34 33
22 33 34 33
23 33 34 33
24 33 34 33
1 33 34 33
2 34 34 33
3 33 34 33
4 33 33 33
5 33 34 33
6 34 34 33
7 34 34 34
8 34 34 34
9 34 34 33
10 23 29 20
11 34 34 33

備 ： 、20 Bで る。
　　　： 50、 10 90の 、 加 で る。
　　　： において 間 B、 間 B

50 10 90

33 34 33

33 34 33

１  

１  

 

撤去 施後の は平成3 年５月28日～29日に 施し、全ての について

基準 を していた（表 1 ～18 ）。 

１                １

        

  

間の
分

間の
分

12 41 47 36 47
13 47 53 42 51
14 51 56 48 52
15 46 51 42 48
16 51 56 48 52
17 43 50 38 47
18 39 45 36 41
19 39 42 36 40
20 39 43 37 40
21 37 40 35 37
22 40 43 38 41
23 37 40 35 38
24 38 41 37 39
1 38 41 36 38
2 41 44 38 42
3 40 46 37 43
4 40 48 37 44
5 40 46 36 42
6 40 45 36 43
7 38 43 35 42
8 45 51 42 48
9 47 53 44 49
10 44 48 42 45
11 45 52 43 47

備 ： 50、 5 95の 、 加 で る。
　　　： の 、 で る。
　　　： の ( ) 、 ・ 間・ の 間 についての で る。
　　　： において 間７ B(A) ・ B(A) 間 B(A)

： (A)

50 5 95

48

38 42 36

間 45 51 42

41

39 44 36

間

間 39 44 37
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１  

 

平成3 年 月1 日に、豊島廃 処理事業 員会の 田 員長 会のもと

現地 を い、豊島中 保 施設 び特 処理 処理施設の 撤去 の を

いただいた。

平成 3 年 月から 月にかけて、 の により施設撤去廃 の搬出が ている

であ たことから、 田 員長からは、安全と 保全に して に 施していくよ

う意見があ たため、搬出 についてあらためて 者と 議し、 の搬出 業に した。

１ １ １  

  

期の 度排水処理施設の 撤去においては、 撤去 に 施した の の び

の 去を、 業の一 として、 の最後に い、 に した を で

引後、 び に した を により 去し、 び 廃水については 処

理設 し、 水した後、 は廃 として処理 し、 水 については

分 で処理を た。なお、最終 廃水を し、水 が排水基準に していることを

も て 完了とした。 業終了後、 撤去については を いて 施した。 

施設の （ ）の の については、事 に設 書により を た結果、

の下地 整 び の 分の に の を したことから、

（ /

（3.0）

化合物 （ 位 / ）

化 素 化メ ル 化

定結果 0.001 0.0003 0.0003 0.0003

値 0.06 0.004 0.05 0.03

溶剤系物 （ 位 / ）

酸 ル  トル ン キシ ン ス ン

定結果 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

値 7 3 4 30 2 0.8

アルデ （ 位 / ）

     

定結果 0.0009 0.0005 0.0005 0.0005 0.002 0.002

値 0.1 0.1 0.07 0.03 0.006 0.02

低 酸 （ 位 / ）

酸 酸 酸  酸 

定結果 0.003 0.0001 0.0001 0.0001

値 0.07 0.002 0.004 0.002

素化合物 （ 位 / ）

アン ア

定結果 0.001 0.1

値 0.02 2

  日 時  場 

島（施設 ） 平成30年 月28日10 23～11 14
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に を り り するな 対 を じたうえで、 産業廃 とし

て処理 した。 

施設撤去廃 については、 を とし、現場で分 を たうえで 利 を り、

を 施し、 の保全を た。 

１  

１  

の 施 は、 者が 会 、下 は 力会 （役 分担）

が 会 （水 ）、 会 （ 設 水 び 水設 設

撤去） び 会 （ 設 ）である。 

 

保全対 として、 業により じる び 廃水は、 に し、 水

したうえで にて搬出 処理 した。 水に て する については、 分

で処理し、 の水 を したうえで した。 

また、 度排水処理施設で している な は中和処理し、 たものは廃 処理業者

に処理 した。 

 

業 事者の安全 理対 として、 の 時には 業 理 に準じた

度 の 業 を た。 

また、 場者が じた場 には、 の 度、 場者 を い、安全 理に めた。

らには、 感 対 として、 の を た。

業  

に する水の処理を いながら上 水を処理 に で し、 設 の水

を な限り下げたうえで、 を し、 び 廃水は に した。 

 

設 での 業により した廃水は、 に で したうえで、

の 水に て する と に 地下水処理施設（ 分 ）で処理し、

の水 を したうえで した。 

 

設 での 業により した は、 に したうえで、 処

理設 （ び 設）で処理した。 水した は にて搬出 処理 した。 

業  

、 の が 念 れる 業場 であるため、 業 に 度 び

度の を い、安全を したうえで 業を 施した。 

業 の結果を表 に す。 
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１ 業  

場   

2

基準  

18 上 

 

H2  
基準  

1 下 

 

水  

水  
1  21     

2  21     

水  
1  2     

2  21     

分  
整  21     

和  21     

処理設  
水  21     

処理水  2     

水    21     

水  

中継    21     

  21     

  21     

３   21     

  21     

５   21     

   21     

   21     

   21     

   21     

   21     

水    21     

   21     

   21     

廃 排水    21     

排水    21     

   21     

   21     

   21     

 

業の完了 としては、 における 業後の 廃水を し、 の水 が

理基準に していることをも て、 完了とすることとした。 

の最終 廃水の 結果を表 に す。 
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区  
度排水処理施設 

理基準 水 整  
 

処理設  
処理 

設  
の の 

処理設

月日 R3 1  R3 1 1 R3 1 1  R3 1 2  

量  9 1    3  

 1 1 1 1 1 

 2 2 2 2 2 

1 2       

 1 1 1 1 1 

1       

区  
地下水処理施設 

理基準 水  
分  
 

加 上 
 

 
 

月日 R3 1 21 R3 1 22 R3 1 21 R3 1 2  

量  11  1  2 9 3  

 1 1 1 1 1 

 2 2 2 2 2 

1 2       

 1 1 1 1 1 

1       

の の処理設 には、 分 処理設 、 処理設 、 処理
設 、処理水 設 があり、 は最終 の処理水 設 で 施した。 

 

１  

事の 施 は、 者が 会 田 、下 は 力会 （役 分担）が 会

（ ）、 会 （ 設 、 去 ）、 会 （ 設 ）、

会 （ 設 、 去 ）、 業 会 （ ）、

業 会 （ 搬出 ）、 会 田中 事（ 搬出 ）である。 

 

騒 対 として、 により 施設を 、騒 の に めた。また、

業中は、 した を として利 し、 が 力 じないように

めた。 の 、 な騒 を せないよう、 な の をできる限り な

くし、また、 を した。 

産業廃 の 去にあた ては、 措 として、 業場の を す

るな の対 を た。 

 

安全 理 を するために安全 任者を 任し、月当たり 日 上の安全 に、

日 の を た。また、 場者が じた場 には、 の 度、 場者

を い、安全 理に めた。 らには、 感 対 として、

の を た。 

産業廃 の 処分にあた ては、 期 事 における設 の 分

大 法 に基 き、保 の 措 を た上で、 安

全 法、 の に関する諸法令 に基 き、 業 事者の と安全の 保を た。 
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業  

（ 、設 ）の は 力を とし、 に じて を い

て撤去を た。なお、 として、業 に特 を していたことか

ら、関連 の 撤去に せて 業者に処理 した。また、 （

）に水 を していたことから、関連 の 撤去に せて しないよう

業で り し、 切に処理 した。 

また、 に けての施 を 保するため、 の に設 していた 地

下水処理施設（加 上 、 分 、 ）も せて撤去した。 

の下地 整 に まれる については、 業と して事 に

に 場を設 した後、 業場の を で したうえで、 き

を いて の 上げ ごと り た。また、 の （

り、 設 場、 りな ）については、 な で

を た。 り た び については、 水 の で に

したうえで、 産業廃 として処理 した。 

の 分の に まれる については、 の が

れていたため、 に が じないように の 後で を切 した。切 し

た は 対 を じたうえで り し、 産業廃 として処理 した。 

の は 水を いながら、上 から た。 業時は安全 に し、 場上の

から見える に安全 者を き、 の により 方 に を した。

また、 により し 業 し後の 場 に が うと れる場 には、 業

任者の により安全なとこ で 業を中 することとした。 

施設撤去廃 の を い、豊島 桟橋から で 搬 処理 した。 

業  

去 業 、 業中、 業後に 業 を 施した。 の結果、 じん 度は、全て

理 度（1 本 ）を していた（表 ３）。 

 業  

場  業  日 
度

本  

度
排
水 
処
理
施
設 

（ ） 
業  R3 11 3   

業中 R3 12 23  

（ ） 
業  R3 11 3   

業中 R3 12 23  

（ ） 
業  R3 11 3   

業中 R3 12 23  

（ ） 
業  R3 11 3   

業中 R3 12 23  

（ ） 業後 R 1 1   

（ ） 業後 R3 12 23  

（ ） 業後 R 1 1   

（ ） 業後 R3 12 23  

 業 基準 1 （本 ）  

 

は、施設の 撤去 の 、 施中 び 施後に た。 
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撤去 の の令和３年1 月1 日～1 日に を た。 

全ての について 基準 を していた（表 ５）。 

                  

           

 

最も騒 が 念 れた 中の令和 年 月13日～1 日に を た。 

撤去の 業中は 基準 を していたものの、 （21、22時）の騒 が 基

準 の び を していた。 基準 を した理 として

は、 撤去の 業時 であることから、騒 対 として設 した が一時

に に られたことにより、 を けたものと れた。なお、 に住 はないこと

から、このことによる の はなか たものと える（表 ）。 

  

間の
分

間の
分

12 38 43 37 41

13 39 45 36 52

14 39 44 36 42

15 40 48 36 46

16 42 51 38 47

17 38 42 36 39

18 42 50 38 46

19 46 53 40 48

20 49 54 43 50

21 48 54 43 50

22 50 55 43 51

23 49 54 43 50

24 49 54 42 50

1 47 53 41 49

2 44 51 39 46

3 45 50 41 46

4 48 51 45 48

5 44 46 42 44

6 42 44 40 43

7 40 43 38 41

8 40 44 37 42

9 37 43 34 40

10 43 47 40 48

11 43 45 40 44

備 ： 50、 5 95の 、 加 で る。
　　　： の 、 で る。
　　　： の ( ) 、 ・ 間・ の 間 についての で る。
　　　： 5において 間70 B(A)、 ・ 65 B(A)、 間60 B(A)

間

41 44 39

間 47 52 42 49

47

間 40 46 37

48 54 42

： (A)

50 5 95

：

間の
分

12 20 20 20

13 20 20 20

14 20 20 20

15 20 20 20

16 20 20 20

17 20 20 20

18 20 20 20

19 20 20 20

20 20 20 20

21 20 20 20

22 20 20 20

23 20 20 20

24 20 20 20

1 20 20 20

2 20 20 20

3 20 20 20

4 20 20 20

5 20 20 20

6 20 20 20

7 20 20 20

8 20 20 20

9 20 20 21

10 20 21 20

11 20 22 20

備 ： 、20 Bで る。
　　　： 、 加 で る。
　　　： において 間 B、 間 B

50 10 90

20 20 20

20 20 20
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撤去後 か月 した令和 年５月2 日～2 日に を た。 

全ての について 基準 を していた（表 ）。 

  

間の
分

間の
分

12 50 61 41 56

13 58 68 50 62

14 48 59 43 53

15 50 62 41 56

16 44 56 37 50

17 46 59 38 53

18 51 62 42 56

19 50 61 42 56

20 51 63 43 57

21 58 66 48 61

22 54 64 46 59

23 48 60 41 54

24 46 59 40 52

1 43 57 38 51

2 43 55 36 49

3 42 55 37 48

4 47 58 39 53

5 52 60 43 55

6 50 59 43 54

7 57 64 50 59

8 57 65 50 60

9 57 65 48 60

10 53 61 46 57

11 53 62 46 58

備 ： 50、 5 95の 、 加 で る。
　　　： の 、 で る。
　　　： の ( ) 、 ・ 間・ の 間 についての で る。
　　　： 5において 間70 B(A)、 ・ 65 B(A)、 間60 B(A)

54

53 62 46

間

58

53 64 44

間 47 58 40

： (A)

50 5 95

間 51 62 44

：

間の
分

12 20 23 20

13 23 27 20

14 20 23 20

15 20 23 20

16 20 20 20

17 20 21 20

18 20 23 20

19 20 22 20

20 20 23 20

21 21 25 20

22 20 24 20

23 20 21 20

24 20 20 20

1 20 20 20

2 20 20 20

3 20 20 20

4 20 20 20

5 20 21 20

6 20 21 20

7 21 24 20

8 21 25 20

9 22 27 20

10 20 27 20

11 23 26 20

備 ： 、20 Bで る。
　　　： 、 加 で る。
　　　： において 間 B、 間 B

20 22 20

50 10 90

21 24 20
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 豊  

期の豊島 桟橋の撤去においては、 者から業 の 施 な 業方法 び

業 を した 施 書について、豊島事業関連施設の撤去 会の 員の了 を た

うえで、 事を い、施設撤去廃 は を とし、現場で分 を たうえで 利

を り、 を 施し、 の保全を た。 

１  

１  

業 の 施 は、 者が 会 上 、下 は 力会 （役 分担）が 会 田中

事（ 桟橋上 撤去 、 搬処理 ）、 業 会 （

桟橋上 撤去 、 搬処理 ）、 限会 田 （ 撤去 、 搬処理

）、 会 （ 撤去 ）、 会 （ 撤去 ）、大和 設 業 会

（ 桟橋上 撤去 ）、 業 会 （ 撤去 ）、 限会 業（桟

橋上 撤去 ）、 限会 設（桟橋上 撤去 ）である。 

 

水 の を するため、事 に桟橋全 を で 、 び

撤去の には らに対象 も とした。なお、 長については、

時でも まで届く長 とした。また、 の引 き時には、

の を 施するな の対 を た。なお、撤去 に の が している

場 は 去し、 去した は の となるため、 期に し、 に保 したうえ

間の
分

間の
分

12 35 47 29 44

13 36 41 32 37

14 37 43 33 39

15 40 48 35 43

16 38 43 34 40

17 37 42 32 38

18 35 40 32 36

19 34 37 32 35

20 35 39 33 36

21 33 36 31 34

22 32 35 30 33

23 31 36 29 32

24 32 36 28 33

1 31 33 29 32

2 30 33 27 30

3 28 33 26 29

4 32 38 28 34

5 32 38 29 35

6 33 41 29 36

7 36 43 31 38

8 39 46 34 44

9 39 45 36 41

10 37 46 33 41

11 36 45 31 39

備 ： 50、 5 95の 、 加 で る。
　　　： の 、 で る。
　　　： の ( ) 、 ・ 間・ の 間 についての で る。
　　　： 5において 間70 B(A)、 ・ 65 B(A)、 間60 B(A)

33

34 42 30

間

40

34 38 32

間 31 35 28

： (A)

50 5 95

間 37 44 33

：

間の
分

12 20 20 20

13 20 20 20

14 20 20 20

15 20 20 20

16 20 20 20

17 20 20 20

18 20 20 20

19 20 20 20

20 20 20 20

21 20 20 20

22 20 20 20

23 20 20 20

24 20 20 20

1 20 20 20

2 20 20 20

3 20 20 20

4 20 20 20

5 20 20 20

6 20 20 20

7 20 20 20

8 20 20 20

9 20 20 20

10 20 20 20

11 20 20 20

備 ： 、20 Bで る。
　　　： 、 加 で る。
　　　： において 間 B、 間 B

20 20 20

50 10 90

20 20 20
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で、 搬 処理 した。 

の 、 な騒 を せないよう、 な の をできる限り なくし、

また、 を した。 

搬中に廃 が 下しないよう、 業 び に撤去 を て 場

は、 を利 して れ 対 を い、 けを た。 

 

安全 理 を するために安全 任者を 任し、月当たり 日 上の安全 に、

日 の を た。また、 場者が じた場 には、 の 度、 場者

を い、安全 理に めた。 らには、 感 対 として、

の を た。 

業は 業中 基準（表 ３ ）を設けたうえで、 として 業とした。ただ

し、 業中 基準に たない場 においても、 と した場 には 業を中 することとし

た。 

また、 の が れる場 には 業 を 地区に せ、 の が

れる場 には 業 を 島 に せることとした。 

の 、 業時には安全 （ ）を すること 、 水 業時の役 分担 を 切

に うこと、 上 搬 での 業 の航 時には 上 法 び 上 安全法 びに

法 を するな 、安全の 保に めた。 

１ 業  

 基準  

 8 上の場  

 1 下の場  

 8 上の場  

 1 上の場 または 水 が と した場  

の  意報 報 令時 

業  

橋、 設 の を撤去した後、 な が 下しないよ

う、桟橋上 の に 保 を設 したうえで、 上に 設 れている 、

の び地 を撤去した。 

の後、連結 と を 切 し、 本 を にて撤去した。 

撤去後、上 に 、 にて けしたうえで、

連結している を 切 し、 にて撤去した。 

撤去対象 は長 なものが いため、 が れて 業員 設 に しないよう、

を して 業を た。 

上 の を で り上げられる大き に切 したうえ

で、 を設 して撤去した。 の後、 を切 し、 る を撤去

した。

上 撤去後、 に設 れた は、 業 に れた （

）と にて を し、 に設 れた は、 業

に した にて を中 （先 ）した。

先 完了後、 にて を引き き、引き いた の は、 業 に

した にて、 の を し め した。 
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は、施設の撤去 の 、 施中 び 施後に た。

 

撤去の の令和 年 月2 日に を た。 

全ての について 基準 を していた（表 ３ ）。 

  

 

の引 き 業を対象に、 月 の 度で、令和 年 月2 日、 月19日、 月1 日

に を た。 

量（ ）の （ ）の が れたが、対 地 でも 様の

現象が れたことから、 事による ではないと した。 の は、水 上 に

う 然現象の と えられる（表 ３ ３～５）。 

 １
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撤去後の令和 年 月2 日に を た。

（ ）の が れたが、対 地 でも 様の現象が れたことから、 事

による ではないと した。なお、 （ ） 度が撤去 と て してい

るが、当日の の と えられる（表 ３ ）。 

 事

 

豊島事業関連施設の撤去 会の 員に、 の設 び 撤去の 業

びに の引 き の 、現地を していただくな 、 をいただ

いた。 

の設 び 撤去の 業 の （令和 年５月1 日）では、 員

による現地での を け、安全 の き め 、 の の の

、 事中の安全対 の に関する について、 者に したうえで対 した。 

また、 の引 き の （令和 年 月23日）では、 対 が 施 書

に て施 できていることを いただいた。 
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１               

業               業

 豊  

期の地下水の 然 を見 えた豊島処分地の整地関連 においては、 者から業 の

施 な 業方法 び 業 を した 施 書について、豊島事業関連施設の撤

去 会の 員の了 を たうえで 事を い、施設撤去廃 は を とし、現場

で分 を たうえで 利 を た。 

１  

１  

事の 施 は、 者が 会 田中 事、下 は 力会 （役 分担）が 会

（整地、 撤去 、 ）、 業 会 （整地、 撤去 ）、 会

（のり ）である。 

 

な騒 を せないよう、 な の をできる限り なくし、また、

を した。 

 

安全 理 を するために安全 任者を 任し、月当たり 日 上の安全 に、

日 の を た。また、 場者が じた場 には、 の 度、 場者

を い、安全 理に めた。 らには、 感 対 として、

の を た。 

業  

整地にあた ては、 設 の 搬 による め 果により、処分地 の を

下 せないため、 （ ）から、 整地を た。また、 分

の は、 し び を い、法 保 として、全 に け（ の ）した。

処分地 は、 を 下 せないため、 しの とした。 

水 は、当 の整地 までに で 上げし、当 の整地にあ せ

て、 から が しないように、 に め を設 した。 

地下水 関連施設として する （区 11、区 3 、 ）は、地下水の 然

対 の 施期 中に安全な を保てるよう、 く したうえで法 を かな に整

した。 
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令和５年３月1 日に、豊島廃 処理事業 員会の 島 員 会のもと現

地 を い、地下水の 然 を見 えた豊島処分地の整地関連 の を いただい

た。 

6-25



-  

  

１  

中 処理施設の の撤去 においては、 業 事者の安全と の 保に 全を期すため、

豊島廃 び の に て したばいじん の設 の の の

業 に基 き、 切な保 業方法 を し、施設の に先 て の 分

な 去 を による を いて 施した。 

ただし、中 処理施設の一 は を しており、 の 当設 については として

の 去の を 施した。 

設 の 完了の については、 施 に基 き、 完了の 基準 下であ た設

については なしと し、 業を完了した。 去 業終了後、一 撤去に

ついては を いて 施し、 び との 分については 事を た。 

去 廃 は として直島の中 処理施設にて処理を 施し、施設撤去廃 については、

を とし、現場で分 を たうえで 利 を た。また を 施し、

の保全を た。 

中 処理施設の一 は、平成31年３月31日に 会 直島 に し、

した。 

１  

１  

業 の 施 は、 者が 会 、下 または 力会 （役 分担）が

会 （ 理 び 設 の 理）、 業 会 （ 去

）、 会 （ 去 ）、 産業 会 （ ）、 限会 町

（ 場 ）、 和 業 会 （ 去 ）、 業 会 （ 去 設 ）、

会 日本処理 （ ） び 会 （ 業 ）である。 

 

保全対 については、表 ３ のとおりである。 

１ １ 

 

 

 

処理設 び 設 れ れ全 を 場 び で し、 理区 を設 し、

対

排

排水
の 業により じる により れた排水は、場

の排水 から、 水 に し、 の排水処理設 で処理した。

騒

廃
去 廃 については、 として 直島の中 処理施設にて 処理を

施した。

業 の に れた空 び じん については、
業 を に保つとともに し、 による排
処理により 切な対 を た上で、大 に排出した。

についは 騒 の を し、 業中は 、 を じ
がないようにして 業した。 搬 、 は を

し 業を た。
口部がないようにして作業した。 搬 、積込 機は 動 を使用し

作業を行った。
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設 を利 し、 理区 を に に保 ながら 去 業を た。 

業 事者  

地下排水 保 、空 の ない場 、 の れがある場 での 業

は、事 に 度、 の を し、 のない で た。 

を する場 は、 の を して による に 意した。 

業 事者の保 は、全 業時 ３対 の保 を した。 

理区 と との に を設 し、 理区 の 業 事者の 場

は、 の を て た。また、 業に した保 は、

で し、 い ての は の廃 れに廃 し、 には 出

ないようにした。 

理区 は で 水を い、 を 保し、 じんの を せた。 

業 事者 業  

する設 については、 での 去が であり、 じんが する があ

たので、 業 事者の 理のために 1 業場 を設 した。 業 を 施す

る対象 については 、 、 、 じん、 、

とした。 

去 を 施する 業 事者に対して、 安全 法に基 く一 を 施した。

 

業にあた て の となる 、 の に を す のないよう、 び

保安上の 意を した。また、 会 直島 の 地 を するため、

を するとともに連 整を に た。 

 

設 を する場 は、排 対 で 騒 の 設 を した。

の 様 については、表 ３ に した。 
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１   

業  

業 で によ て れた 業 は、 の 業 と して 理した。また、

れた 業 は、 のままでの では 業区 に 出 、 の 大を

した。なお、 によ て れた 廃 の の廃 にあた て

は、 廃 に準じた 切な措 を た。 

の 、本業 のために した 設 を 業場 に 出す場 には、

の 業を 施した。 

 

去 業 によ て じる排 、排水、騒 、 、 び廃 による

の を するための を 施した。 

については、 施設の撤去 に係る 、 1施設の撤

去 に係る に基 き 施した。 

業  

業  

業 の にあた ては平成 13 年 月 日から施 れた 安全 の一 を す

る 令（平成13年厚 令 12 ）に う 廃 施設 業における

ばく 対 （平成13年 月2 日基 1 厚 基準 長 ）を し、

廃 施設 業 （厚 基準 ） に り、

去 業 における 業 事者の ばく 対 の を るとともに

に対する安全にも 分 した。 

なお、 の対象設 については 去 業までを 施し、 去 業後に設 の

を た。 
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撤去を う設 は、 として 去 業を い、 の 、排

びに の び については、 の 去 業を 施するが、 業は

、廃 として な処理 を た。 

去 の 業 は表 ３ ３の りである。 

１  業  

 

業 

、 、 、 、 、 に した は、 うき

の び 、 の で 去を た。 
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業 

じん設 （ 処理 の 引 、 ）については、 に した を一

つ び にて し、 を せ、 できる の 去を た。 

排水処理設 については、 の水 を まで下げ、 を 力 引 により のう

え、 にて 上げ を た。 

、 び 井は 設 場 は 業 を設 し、 び 引にて 去し、 は

基本 に で を い、排水 な は とした。なお、排水は 排水

せたの 、排水処理にて処理した。 

 

業 

搬 については、 を せ、 できる を うき

の び 、 の で 去、 による を た。

業 

（ 、 ）、後 、 設 、 設 、 処理設 、

設 、 設 、 については、 を せ、 できる を うき

の び 、 の で 去、 による を た。

については、 の が く （ 3 、 28 ）していたこと

から、 2 の 去 業 の 設 の により 去 業

が 分に えない場 は、 去 業が 施できるよう結 の は切 、 により

対 するものとする。 に基 き、 を し、 を しながら 去 業を

施した。 

業 

（ 、 ）、 、後 、 設 、

処理設 、 設 、 については、 を せ、 できる

を うき の び 、 の で 去、 による

を た。 

 

、 び 井は 設 場 は 業 を設 し、 び 引にて 去し、 は

基本 に で を い、排水 な は とした。なお、排水は 排水

せたの 、排水処理にて処理した。 

業  

業により した排水は、排水 から 水 に し、 設の排水処理設

の上 に （ ）を 設にて設 し、 を せることで 水の 量（ ）

を せた水を の排水処理施設で処理を た。 

 

から した 廃 は に し、 産廃処分場に搬出するまで一時保

した。 については 業者に し き り、 の後 処理を た。 
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業  

の 業 を 去 中の平成29年1 月 2 日～2 日に 施した結果、空 中

の 度が 理 度である2 を していた。また、 じん び

の についても、 理 度を していた。 

これらの 結果を まえ、 廃 施設関連 業における ばく

び 撤去 の基本方 に基 き、 業 対 として安全 をと て 業場全てを

３ 理区 とし、 業 事者には ３の保 を せるとともに、 理区 は

で 水を い、 を 保して、 じんの を せた。 らに、 に基 く対

として、 じん を設 して との 関を し、 理区 の に いるとと

もに、 な 理区 の空 中の 度 の に した。 業 対 の

を ３ に す。また、 に対するこれらのばく 措 を

切に 施することが、 のばく の にも であるため、 に基 く基本 な措 の

施を した。 

、３ 、 び５ の 業 を 去 中の平成29年12月18日～

2 日、平成3 年 月13日～1 日、平成3 年 月 日 び平成3 年５月3 日に 施した結

果、全ての で 理 度を していた。撤去 の基本方 に基 き、 じん

を設 して との 関を し、 理区 の に いているとこ であるが、 理区

の を 保して じんの を せるとともに、 業 事者には安全 をと

て 上の保 を せて 業を 施した。 業 結果の について表

３ に す。 

１ １ １  

  

6-31



-  

１  業
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設 の 完了の については、 2 の 去 業 に い、

設 において 業 者が 業の終了を により したうえで 完了

を 施しており、 完了の 基準 下であれば、 去 業を完了することとしている。 

施 に基 き、表 ３ ５のとおり、 完了の 基準 下であ た 3 の

設 については なしと し、 業を完了した。 

１   

 

１  

業 の 施 は、 者が 会 田 、下 または 力会 （役 分担）が 会

設 事 （ 事 理）、 会 中 （ 設 ）、後 設 会 （
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設 ）、 会 （ ）、 会 （ 理）、

会 （水処理 理） び 会 直島 （直島

施設全 理者）である。 

 

 

に対する対 として、 撤去時における 保全対 、

1 の 去 び 撤去時における 保全対 に基 き、排 、排水、

騒 、 、 、廃 による の に が じないよう 保全対 に り んだ。

に、排 については 業場 を に保つとともに し、 で処理し、

排出した。排水については、排水処理の 担を するため、 時の 水は の排水処理施

設で処理した水を し、 利 することで 量を した。 

事  

騒 対 として、 を に設けて、 業場から の じん 、

騒 を た。騒 法に基 く 特 設 業の騒 に係る 基準 の 関連諸法

を し騒 に めた。 

じん対 として、 施設の 時においては撤去 の 業中に 業 を なくとも

上 い、 業 基準に準じた を うことで 、 理区 の見直し び 業

場 の を た。なお 結果 までに一 期 を するため、 じん

により じん 度を 時に した。 じん 理 度については 9 を 業 基準と

した。 

整理として、出 は 搬出 時 び産業廃 搬出時に を し 、場

は、3 時 下の最 とした。 

事  

事に う排水は、 設の排水処理設 において処理するとともに、排水処理に い

する についても処理するが、排水処理設 での の を するため、 の 去

業の で、 として廃 を することに めた。 

これに加えて、 設の排水処理設 の上 に （ ）を 設にて設 し、 を

せることで 水の 量（ ）を せた。 

排水 び 水 の を 期 に 施し、 業場 の排水の による

の が じないよう するとともに 業 び 業中に、排水が場 の のない

ことを した。 

 

び 場者 により 場時の安全意 を し、 礼時の で

業員の を し年 も した な を た。 

場 は、 基準法、 安全 法 の 関係法令 による か 対 に い

の けに した び のものとした。 

業 を に い 表に し の保 をした。 

業  

の一 にあた ては、 する設 に し、撤去 の搬出 を

し、 搬 にて 撤去を た。 

の 業を う場 、 業 理区 び保 に係る 理区 に基

き 方法を した。本 事における 設 の 方法を表 ３ に す。 
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１   

業 は を い、 ばく に基 き の で 業

し、保 は、 による 業時は 理区 （保 ）とし、 業を

の は ３ 理区 （保 ３）とした。 

業は を い、 、せん 、 業による を から５ にかけ

て から い、 を しての 業による を５ から にかけて

た。

後、 水を いながら、上 より を め、 し れたものは を

い搬出した。 

場上の から見える に 者を き、この により 方 に で

を した。このとき、 が 方 しないよう撤去 を により

に めた。 

後、 び との 分の を い、 を たに設 し、 報

の を た。 

業  

撤去中の平成3 年 月3 日に 業 を 施した結果、空 中の じん 度が 理

度（ 9 ）を していたが、 を については 理 度を して

おり、 理区 の結果であ た。 

業時の保 の び 理は、 業 事者の安全 保 に い、保

の を上げて対 しており、 業 事者には 撤去 事 時において、安全 をと

て より上げて、 の保 を せて 業を 施した。なお、 業 事者には

保 の を せるとともに、 理区 は 水を い、 を 保して、 じんの

を せた。 業 対 の を ３ ３、 業 結果の につい

て表 ３ に す。 
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１  業  
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１  業  
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施設の 撤去 の を平成29年 月11日～12日に 施し、施設の における

の騒 が の 基準 を していたが、当 施設は、 する 場の 地 に

地していることから ないと した。 の の は、 基準 を していた（表

３ ～1 ）。 
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１                １

      

１   

去 期 中の を平成29年 11月 3 日～12月 日に 施し、施設の におけ

る の騒 が の 基準 を していたが、当 施設は、 する 場の 地

に 地していること 、 は 去 業を 施しておら 、 じん の も

せていることから ないと した。 の の は、 基準 を していた（表 ３

11～1 ）。 

間の
分

間の
分

12 59 61 58 59

13 59 61 58 60

14 59 64 58 62

15 59 61 58 59

16 59 62 58 60

17 59 62 58 60

18 59 62 59 60

19 59 61 59 60

20 59 61 59 60

21 59 61 59 60

22 59 61 59 60

23 59 61 59 60

24 60 61 59 60

1 60 61 59 60

2 59 61 59 60

3 59 61 59 60

4 59 61 59 60

5 59 61 59 60

6 60 61 59 60

7 60 64 59 62

8 60 62 59 63

9 61 62 59 61

10 59 61 58 60

11 59 60 58 59
備 ： 50、 5 95の 、 加 で る。

　　　： の 、 で る。

　　　： の ( ) 、 ・ 間・ の 間 についての で る。

　　　： 5において 間70 B(A)、 ・ 65 B(A)、 間60 B(A)

間

60 63 59

間 59 61 59 60

60

間 59 62 58

59 61 59

： (A)

50 5 95

：

間の
分

12 34 34 33

13 33 34 33

14 34 34 34

15 34 34 33

16 33 34 33

17 33 33 32

18 33 33 33

19 33 34 33

20 32 33 32

21 32 33 32

22 32 32 31

23 32 33 32

24 31 32 31

1 31 32 31

2 31 31 31

3 31 31 30

4 31 31 30

5 31 31 30

6 30 31 29

7 29 30 28

8 29 30 28

9 29 30 28

10 29 30 29

11 29 30 29
備 ： 、20 Bで る。

　　　： 、 加 で る。

　　　： において 間 B、 間 B

50 10 90

32 32 31

31 32 31
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１                １  

        

１   

１   

 

撤去中の を平成3 年 月2 日～21日に 施し、施設の における び

（ /

化合物 （ 位 / ）

化 素 化メ ル 化

定結果 0.001 0.0003 0.0003 0.0003

値 0.06 0.004 0.05 0.03

溶剤系物 （ 位 / ）

酸 ル  トル ン キシ ン ス ン

定結果 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

値 7 3 4 30 2 0.8

アルデ （ 位 / ）

     

定結果 0.0008 0.0005 0.0005 0.0005 0.002 0.002
値 0.1 0.1 0.07 0.03 0.006 0.02

低 酸 （ 位 / ）

酸 酸 酸  酸 

定結果 0.003 0.0001 0.0001 0.0001
値 0.07 0.002 0.004 0.002

素化合物 （ 位 / ）

アン ア

定結果 0.001 0.1
値 0.02 2

  日 時

平成29年11月30日11 38～12 40

  場 

直島（施設 ）

年月日
ん 度

（ / 3）
/ 3

及び
の化合物

/ 3

0 059 0 001 0 005

状 度 0 037 0 001

状 度 0 020 0 001 0 005

0 1 10100

ダイ キシン 度

（ / 3）

11 30
9 16
(7 間

)

島環境セ
ン

境
0 054

度

度

間の
分

間の
分

12 62 64 61 62

13 62 65 61 63

14 61 64 60 62

15 61 64 60 62

16 60 63 58 61

17 58 61 57 58

18 58 62 57 59

19 59 62 57 59

20 58 62 56 59

21 58 62 56 59

22 58 62 56 59

23 58 62 57 59

24 58 62 57 59

1 58 62 57 59

2 58 62 57 59

3 58 62 56 59

4 58 62 56 59

5 58 63 56 61

6 58 61 56 58

7 60 66 58 65

8 62 64 60 62

9 62 65 61 63

10 62 65 61 63

11 61 63 60 62

備 ： 50、 5 95の 、 加 で る。
　　　： の 、 で る。
　　　： の ( ) 、 ・ 間・ の 間 についての で る。
　　　： 5において 間70 B(A)、 ・ 65 B(A)、 間60 B(A)

間

59 64 57

間 58 62 57 59

62

間 61 64 60

58 62 56

： (A)

50 5 95

：

間の
分

12 20 21 20

13 22 23 20

14 22 24 20

15 21 22 20

16 21 22 20

17 20 20 20

18 20 20 20

19 20 20 20

20 20 20 20

21 20 20 20

22 20 20 20

23 20 20 20

24 20 20 20

1 20 20 20

2 20 20 20

3 20 20 20

4 20 20 20

5 20 20 20

6 20 20 20

7 20 20 20

8 22 23 20

9 22 24 21

10 22 23 20

11 21 23 20

備 ： 、20 Bで る。
　　　： 、 加 で る。
　　　： において 間 B、 間 B

50 10 90

21 22 20

20 20 20
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の騒 が の 基準 、 の 基準 を していたが、当 施設は、 す

る 場の 地 に 地していること 、 は一 撤去 事を 施しておら 、 じん

の も せていることから ないと した。 の の は、 基準 を し

ていた（表 ３ 1 ～18）。 
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１                 １  

        

１   

１   

 

撤去 後の を平成31年３月11日～12日に 施し、施設の における の騒

（ /

2.0

化合物 （ 位 / ）

化 素 化メ ル 化

定結果 0.001 0.0003 0.0003 0.0003
値 0.06 0.004 0.05 0.03

溶剤系物 （ 位 / ）

酸 ル  トル ン キシ ン ス ン

定結果 0.01 0.08 0.01 0.01 0.01 0.01
値 7 3 4 30 2 0.8

アルデ （ 位 / ）

     

定結果 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.002 0.002

値 0.1 0.1 0.07 0.03 0.006 0.02

低 酸 （ 位 / ）

酸 酸 酸  酸 

定結果 0.003 0.0001 0.0001 0.0001

値 0.07 0.002 0.004 0.002

素化合物 （ 位 / ）

アン ア

定結果 0.001 0.1
値 0.02 2

  日 時  場 

直島（施設 ） 平成30年8月20日11 34～12 40

年月日 地 じん 度
3

3）
び

の
3

0 32 0 001 0 005
状 度 0 16 0 001
状 度 0 160 0 001 0 005

0 1 10

度
3

度

度

8 20
9 16

(7 間 )
島環境セン

境
0 24

100

間の
分

間の
分

12 60 64 59 61
13 62 66 60 63
14 62 67 60 64
15 61 65 60 62
16 61 66 60 63
17 61 65 60 62
18 61 65 60 62
19 61 65 60 62
20 60 63 60 61
21 60 61 59 60
22 60 61 59 60
23 60 61 60 61
24 60 61 60 60
1 60 61 60 60
2 60 61 60 60
3 60 61 60 60
4 61 61 60 61
5 61 66 60 62
6 62 66 60 63
7 62 66 61 63
8 63 69 62 67
9 62 65 61 63
10 62 64 61 62
11 62 66 61 63

備 ： 50、 5 95の 、 加 で る。
　　　： の 、 で る。
　　　： の ( ) 、 ・ 間・ の 間 についての で る。
　　　： において 間７ B(A) ・ B(A) 間 B(A)

62 60 61

62 66 61

間 60

間

63

： (A)

50 5 95

60 63 60

間 62 66 60

：
間の
分

12 21 23 20
13 29 32 27
14 30 33 29
15 28 30 25
16 26 32 23
17 20 21 20
18 20 20 20
19 20 21 20
20 20 21 20
21 20 20 20
22 20 20 20
23 20 20 20
24 20 20 20
1 20 20 20
2 20 20 20
3 20 20 20
4 20 20 20
5 20 21 20
6 20 21 20
7 24 26 22
8 29 33 28
9 30 33 28
10 29 30 27
11 31 35 28

備 ： 、20 Bで る。
　　　： 50、 10 90の 、 加 で る。
　　　： において 間 B、 間 B

28 30 27

20 21 20

50 10 90
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が の 基準 を していたが、当 施設は、 する 場の 地 に 地して

いることから ないと した。 の の は、 基準 を していた（表 ３

19～21）。 

１                １  

       

１   

 

平成31年３月 日に、豊島事業関連施設の撤去 会の 島 員 会のもと現地 を

い、直島中 処理施設の一 撤去 の を いただいた。現地 の を

３ に す。

（ /

2.7

化合物 （ 位 / ）

化 素 化メ ル 化

定結果 0.001 0.0003 0.0003 0.0003

値 0.06 0.004 0.05 0.03

溶剤系物 （ 位 / ）

酸 ル  トル ン キシ ン ス ン

定結果 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

値 7 3 4 30 2 0.8

アルデ （ 位 / ）

     

定結果 0.0085 0.0005 0.0005 0.0005 0.002 0.002

値 0.1 0.1 0.07 0.03 0.006 0.02

低 酸 （ 位 / ）

酸 酸 酸  酸 

定結果 0.003 0.0001 0.0001 0.0001

値 0.07 0.002 0.004 0.002

素化合物 （ 位 / ）

アン ア

定結果 0.001 0.1

値 0.02 2

  日 時  場 

直島（施設 ） 平成31年3月11日11 39～12 32

間の
分

間の
分

12 59 61 58 59
13 58 60 57 58
14 58 60 57 58
15 58 60 57 58
16 58 61 57 59
17 58 60 57 58
18 58 62 57 59
19 59 63 58 59
20 58 63 58 59
21 59 62 58 59
22 59 63 58 59
23 59 63 58 59
24 59 63 58 60
1 59 63 58 60
2 59 64 59 60
3 59 63 58 60
4 59 62 58 59
5 59 61 57 59
6 59 61 58 59
7 59 61 58 59
8 59 61 58 59
9 59 62 57 60
10 59 67 58 62
11 59 65 57 61

備 ： 50、 5 95の 、 加 で る。
　　　： の 、 で る。
　　　： の ( ) 、 ・ 間・ の 間 についての で る。
　　　： において 間７ B(A) ・ B(A) 間 B(A)

60

59 61 58

間

間 59 63 58

59

59 63 58

間 58 62 57

： (A)

50 5 95

：
間の
分

12 23 25 22
13 25 27 24
14 27 27 26
15 27 27 26
16 25 26 24
17 24 26 23
18 25 29 23
19 25 28 24
20 23 25 22
21 24 25 23
22 23 24 23
23 23 24 22
24 24 25 23
1 24 24 23
2 23 24 22
3 23 24 22
4 23 24 22
5 23 24 23
6 23 24 23
7 27 29 26
8 28 29 27
9 30 32 29
10 30 32 29
11 25 26 24

備 ： 、20 Bで る。
　　　： 50、 10 90の 、 加 で る。
　　　： において 間 B、 間 B

24 25 23

50 10 90

26 28 25
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 事  

 

１   

 

  豊島廃 の処理にあたり、 会 と が平成12年12月 日に

結した基本 書に基 き、処理事業終了後の施設の利 について 議を い、 の

は することとなり、平成31年３月31日に 会 直島 に

した。 

  

期の豊島 桟橋の撤去においては、 者から業 の 施 な 業方法 び

業 を した 施 書について、豊島事業関連施設の撤去 会の 員の了 を た

うえで、 事を い、施設撤去廃 は を とし、現場で分 を たうえで 利

を り、 を 施し、 の保全を た。 

１  

１  

業 の 施 は、 者が 会 上 、下 は 力会 （役 分担）が 業

会 （上 下 ）、 会 田中 事（上 事）、 会

事（上 事）、 会 上 （ 業）、 会 （ 事） び 限

会 田 （本 、 事）である。
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水 の の を するため、施 を で とした。 

は排 対 騒 を した。 

撤去した廃 は 上 搬により、 処理施設に 搬し、 分 を た。 

県  

直島の 桟橋撤去 事の き 業 施 （ 月）、 き 業 施期 中（ 月） び

き 業 施後（ 月）に の を 施した。 

地 は直島 桟橋の地先 （ から 2 度）、基本 （ 3 度 28

分 、 133度 8分13 、 1 ） び対 地 とし、
せ と

では、 時、

から が れており、こうした の から、対 地 としては上 の 地 （

3 度28分38 、 133度 8分 1 、 1 ）を した。 

は表 ３ 、 基準は 下の表 ３ の りとした。 

１  

区分        
    分

関 

一 水 度 H 、 量 、

量 、全 、全 、全 、

出 分  

全 、全 は表  

の は表 、中 び1 を

える地 では下  

（ して とする） 
保

 

水 び 水 の 水 、

び の 、 び の 、

び の 、  

表 、中 び1 を える地

では下  

（ して とする） 

の 量（ ） 

表 、中 び1 を える地

では下  

（ して とする） 

水 方法は水 法に基 き、水深が５～1 の地 では、表 び中 から 水し

た。表 とは 下 、中 とは 下 の水 とした。水深が1 を える地 では、

に じ下 （ 下1 ）からも 水した。 

  

       基準  

一

 

水 度 H 、 量 、 量

、全 、 出 分  

基準 

 

全  

全  

基準 

 

 

水 び 水 の 水 、 び の

、 び の 、 び の 、

 

基準 

の

 
量（ ）   
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事業者  

き 業時における については事業者が 施した。
せ と

は、 時、 から

が れており、 も く、また 会 直島 の の出 りも

いことから、基本 を 、対 地 を とし、 事地 の地先 に 時 を設け

た。なお、 上の であることを し、 度を に 加して 施し（表 ３

３ ）、基本 の 基準を表 ３ ５のとおりとした。

  

区分          

一

 

水 度 H 、 量 、 

量 、 

全 、全  

全 、全 は表  

の は ～３  

（ して とする） 

1  

 

水 H 、 、 

、  

～３  

（ して とする） 
1  

の

度  
2 日 

水 、 度 ～３  

量 、  
～３  

（ して とする） 
1  

水 方法は水 法に基 き、水深が５～1 の地 では、表 び中 から 水

した。表 とは 下 、中 とは 下 の水 とした。水深が1 を える地 で

は、 に じ下 （ 下1 ）から 水した。 

  

区分          

の  
度  

日 
水 、 度  

  

    基準  

一

 

水 度 H  

量  

量  

基準 

 対 地 で 基準を えた場 は

現 水 を 力 せないこと 
全  

全  

基準 

 

 

水 H  

 

 

 

基準 

なお、 度の 基準については、 度と との 関関係を事 に し、水 法にお

ける の排水基準である2 を する場 を 安とした。 

 

の理念に し な 業 を 成することにより、 亡事 大 は うに

ば 全 期 事 を期すとともに 、 者 の を るため、安全 理

の び 任の を た。また、 び関係 力会 との連 を にし、 安全
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法 施 令 施 の諸法令を するとともに全員 加による安全 理 を

するため、 議会を 月末日に し、現場に した安全 を月当たり 日

上 た。 

として 業としているが、 を ない事 で 事が とな た場 は、

な 設 を した 業 書を事 に の 員に 出し を ることとした。 

本 事の施 に当た ては の 業中 基準（表 ３ ）を設けた。ただし、 業中

基準に たない場 においても、 安全 任者、 力会 の安全 任者、 長

が と した場 には 業を中 することとした。 

また、 が れる場 会 直島 より 業 の を

れた場 については を設 し、 業 を一時 せた。 の が れる場

には 業 を 地区に せることとした。 の が れる場 、 業 を

直島 （日 ）に せることとした。 

上 搬 での 業 の航 時には 上 法、 上 安全法 び 法を した。

業 を する 業 び 水 業時には の 員を せた安全 （ ）を

した。 

 業  

 基準  

 1 上の場  

 1 下の場  

 1 上の場  

 1 上の場 または 水 が と した場  

の  意報 報 令時 

業  

施 を にて い、 の を した。 の 長については、

は、 時に まで る長 とし、上 の係 は、 時に まで

る長 とした。 

係 の を で切 し、切 した を

にて撤去した。 

設桟橋 に 下 の 保 場 を設 し、

の を にて撤去した後、 設 を にて

撤去した。 

設桟橋に している の 、 設桟橋 を 切

し、 にて撤去した。

に した にて中 した 設 を にて引き いた。

設 に設 れた を撤去し、 設 に

を 設し を た。 

撤去した を に 搬し、 して分 処分した。

 

県  

による は 撤去 事 、 撤去 事中 び 撤去 事後において、平成31年

月22日、令和元年 月1 日 び令和元年 月22日に 施した。 

直島 桟橋の地先 び基本 と対 地 の 結果が 度であ たこと、またこ

れまで 施の 上 に係る （平成 13 年３月～平成 28 年 月 施）
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と て特 の がなか たことから、 撤去 事による はないものと した（表

３ ～ ）。 

  

  

  

6-48



-  

  

 

度による 量（ ）の 基準は 豊島事業関連施設の撤去 会（H31 3 2

）で 議 を た 施 書において、 水 法における 量（ ）の排水

基準である 2 を 安とし、 度と との 関関係を事 に し する。 に基 き、

撤去時において水 の を 時 うために、 が た平成31年 月22日の桟橋

撤去 事 の の表 、中 び下 の 度 び の結果を いて、 の 関 を 成

した（ ３ び ３ の と を ）。この 関関係より

2 当の 基準は 度22 と れることから、安全 を見て 度2 を

撤去時の 基準とした（ ３ を ）。 

の後、 が た 撤去 事中 び 撤去 事後の の結果 び 者が た

撤去時の の結果を めた 結果を基に 度と の 関 を 度 成した（

３ び ３ の と を ）。この 関関係からは 基準  

2 当の 度は182と れるが、上 期 中の は排水基準の2 を 分に下

ており、 ないと した。 

１  

度：  

0            10       1       1 0      0       0 
0 

 

10 

1

1 0 

00 

0 
度：1   

 事  

 

  

 事

事
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事業者  

撤去時の については、令和元年 月11日から 月19日までの期 に 施

し、事業者が 事による水 の を した。 

基本 における 基準は、 施 書において 対 地 で 基準を えた場 は

現 水 を 力 せないこと としており、基本 と対 地 の 結果が 度で

あ たことから、 撤去時による水 の はないものと した（表 ３

1 ）。 

また、 度の 結果については 撤去 事 に めた 基準2 び全ての 結果

において 度と 量から した 基準182を していた。 量の排水基準

2 は 度と 量の 関 （ ３ び ３ ）より めた

度の 基準を していたことから、 量の排水基準2 は全ての地 において

していたと れた。 

 事業者  

  

 

 事  

 

  

 事

事
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令和元年 月2 日に、豊島事業関連施設の撤去 会の 員 会のもと現地 を

い、撤去 業の 施 の設 の について した。 

員からは、 施 書に て 事が 施 れており、 に れた

は、 事による水 の に対して な 果があると があ た。 

また、 り上げ の に （ な じれ）があるため、 すること 、

り上げ の の の連結 が、 せ りがあり に感じた

ので 意して するよう意見があ たため、 つり上げ の を うととも

に、安全 を てから の の連結 を した。 

  

１               

業        業
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豊島からの廃 の搬出 処理が完了し、 期において、 の 施設として撤去したものは、

中 保 施設と を結 搬 （一 橋 区 あり）、豊島廃 の 成

場 であ た 、豊島廃 後の一時 き場 であ た き である

表 、 。 

なお、 整 保 については、 搬業 を していた日本

会 にて撤去し、廃 搬 太陽 と 38 に対しては、廃

の 去を い、日本 会 に した。 

また、 成 の の に利 していた３ の も 期に撤去

した。 

期においては、廃 の搬出完了後に本 に 施した豊島 での地下水 対 の

を まえて たものであり、 のために いた地下水 の関連施設 設 、 につ

いて、 施設の撤去時期を整理したうえで、 、 撤去したものである（表 、

）。 

の 施設としては、処分地 の 水の 水 排 施設であ た 、地下水の 水

水施設であ た 水井 び 、地下水の 施設であ た 井、 の

え施設 である。 

業 の 施 な 業方法 び 業 を した 施 書 に基 き、 事を

い、施設撤去廃 は を とし、現場で分 を たうえで 利 を た。 

  

6-52



-  

１ 豊 事

施設の役  施設  施設  施  

上 の排
水  

 排水  完了（H29 3～H29 12 8） 

整 保  
2  日 の  

完了（H29 9 11～H29 9 2 ） 
（日 が撤去）

び  2  見 者 び  完了（H29 18～H29 31） 

中 保 施設と
を結 搬

 

28 1 橋 設 搬  完了（H29 3～H3 29） 

28 2 設 搬  完了（H29 28～H29 2 ） 

豊島廃 の
成場  

29  完了（H29 28～H29 1 ） 

豊島廃 後の
一時 き場  

3   完了（H29 28～H29 1 ） 

場 31 場 完了（H29 19～H29 1）

 豊 事

施設の役 施設 施設 施

処分地 の 水の
水 排 施設

-1 処分地 の排水 完了（ ～ 1 ）

-  水 完了（ ～ 1 ）

-  水 下 完了（ ～ 1 ）

-  井 完了（ 1～ 0）
-  完了（ ～ 1 ）

-  完了（ ～ 1 ）

の 地下水の
水 水施設

-1-1 水井（施設 -1- ～ を く） 完了（ ～ 1 ）

-1-  水井（ - ） 加 対 の終了後に撤去

-1-  水井（ - 、 - ）
し、 対 が となる

時 に撤去

-1-  水井（ - 、（ 0 0））
完了（ ～ 1 ）

（ 設し、 対 が となる時
に撤去）

-  水井 完了（ ～ 0）
-  完了（ 1 ～ 10）
-  完了（ 1 ～ 10）

の の施設

-1-1 え施設（上 ） 完了（ 1～ 11 ）

-1-  え施設（下 ） 完了（ ～ 10）
-1-  完了（ ～ 10）
-  完了（ 1 10～ 1 ）

- -1 処分地 （ 度排水 ） 完了（ 1～ 0）
- -  処分地 （ え施設 ） 完了（ ～ 10）

処分地 からの
水の 水 排 施設

-1 排水 （上 ） 完了（ ～ ）

-  排水 （下 ） 完了（ 1 ～ 10）

地下水の 施設
-1 井（施設 - を く） 完了（ ～ 1 ）

-  井（ 、 、 、 0 0
び ）

引き し時に撤去

排水基準の達成後の地下水 に対する基本 対 （ 1 員会 ）に基 き、 対 は
基準の 達 ない。
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6-  

図６－４－  豊島内施設撤去関連施設（第 期工事） 平面図（撤去工事前） 
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6-  

図６－４－２ 豊島内施設撤去関連施設（第Ⅱ期工事） 平面図（撤去工事前） 
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 豊 事業 事  

１  者  

１ 豊  

 豊  

豊島廃 処理事業は、関係 がともに 加 し、 たな関係 を て を

していこうとする思 の理念に基 き ているものであり、特に、豊島住民との

報 、意見 は、豊島廃 処理事業を める上で大 である。 

 において、申 らの 表者 と の担当 員 による 議会を設 することが

められており、本 事業 について 議を ている。 

１  

１  

（３）の に基 き、本 事業について 議するため、豊島廃 処理 議会（

下 議会 という。）を設 することが、豊島廃 処理 議会設 で められている。 

 

の者をも て 成することが設 で められている。

者  

  申 らの 表者  

  の担当 員  

なお、 者については、 び の者が を し、 方の 意を た上で 議

会員に し、 の任期は 年である。 

また、 議会には の役員を くことと れている。 

会長  

会長 理  

会長 び会長 理は、 者をも てあて、会長は、会 を 理するとともに会議の議長

となる。 して、会長 理は、会長を し、会長に事 あるときは の を 理する。 

 

議会は、 年 （ 月 び 月） するものとし、会長が する。また、 上の

議会員の があるときは、会長は 議会を することが、設 で められている。 

 において、申 ら 3 び 加 ら111 を せて 申 ら という。 

 において、本 廃 の搬出 、地下水 の 、豊島 施設の設 び本 廃 の

処理の 施を 本 事業 という。

（一 ） 

（申 らと との 力、豊島廃 処理 議会） 

３  申 らと は、本 事業の 施について 議するため、 に めるとこ により、申 らの 表者

び の担当 員 による 議会（ 下 豊島廃 処理 議会 という。）を設 する。 
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議会の については、 議会において、会長、会長 理、豊島住民 議会員 び

議会員の関係者により 議 れ、 れた。 の な 議 は のとおりである。 

１  

設 において、 年 （ 月 び 月） することと められているが、 議

会において豊島の 議会員から 議会 のものは最終 意に基 いて設 れた があるこ

とから、豊島の方々が し すいように、 に は豊島で しては うか との が

あり、 方 議会会長の りまとめで れた。 

 

議会員から、 のような意見が出 れた。 

 

議 を することで、 が じないようにする きである。 

しなければ、 の に えられないのではないか。 

 

議 には 、 に関する 報 まだ れていない 報、 報が まれる

がある。 

員の との関係もあり、 がかなり れる。 

員会と 様に、 な限り、 議の結果を することで、 な 報 は ら

れるのではないか。 

これらを まえ、会長 び 利会長 理からは に のような意見があ た。 

   

のない 達な意見を くためには、 も を ないのではないか。 

議会は の 長である。 は で していること、また、会議 議事

の 、終了後の 者会見な の方法により、 しく議 れたことをお らせすること

で対 できるのではないか。 

、 な の事 業に関する 報、 の についての 報、 員会で

により 議している事 があるが、 議会では、このような 報を全て 出して

いただき、議 する がある。 

 

本 は、 とする きであるが、 員の との関係、また、 の とい

うことであれば、 も を ないのではないか。 

会長は、 議会員の意見を りまとめ、 のとおり り うこととな た。 

については、 らに 議会員と 議、 する。 

とも 議して、 により、できるだけ する方 とする。 

議会の 、 については、 の 度、 していくということで、議長に任せてい

ただく。 

 

会長から、 のとおり れ、 議会員の意見を まえ れた。 

 

   

何らかの があ て出 できない場 は、 の 任において 理 を 任し、 議会の

出 を めることとしたい。 
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理 を出 せる場 は、会議の 日 までに、 方全 員の 議会員に、 理 の氏

を書 で連 する いとしたい。 

 

は でもよいか。 

   

議会員は、出 できない場 は の 任において 理 を 任し、 議会の出 を め

る。 

  会議の 日 までに 議会の に い、 から 方の 議会員に する。 

  連 方法は、 でもよい。 

 

   

の準 もあるので、 の1 日 までに 方に することとしたい。 

   

議 の 出については、 を期する意 で、書 をも て う対 でお いしたい。 

   

の1 日 までに、 方に書 により、 を じて 議会員全員に する。 

 

   

あらかじめ会長に報告した上で、 方に することとしたい。 

   

  意見なし。 

   

  会長の のとおり となる。 

事  

   

を担当する において、 議の を議事 として 成したい。 

議事 については、会長 は会長 理と会長が する当事者 方の が して

することとしたい。 

議事 は、 報 は全て する。 

   

分も 成 れるのか。 成しないのであれば、 議の結果が らないこととなる。 

 

を担当する において、 議の を議事 として 成したい。

議事 については、会長 は会長 理と会長が する当事者 方の が して

することとしたい。 

議事 は、 報 は全て する。 

議 の と結果について、 を し、 する。ただし、 報については 表

しない。 

の 、議事 についてもできるだけ する。 

 

   

豊島 は、廃 対 豊島住民会議、 は廃 対 処理事業 にお い

したい。 
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  意見なし。 

   

  会長の のとおり となる。 

知  

  豊  

  方法は のようになるのか。 

か月 には するということはできないか。 

  県  

か月 から日 整をお いすることは である。 

   

会長が する場 と 議会員からの で する場 があり、 の 度、 を う

こととする。 

については、 か月 から日 を 整し、 議会員に する。 

事  

れた 議会には、 に関する 議、 意書の 結 が れたものもあり、 の

は のとおりである。 

１

 

平成1 年３月13日（ 11 豊島廃 処理 議会） 

 

平成 1 年度に が た で、 の から が 基

準を えて 出 れたことから、 は に 対 特 措 法に基 く対 地

の を し、 は地 を た。 

が 法に基 く対 の を い、この に て が当 の 去 の

対 事業を 施するにあたり、 と から豊島住民会議に、この の 処理につ

いて、直島の 中 処理施設での処理 について がな れ、 時の 11 議会において

豊島住民の で するに た。 

なお、 の 事 については、 11 議会議事 に れている。 

 

 

平成2 年11月 日（ 19 豊島廃 処理 議会） 

 

は、処理量 対 の一 として、 に 力のある を 利 し

て、 を 熱処理することを し、 した結果、 で処理した について、

として 利 できることを し、 処理は 理 員会において れた。 

の処理は、 理 員会の 、 のもと 施するとともに、申 らに を報告す

るという のもと、 時の 19 議会において 豊島住民の で するに た。 

なお、 の 事 については、 19 議会議事 に れている。 

 

 

平成22年 月 日（ 2 豊島廃 処理 議会） 
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水 処理は、 から 度 れている処理を して、特 産業廃 に

する の 去 に関する特 措 法の が けられる平成 2 年度末までに処理するため

には な処理方法であること、 成 後に した の処理 であり、

全 に くの処理 があること、 処理に て処理 が大 に安いこと、これを

水 処理を う理 として げるとともに、水 処理が 上に れていない処理

方 であることから、 上の整理についても、豊島住民と 議を めたいと 。 

豊島住民 の 方の も加 り、 に たり 大事 連 会を し、意見 整

を てきた結果、 のものを せ 、 たに 議 意書を 結するに た。 

 

 

平成2 年1 月1 日（ 29 豊島廃 処理 議会） 

 

理 員会において、 の処理方法として 方 が に れ、

議会において、 から豊島住民会議に対し の処理方法に を 加すること

を に した。 の後、 大事 連 会を し、直下 の の

処理方 について しく するとともに、 から 議 意書の を し、 方の を

え、 議 意書の について 議した。 の後、 度 大事 連 会を し、 議 意書の

について 議し、平成22年度の 議 意書を する 議 意書に するに た。 

 

 

平成2 年 月 日（ 3 豊島廃 処理 議会） 

 

特 処理 については、 廃 な 、 の施設では切 の

処理が しいもの 、 、 な 、 が 保全措 で 後に処理が

にな ているものな が全 で 3 あり、処分地 に き れたままにな ていたので、

の な処理方法について した。 

廃 は が 出 れていたが、 廃 のものに があるのではなく、

表 に している に があることが分か た。このため、 が している表

分と 分とを分 した上で、表 分については、 の に す方法により、

に して島 に搬出し、廃 処理法に基 く 廃 処理の 大

業者に をして処理をする。また、 がない の 分についても、切 、 をした

上で島 に搬出して、廃 処理業者に 処理をすることについて 理 員会において

れた。 の後、 議会においても 方で するに た。 

なお、 の 事 については、 3 議会議事 に れている。 

 

 

平成28年 月31日（ 3 豊島廃 処理 議会） 

 

申 らから、 に対し、 の 本 処分地 のう 、地上 設 地 の 地の

いについて申し出があ たものである。 

本 処分地のう 、地上 設 地は、 が廃 撤去、地下水 の を ているが、地上

設 区 は、廃 は 在しておら 、地下水 の も ないと えられている区

であり、 に豊島住民が の な をして利 している であ た。 のような中

で、 を整理する があ たものである。 
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は、地上 設 区 は、豊島３ 会が 地 に基 いて 理 していること、

は の区 の 地 の現 として している 地は おり することな

を した。 

なお、 の 事 については、 3 議会議事 に れている。 
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１  

直島町の豊島廃 中 処理施設の 基準の一つとして 町の につながるこ

と があり、直島町との においても、 町 び は、 会 の 力を て、

直島町において、 事業 により、 しく な についての

産業の が られ、直島町の につながるよう める。 としている。 

これを け、平成1 年３月に、 と町が で （ なおしま

）を 、 （ 産業 、 ）から、先 、 のある だとして 全 1

、島し では めて を けて、地 における を とし

た たな ま くり を 、 で 施することとな た。 

 

事業は、地 における （ある産業から出るす ての廃

を たに の分 の として し、あら る廃 を にすることを す ）を基

とした たな ま くり を 、 で する事業である。 

この事業は、地方 が と 和したま くり （ ）を 成し、

を けた場 に、 が に する事業として平成 年度から 度 れた。 

なおしま では、 会 の と町の 力の 、 の継 と

いう を するため、 然 と産業の 和した島という直島町の特 を かし、 産業

を 成することを しいま くりの基本方 とし、 然 の 和したま くり を

基本 な としている。

事業  

１ 事業 

なおしま 事業は、直島町に れた 施設 、 の

産業基 を し、これまで が であり、最終処分 れていた廃 を

と け、これらから 会に な を するとともに、 を し、

な 会 の に しようとするものである。 

 

 

施設は、 から 、

、 を分 去し、

するための施設である。

 

豊島廃 の処理と一 のものとして、

の を して、 に まれる

を の （

の ）として する。 

を する施設であり、

施設と せ、水 方 による

去という めて な で

の を る。 

１ １ 
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を して け れることにより、 出を し、 、 業 の

安全 を 保。 

  

 

施設は、廃 廃

の 、 、基

を で 処理し、

上 となる 分を 去し を す

るとともに、廃 の に て する熱

から を し、 に 利 す

る施設である。

 

当時、 とん が 処分 れて

いる廃 廃

を する施設。 

廃 中の による の による水 に対し

て、 を し を するとともに、大 な を としている。 

排 について法 より しい 理 を設 し、 を達成するための施設を整

し、 、安全 に最大限 。 

会に な 、 、 、 を 産する を 。 

に まれる を の （ の ）とし

て 。 

１ １  

１  
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事業 

  なおしま 事業は、直島町において、住民、事業者、 が一 とな て、

ご 量 の 、 の くり、 の 、

の な 、 と 和したま くりに り ものである。 

 

本 なおしま に り まれた 事業を するため、事業の

として なおしま 員会 を設 し、 の を てきた。 

ご の 量 、 の 、 の な 、 和 ま くりの び

。 

和 ま くりを とする の くりに け、

の 、見 者対 、施設整 のあり方な び

に関する 。 

これらを めるための 報 。 

 

（平成28年度まで）にて、

豊島廃 の 処理から まれた

を て をすることにより、 を

なものとして 、 （

３）。 

中 処理施設 施設

施設 を の

場として （中 処理施設 の見 は平成28

年度まで）。 

保全と 地 くりを として、 を し、 利 廃

と 利 。 

 

和 ま くり住民 う ら なおしま が、なおしま 然 （

）な と 和したま くりを 施。 

１  

 

１  

 

１  
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 事業  

豊島廃 処理事業は、関係 がともに 加 し、 たな関係 を て を

していこうとする思 の理念に基 き ているものであり、 様な意見

報 の場を設 するとともに、事 が した場 を めす ての 報を かに

し、関係者の理 と 力を ながら める がある。 

報の については、豊島 直島町住民が処理事業の を できるよう、施設の 、

上 の 航 、水 排 の の 報を するとともに、 時 時

においては、 の 、 大 （ の ）を として、廃 対 豊島住

民会議 、豊島 直島の事業者 の連 を た。 

らに、直島の中 処理施設 び豊島の中 保 施設にて見 者の れを い、これら

の施設を の場として し、平成28年度末までに8 い見 者を け れた。 

廃 の処理が完了し、中 処理施設、中 保 施設が撤去 れた後も、 と廃

対 豊島住民会議の な連 のもと、豊島処分地の 理と見 者の れは けられてい

る。 

 

１ 事  

１  

豊島廃 処理事業は、関係 がともに 加 し、 たな関係 を て を

していこうとする思 の理念に基 き ているものであり、特に、豊島住民との

報 、意見 は、豊島廃 処理事業を める上で大 である。 

で設 することと れた 豊島廃 処理 議会 の場だけでなく、豊島廃 理

員会 においても、 からの として豊島住民が会の び最後に意見を る 会

を設けるな 、 の場で に意見 を ている。 

らに、より一 な意見 を うため、 の場として、 と豊島住民との事 連

会を、平成13年 月2 日より ている。 

議 は 岐に たり、場 によ ては も 加する 大事 連 会も している。 

 

 基本 に 月 、 ３水 日（後に ３ 日 に ）に豊島（豊島 、中

保 施設会議 ）で することとし、廃 対 豊島住民会議と が出 する。 

事  

 事 連 会の 施  

 豊島廃 処理事業の  

 豊島廃 処理 議会の議  

 豊島における見 者の れ対  

 豊島廃 処理事業の 報  

事  

１

23 豊島廃 処理 議会（H22 9 ）において、 の水 処理について

が れ、 なる 議の場として、 大事 連 会が れた。 の後に れた 事

連 会（H22 19 ）において、 大事 連 会を （H22 ）、 （H22 2
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）と することを 議、 した。 

事 連 会の出 者に加え、廃 対 豊島住民会議 からは、 議会員でもある大 、

中地 が、 からは、田 が 加し した。 

この 大事 連 会を まえ、 2 豊島廃 処理 議会（H22 8 1 ）において、 議

意書に が れた。 

な議  

（H22 ） 

（ ） の いについて 

の整理について  

（H22 2 ） 

（ ） 処理に関する え方について 

議 意書（ ）について  

直下 の に係る 議 意書 について、 9 事 連 会（H2 2

）において から廃 対 豊島住民会議に したとこ 、直後に えている 28 豊

島廃 処理 議会 大事 連 会において 議したいとの申し出があ たことから、 ３

大事 連 会を 年 月 日に した。 

事 連 会の出 者に加え、廃 対 豊島住民会議 からは、 議会員でもある 田 、

中地 が、 からは、田 が 加し した。 

らに、 年1 月 日に 大事 連 会を し、 議 意書（ ）について 議が  

れ、 29 豊島廃 処理 議会（H2 1 1 ）で 議 意書 の がな れた。 

な議  

直下 の 処理方 について 

  議 意書（ ）について  

  

１

のま 直島 員会とは、直島町における 事業関連施設の 業に う

を 然に するとともに、 のま に基 いて、 あ れる豊かで しい る と く

りと 然 の 和したま くりを めるため、平成1 年1 月 日 けで直島町が設

したものである。 

の任 として、 の豊島廃 中 処理施設、 の 施設 び

施設の 業に う の を 、 するとともに、直島町 の

の保全、 法 の 、 の な について、 、 、 を い、

に じて直島町長 の 、 を う。 と 員会設 に められている。 

は、 員会が れる場 、 の豊島廃 中 処理施設の 業に係る豊島廃 処

理事業の現 を てきた。 

 

（H1 1 2 ）より 年度 期に し 会

から意見を しており、 13 の 員会を平成21年1 月1 日に した後、平成22年度は

れていなか た。 

の後、 1 （H23 1 13 ）、 1 （H2 3 29 ）、 1 （H2 1 11 ）、
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1 （H2 1 1 ）、 18 （H2 1 19 ）、 19 （H28 1 21 ）、 2

（H3 1 2 ）、 21 （H31 3 2 ）と、 に じて れている。 

 

は 員会において、豊島廃 処理事業の 施 （豊島廃 の処理量、直島町一 廃

の 量、 成 の 量 び 利 量 び見 者 な ）を している。また、直島中

処理施設における （排出 ）結果についても 時報告した。 

な の  

1 （H2 3 29 ） 

の 処理について 

産廃特措法に基 く 施 の  

1 （H2 1 11 ） 

直島中 処理施設 の のための 業（ 下げ）時に した 事

について 

1 （H2 1 1 ） 

直島中 処理施設 の に 量の が したことによる 排出

事 を報告 

2 （H3 1 2 ） 

直島中 処理施設の撤去 の 施  

21 （H31 3 2 ） 

  れた たな廃 の処理の方  

  直島中 処理施設の撤去 の 施  

  直島 桟橋撤去 事 の対 の  

  

 直島町議会において平成 12 年に特 員会として設 れたもので、町議会の全議員で 成

れている。 

 直島町において豊島廃 を中 処理したいという からの に対して、町議会において

を い く 分に 議するために設 れたものである。 

この特 員会で から豊島廃 処理事業についての を けるとともに、この にか

かる 事 を 議するため において設 した 豊島廃 処理 員会

において特 員会の 表者が出 し、意見が られてきた。 

 らに、直島町議会からの を け、 会 直島 が出 し、直

島町の について議 を てきた。 

 現在は、直島町で事業を する民 業を し を けるな 、直島町の 対 を

く議 する場とな ている。 

 豊  

１  

平成 12 年 月 日の 成 により、豊島処分地の廃 びこれによる は、豊島に

設 れた中 保 施設 び特 処理 処理施設において処理を た上で、直島 上

を い、 会 直島 地 に設 れた中 処理施設において

処理を うこととな た。 

なお、豊島から本 廃 を直島 上 するにあたり、 上 を するため、
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豊島廃 上 航 安全対 員会を した。 こで、豊島から最 かつで

きるだけ安全な を航 するという のもと、 の 期 び 場を し、 月～ 月

と1 月～３月で な た が れ、平成1 年 月1 日から 航を した。 

豊島から直島までの本 廃 の 上 に当た ては、 を のまま

せて る の を利 した。 

上 は の で、 18 により、廃 1 を した。

豊島から直島 を 日 することにより、 日 3 を し、年 22 日 度 航した。 

は、航 が く の に した を し、豊島 直島 を

分 で航 した。 

豊  

豊島廃 上 連 整会は、本 廃 を直島 上 するにあたり、 上 事

業の な を るため、平成1 年から本 廃 の が終了するまでの 、直島 、直

島町、日本 会 び本 が中 となり 年 期 に したものである。 

年の 日 を表 に す。 

１ １ 

豊  

 

 

 

１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島廃 上 連 整会における な議 は、豊島廃 の 上 、豊島廃

処理事業の についてであり、 の 、 たに豊島廃 処理事業において り

こととな た業 の を 加 に ている。 

豊島廃 処理事業の としては、 廃 の処理 、 の 施

、 の 、 見 者 、 の 施、 り の

について報告した。 

豊島廃 の 上 としては、月 の （ び月 量） につい

て報告した。 

 日における議 を、表 に す。 

7-13



-1

  

豊島廃 処理事業の 施にあた ては、豊島廃 理 員会により、施設の 理、

廃 の 、 において、 、 、 が れていた。 

員会においては、 町豊島 び直島町の れ れの 表者 は、 議を するとともに、

会の び最後に意見を ることができると められており、事業の 施に関して、 の場

で な意見 報 が れた。 

　 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

島廃棄物等

島廃棄物等対策 の 状

置 の ン による 処理

置 の

の水 処理

処理対 の

の処理

島・ 島 の 管理

のセメント 化処理

用 の

の掘削・ え・搬出

・ の搬出入

処理対 の し

化による処理 対策に する

島 に対する 廃棄物処理

島廃棄物等 調整会の
１  豊  
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１ 豊 事業

 平成 年1 月3 日の ５ 整 員会 員会で れた つの対 のう 、 は

当 、 上、 上 の から、 として りうる は、 処分地において、廃 の

現 に を加えることなく、 水、 水 の 保全措 を る。 であると えていた。 

 しかし、平成 年1 月12日、橋本 太 理大 が を れた 、廃 の処理に対

する の と、処理 の に が 力し をめ すことを表 した。また、平成 年

12月 日の 13 整 員会において、 員会から、 関係 と 議の上、この

に対する対 として、 が とな て 処理を施すという方 で、 んだ対 を して

いただきたい。 との えが れた。 

 の方 では の 期 が な であ たことな から、 は平成 年 12 月 2 日、

整 員会 員会に対し、 としては、 において関係者の 意が成 すること

を に、処分地に する廃 について、 処理 の中 処理のため を整 する の

方 で対 を 施す く を ている。ついては、 員会において、関係者の 意が成

するよう、 の をお いしたい との を した。 して、 において に対し い き

かけな を た結果、 からの び での が した。 

ま 、平成 年度は、厚 の 平成 年度廃 処理施設整 （廃 利 施設）

に基 き、 町豊島の廃 を に する を し、

の を利 した施設整 の 事業として、廃 利 施設を整 することにより、豊島

の び の 上を るとともに、廃 の 利 の に すること

を とし、 な を た。 

なお、 にあた ては、 が設 した 者で 成する 豊島廃 処理

員会（平成 年 月28日設 。 下 員会 という。）において、 な

を い、平成1 年 月、 豊島廃 業 報告書（ 員会、 会 日本

） を りまとめた。 

豊島廃 業 報告書 においては、豊島廃 の中 処理 の に当た ての

つの （ 中 処理の から た廃 の 、 廃 の に対 できる対

の 、 の い中 処理 の 、 施設整 に関連する 々の との整 、

に対する の 、 な 保全措 との関連 の 、 中 処理の

な ）を まえ を た。 
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 平成 年度から平成 1 年度にかけて の （廃 処理施設整 （廃 利 施

設） ）を け、処理施設 の整 を た。 

 対象事業 と を表 に、 を けて た事業 の を表

に す。 

１ 

 

事業  

（ ： ） 

年度  
助対  

 

助  

助率 25  

平成 9 査  90,000 22,500 

平成 12 
施設整

備  
4,418,548 1,104,637 

平成 13 
施設整

備  
6,120,899 1,530,224 

平成 14 
施設整

備  
7,217,383 1,804,345 

 17,846,830 4,461,706 

 

 

事業  

（ ： ） 

施設  整  

直 

島 

中 処理施設（特 処理

処理設 ） 
1 82  

桟橋（直島 ） 321 19 

搬出施設 1 8 3 

の の け 

る の  
 

豊 

島 

中 保 施設（特

処理 処理設 ） 
1 31  

桟橋（豊島 ） 82 19  

 283 2  

事  3  

 1 8 83  

  

全 地で とな ていた産業廃 の 法 の対 を するため、平成 1 年 月 1

日 に 処分が れた産業廃 に する の 去 の の について め

た 特 産業廃 に する の 去 に関する特 措 法 （ 下 産廃特措法 という。）

が、平成2 年度末までの1 年 の時限 法として平成1 年 月18日に れた（なお、平成

2 年 月22日に平成3 年度末まで期限が 長 れた）。 

 これを けて、 のとおり 豊島廃 の処理にかかる 施 （ 下 施 という。）

の と を た。 

１  

産廃特措法の として 大 が 施 に 意した。 

 事業期  平成1 年～2 年度の1 年  

 対象事業  233  

  111  

 １  

が当 設 より大 に上 したことな を け、全 の事業 を見直す中、 の
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に対する の 対 が成 （平成2 年1 月）し、産廃特措法に基 く事業に

対する が められたことに い、 施 を し、 大 の 意を た。 

対象事業  282 （ 9 増 ） 

  13 （ 23 増 ） 

  

の処理方法として水 方 による処理を 加した 施 の を に 出し、

大 の 意を た。 

対象事業  282 （増 し） 

 13 （増 し） 

 １  

平成2 年 月に、産廃特措法の期限を平成3 年３月31日まで1 年 長する 法が

施 れたことを け、処理対象量の増加に う処理期 の 長 対象事業 の増 に せて、

の処理方法 の 方 の 加 地下水 方 、施設 の撤去 な を り

んだ 施 の を に 出し、平成2 年 月2 日に 大 の 意を た上で、 日

けで において 施 を した。 

 事業期  平成1 年～3 年度の2 年 （1 年 長） 

 対象事業  2 （ 238 増 ） 

  2 （ 113 増 ） 

  

平成29年 月末に処理が完了した廃 の最終の処理対象量 、平成2 年度 に 施

した地下水 の結果 を まえた な地下水対 、施設 設 の撤去 の見直しな

を り んだ 施 の を に 出し、平成3 年３月2 日に 大 の 意を た上で、

日 けで において 施 を した。 

 対象事業  2 （ 2 増 ） 

 2 （ 2 増 ） 

産廃特措法に基 く 施 に係る事業 の を 表にまとめる。 
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１ 事業  

 （ ： ） 

  

当  

H1 12 9  

 

H21 3 19  

 

H23 2  

３  

H2 1 2  

 

H3 3 2  

中 処理施設 理  13 993 1 18 92 1 1 3 3 22  32 9 2 

処理  2 328 8 2 328 8 1  2 212  2 18 8 

搬出  21  21  1 2  1 9 9 8 2 8 3 

豊島廃 の 上 び

上  
3 21 9 3 21 9 3 2 3 3 8  

度排水処理施設

理  
39  39  3 3 1  1  

豊島処分地 理  282 2 282 2 3 1 1 338 9 1 29  

豊島廃 の 搬

 
1 9  1 9  1 2 2 2 8  3 8 8 

び

 
98  98  31 3 1 19 3 

水 処理   1 1 2  

処理     2 1 1 2 12  

桟橋     9 2 1 8 

撤去      3 93 3 

地下水 対      2 198 1 

直島

 
11  11  1 8 228 9 2  

事業  23 2 9 28 191 9 28 191 9 2 9  29 1 

 
11 128  13 3 8 1 13 3 8 1 2 8 2 2  

担  12 13  1 813 8 1 813 8 2 39 2 29 8  

期 （年度） H1 ～H2  H1 ～H2  H1 ～H2  H1 ～H3  H1 ～H3  

7-18



-1  

  

１  

 豊島処分地は に し、 が 然 法に基 く 地 、 が

特 地 に 当する。 然 法に基 き、 特 地 については 申 を、

地 については届出を 表のとおり ている。 

１ １  

 
内  区分   

 

/受理 

1 の ト ン 内に設置する 管

（ 管） 

ト

ン ー

ン 

出 物の

新  

 H12.09.11 

2 の廃棄物等の ・ の に設置する

素 り 、仮 い、 砂 、  

び の廃棄物等の ・ の に設置す

る素 り 、仮 い、 砂  

去   物の

新  

 H12.11.28 

に設置する 砂 2、 ～ 砂 まで

の  

に設置する 設備 

～ ト ン の 管 去  出 物の

新  

 H12.11.28 

3 に設置する見 施設の 、転

止策 

に設置する見 の転 止  

去

 

 物の

新  

 H13.02.20 

4 に設置する場内  砂 2 の

のアス

ルト  

 物の

新  

 H14.03.28 

5 間 管・ 施設（ として、 成 ）  出 物の

新  

 H14.03.26 

6 に設置する仮設 （ 上部）  物の

新  

 H14.04.11 

に設置する仮設 （ 上部） 出 物の

新  

 H14.04.11 

7 直島 に設置する仮設 （ 上部）  出 物の

新  

 H14.05.08 

8 間 管・ 施設の  出 物の

設置 

 H14.08.19 

9 高度 処理施設の  出 物の

設置 

 H14.09.10 

10 に設置する ン え施設  物の

新  

環  H15.01.10 

11 ンプ～高度 処理施設の 管 分、

去  

（H25.07.08 

出） 

出 物の

新  

 H14.12.09 

12 高度 処理施設～ ト ン の 管  出 物の

新  

 H15.02.20 
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R R（  R    R ： 排出 量届出） 度とは、

のある 様な が、 のような から、 れくらい 中に排出 れたか、あるい

は廃 に まれて事業 の に び出 れたかという を し、 し、 表する

であり、これにより事業者 らの排出量の な 理の にも役 つものである。 が では平

成11年 月に 排出 理 法（ R R法）が れ、 R R 度が れた。 

R R法では、業 、 業員 、対象 の年 量で一 の に する事業 は、対

象となる の 中 の排出量 び廃 としての 量について、 年度の を、

を じて 届出することが けられている。 

直島 （中 処理施設）は、 対 特 措 法の特 施設（廃

）を する事業 として、 R R法の届出対象事業 となり、 の排出量 について

届出を た。 

 なお、平成 22 年 月 日に特 の の排出量の び 理の の に関

する法 施 の一 を する 令が れ、 に が 加 れ

たため、平成23年度から届出の に 加した。 

大 あて 一 の排出量 び 量の届出 は 下のとおりである。 

  

 
内  区分   

 

/受理 

13 砂 1～ 砂 2 の 管  物 の

新  

 H17.03.01 

14 え施設 ン

管場 、

設備、

量設備 

 物 の

新  

環  H23.07.12 

15 管（ ～高度 処理施設）の一部  出 物 の

新  

環  H25.07.08 

16 仮設 ント（鉄骨 平 ）及び内部区 、

ルト ン ア 

 物 の

新  

環  H25.07.17 

17 土 （ 土）の仮置  物の  環  H25.9.5 

18 管（貯留ト ン ～ ） 出 物 の

新  

環  H26.12.08 

19 見 の 去に伴う  

  は土 町 の の 出 

 

出  

の

 

（ の

出 ） 

環  

（土 町） 

H29.03.31 

20 仮設 ント（鉄骨 平 ）及び内部区 、

ルト ン ア  16 の  

 物 の

新  

環  H30.03.05 
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１ 

（ ： ）

報告時期 
大 の 

排出量 

当 事業 の 

の 量 

H1  11  21  

H18  1  93  

H19  9 3 2  

H2  9 2 2  

H21  1 3 82  

H22  8   

H23  2 2 2  

H2   2  

H2  1 8 1  

H2  9 1  

H2  3  18  

H28  1 9 2  

H29  1  1  

H3    

上表の は に関する 年 の 量で

ある。年度により はあるが、排 は 理基準 を

するとともに、 は のため

の 施設 び で処理 れ、

とん 分 れている。

 

（ ： ）

報告時期 大 の排出量 

H23  81  

H2   

H2  8  

H2  8  

H2  8  

H28  89  

H29  1 1  

H3  2  

  

 平成 18 年 月に の の 理 に

関する法 （ 法）が熱と の 理を一

に 理するように れたことから、直島

は 一 理 場（

3 上）となり、 産業 に対

し、 届出書を 出する が

じたことから、 年 月に の届出を た。 

平成18年 月には、直島 が 一

理 場に れた の 書

を 産業 長より け、 年 月に 法に

基 く中期 書 び 期報告書を 出し、平成

29年 月まで、これを継 して た。 の 期

報告の （ 年度 ）を表 ３

にまとめる。なお、平成 22 年度報告（平成 21 年

度 ）より、事業 （直島 ） か

ら事業者（ ） での報告に とな ている。

の後、豊島廃 の処理が平成29年 月に

完了したことから、 年 月に 一

理 場 の 申出書を 出し、 年

11月に の を 理した。 

報告

時期 

熱量 

 

 

（ ） 

 

廃  

処理量 

（ ） 

 

 

 

H18 2 8 1 98 3  3 3  

H19 1 23  18 32  2  3 2  

H2  8 2 2 1 918 21  2 2 

H21  1 28  281  

H22 9 1 8 1  2 93 

H23 2 3 8 1 831 2 22 2 

H2  2 12  1 999 19 22 2 

H2  1 9 1 18 9  23 1 

H2  13  18 39  8  2281 

H2  2 8  18 98  2  

H28 2 3 3 19 9 9 891 281  

H29 8 9 91 22 93 188 29 8 

１ 
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平成５年11月11日、豊島の住民から、 事に対し を める申 があ た。 

この 申 は、 び 法 を た廃 処理業者、廃 排出事業者 を 申 と

して、 地上に 在する一切の産業廃 を撤去すること を めるものであ た。 

 この事 は、 申 とな た排出事業者の 在地が 井 、大 、 、 、 、

、 に び、 事 に 当することから、 事は、これら関係 の 事と連

会の設 について 議したが、この 議が整 なか たため、 事は、平成５年12月

2 日、本事 の関係書 を 整 員会に し、 員会がこの事 を担当することとな

た。 

整 員会は、直 に 員会を設け、 員会は、平成 年 月2 日、 を

した。 

の において、 を 申 として、処分地に 在する一切の産業廃 び

を撤去することを める 申 があ た。これは、廃 の処理 び に関する法 上の

事の事 の 理執 は の 関 任事 であるから、 は 事の の結果につい

て 任を うことを理 とするものであ た。 

 申 らと の には に大きな たりがあることが らかにな たため、 員会は

平成 月 29 日に した 期日において、 員により本 処分地の産業廃 の

を い、 の結果を まえて、 見に基 いた撤去 び 保全に な

措 びにこれらに な の を う方 を らかにし、 年 月、廃 地下水 を

とする大 、 者３ が 員に任 れた。 

 この は、 年12月 13日から平成 年３月末まで れ、 の は、 から 3

が れた。この の結果、本 処分地に れた廃 は、 を め、量にし

て 9 、 にもの り、 9 の に分 していること、 の中には、 、

水 の を の が 当量 まれており、

は地下水にまで んでいることが した。 

員は、この 結果に基 き、現 においても本 処分地 の が から

に 出していると えられるとし、本 処分地をこのまま すると、 保全上の を

るお れがあるので、 に 切な対 が じられる きであるとの を した上で、

つの を した。これらの のう 、中 処理 は最終処分を う による場 には、施設 設に

13 ないし191 の を し、処理には 1 年の期 を すると れた。 

員会がこれらの をもとに 整を めた結果、平成 年 月 18 日、申 らと と

の で、 が本 処分地に する廃 び に中 処理を施すことによりできる限り

利 を ることな を とする中 意が成 した。 

本事 において、 び 員が事 の のために めて大きな役 を果たしたが、

これが であ たのは、こうした が当事者の 担となら 、 の 担で うことがで

きるという 整 員会 び 処理 度の大きな特 によるものである。 

は、中 意に基 き、 豊島廃 処理 員会 を設 し、2 に

たる会議を して を 、平成 11 年５月に、 の結果を最終報告書にまとめた。 員会

は、中 処理の方 として 方 を すれば、 成 れる 、 な の 成 の

利 が である の見 を表 し、 せて中 処理が完了するまでの に き な

保全措 の を した。 

中 意においては 中 処理施設は豊島 に 設し、廃 の処理が終了した後には撤去す

ることが とな ていた。しかし、 は、施設の という から、中 処理施設を

直島の 会 直島 地 に 設することを した。 

この を 現するためには、廃 の 上 の方法 、直島に中 処理施設を 設し、

することに う 業 の とい た諸 を する があ た。 こで、
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は、 ３ の 員会を設 した。 員会は を 、平成12年３月、 の対 を

ることにより、廃 の中 処理を直島に 設する中 処理施設において を

せることなく 施することができる の見 を表 した。 

直島町は、このような 結果を け、 な により住民意思を した上、中 処理

施設の れを表 した。 

の後、 員会は、申 らと との で 度の い 整を め、最終 意に けての

見 しが られたため、平成 12 年５月 2 日、 3 期日を し、 れまでの 整の

を まえて 成した を申 らと の 方に した。 

員会は、 議会における の議 び申 の な意思 を て、

年 月 日、 3 期日を し、 期日において、申 らと との に が成

した。この は、 が申 らに謝 し、 は平成28年度末までに廃 を豊島から

撤去し、直島に設 れる施設において 処理を うことを とするものである。 

この 期日は、 意書 の が れた後、申 ら 表と 事が を し、

当事者は、 意 の 現に けて き出した。 

申 らの 表者 び の担当 員 による 議会を設 するため、 とともに、

豊島廃 処理 議会設 が められた。 らに、 が の のもと

に事業を 施するため、 の関 に関する大 が められた。 整 員会としては、

この事 の特 にかんが 、豊島廃 処理 議会が 切に するように を て

いくこととしている。 

員会が排出事業者に対し、 な処理をす き 任が している を するとともに、

対 に する について 分の 担をするように め、 議を た結果、平成 12 年

月までに 19 の排出事業者が の 担に ることを め、申 らとの で、 が 成

した。これら排出事業者が 担に ることを めた の は、３ 819 8 に

の る。このように、廃 の 法 に係る事 において、廃 の排出事業者が の の

ため 担に じた事 はなく、この において先 を くものであ た。 

員会は、 る排出事業者 業者、廃 処理業者 との については、当事者 に 意が

成 する見 がないとして、 を 切 た。 

一方、 との 成 に先 、 員 を 申 とする申 び を 申 とす

る申 は り下げられた。 

豊島の産業廃 をめ る 事 は、 が成 した平成 12 年 月 日をも て全 に終

結した。 

の後、 は、特 産業廃 に する の 去 に関する特 措 法に基 く の

を けて事業を めたが、この法 が期限を迎える令和 年度末においても、 整 員会

は、豊島廃 処理 議会に出 するな 、この事業の を けている。 
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 事業  

１  

１

は平成 11 年 月、豊島廃 の 処理を直島町で いたい を直島町に対して

し、直島町長は平成12年３月、中 処理施設の整 れを表 した。 れに当たり、直島町

長からは が しないこと 町の につながること の 切な対 町民

の の つの が れた。 

こで では、 のう の 切な対 を するために、 年 月 直

島町における 対 （平成12年 82 ）（ 下 対 とい

う。）を し、直島町で豊島廃 の 処理を うことに する の とと

もに、 が一、 が したときには の に め、 による を け

た者 の 措 として の を うこととした。また、 の を 保するため、

に基 き 年1 月に直島町 対 基 を設 した。 

 

 １  

この は、平成12年５月の 議会 時会に れ、 年 月 日に議 れた後、豊島住

民との の成 日である 月 日に れた。 

この は、 か からな ており、ま 、 において、 この は、 直島町にお

いて豊島廃 （ 整 員会の において が処理することについて 意した

町豊島 に する廃 び をいう。 下 じ。）の 処理を うことに

する による に対し、 が る措 を める として、 の をうた ている。 

において、 は、直島町における豊島廃 の に係る事業の 施に当た

ては、 の保全に 全を期することにより、 の の に めるとともに、 が

したときは、 による の に める として、 の び による の

をうた ている。 

 ３ において、 は、直島町の区 に住 は事 を する は法 の の

であ て 町において事業を ものが により当 事業 に係る を けたと

きは、当 の で直島町 対 を する として、 の をうた

ている。 

 において、 事の に じ、この の施 に関する 事 を 議 せるた

め、直島町 会を設 する として、直島町 会（ 下 会 という。）

の設 をうた ている。 会は、この に基 いて設 れた 事の 関であるが、

会の については、 直島町 会の び に関する に

おいて められている。なお、 において、 関を 成する 員 の の 成員の

報 に関する の 表に 会を加える がな れている。 

 ５ において、 の に な を 保するため、直島町 対 基 を設

する として、基 の設 をうた ている。基 は当 3 が てられた。 

 において、この の施 に関し な事 は 事が めることと れている。 

 において、この は で める日から施 することと れ、平成 12 年 月

日に れた 直島町における 対 の施 期日を める により、平成12年

1 月 日から施 することと れた。ただし、 会関係 である び は平

成12年 月 日から施 することと れた。 
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  直島町 対 び 直島町における の び の

に関する基準 を平成13年 月 日に施 した。 

  

  直島町 対 は か からな ており、ま 、 において こ

の は、直島町における 対 ３ に する直島町 対 の

に関し な事 を める として、 の を めている。 

  において ３ の に基 き直島町 対 の を けよ

うとするものは、直島町 対 申 書に の を する書 を し、

直島町長を して 事に 出しなければならない として、申 方法を すとともに、 申

書は、（ ）のり に係る については、 年５月末、（ ） に係る

については、当 の 期終了後 か月 、（３） に げるもの に係る

については、 の の が終 した日から か月 までに 出するものとする とし

て、 準 な申 期限を している。 

  ３ において、 事は、 ３ ３ に基 き の の を したときは、

の を直島町 対 書により、申 者に するとともに、 の

を直島町 対 報告書により、直島町長に報告するものとする とし

て、申 が直島町を すること び直島町が を けた事業者に対する の 利

成を ていることから、直島町に の の の を報告することとしてい

る。 

  において、 事は、関係者に の 出を め、 は関係者の意見を くことができ

る として、意見の について めている。 

  ５ において、 事は、 の を けたものが、（ ） の申 の の

により の を けたとき、（ ）当 の の とな た について、

の 度から を けたときには、 の の を り し、 の全 しくは一

の を じることができる として、 の について めている。 

  として、 事は、 の による を しない者に対し、 により期限

を して の を し、年 11 の で、 期限の 日から の完 の 日

までの日 により した を することができる な とし、 び について

めている。 

 

  直島町における の び の に関する基準 は か からな ており、

ま 、 において 直島町における 対 に する の び直島

町 対 の を に うため、この基準を める 、直島町 会は、

事から意見を められたときは 、この基準に基 き、 の び の を

い、 事に報告するものとする とし、基準の を している。 

  において、（ ） 連 業 連 会をいう。（ ）  連に

おいて れる 方 の 引であ て、 のりに係るものをいう。（３）  連による

けであ て、 のりの び に係るものをいう とし、 の を めている。

  ３ において、 会は、 が し、 の申 者が を けたと められる

ときは、 び の結果を に して が したことを する な とし、

の について めている。 

  において、 会は、 を たときは、 に める によ て を す

る な とし、 の について めている。また、のり 業にあ ては、 に

することを としている。 
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  ５ において、 会は、 の び の が に れるよう、直島

町、直島 業 の関係者に 力を めるものとする とし、直島町 の 力について

めている。 

  において、 この基準に めのない事 びこの基準により い事 があるため の

が じた事 については、 会の意見を いた上で、 事が める とし、 の

加の きについて めている。

 平成 12 年５月の 議会 時会に基 成の として 3 の を 上し、 年 1

月 日から基 の を した。 利 は元 に れており、令和 年３月 31 日時

での 利 は で12 1 3 とな た。

  直島町 会の び に関する を平成12年 月 日に施 し、 年

月 1 日に 1 の 員を した。 年 月から平成 13 年 月までの に３ の 会を

し、 直島町における の び の に関する基準 の に関する 議

を た。 後、 会の はなか たが、 年の任期 に 員を した。 

  

  により を けた、 は けた のある 業者に対し、 対

が れるまでの の を 和するため、直島町が 対 度を設け、

は の に な ５ を直島町に し けるために 直島町における 対

を平成12年11月1 日に施 した。 

  また、 対 を けた 業者に対し、 に係る利 担を するため、直島町

が一 の で利 成 を する 度を設け、 は利 成 の 分の を直島町に

するために 直島町における 対 利 成 を せて施 した。

処理に係る事業の終了まで に 当する事 が しておら 、 の 申

基 の し、 の はなか た。 

全 に がなく、 に な の中、大きな事 も じることなく事業を

めることができ、直島町における豊島廃 の 処理に係る事業の終了に い、直島住

民の理 を て、 対 は終了することとな た

令和 年 月の 議会 会に 対 を廃 する が れ、議 を て、 年

月 日に施 れた。 の 、 直島町 対 、 直島町における

の び の に関する基準 、 直島町 会の び に関する

、 直島町における 対 び 直島町における 対

利 成 も せて廃 れた。
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（   ）は、 利 な最 の とも和 れ、平成 年 月2

日に 令 れた 理（ ） 令で れた。施設 設 の設 、 設、 、

業 び廃 までに いられる と方法について、最も びに 度な で、 全 に

を える排出 の を るための を すものである。豊島廃 処理事業に

おいても、 から事業 施に う を し、 は するために、 施 な最

の 法 を した。 

のため、 を 成 し、事業の 施 び終了の に当た

ては、 の を け、 かつ な を た。 

 利 な最 の 、 の と 様な の び れに

基 く とともに、本事業では 下の が 見 れた。 

１  

時 時 に、 で な対 関係者 の 報 が えるよう、 時 時

対 を し、 事業者 は直島 、事業者、地 住民 び関係

関の の連 、 力 な を していた。 

なお、平成1 年 月５日から 直島 が した平成29年 月31日までに 1

の 時 時 の 報 を た。 

また、住民が処理事業の 時の を直 に できるよう、 報表 （

末 ）を 町豊島 び直島町に整 した。 

 

豊島廃 の 処理を直島町で うため、中 処理施設の整 を け れるに当たり、

直島町長からは が しないこと 町の につながること の 切な対

町民の の つの が れた。 

こで、 の 切な対 を するために、 直島町における 対 （平

成 12 年 82 ） を し、直島町で豊島廃 の 処理を うことに

する の とともに、 が一、 が したときには の に め、

による を けた者 の 措 として の を うこととした。また、

の を 保するため、 に基 き 年1 月に直島町 対 基 を設 した。 

 

豊島廃 処理事業は、 に い、豊島廃 を直島に 後、 処理し、

利 するな 、大 で 岐に たる業 を した な事業であることから、 者によ

る を 施した。 

において、事業の 者でも 事業者でもない 者 な 場から事業の 、

す き事 を する は、 の 事業で を見ないものであり、事業の

保の で 果があ たと えられる。 

 

会 が、 （ 産業 、 ）から の を け、平

成1 年に 施設、平成1 年に 施設が完成した。 

会 では、ここから の本 が まり、現在

では の処理 力を る （ ）処理を筆 に、 の なら

でも大きな に成長することとな た。 
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豊島廃 の 処理で れた中 処理施設の 表 は、 島 町

施設（中 施設）における廃 処理でも、処理施設の一 として れており、豊島

廃 処理事業で れた が 廃 の処理に れている。 

 

豊島廃 太陽 は、航 の には 施設（ び ）

が 在していたことから、航 により 場 の を最 限に えるため、航 の大き が

から 1 れた地 で 下、1 れた地 で 下となるよう、事 の水

により を 、 を平らにするな 、特 な設 が施 れている。 

また、豊島廃 を 搬する は、 した廃 び 水が れないよう、

（ ） び水 （３ ）を設 し、水 の い

とした。 

豊  

中 処理施設、中 保 施設 び特 処理 処理施設の に先 て の撤去

を た。 業 事者の安全と の 保に 全を期すため、豊島廃 の設 の の

の 業 に基 き、 切な保 業方法 を し、 の 分な

去 を による を いて 施し、 施 に基 き、 完了

の 基準を していることを しうえで 業を完了した。 

これらの 去 業は、 処理施設の 撤去の先 事 だと えられる。 
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 豊 業  

豊島 は、あまり れてこなか た廃 の を、 が 最 先の として

せ、廃 の見直しを う引き とな た である。 

豊島に 法 れた廃 の処理は、 の 整 員会の に基 き、 が 施す

ることにな たが、豊島廃 処理事業は、 の である な 会の 、特

に 会 成に けた であり、豊島 のため、 地 業 を げての

力が れた。 

１  

 豊島住民が、産業廃 の撤去 び を めて、 を 申 として、 に対

して 処理法に基 く を申 したが、これを けた関係 による連 会設 が

とな たことから、 整 員会が を けて 申 を け け、事 処理を した。

後、平成12年 月 日の 成 まで3 に る 期日を するとともに、 員によ

る豊島処分地の産業廃 の を うことにより、 見に基 いた撤去

び 保全に な措 びにこれらに な の を い、 つの を した。 

成 後も、申 らの 表者 び の担当 員 による 豊島廃 処理 議会 が

切に するように を ている。 

 

 この をき かけに、廃 の見直し、廃 処理法の 本 な を た。 らに、

の 法において、 大 産者 任（ 者が、 産 だけでなく、廃 と

な た後まで 任を うという え方）に基 く 度を整 し、排出事業者 任を

した。 

 また、平成 年度から1 年度にかけての 廃 処理施設整 （廃 利 施設）

、平成 1 年 月 18 日に れた 特 産業廃 に する の 去 に関する特

措 法 による な は、豊島廃 処理事業の での けとな た。 

業  

 廃 度処理と 処理に係る 方 について、豊島廃 処理 員会の

した 書に基 き を するため、 施設がある 業 び の 力を

て、処理 を 施した。 

県 

廃 度処理（廃 ） （ ）処理方  

平成1 年 月 日～1 日 

住 業 会  施設 

県 

廃 度処理（廃 ） （ 一 ）処理方  

 平成1 年 月 日～３月19日 

  日本 会  直 施設 

処理 （ の ）処理方  

 平成1 年 月19日～３月19日 

  和 会   

 

廃 度処理（廃 ） （表 ）処理方  

 平成1 年３月３日～29日 

  会  処理 施設 
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廃 度処理（廃 ） （表 ）処理方  

 平成1 年３月３日～29日 

   会  施設（ 21） 

県 

廃 度処理（廃 ） （ ）処理方  

 平成1 年３月 日～1 日 

   業 会  関連施設 

県 

廃 度処理（廃 ） （ ）処理方  

 平成1 年３月1 日～ 月1 日 

   業 会  関連施設 

知県 

処理 （ の ）処理方  

 平成1 年３月1 日～2 日 

  田 会  産業   

処理 R （ の ）処理方  

 平成1 年３月2 日～2 日 

  和 業 会  

  法  設 （ R ） 

業  

 

により、豊島廃 の中 処理（ 処理）の で する 成 につい

ては、 利 を ることと れている。 

このう については、 会 の 力により、 直島 の

施設で 処理した後に、 で として れるとともに

が れた。 

また、豊島廃 の 処理に い する 分の い の 成 は

という。 期 に し、安全 と を 施し、 とな た

は、 処理をする か、 会 の 力を て、 場 搬出して

を い、 利 を た。 

なお、基準に した は、 の 場 けに れ、

として 事業 で 利 れた。 

このように、 を 利 するためには、 会 直島 が

在する直島町はも ん、 の の くの 業の 力も であ た。 

 

廃 の 去後に地表とな た び のう 、 、 び

が完了 基準 下であり、 が完了 基準を したものについては、

会 場に搬出して 処理を たが、 の には、

会 はも ん、 場が 地する び 田町の 力をいただいている。 
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１  

豊島廃 処理事業を の理念に基 き めるためには、 な 報の と は

であ た。 

のため、豊島 直島町住民が処理事業の安全かつ な を でき、 が一にも何らかの

が した場 には、 の をただ に することができるよう、 報を していく

との え方のもと、豊島住民 の 議会員からの も り れながら、豊島廃 処理事業の

ための たな 報 を した。 

この は、豊島処分地 び直島 において れた 、

報、 の 、 施設の に係る 報な を に加 し、 で す

るものであ た。 報により い 時 を 保するとともに、 の が

な 報 は 力で することにより、事業に関する 報を れなく できる とな

ている。 

なお、 を するための 末を豊島 、直島町役場 び 役

の３ に設 している。 

事  

時 時 において で な対 を うため、 事業者 地 住民 び関係

関の連 を することが であ た。 

のため、 事に しては、 の 、 大 （ の ） を として

に対 することが であるとの えのもと、直島 （ 後は、廃 対

）において 報を一元 理し、関係者 の連 が れる が れた。 

7-31



7-32 

  

１  

豊島廃 処理事業は、 豊島において 施 れる 業 （ な 保全措 、廃

の 搬、中 保 、特 処理 の処理、 度排水処理、 上 ）、 豊島廃

の 上 業 、 直島において 施 れる豊島廃 の中 処理業 （ 上 、中 処理、

中 処理に い する 成 利 な ）から 成 れており、業 ごとに 理

の が整 れ、 業 が 施 れた。 に基 き 理 を て

も、 見できない を することは しい。

本事業では、 、事業者、地 住民 び との連 力 を し、

した に対して、 で な対 が れるよう めた。また、 した に

対して、 の 対 を し、 に めた。 

  

１  

１ １  

１ １ 事 事

平成1 年 月2 日11時 分 に で が き、 上 が

した。事 当日の と事 の 、 の 、 のための 、 の

、 対 についてとりまとめた。 
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１  

１ 事  

事 当日の は 3 の豊島廃 を 、 とも、 93

日の で に処理していた。 

事 が じた は、 度 1 3 、 と の であ

り、 上特 の は見られなか た。 に の 、事 後の

、排 度の を す。 

事  

 平成1 年 月2 日 

11時 分  員が にて３度の を 。 

11 時 分  井 上 、 の の

を現場 。 

現場にて を 。 

関係 の連 を 。 

11時 3分  の  

13時 8分  の 下げを 。 

1 時2 分  の 下げを 。 

 

３ および の が した。また、

上 が最大で 3 度も 上がり、 れに い の もも 上が た。

に を す。 

 

月 日～ 日にかけて、 び した と ３

を対象に、 を 施した。 に の は見られ 、 の

な の はなか た。 

 

本 と 様に処理対象 中に を する は あるが、 去に の

ような事 は きていない。

 

の 事 の として があるのは、 と じんである。 じんについては、

豊島廃 が水分を2 度 上 んでおり、 じんの しにくい であること から

は とん ないと えられる。 こで、 に を て を た。 

１ １  

現在、豊島 現場で廃 の と の とを に、 の一 である を

廃 に している。 とは、廃 の する 度を下げる 果をもつ であり、

一 に な の が く いられる。 は水に すると 熱する を

も ており、 度を下げる 果と の 果とが られる。一方、廃 に を 加す

ると、廃 に まれる な と を こして水 が する。 の

ため、 現場で一 の 期 を設けることが 業 で められている。 

、 現場で一 期 した廃 が直島 でなお水 を するか うか、また

直島 で 加している によ てより水 が するか うかを た。水

7-33



7-34 

一 の が する として、 下 の 切出し での廃

の 加熱が えられる（ ）。 こで、廃 を加熱 せると のくら

い が するかを せて た。 

１  

１ 豊

 

結果  

 

豊島で してからおよ ３ した廃  

量の 出 

から ～1 の 時 中に した水 量より 出 

 

結果  

 

と じもの 

量の 出 

2 から ～ の 時 中に した 量から 出 

１  

 

１

 

  

13 上

廃 切出し

廃 が

けて れる

ー

れ て となる

廃

下

水 井
水

0

0 5

1

1 5

2

2 5

0 20 40 60 80 100

度

水
(

) 加 10

加 5

加 0

で も

する
の

は ない

80 に上げると水

量が増える

0 0

0 5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

75 100 125 150 175

度

加
(

) 水

化

メ ン

水 の

は 度に

一 と は

度が上 しても

量の増加は ない
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 豊

 

結果  

しない 

を れないと水 は しない 

１  

でも によ て と 上にある廃 から水 が し つ

する。 

下 の 度が上がると、 と加熱とによ て水 な の が く

する。水 の場 、 量は 時の 1 になる。 

 

の事 では、 井 の上 と の たが し

た。 て、上 下の と に れ れ が まり、引

したことが えられる。 こで、これらの空 に が まるか うかを た。

 

水 と一 の を に して を た。 

 

１  

結果  

１  
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が のとき、 が 上 に してくる。 

が の のとき、 の上が いていると、 下 で した

は に引かれていき、 まらない。 

が の でも、 が れていると、上 の が きる。 

 

 

水 の として を いて 下 に して を た。 

結果  

１   
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が になると、 下 から上 が してくる。 が

いて、 は ３ に し、一 は に達する。 

が 1 の のとき、 の上が いていると、上 空 には まらない。 

 

結果  

 

 

１   

１   

 

下 に て での 量がはるかに いため、水 を としたときと

とん じ結果とな た。 

 

が のとき、 の上が いていると、 下 で した大 分の水

は に引かれるが、一 は な によ て上 する。 

が になると、 下 び で した水 の上 の 量が増加する。 

 

が になると、 下 び で した は上 空 に してく

る。 
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が の では、 上 が れていると、 下 で した

は上 に してくる。 れていなくても、水 は な によ て一

してくる がある。 

上 空 に ま た水 は、 が くと、 ３ に し、

の一 は まで達する。 

 

結果をもとに、 下に 事 の を する。 

１  

豊  

を した廃 から でも し つ水 が する。 のため、 にの

ている と に ている にも が く。 

 

下 の 切出し が の の を けて熱せられると、 の

水 がより くなるとともに、廃 に く まれる から水 一 な

の が してくる。 

 

れた では、 に ている廃 から水 が し、 を

に えると の 上 に する と ３ に水 が ま

ていく。 

れた では、熱せられた下 で した と の上の の 分から

した水 とが、 が の でも 上 空 に ま ていく。事 当日見られ

た 時 の が、 下 び で した の上 空 の を 長し

た がある。 ま た は、 が く に の上に する ３ にも

し、一 は に していく。 

これらの の により、 上 空 と と ３

とに が まる。 を 1 に す。 

の は水 であり、 時の 量から して、 日から 日で 下

限 を越えて の 度でこれらの空 に まる。 

 

下限 を越えて の 度で ま た 、特に水 は かなき かけ

で引 を引き こす。 の引 を特 することはできないが、廃 の 中

に きたこと、 の が最も大きか たことから、廃 または廃 と

との による の が 力な の とつとして えられる。 の事 では 、

、 ３ の３ での が大きく、また、およ

で３ の が じていることから、水 の が えられる。 

事

の最後に た 中に 様の事 が したが、 の は ととも

に排 出 が して全 になり、 の が したことが

であ た。 て、 の事 とは が な ており、この事 から の事 を す

ることはできなか た。 
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１   

 

１ １ 事業  

上の 結果を基にして、 と の 対 を施すとともに、豊島

て ン
ン 内を する

を て
を ながら

入 ン
内を する

内に に
を ながら

する

ト を
する

と 入 ン 内
の を
ン する

、 等の
を 化する

、廃棄物を
で 中の ン
ト の を ず

に し、水 を
る

内の 度を
ン する

全 を した再 対策

と 入 ン を
・ する

ト の
を 化する

間 と
内 を調整し、

内で した
を 内に い

に移動
ない

の

水分 を し、
用 を する

によ て水
の を する

廃棄物 出し を調整
することによ て
内の 度 を え、

の を える

処理 の水
を 加する

掘
削
現
場

が

ま
る

の

る
場

中
間
処
理

溶
融

と

入

ン

中間保管

、
を する

間の
を ン する
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廃 処理事業全 を対象に の から見直しを い、 量の 、

の 、 の３つを に、 から までを した な対 を施すこととし

た。 

現場での 量の な 、事業全 を した な 対 を表

に す。 

１  

 

現 の 加による 対 から、事 に 水 と 然 を い、 の水分

を した上で、できる限り 量の を 加することにより、水 量を し

ながら、廃 の 水 を3 下に える方法に する。 

後、 によ て廃 を 分に する。 当日は終日 業を い、

日から中 保 搬日までは、 の 業 を見ながら、 と 後に つ 度の

業を う（ 日を く）。 

 

下 び で した を 上 に せないために、 上 空

力を して 下の 力 整を う。 上 空 力 の を

11に す。 

）大 上 空 力（ ） 力になるように、 の 引 と

（ 12 ）の 量を 整する。 

） 御の設 を 最大 でも となるように設 する 設

1 ）。 

） が 時 に じたら、 報を し の設 を下げるよう を

施する。 

） を3 した場 、 に を し、 報を し、 を 施す

る。 

 

廃 切出し量を 整することによ て の 度上 を え、 度上 に う

量の増加を える。 度 の を 11に す。 

１  

  

上 度

方 に 3

中 度

最下 度

度

（ 設）

力

力

（ 設）

力 御 -100Pa 
1300 上

上 空 力

の切り出し

度

（ 設）
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り、 施する。 

豊  

り、廃 を んで豊島で 上 中の の を かに し、

水 を せる。 

 

り、 施する。 

 

方法は を して した。 の方法と 結果による の れと

を 12に す。 

１  

時 あたりの 量は、 の場 は 空 の５ 量とし、 の場 は上

空 の５ 量とする。 は、空 を し ながら の18 度対 から し、

が よりも い にならないようにする。 は後 に き 、 排

と せる。 は、 に空 を設けて 空 を い ませ

ながら し、 は に り んで こを して 空 として に し 。

これらに加え、特 処理 処理 の の に対しても を

い、 は の と せて に り 。 

  

0Pa 0Pa

： 45m3/h

ン

ン

ン
ン

※ と 動

150m3/h

0Pa

1 ン

ン

2 ン

：150 3  

入

3 ン を  1 ン を  

を

入 ら

溶融 に  

入 入

空 として

空 を に

に

：60 3
：45 3

ト に  

ン

ン

ン

 

入

ト

ン 

ン 

ン 

ン ン を  

ン 入 ン  

：15 3  
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と れ れに対して、水 と （水 、一

、 、 、 、 の の を ）を設 し、 と

の 度を 時 する（ 13 ）。 

 

上 空 力を 時 して、大 上 空 力 であることを する。

の 度を 時 して、設 度 下であることを する（ 11

）。 

 

上 び を 時 できる で し

に す（ 13 ）。 

 

現在、 上 、特 処理 び の水 度を している。

後は一 と 水 （ ）を 加し、 も に増 し最 な と時

を める。 

 

廃 の水 に一 と 水 （ ）を 加し、

も に増 し、最 な と時 を める。また、 処理 の水 を

たに う。 

１  

 

対 について、対 事終了後に を 施し、 りに することを

した。結果を 1 に す。 れた び を で す。 
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１  

１  豊 事業  

１  

の 事 を として、 の に 全を期すだけでなく、豊島廃 処理事業

全 の安全を見直すことを として、事業全 の ま まな を い出して を た。

して、 の結果、 が であると れた に対して、安全対 を施し、事業全 の安

全 を た。 

 

人  

、 な により 事 につながるもの 

 

、騒 、 な の 増大（ ）につながるもの 
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事 につながらないが、 設 の につながり施設の連 業に

をきたすもの 

 

安全 を た結果、対 が な は 下の 12 であり、これらに対して を

施し、 により りに することを した。 対 （ 、 、 ）

の 施 を 1 に す。 

中 保 で が した の 業者 対  

中 保 で が した の による 対  

処理 び の 業員 対  

での の 対 （ 対 として 施） 

での の 対 （ 対 として 施） 

での の 対 （ 対 として 施） 

井での の 対  

まりによる 去 下による 対  

の 時の 対  

の水 の まりによる排 度 からの 対  

の 、 からの水 による 対  

排水処理 の における の 業員 対  

１  

 

業者  

、 業 に （ 、 、 一 、 水 、 水 ）の

を 施するように する。この の に の 度 上であれば、 の

りは するとともに、 による 度が 下になるまで の搬 を中 す

る。 

 

一、中 保 で が を こした の安全対 として、場 に した を

かに および で して場 に排出するように、 御 の

を う。 

業  

処理 の 、 処理 、 における 業員の き ま

・

島島

中間保管・

出  
出  

掘削・ 化 度 水処理
溶融・焼却

出  
出  
出  
出  

・

出
出

処理

出

島島
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れ の 時の安全対 として、 の に を設 する。 

 

に が して、 の熱 で が こる を

するために、 を 引し する。 

 

に が して、 の熱 で が こる

を するために、 を 引し する。 

 

に が して、 の熱 で が こる を する

ために、 を 引し する。 

 

の として している が 井 分で れた場 には

上 井 に する が い。（ の は 上 する は く、また

は1 時 している。） 

の が全量および大 分が 井 に すると、 度に達す

るため、 井 に 報 を設 して、中 御 に 報が出るようにする。 

 

に している の で が する場 が

あるが、 の場 は の 去 が 下して を す がある。

をより しにくいように するか、 を して の いものに

する。 

 

の の 時に 業者が 水 を びると する があり、

時に をは なくても えるように を する。 

 

の水 の に まりが した場 、排 度 による を

える がある。 は 本 れる は られているが、

として な 対 が である。 時に をは なくても えるよ

うに を する。 

 

において、 、 から水 した場 、 な

の は られているが、安全対 として 期 な水 度の が である。 

業  

は 中でも であることが かりにくく、 の 時に 業員が

で 業していると の がある。 時の 告として を設 する。 
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１  事

  

の り 保全を ても、 の は できない。本事業で した

は、 に 下の５つの に分 できる。 

 

設 で 見できなか た 特 の  

 

を整 して も 施するが、 な で する  

 

保全方 を めて整 を 施するが、時 とともに が し、 に する  

 

廃 であるが えに 出 の が し、 れらに して する  

 

の の 見できない  

れ れの について、 した 事 を 下に る。 

１ 事  

１ １  

平成 1 年 月 12 日 時 9 分 に 下げ の において 水

が し、 に した。 

  

3 4

2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 1 2

： 、
溶 融 の

入 ン
で が

の 明 と 再
対 策 を

に 、 調 を

溶 融 ン
の と を

調 を も と に 調
対 策 を

し 、 対 策 会 で
・

対 策 の 備 改
を し 、

委 員 に よ ・

備 、
ン 置 置 な の

改 ・ を

全 を 対 に 、
員 環 境 な

に 対 す る 全 の
再 を

を し 、
委 員 に よ ・

員 対 策 、 環
境 対 策 な の 改

・ を

再 対 策 と 全
対 策 の 改 に 対
す る を

を
し 、 再 を

を 再

委 員 会

そ の

再 ま で の

1

全 再

2

対 策
と

備 改
と

備 改

備 改
と

処 理

備 改

再

全

調

会 で

調 ・ 改 改 改 改 ・

・ 動 の 会

全

の

委 員 会

加
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 １  

平成1 年 月11日 

23 時 分 ～  から水 水が れていたため 排水を

施し、下方の 御 ５ に水がかか ていたので を

う。 

23時 分  水 、 水 報  

平成1 年 月12日 

時 2分  水 下限 報  

時 9分  水 により が で  

時31分  水の 処 ができたので 水  

時 3分  水 が したため、 引 を し、 下げ 

  

において、水 水 と排水 を結 連 が で まり、排水 れなくな た

ため、水 水が して、下方に する 御 にかか た。水 水は れて

も で けて排水 れる とな ていたが、 の排水 も ま ており、排水 れなか

た。 

当 は上方から しており、 の 水対 を 施していたが、施 のため

から水が て し、 水 が した。水 水が れるに た を

に す。 

  

による 上 の 度および の 度は、

５のとおり、 は見られなか た。 

  

ま た連 と の排水 は に ておら 、 去 度も してい

なか た。 後は に加えて、 期 （ 時 ）に連 と の排水 を

する。 

水 水があ れる に水 の 報が するよう を設 し、 報 時は 排

水して水 水 のあ れを する（ 期 時に 施 ）。 

に す り、 より排水 に 期 に水 水を排水して

を引き くことにより、連 での まりを する。排水の 度については、最

は に 施し、 期 時の様 を しながら していくこととする（

期 時に本設排水 を設 ）。 

の 水対 を 施する（ 期 時に 施 。対 は 中）。 

4

2 9 3 0 3 1 1 2
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8 11 12 　1 溶融 　 ン 水 度

0 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

22 00 23 00 0 00 1 00 2 00

水
度

 

水

1 入 水

：4
１

１  

8 11 12 　1 溶融 　 ン 度

0

2

4

6

8

10

12

14

16

22 00 23 00 0 00 1 00 2 00

度
 

1 入

：13

8 11 12 　1 溶融 　 内 度

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

22 00 23 00 0 00 1 00 2 00

度
 

度 中 度

最 度 1 最 度 2
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 事  

１  

１  

平成1 年1 月13日 

23時2 分  空 の の出 にある を する 、

に す、 める きであ た を けたまま

を り した。 のため空 が き出し、 空 より空 が

、 空 力 下の 報が し、 、 の が した。

23時28分  める きであ た を め、 の を 。なお、

時の に は見られ 、 で していた。

また、排 はい れの も 理 を下 ていた。 

 

空 の の出 にある を する 、 める きで

あ た を けたまま を り したため空 が き出し、 空 よ

り空 が 、 空 で 、 の が した。 

 

空 の の 時の 業 書（ ）を 成し、

員 の を した。 

水 水
連

排水

の排水
期 に を けて

水 水とともに

を引き き、 まりを

する。

たに設 する
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 業

  

る で た
を な た

1 2

よ 等

1

2

するた に
外したた が

出した

動 状

動 状

2 よ が
し、
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１  

平成1 年12月31日 

３時 分  の 報（ （ ）が一 時 し けてい

るため の を すための 報）が したため、 を

した。 の結果、 であることが した。 

３時 分  の を 施したが、 時に 水 の 報と

ともに が に した。 の後の で、 時に

を切ら に 業したため、 御 と りの が し

たことで 御 の が したことが であることが （

は後 ）。 御 の を し、 が ないか をすると

ともに、 水 に がないか した。 

時 分  上げ 。 

なお、 時の に は見られ 、 で していた。

また、排 はい れの も 理 を下 ていた。 

 

を する 、 （ 1 ）を切ら に 業を  

施し、 を せたと えられる。 のため、 の 力

（ ）が し、 の で 力 がなくなり、

水 の が たため、 した。 

に すとおり、 （ ）と 御 （ ）を せたため

に が れ、３ の で一 い 量の 力 （ ）

が した。 の で 力 が全てなくなり、 力である

水 が したかのように中 で が き、 したと えられる。 

 

業時の 業 書（ 1 ）を 成し、 員 の を

した。また、 様の 業 を い出して 書を 成した。 

業の 業 を う。 の 業については、 業を担当する 会が

ないため 員の 度が 分でない。 のため、 には 業であ ても 業

とし、 書の を いながら 業を 施するようにした。 

御 び と に関 る 御 （ 水 、感

（地 時）、 中の 引 ）の 力 は とする。（ 施 時期：

３月） 

11のように、現在の 力から （中 御 の

）直 力に し、 時の をなくして を した。 
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1 2 A 100 60 ( )

ン
入

ボ
イ
ラ
ド
ラ
ム

水
位
極
低

レ
ベ
ル
計

２
号
溶
融
炉

供
給
塔
レ
ベ
ル
計

B 00
2 50 50A

B 4
2 30 5A

B 16
2 30 10A

A

B

( 入 ) ( )

( ン )

内 現場( )
入

は A、B、C、D の

4 本の が れていた。

を切

ら に 業を 施

し、A と D が

3 の で一

い 量の PLC 力

が

PLC 力 が

したことにより

水

であるかのように

れ、 に た
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 事  

１  

１  

平成19年1 月18日  

排出 の （ 12）が で

した。 からの による を たが できないため、 下げを した。

 

後1 月19日に した結果、 の は 13のとおり、

が れて の に んだことによるものと した。

時の は のとおり。 れた は、

が びた場 に の に き まれないようにするための で

ある。 の から の 期整 まで が れた のま

までも ないと し、 上げを した。 

なお、 が れた については、 の により、

に し、 で ていた より したものと えら

1 2 A 100 60 ( )

ン
入

ボ
イ
ラ
ド
ラ
ム

水
位
極
低

レ
ベ
ル
計

２
号
溶
融
炉

供
給
塔
レ
ベ
ル
計

B 00
2 50 50A

B 4
2 30 5A

B 16
2 30 10A

A

B

( 入 ) ( )

( ン )

内 現場( )
入

の （感 び 時の 引

）についても 様に DCS 直 力とする

御 び と

の 力

は とする
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れる。 

１ 

  

  

管を て

　溶融

搬 置
ト ン

( a ) 

( b ) 平

れた

れた が

こんでいた
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 事  

１  

１  

平成2 年 月2 日1 時 分 、 の によるものと えられる が し、 、

び が した。 後、 を たうえで、 、

び の を し、処理を した。 

処理 直後の 月2 日３時 分 、 排出 の が したた

め、現場の を したとこ 、 排出 （ ）上 に 量の

が しており、 排出 が できない であ た。 を継 しながらの

業は であることから、 の 下げを した。 

また、 年 月11日1 時 分 、 の によるものと えられる 時 が した。

処理 後の 排出 で上 と 様の事象が したため、

の 下げを した。 

 

 

下げ び 後（ は 月2 日、 は 月13日）に から の を

したとこ 、 排出 上 に 1 、

に すような で が していた。 

 

を 去し、 を た後、 上げを した。 

 １ １  

1 2 3 4 5

却

焼

焼

後 焼

1

ト 出

置

2

ト 出 置

後 焼

ト 出 置

せ
 

 

 

7-57



7-58 

 １ １  

 

  

 

 

の を ３に す。

が している があるとともに、 が している でも、 い

が している 度であ た。 

による一時 で の 度が一 下し、 び処理の で の 度が

上 し、 と の熱 の いにより、 に した が一

に 下して排出 を せたものと えられる。 

また、 年 月に 施している 期整 後の処理 からの 日 と 量の を

1 に す。 

量は の の により 下する。 の 分 な

の により しているが、 を増加 せた平成2 年 月22日 、 年

度と して 量の が 大きい。 
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 １

の平成 2 年 月の 期整 で した 排出 の

と、 の を せた の による成分分 結果を

1 に す。 

の を せた は、 の と すると、 2

の成分が増加していることが分か た。 

 

の 3 豊島廃 理 員会（H2 2 ）において、

対 として引き き することとな た の設 については、

に 果 の き りを たとこ 、直島中 処理施設のように を りしている

に対しては の設 事 はなく、 を設 したとしても、 果について

は保 できない、とのことであ た。 

また、 の豊島廃 理 員会で年度 処理方法 処理 の見直しを

た 、 後も 下による処理 が するお れがあるとして、 の

日 について 日（ 分）を年 1 日から2 日に増 しており、これまでのとこ 、処

理 は しているものの、 していた 日の で できている。このようなこと

から、 の設 については見 り、 下による排出 での まりが

した場 には、 を して 去 業を う方法で対 することとした。 

また、 の を せるため、 の についても を めた。 

） 定期整備後の 上げから 燃焼室温度の1日平均値が1250 以上となった日を
処理開始第1日とした。

(1) 1 溶融

(2) 2 溶融

0 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

1 31 61 91 121 151 181 211 241 271

 

26 25 24 23

0 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

1 31 61 91 121 151 181 211 241 271

 

26 25 24 23

26 4 22

26 4 22

26 5 22
ト 出 置

26 6 22
ト 出 置

26 8 25
ト 出 置

26 9 12
ト 出 置

26 10 3
に 処理停

ト による停 ず

26 10 3
に 処理停

ト による停 ず
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１  

平成 2 年 月末、 の において、 1 に すよう

な が れた（ の全 が見えないことから一 は ）。 

は一 して び するという であ たため、 していたが、

が大きくなり、 排出が れ めたことから、 月1 日に の を 、処

理を して、 を 去することとした。 

 

後、 の を したとこ 、 18のように が してい

た。 していた の大き は、 ～ 度、厚 ～ 度であり、 量は

8 8 であ た。 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2 A 2 3 2 3 3 2

度
 

 
 

26 1 整備
ト

26 8 ト
ト

後

26 9 ト
ト

後

1 ト 出 の トを 分 化物 算 ン メン メ した
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後、 下の で 去 業を た。 

月2 日 、 場準  

月21日 場 、 去 

月22日 去 

月23日 去 

去 排出  

月2 日 去 排出 、 

場 、  

後、 月2 日18時1 分 、 を 、 月2 日13時 分 から

処理を した。 

 

平成21年11月、 の において が れ、 の対 とし

て、 19（ 2 豊島廃 理 員会 より ）のとおり 水によ

り対 してきたとこ であるが、 による は、平成2 年12月の

での を最後に、 れ は一度も していなか た。 

を するため、 に していた 、当時排出 れていた 、 大

の成分分 を た。結果を表 に す。 

なお、 大 とは、 から排出 れた を き 2 の で

るい分けた に する2 上の のことである。 

成分分 の結果、 の 基度（ 2）は 大 の 基度

よりも か た。 基度が くなると が下がり、 から 下する が び

り すくなることから、 基度の い が 成 れたことが と えられる。 

において、 の （ 2）分が結 して 大 が することが分

か ている（ 2 （ 19 豊島廃 員会 より ））。 
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豊  

１  
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豊  

  

 

大 が くなると、 の分、 の から 分が なくなり、 の の

 

 

 

 

 

分の 上

分の

大 の
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基度が上 する。 

豊島廃 の 業における の 加量は、 度 で 1 3 下となるよ

うに 整しており、 の上 とともに の 加量も上 し、 の 基度も上

している（ 21）。 

一方、 大 の は、 大 去 の の を けるものの、

の増加とともに上 とな ている（ 21に ）。 

こうしたことから、 下のような現象が こ ているものと れる。 

度 では、 を して した後、 で したものを 度

としている。 て、 大 の成分となる は、全量 度 にかけ

られ、 度基準 である1 3 下とな

るように の 加量が 整 れる。 

しかし、 の り、 の では

分の い 大 が排出 れる一方

で、 基度が く の い が 成

れ、 の い が の に

び ることにより、 成長し、 が

大きくなると の上に が 下し成長

が 長 れる。 

 

 

の の は、 日

（12時 に ） ているが、 は

からは見えない で 成長し、 見

が れた。 には保 のために 空 を

す があり、熱 につながるだけでなく、

れて を する となることから、

を く設 することは ましくない。 こ

で 期 見のため 下の対 を する。

22に 期 見対 を す。 

 

現在、 の 下 は、 から め下方 、 から 方 の

に を り けて中 御 で しているが、 らに から め上方 に で

きる を増設して、 の がないか することを する。 

 

の が成長すると、 れより下の 分が となり、 時に の る

が する。 に で し くな ている が できている。日 において

る を で して することとする。 

 

大 よりも大きな （ き2 の を できない ）

の排出 度を 23に す。 

月21日から排出し め、 で の が できた 月3 日までに

が排出 れていることから、 が排出 れた で、 水 期を３日に から、

日 に増加 せる。 
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に、 の に 水している 水 の を ５ から に して、

水量を増加 せ、 の を する。 

  

 

分の い 大 が排出 れることを して、 を する。

を すると、 の 度 の 処理方法（ 下 法 という。）では、

度が1 3 を する れがある。 て、 度 の 処理方法として、 後の

を、 を れた に れて り ることで した後、 るい分けて、 大

の となる 成分を 去する方法（ 下 去法 という。）を る。 

2 年1 の では 度 で1 3 を して を た

が、この 後の について、 法と 去法の 度 を 施して

した。 の結果、 ともに、 法よりも、 去法の方が、 度が 下し、

基度が上 した（表 ）。 

この結果を まえて、 2 年33 （直島中 処理施設 は 月1 日より搬 ）

より、 去法による 度 を い、 加 を せて、 の

関連 （ 法、 法）を することとした。 の結果、 の

と 様の を し、 ないことが できた。 

また、 を せた後の 分について、 法による 度 についても

して 施した。 の結果を表 ３、 2 、

2 に す。 

去法は 法と して、 度が 2～ の で くな ており、 で大

きな は見られなか た。また、 基度と 度の関係において、 去法と 法で

様の直 が られたことから、 去法でも と 様に 基度で 理できることが

できた。 後は 去法の で 理していくこととした。 

なお、 する 大 については、 処理で対 することとする。 
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１  

中 処理施設では、廃 の 搬、 の 搬 に を している。これらの

において が じた場 、 び において 処理の一

時 が じる。平成1 年度から豊島廃 の中 処理施設での処理が完了した平成29年度ま

でに の が している。 の の は 、

の 下、 大 の 下、 けの 、 の まりな 岐に たる。 の

度、処理を一時 に し、 を い対 した。 

 

とは、 場 から出る 水 （ （ ））

が太陽からくる の によ て してできる （

）、 な の である。 の 度が くなると、 くの

が も がかか たように見えにくくなる。この を という。 

は、 度になると を えるとともに、 な が

したり、 な に が るな 、 にも を える。 

直島中 処理施設は大 法のばい 施設（廃 ）に 当し、排出 量の

が 上の地方 の設 する事業場であることから、 大 時対

の 排 力 場 に 当する。 

象 により、大 の が しくなるお れがあると められるときは、 大

時対 表 の 令基準に基 き、大 ごとに 報が 事より 令 れる

（ の 報の場 は 時 が1 分の 上である大 の にな

たとき）。 時 の 令を れたときは、 大 時対 に基 き、 力

場、大 排出 場、 排出 場 は の 者 しくは 者に対し、 令区分の に げ

る区分に じ、 表の措 の に げる措 をとる。 には、 力 場に対し、当 施設の

量の2 度 は れと 度の 果を する措 をとるよう 力 を う、

排出 場に対し、 の排出量 は の量の な について 力を め

る。 

直島中 処理施設において、豊島廃 の処理を ている期 中に

の 報が 令 れ、 令期 中において豊島廃 の処理を一時 した。 令 後に 後、

処理を している。 

  

１  

平成 22 年 月 23 日 11 時 、施設 業員が、 の に いていた を

り い で ていたとこ 、 （ ）を切 した。 

１  

についていた の きが し、 が見えにくい であ た。 業 に、

業区 の 、 な を できていなか た。 

 

業時に、 の び 業時の 意 を した。 

が 量に成長する に、 に （ な の を らない）。 

7-67



7-68 

業 

平成 22 年 月 23 日中 保 施設 にて、 員が の 業を た後、

が できていないにもかか ら 、 にて を した。中 の 員が、

が できていないことに き、 を したが、すでに が 下中

で、 が の に一 した。 

１  

れ、 の が えられる。 

 

を に 施するよう、 員の を した。 

 

平成22年12月2 日 にて、 現場 で廃 の 完了後、上 していない

に、 した の後 が した。 

１  

は 中 による 業であるが、現場で が したため、 現場 に

切り え、 で を完了した後、 の上 を したが、 の

安全 を き れていため、 が上 しなか た。係員が れに か 、 に

を したため、 事 に た。 施、 業安全 、中 現場の連

があ たと えられる。 

 

業員に本事 を するとともに、現場 業員は現場 の を 分に うことと、

中 現場の連 を にするよう を した。 

業 書を めて 成し、 業時に対 できるよう、現場に 書を するとと

もに、 業員全員に した。 

業 

平成 2 年 月 31 日特 処理 において、 の を （ ）で 業中に、

下 に何かが んできて が した（ か でないかと れる）。

に はなか た。 

１  

処分地で れた な大きな の （1 を えるようなもの）につ

いては、 に報告し、 を けてから 搬 処理を めることとした。 

び が んでくる があるので、下 に （ ）

を り けた。 

業 

平成2 年12月 日 において、 の廃 の は、 は

を しているが、 の 業との関係で、 で 業を ており、 て廃

を た。 

業を り直すために で したとこ 、水 の を れた

の が 上が て に引 か てしまい、 上 が し げてしま た。

は、事 当日に しているが、 の はなか た。 
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１  

を するときは、 量 での 量 とともに、中

にも 員 し、 に を う。 

における 業 が にな た場 は、事 に 業 任者に報告 し、 会

び 業方法を する。 

 

平成 2 年 月 日に、廃 を に した の 員が を完全に下げたこ

とを しないまま、 出 を しようとして、 分が に した。 

１  

業 で により することを 業員全員に した。 

礼時の を した。 
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１  

による 度排水処理施設の は、平成 1 年から平成 29 年の に 11 じている。

の としては、 によるもので、日中に 理 員が施設にて している の

は、 時 に対 し、 の 時 の は、 上 を利 して 度排水処

理施設に し、施設の がないか を たうえで、 な をしているか うかの

を 施している。 

 

平成1 年12月に 度排水処理施設で する を 業者が で搬 中、

が し、 上に 出した。 出した としては、 が 分に れ 、

一 の で れるな 、搬 業者が としての いを していなか たことである。

現地における対 として直 に び水を して中和処理を 施した。また 後の対

として 業者に安全搬 を するよう した。 

 

平成2 年1 月13日 後 時3 分 、 分 の処理水の 度が2 度となり、

（1 度）を えたため、 が した。この を するため、 年1 月 1 日か

ら を い、一 の に が められたことから、 を 施した。 後の処理水の

度は 1度、 は1 、 Hは であり、 水の 理基準 （ H ～9 、 ：3 ）

を していたため、 年1 月19日から、 の を している。 

 

平成 2 年 月 2 日 後 時 から、 度排水処理施設 水の H （水 度）が

理基準 を した。 

この については、 の を したため、 処理水の H が上 した

ものであり、 水については、 後、 により を し、施設 に切

り えたことから、 の 出はなか た。 理基準になるまで、 を継 した。 

 

平成2 年３月 日 1 時 、 度排水処理施設の 処理設 の が

したため、 を した。対 として を し、 業が 年３月 日に完了した

ことから、施設の安全 を た後、 後３時から を した。 

豊 池  

豊島廃 処理事業 当 、豊島処分地の の が 理基準 を する

ことがあ た。最 に れたのが （平成1 年1 月５日 水分）で

度が1 と 理基準 を していた（ ：2  、 水 ： ）。平

成 1 年 月下 より連 して上 した の の により、 現場の り水 からあ

れた水が に したことが と えられ、 ま た 水を処分 に し、

の の を 施した。 
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１  

 事業 から終了までに した豊島廃 太陽 の に する 航は、

表 ３ のとおり、３ したが、い れも 処理 に を えることなく、

に 理対 した。

下 、 の については、 に を するとともに、

時に、 排 び 全 、 らに

あら る措 対 を 施した。

 また、 に対し、 の 在 を保 し、事 の に に本 に搬

できる対 をとり、 期 で現 が となる をとるよう した。

豊島廃 対 事業 豊島廃 の 上 び 上 業 の 太陽 による 航日

2 8 3日 び 航 8 は、日々の 業 の の といえる。

  

事業 から した り 報告のう 、 大 につながりか ないものとして、

業時に を れたため、 の が 上が

た事 がある。

意 のため何 か してしま たが、中 処理施設 の 員と

が の を う事により、 を することができた。

大きな事 もなく 業を完了できたことは、全員が日々 い安全意 を て対 してき

た成果だといえる。

１ １  

   

 年月日 

期  

 

措  

然 対  

対  

平成1 年12月13日 

当日 後  航 

切 に が 、 による  

により 理  

の  

一 の 保 

 年月日 

期  

 

措  

然 対  

対  

平成23年 月22日 

当日、終日 航（ 航日を 航で対 ） 

により、 が に  

、 、 り え 

日 を 、 にて を 施 

の 保 

 年月日 

期  

 

措  

然 対  

対  

平成23年1 月2 日 

平成23年1 月2 日 後 ～29日まで 航 

の により、  

び 全 、  

日 に 排 の を 加し、 期 に  

の 保 
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 事業  

１ 業  

豊島廃 処理事業は、 に い、豊島に する廃 を直島に し、

処理するとともに、 な 排出 れたものはできるだけ として に利 し、

うしても利 できないものは に処分するという 会に けた を 先する事業

である。 

現 に するまで処理対象 の を に することが しい、 した廃 を島

上 と 上 の せにより の島まで 搬する、 搬 れた廃 は れた

上で 利 れるな 、様々な と大 で 岐に たる業 を した な事業でも

ある。 

業 は、この で 会に けた を 先する事業について、豊島廃

処理事業 理 の 理 の に基 き、事業の直 の当事者ではない

者により事業の 施 を し、 意 を引き出し事業の な遂 を るな

、豊島廃 処理事業の 切な 施 理に することを として 施するものである。 

１  

業 は、 から を けた が 者として 下の を う で 施

してきた。 

業  

業 の 施にあたり、 の を した業 書を 成。業

書に する は表 ５ の り。 

１ １ 業  

成

業 の
業 の 、豊島廃 処理事業全 における け

を 。

施方
事業 に当た ての基本 な方 を するとともに、本年度の

業 の を 。

事 準 、業 書の 成、 の 成、関係者

、 業 における現地 の を

に て 。

施 （業 ） を 。あ せて、 者 報も 。

関係者との せ 、 事業者、住民の方々な 関係者との せの を 。

報告書の び 報告書に する び 出 を 。

する 書 び基準
び は のための な 、準

する基準 する 書を 。

連 時を め、連 を

の
豊島廃 理 員会 豊島廃 処理事業 員

会の のもと、業 書の を見直すこと を 。
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処理対象 量の 理に関連する 去の 理 、 業者 び の

の結果報告、 の日報 報 月報、 の 業者が に 出する の 書によ

る報告、中 処理施設の に関する 報な の 報に関する

を 施。 

者  

町豊島 び直島町の れ れの 表者 の意見の 会を 施し、 を めるに当た

ての 意 を 。 

 

者が現地において 業者 び に対する を う現地 を 施。

の 施に当た ては、あらかじめ する を した

を準 し、 れのない な を がけた。 の

を表 ５ に す。 

 

上の 結果のまとめとして、 下の を うとともに、 措 措 を

事 意事 を 。 

に基 く事業 施  

担当者の本事業に対する 意  

時 時の対  

担当者 の の 施  

業者 び の の 施   

なお、 結果の りまとめについては、豊島廃 理 員会、豊島廃 処理事業

員会に を報告し、 員会の 議を て最終 を てきた。 

豊島廃 処理事業の業 は 岐に た ており、全ての業 を の で

することは しいことから、 年度の 業 においては、 を 出し、

について を た。また、 の 出に当た ても、 と 様、関係者

の意見を とし、 施時 で の い については 先 に として

り上げることとした。 

なお、 業 については、 の え方 も に 施した。

し、 については、 に係る のあり

方 （ 法 日本 会（ ）平成19年 月 表）に れている り、

事 の の が れるあまり、 の本 業 とは の なる

として が れる の があ た と れている。この を ま

え、 業 については、 な とするのではなく、あくまで、豊島廃 処理事業

の な遂 に することを して を た。 
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 事  

１ 事  

平成1 年度から平成2 年度までの 業 に基 き、 れてきた 事 意事

は、 下に した りである。 

業者において、これら 事 意事 の対 が れ、 年度の の

に、 が れているか、 意す き が業 に れているか れ、 れて

いない事 については らに の が れてきた。 

（平成1 年度）（ 事 び 意事 ） 

日報の整 （ ） 

り 事 、事 事 、業 の 整理（ 、 業者） 

に関する 、理 （ 、 業者） 

の見直し（ 、 業者） 

における の （ ） 

安全 保と 保全のための特 の の （安全 の ）（ 業者） 

の 施 の整 （ ） 

の な 施（ ） 

（平成1 年度）（ 事 び 意事 ） 

事 事 、 り 事 、業 報告に関する 理 の （ 、 業者） 

に関する 、理 （ 、 業者） 

の （ 、 業者） 

会 の （ 業者） 

の設 と 理を じた 理に関する の 上（ 、

業者） 

け
（豊島廃 処理事業 理 ）

出 者：

施日 平成  年  月  日

施者

事
   

区分

（ 、 ）
方法

理業 の 施にあたり、 のように 理
員会、 理 員会、 の

を とな ているか
処理対象量、 の 理を うことを理
しているか。また、 理の な （

年、 量 びGPS 量を 施し、 度
から した 量と対 して、年度末時

の 量と 量（搬出量）の 、
処理対象量の を うとともに、 期 に
GPS 量を 施し、また、 とな た場
は、 時、 な 量も 施し、 度
結果から した 量と対 して、 期 な

量と 量（搬出量）の を う
こと）を理 しているか

A20-1 
( ) ( ) 

（         ）

担当者 の

１   
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業 理における 業の 者の整理（ ） 

度排水処理施設における整 の対 （ 、 業者） 

（平成18年度）（ 事 び 意事 ） 

の （ ） 

に関する 、理 の 上（ 、 業者） 

中 処理施設の 理 の整 （ 業者） 

安全にも し、かつ処理の を 上 せるための （ 、 業者） 

書の 成と保 の （ ） 

理 報の と （ 、 業者） 

事 事 、 り 事 、業 報告 の区分の と 事 の の （

、 業者） 

任者 担当者な 関係者における の （ 、 業者） 

（平成19年度）（ 事 び 意事 ） 

の （ ） 

に関する 、理 の 上（ 、 業者） 

引継 時の 報と の を （ 業者） 

安全にも し、かつ処理の を 上 せるための （ 、 業者） 

書の 成と保 の （ ） 

理 報の と （ 、 業者） 

の （ 業者） 

会議 な の諸 の の （ 、 業者） 

（平成2 年度）（ 事 び 意事 ） 

り の報告の の （ 業者） 

に関する 、理 の 上（ 業者） 

と の対 に関する の保 と （ 業者） 

理 報の と （ 、 業者） 

り 事 報告、業 の 出 度 大に けた の （ 、

業者） 

報の意 と の対 方法に関する 見の 書 （ 業者） 

安全で な のための設 の 年 の （ 業者） 

（平成21年度）（ 事 び 意事 ） 

に関する 、理 の 上（ 、 業者） 

り 事 報告、業 の 整理と （ 、 業者） 

報の意 と の対 方法に関する 見の 書 （ 業者） 

の 然 対 の （ 、 業者） 

関係住民の理 増 のための の （特に 報 な ）（ ） 

（平成22年度）（ 事 び 意事 ） 

の 廃 理 び に関する理 の 上（ 業者） 

り 報、 報、事 報 の と の （ 業者） 

り 報、 報、事 報 の報告の の （ 業者） 

年 の 切な対 （ 、 業者） 

（平成23年度）（ 意事 の ） 

豊島における 理の （ 、 業者） 

直島の中 処理施設と豊島の 搬 業との連 （ 、 業者） 

年 の 切な対 （ 、 業者） 

現場 者の の 上 の （ 、 業者） 
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（平成2 年度）（ 事 び 意事 ） 

廃 理の （ 業者） 

豊島における 理の （ 、 業者） 

年 の 切な対 （ 、 業者） 

処理対象 の 搬 処理が終了した後の現場対 の え方の整理（ 、

業者） 

（平成2 年度）（ 事 び 意事 ） 

（ ） 

豊島現地における水 理の （ 、 業者） 

が し ける の （ 、 業者） 

（平成2 年度）（ 意事 の ） 

豊島現地における水 理の継 （ 、 業者） 

を し、 し ける の （ 、 業者） 

処理終了後を見 えた の 施（ 、 業者） 

（平成2 年度）（ 意事 の ） 

現地の を まえた対 の継 （ 、 業者） 

 水 の  

 搬 業に関する の  

安全と 保全を保 つつ、 に廃 の処理を終了 せるため、期限のある業 が終

に く中での の （ 、 業者） 

 の  

 切な 員 による安全対  

処理終了後を見 えた の 施（ 、 業者） 

上のこれまでの 事 意事 を、 の により整理すると、表 ５ に し

た り、 事 意事 は、 下の５つに大 することができる。 

に関する事  

に関する事  

理 における報告 に関する事  

理業 に関する事  

事業の に関する事  

また、表 ５ に した り、 理業 に関する事 は、 らに 下に分 す

ることができる。 

、設 の に関する事  

理に関連する 業者 の 見 の に関する事  

の  
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１ 事 事  

事 意事 な

に関する

事

に関する 、理 が 分な がある。（平成1 年度～21年

度） 

に れた を 施していない。（平成1 年度） 

の が れていない。（平成1 年度） 

に があり、 の が れていない。（平成1 年度） 

に れている 理 が れていない。（平成

18年度） 

の 廃 理が 分ではない。また、 に関する理

が 分ではない。（平成22年度） 

に関する事

事業 者、 事業者の 方において、 員 の

が 分に整 れていない。（平成1 、1 、19年度） 

の が れていない。（平成1 年度） 

理 に

おける報告 に関す

る事

日報が 分に整 れていない。（平成1 年度） 

り 事 、 事 、業 の区分が しも

ではない。また、区分が 員 に理 れていない。 らに 出 が

い。（平成1 年度～18年度、平成22～23年度） 

り 事 の報告の が い。（平成2 年度） 

り 事 、 事 の の （平成2 年度） 

理業 に

関する事

、設 の に関する事

本 、 り えられる き の が れていなか た。（平成1 年

度） 

と の対 に関する の保 と が、 分に れていない。

（平成2 年度） 

報の意 と の対 方法に関する 見の 書 を うことが ましい。

（平成2 ～21年度） 

設 の 年 の 。（平成2 年度、平成22～2 年度） 

理に関連する 業者 の 見 の に関する事

理 報から られる の が、 しも れていない。（平成

18年度～2 年度） 

任者と担当者 な の関係者 で 施す き業 に関する理 に

いがある。（平成18年度） 

員 が れる場 に れてきた 見の引継 、 が

しも に れていない。（平成19年度） 

会議 な の諸 の の が 。（平成 19

年度） 

が増加しており、 の 然 対 の が 。（平成21年度） 

を し、 し ける の 。（平成2 ～2 年度）

現場 者の の 上 の 。特に、安全と 保全

を保 つつ、 に廃 の処理を終了 せるため、期限のある業 が終

に く中での の 上。（平成23年度、平成2 年

度） 
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の

報の に し、関係住民の理 を られ すいよう、 で

する 報、一 期 の 後、 な に基 き する 報

を区分する。（平成21年度） 

事業の

に関する事

豊島において廃 の 搬が するのに い、現場 のものの

保水力が 下し、大量の 時の 水を めた水 が 。（平

成23～2 年度） 

処理対象 の の に対 して、豊島 における 業と中 処

理施設の 理の連 が一 。（平成23年度、平成2 年度）

処理対象 の 搬 処理が終了した後の現場対 の え方

の整理。処理終了後を見 えた の 施。（平成2 年度、平成2 ～2 年

度） 

上の整理を まえると、豊島廃 処理事業の に い、 事 事 にも が

表れている。大きくは３ に整理できる。

期は、 の 報告 に関する 、基 な事 が中 であ た。

の後、 設 の 年 対 業員 の 見 の 、 らに れた 見

の引継 に関する事 に が た。

事業が終 に くにつれて、豊島 における水の 、豊島 の 業と直島 の

業の連 理、処理終了後を見 えた対 な 、事業全 の に関する事 に

してきた。

このように豊島廃 処理事業は、事業の とともに事業 者 事業者の 度を上

げながら 施 れてきた。

 

業 の一 として、 を う中 処理施設の年 の豊島廃 の処理量 処

理 の 、中 処理施設の と の の 、 り の 度、設 の

事 の の の を し、豊島廃 処理事業の の

を継 に 施した。

施設の が れるに い事業の は上 する が見られ

たが、事業の終 に くと施設の 年 が に を えるようになる が

見られた。
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業 の として、事業 者 び事業 者 に意見 会を たとこ 、

業 を た意 として、 下の が れた。

事業の の 保

事業の 者でも 事業者でもない 者 な 場から事業の 、 す き事

を する は、 の 事業で を見ないものであり、事業の 保の で

果があ たものと思 れる。

事業の 感の

事業 者 び事業の 事業者に対して、 の 、豊島廃 理 員会

から のあ た事 の の を うことは、当 のものが、 事業

者 に 感を える 果があ たものと思 れる。

の の一 としての現地 （関係者 の ）がなければ、事業

者 び事業の 事業者が を何度も 、 の に することはなか

た もある。

事業 の の

者の役 として、事業 者、 事業者、住民関係者、 らには 者で 成 れ

る 員会の で、ある のつな せの役 もあ たものと えられる。また、 事業者

と豊島廃 処理事業の関係者である豊島住民会議、直島町 とは、 しも直 に

をとる 会は くなく、 の を じて、関係者の意見、関 を

できたことは意 があ たものと えられる。

な場ではなく、直 の を けることで、 、 くばらんに をするこ

とができ、当事者の の を することができたものと えられる。

豊島廃 処理事業は、時 の とともに直 する も してきた。こうした、時

な と の を関係者の意見 を じて、 にまとめるという で、 に

は意 があ たものと えられる。

もともと、 業 は、事業の直 の当事者ではない 者により事業の 施 を

し、 意 を引き出し事業の な遂 を るな 、豊島廃 処理事業の 切な

施 理に することを として 施するものであ た。事業に関連した方々からの意見から、

者の関 が の 保 感の に 果があり、 業 が事業の な遂 に

したことが分かる。
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１ 豊 事業

１  

の 場 は、 な 保全措 施 に 施した事 、

措 施中に た 業における 場 の 、 の後、豊島廃 の撤去の を

するため、 期 に豊島における の のう 、 の

一 として、 場の現 量 び の の を 施してきた。 地 を

、 施 を表 に す。

また、 水 の に う の を するため、 水 の の を令和３年度

に 施し、 水 の 後の を令和 年度に 施している。

これまでの 結果 び 水 の 後の の について、豊島廃 処理事業にお

ける の 場 に関する報告書 として りまとめた。

１ １ 豊  

 

１ １ １  

 

、 、 、 豊島中 地先（対 地 ）、 地先（対

地 ）の ５地  

 

（ ）、 （対 地 ）、 地先（対 地 ）の ３地  

の
状 動物

現

( )
出現

の
状 動物

4
環境

ン
4 6

、 、

、中 、

中 、

、 、

、

中 、

、 、

、
、

5 1
、 、 、 、 、 、

3
環境

ン
3 6

、 、

、中 、

中 、

、 、

、

中 、

、 、

、
、

4 1
、 、 、 、 、 、

28
環境

ン
28 6

、 、

、中 、

中 、

、 、

、

中 、

、 、

、
、

29 2
、 、 、 、 、 、

20
環境

ン
20 6

、 、

15
環境

ン
15 6

、 、

、中

中 、

、 、

中 、

、 、
、

16 2
、 、 、 、 、 、

14
環境

ン
14 6

、 、

、中

中 、

、 、

中 、

、 、 15 2
、 、 、 、 、 、

13
にお

る 場 の

調

13 7

中 、

、

、

中 、

、 、

中 、

、 、 14 2
、 、 、 、 、 、

12
にお

る 場 の

調

13 3

中 、

、

、

、 、 13 3 、 、

11
環境

ン
11 6 18

、

地 、中 地

、

地 、中 地

、

地 、中 地 11 6 18

、

地 、中 地

、

地 、中 地

10
環境

ン
11 2 26

、

、中 地
、 、 11 2 26

、 、
、 、

場調 場調
度 調
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１ １  

 

 

 

度（ 当たりの ）、 の大き （ 成） 

 

水 （表 水 、表 分、水深、 度）、  

 

に している （ 、 ）の び を する。 

 

 

の 場における出現 を、 、 ５ を いて （ 、 、

量 び ）する。 

 

 

度（ 当たりの ）、 の大き （ 成） 

 

水 （表 水 、表 分、水深、 度） 

 

に している （ 、 ）の び を する。 

 

 

これまでの を に す。 場 は、 3 3～ 2 の

で しており、 度は82 9～2 、 長も121 ～1 2 2 で対 区の 豊島

中 地先 地先と 上の が保たれていた。 

の には の の となる な の

が れ、 の 様 が 保 れており、基 産力の とな ているものと れた。

出現 では、 では の が でき、 では を する

の を したことから、 大

につながる 連 の を していることがうかがえた。 

これらのことから、豊島処分地 の 場は 全な で安 した 場を 成して

豊  
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いるものと思 れる。 

場は、 成では び が し が してきており、 長も全

に の が られた。特に の が であ たが、 の 水 の

上 により、 である による が長期 した によるものと している。 

度は を き しているものの、 では平 で1 本 上は 保 れている

ことから、 な 場 が れていると れた。 

上 は 、 び な の が であ

り、 上 も 上 の となる  び  が

しており、 の の 場としての を保 しているものと れた。 

上のことから、豊島処分地 （ ）の 場は 全な で安 した 場を 成

しているものと思 れる。 

１   
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 豊 事業

１ 豊  

豊島廃 処理事業における廃 の 処理において 成した豊島 につい

ては、 な 利 を るため、 の 事で する の の一

として した。豊島 の 利 にあた ては、事 に基 き めた 理

利 に関する に て対 するとともに、 の に じて に関

する を 整するな の対処を い、安 と利 先の 大を 現してきた。また、豊島

を利 した の施 後の長期 な についても し、一 な

と の であることを した。

このように、 利 から施 後に た て、 の を けながら、豊島

の 利 を 現してきたが、 のなかで た 見は、 後の の 利 の 大に

めて な 報であり、 13 豊島廃 処理事業 員会（R3 12 22

）において、豊島廃 処理事業における の 利 に関する最終報告書（ ）

として りまとめた。

下に、本報告書の を する。

豊 事  

豊島 を 利 するにあたり、豊島廃 の本 な処理の に の安全

び 成 の を うため、平成12年度から平成1 年度までの３か年 で事 を 施

した。 

には として、 を とした の を い、 らに

として、安全 に がないことを したうえで、 の

を た。 

れらの結果を まえて利 にあた ての の出 び

の 利 を 成し、豊島 を の一 として利 した

および の利 を した。 

豊  

平成 1 年度から の 場 けに を し、 事で する

の の一 として利 を した豊島 は、令和 年 月に を終え、 年

の令和３年 月に の出 を終えた。これまでの 量は 32 1 とな た。 

利 にあた ては、当 、 を 3 に設 していたが、平成 1 年度の による

事 の の増加を けて の を 3 から 2 に したこと 、 の後の処理

量 事 の により、平成2 年度に を2 から3 に すな 、 の

時の に じて、 を見直しながら 利 を た。 

豊  

豊島 を利 した の長期 な を するため、 から

1 年が した時 で （平成 2 年度～平成 2 年度）を 施した。 の

後、 で対象とした について、 1 年後における継 を 施するとともに、

の い による を するため、対象 を して

（令和元年度～令和 年度）を うな 、 期に たり を た。 

結果からは、豊島 の に する の は とん なく、

一 な と の が 保 れていることを した。 

のため、 後は の 理者により、 の 理を うことで、安全に

れるものと結 けた。 
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 事

１  

平成1 年 月2 日11時 分 に、中 処理施設の で 事 が き、 上

が した。これを け、事 の 、事 の 、 対 について、

員会の の下、 の 会 と 力し、 りまとめたものが、中

処理施設における 事 報告書である。本書は、 と本 の 成にな ており、 下に

をもとに を する。 

 

１  

事 当日の は 93 日の で、 度は 1 3 、 は

と の であ たが、11 時 分 、 員が にて３度の を 後、

井 の上 が最大 3 度 上がり、 れに い の も 上がると

ともに、 の の を した。 

 

当 事 の としては と じんが えられたが、 の い に を て

が れた。 の において、豊島廃 に している により、 でも

によ て廃 から水 が し つ すること、 下 の 度が上がると、

水 の 量が の になることが れた。また、 の において、 下 で

した は、 が では の上 空 に まり、 が くと

まで することが分か た。 

 

の結果から 事 の は、 水 を とした が 上の

の廃 び の の廃 から 、 の に が 、

による の による の引 と れた。 

 

れた上 の の対 として、 と の 対 を施すと

ともに、豊島廃 処理事業全 を対象に の から見直しを い、

量の 、 の 、 の３つを に、 な対 を 施した。 

 

対 の完了後に を 施し、 おりに することを した。 

豊 事業  

当 事 を として、 の に 全を期すだけでなく、豊島廃 処理事業

全 の安全を見直すことを として、事業全 の様々な を い出して を た。

施設 の に える （ 、 により 事 につながるもの）、 地 会

に える （ 、 の 増大につながるもの）、 施設の につなが

る （上 の 設 の により、施設の 業に を たすもの）の３つの

を の対象として 施し、安全対 を施し、事業全 の安全 を た。 
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 豊 事業 事 豊 事業

事

１ 豊  

豊島廃 処理施設の 撤去 は、大きく分けて つの時期に た。

期は、豊島からの廃 の搬出 処理を完了した後に たものであり、 のために い

た施設 設 、 が役 を終えたため、 撤去したものである。 期の な対象は、豊

島中 保 施設、特 処理 処理施設、直島中 処理施設 び直島 桟橋であり、

は、豊島事業関連施設の撤去についての 期 事 に関する報告書（撤 ）として、

りまとめた。

期は、廃 の搬出完了後に本 に 施した豊島 での地下水 対 の を

まえて たものであり、 のために いた地下水 の関連施設 設 、 について、

施設の撤去時期を整理したうえで、 、 撤去したものである。 期の な対象は、 度

排水処理施設 び関連施設、 水 の 関連、豊島 桟橋 の 撤去 びに処分地 の

整地関連であり、 は、 豊島事業関連施設の撤去についての 期 事 に関する報告書 （撤

18 ）として、 りまとめた。

れらの報告書では、 撤去 にあた て、事 準 として した撤去 に関する基本方

基本 、 び れを けた対 を するとともに、対象施設ごとに き

、 施 について整理し、 している。また、 撤去 で した廃 びに

を整理し、 している。

豊島事業関連施設の 撤去 の 施時期を表 に す。

１ 豊  

事  H28年度 H29年度 H3 年度 R1年度 R2年度 R3年度 R 年度 

豊島廃 の搬出 処理             

期

豊島中 保 施設

び特 処理 処理施設 
            

直島中 処理施設 び関連

施設 
            

直島 桟橋              

の 豊島 施設               

地下水 対             

期

度排水処理施設 び関連

施設 
             

水 の 関連              

豊島 桟橋             

処分地 の整地関連              

の 豊島 施設              

加 対
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 豊

処分地全 での地下水における排水基準の 達 び達成の に基 き、排水基

準の達成が れ、 12 豊島廃 処理事業 員会（R3 8 19 ）におい

て、 の が報告 れた。 

これを けて、 13 豊島廃 処理事業 員会（R3 12 22 ）において、

これまでの地下水 対 の 果と れによる地下水 の達成 について、 な地下水

対 を した時 （ は平成 2 年から令和元年にかけて 施）と排水基準の達成後の令和

３年 月時 での地下水の 度の 結果を いた から （ 下 13

員会 という。）した。なお、 の の は、地下水に けていない 、

度 の 度 、 の分 については していない。 

上 の についての議 において、 下の に関する 加の を 施す きことが

れ、了 れた。 

処理による 対 は に て れており、 として で 果がある。

13 員会 では、 と最終 後の で 量が れており、 処理の

施ごとの 度 を分 し、 切な 量を める がある。 

令和３年 月時 の では、対 の で排水基準を下 ていた 13 区 については対

象とせ 、 のままの 度が継 するものとして の を ている。これらの区 につ

いても 切な 法で 表地 を し、 の地 で 度 を て の 度を す き

である。 

1 豊島廃 処理事業 員会（R 11 1 ）では、 13 員会

に上 の を加え、豊島処分地における地下水 に関する報告書 の最終報告として りまと

めた。 

１  

地下水 対 後の 量と地下水 の達成度の 結果を表 ５

に す。なお、表 ５ の 書き上 が した結果であり、下 の 書きが

13 員会 でのものである。この表に げた平 度は 量を処分地全 での 地下

水量で したものである。 

び 1 は、地下水 対 により れ れ 9 1 、 1 去 れてお

り、平 度では、す ての で排水基準を下 ている。1 の達成度が の

より い としては、水に け すく に れ いため 度で に

れていたこと 去が しいこと、また後 するように の の のために

た 水によ て地下水 の があ たこと が えられる。 

一方、 基準に対しては、 が 、1 が 度までの が んで

いると れる。 の の３ は 92 ～98 1 去 れ、平 度では、 基準の か

ら 1 度まで が んでいると れる。
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地下水 対 により 去 れた 量（ 下 去量 という。）を れ れの対 ごと

に 出した。 

水井による 水 を した平成 31 年 月から排水基準達成後の令和３年 月までの ３

年 に る地下水 対 ごとの 去量を表 ５ に す。また、表 ５ に

した 去量との を ５ に する。 

水に け すい 1 は、 に 水 により 去量の 99 9 の 9 1 去

れた。一方で、 水により 2 が地下水に れており、 した地下水 の達成度の

に を えているものと れる。また、 の 去量は 去量の81 の39

とな た。 は、ここに げた対 に 空 引 然 、 分 もあり、

去量が上 たものと れる。一方、 の 去量は 去量の1 3 2

の とな た。これには、 分が地下水に 出し、これも 去しているためと えられ

る。 

の により 出していない の 去については、この に まれていない。

による の 去 果は の 結果より いものと えられる。
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１  

 

、 去量と 対 の 量との から の達成度を した結果、 1

～98 1 の が 去 れ、 、平 な 度は 基準の 下まで が んでいる

と できる。一方、地下水 対 ごとの 去量の では、 、1 2

び において 去量とかなりの があ た。 の としては、

では大 中 の による分 による が えられ、 の の では、

処理 去 の対 の においては、対 に に していた 去 を に

うことが しいことが しているものと えられる。 

1,4 1,2

水分を加 し

た

：

：化 処理

：掘削

：揚水 化

： 水分
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処分地全 での 区 について、い れかの が排水基準 び 基準を した区 の

時 な を ５ に す。なお、 は、 1 豊島処分地地下水 水 対

会（R2 1 2 ）において、地下水 を 地 しており、 のう の い 度を

して排水基準 び 基準の を した。また、 した 13 区 の結果も

せている。 

地下水 対 を う は の区 で排水基準を していたが、 対 の に せて

に 区 は しており、直 ではす ての区 で排水基準を している。 

一方、 基準に対しては、 対 の 施 では91 の区 で 基準を していたが、直

では 基準の 区 は まで 下している。 
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１  

１  

豊島廃 処理事業は、関係 がともに 加 し、 たな関係 を て を

していこうとする思 の理念に基 き ているものであり、 のために な

報の と は である。 

このため、豊島廃 理 員会は、 報がない限り で れている。また、

事業の関係 である 豊島廃 処理 議会の会長 び会長 理、 のま 直島 員会

の 員長 び 員長、 町豊島 び直島町の れ れの 表者 は、豊島廃 理 員会

の 議を するとともに、会の び最後に意見を ることとな ており、 の場での意

見 が 保 れている。 

 

豊島 直島町住民が処理事業の安全かつ な を でき、 が一にも何らかの が

した場 には、 の をただ に することができるよう、 報を していく との え

方のもと、 直島 施設 び豊島 施設の 、 上 の 航 、水 排 の

の 報 を表 する 末を、豊島 、直島町役場 び 役 に設

するとともに、 を して一 にも してきた。 

 

時 時 における 報 、豊島廃 処理 議会 事 連 会な での住民 との

意見 を た。 

また、直島の中 処理施設 び豊島の中 保 施設に見 者 の 上 施設

が な会議 な を設 し、 らに、中 保 施設の会議 からは廃 の 現

場が できるようにすることで、見 者の れを い、これらの施設を の場として

した。 

１ １  
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１  

町豊島 び直島町住民が処理事業の安全かつ な を でき、 が一にも何らかの

が した場 には の を直 に することができるよう、 に 報を していく

との えのもとに、 報表 （ 末 ）の整 を た。 

また、整 を う中で、 （ ）な を いて豊島住民 本

を利 した 報 の に関する を うとともに、豊島廃 処理 議会において

の 表 についての を い、豊島住民 の 議会員からの も り れるこ

とで、より理 し すい の整 に めた。 

１  

豊  

 

 

１  

３ 豊島廃 処理 員会における 結果を まえ、表 のとお

り表 の が れた。 

 

報 の 時 については、表 のとおりと れた。

 

本 は、 で している豊島事業関連の を により

する で、中 処理施設 設 事の一 で 成した。また、 を するた

めの 末を豊島 、直島町役場 び 役 の３ に設 しており、

 

 

豊  
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の 成 については ３のとおりである。 

の は、直島中 処理施設の中 御 横の にあり、 のように

を ていた。 

時 分～３分の に豊島からの を  

時５分～3 分の に直島 の を  

時 分～ 分に に  

また、 の （ 報 設 ）は、直島から れた

を り んだ を 成した上で、 に していた（

）。 

報の かに、施設の の については 度 力にて対 するこ

とで、 を 理していた。 
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１ 

豊  

表   表 方法 度

はじめに 最 報 のお らせな 力 時

のしかた のしかた

表   表 方法 度

直島 報 一 報 最 報 のお らせな 力 時

直島 施設

施設 （施設 に ）

業 報 搬 量 豊島廃 特 処理 （ 対象 ） 日

特 処理 （ ） 直島町一 廃

中 処理施設 の （ 処理設 ） 力 時

量 日分 量（ ３ ） 日

処理量（ ） 日分処理 量（ ３ ） 日

量（ 量） 日分 量 日

搬出量（ 量） 日分搬出量 日

量（ 排出量） 日分 量 日

搬出量（ 量） 日分搬出量 日

量 日分 量 日

力 量 日分 量 日

上水 量 日分 量 日

水 量 日分 量 日

り量 日分 り量 日

報 ばいじん 度 時 平 （ ） 時

度 時 平 （ ） 時

度 時 平 （ ） 時

水 度 時 平 （ ） 時

一 度 時 平 （ ） 時

度 時 平 （ ） 時

排 量（ り） 時 平 （ ） 時

度 時 平 （ ） 時

度 時 平 （ ） 時

出 度 時 平 （ ） 時

分 平 時

分 平 時

大 度 時 時

大 度 時 時

期 報 ばいじん 度 （ ） 力 年12

度 （ ） 力 年12

度 （ ） 力 年12

水 度 （ ） 力 年12

一 度 （ ） 力 年12

（ ） 力 年

び の （ ） 力 年12

び の （ ） 力 年12

報表 表

7-93



-  

  

表   表 方法 度

直島 報 期 報 水 び の （ ） 力 年12

び の （ ） 力 年12

び の （ ） 力 年12

び の （ ） 力 年12

直島 業 の の ５分

表   表 方法 度

豊島 報 一 報 最 報 のお らせな 力 時

豊島 施設

施設 （施設 に ）

業 報 業 （ 搬） 業の 施 （ 搬 業なし） 力 時

日 （ 搬） 業の処理 （ 搬 業なし） 力 時

（ 度排水処理施設） の 時

処理水量（ 度排水処理施設） 処理水量 力 日

整 量（ ） 量 力 日

の 量（ ） 量 力 日

（ ） の 力 時

（ 井 ） の 力 日

水 （ 井 ） 水 力 日

水量（ 井 ） 水量 力 日

報 （ 度排水処理施設） 時 平 時

（ 度排水処理施設） 時 平 時

（ 度排水処理施設） 時 平 時

（地下）水 （ 水 水 、 ） 時 時

水分 時 時

水井 水量 時 水量 時

度排水処理施設 量 時 量 時

量 時 量 時

期 報 （ 度排水処理施設） 力 年

（ 度排水処理施設） 力 年

（ 度排水処理施設） 力 年

（ 度排水処理施設） 力 年

量 ３ （ 度排水処理施設） 力 年

（ 度排水処理施設） 力 年

豊島 豊島 業 の の ５分

表   表 方法 度

上 報 一 報 最 報 のお らせな 力 時

上 について 上

（施設 に ）

業 報 業 業の 施の 力 出航時

現 （基準を たしているか うか） 力 出航時

現 （基準を たしているか うか） 力 出航時
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表   表 方法 度

上 報 業 報 現 （基準を たしているか うか） 力 出航時

対象 量 量 力 日

量 量 力 日

上 航 表 分の 表 力 時

期 報 水 （直島 桟橋 基準 豊島 桟橋） 力
年

（一 年 ）

（直島 桟橋 基準 豊島 桟橋） 力 年

表   表 方法 度

の 報 結果表 出 結果 力 時

の 時

結果 豊島 び直島における 結果 表 年

豊島 び直島における 結果 表 年

表   表 方法 度

施設設 施設設 の （ の施設 から ）

の の （ の表 から ）

表 豊島廃 処理事業

中 処理施設 ３
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 県 豊 事業  

１  

豊島廃 処理事業が直島と豊島の に す を 切に するため、

を 施している。 

これまでに、事 事中の を ており、

これらの結果（ ３ ～３）は で している。 

１ 豊 事業 事 豊
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 事  

 事
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時 時 において で な対 を うため、 時 時 対

を した。本 には、 事業者 は直島 、事業者、地 住民 び関係

関の の連 、 力 な が れている。 

時、 時の 様は であり、 の対 方法も様々であることから、 事に しては、 

の  

大 （ の ） 

を として に対 を てきた。 

時 、 時 、 時 報は直島 で一元 理 れ、 報 、対 議

な を た。 、 日には、直島 に の 員が 在となるため、 時 、

時 、 時 報の 一報は直島 長 は 長が する 員に る を整 し

た。 長は、 な の な で施設の に特に がないと れる場 な

には、 の 期に対 を うこととし、 の対 は ないこととした。 

な を 見した場 は、直 に豊島住民会議 連 を うこととし、 に じて豊島

の事業者（ 搬、中 保 施設、特 処理 処理施設事業者） 直島島 の事業者に

連 を た。連 は下 のとおり。 

見日時 

 

 

れる地 の な  

連 方法：  

平成 1 年 月５日から直島 を した平成 29 年 月 31 日までに、 時の 報

が 1 れた。 

直島 後は、 廃 対 において、 時の 報 な を ている。 
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豊島住民

町

  

（廃 対

豊島住民会議

見 引

者 員

現場 理

理 任者

理 任者

報

理 員会

連

直島

中

報表

報表

報表

  直島町

直島住民

理 任者

直島

上 上

任者

長

直島

豊島

関係 関

関係 関

中 力

中 力保安 会

基準

関係 関

中 力

中 力保安 会

基準

上保安

（ 、 、 ）

豊島処分場における 時 の連

上 上 時の 時 の連

直島中 処理施設における 時 の連

からの連

は に じて連 することを す

島廃棄物等対策

１ 豊 事業  
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１ 豊 事業  

の において、申 らと は、豊島廃 処理 員会が する

の えに基 き、廃 を処理することを して、 のとおり 意したと れてい

る。つまり、豊島廃 処理事業は、関係 がともに 加 し、 たな関係 を

て を していこうとする思 の理念に基 き ているものであり、特に、豊島

住民との 報 、意見 は、豊島廃 処理事業を める上で大 である。 

 

において、申 らと は、本 事業の 施について 議するため、 に めると

こ により、申 らの 表者 び の担当 員による 議会（ 下 豊島廃 処理 議

会 という。）を設 する と められており、 議会において豊島住民 と との意見

が れている。 

また、基本 に 月 、廃 対 豊島住民会議と で事 連 会も れている。 

 

豊島廃 処理事業の 施にあたり、中 処理施設、豊島 施設の び 理、廃 の

、 び びに 、 、 において、 、 、 を

るため、豊島廃 理 員会を いた。 員会の について、設 において

の に基 き設 する豊島廃 処理 議会の会長 び会長 理、 のま 直島

員会の 員長 び 員長 びに 町豊島 び直島町の れ れの 表者は、 員会の

議を するとともに、意見を ることができる。と めており、 からの として会の

び最後に意見を る 会を設けることで、 の場で に意見 を ている。

  

7-101



-10  

 者  

 豊島処分地、直島の中 処理施設 び 施設を の場として するた

め、見 者の れを ている。

１ 豊  

１  

豊島処分地における見 者 の な 、 と見 者の安全の 保、 びに豊島廃

処理事業 の な 施が られるよう、 の対 について めた を 成している。

見 者 の対 については、 、廃 対 豊島住民会議、施設の 理業 び の

の業 の 者、 の 関係 関が、 の な連 のもとに、 力して 施するものとし

ている。

 

見 の申 は、 として、 町豊島 とし、当 は、申 があ

た 度、 に対し、日時、 、氏 、 、見 、連 先 を連 するものと

している。

 

事 に申 をしていない者については、 、見 は け けない。

施設における 、 、 は、 が うものとする（ ただし、住民会議の施設

である 豊島のここ び処分地 の見 者 からの の見 は、 の限りで

はない）。

見 者が安全かつ に見 できるよう、最大限の 意を うものとする。

見 者が施設 の の 、 の をしないよう 意を うものとする。

見 に当た ては、見 者にできる限り を せるものとする。

見 中の事 を するため、見 者の 表者 に 力を め、 場 の 意を すと

ともに、 を うな 、 に を するものとする。

に ない場 は、見 者 を 去 せることができるものとする。

 

事 に申 をしていない者については、 、見 は け けない。

施設 に る見 は、 業 に じて、 、住民会議、施

設 理 者 が 議し、あらかじめ めるものとする。

見 に当た ては、安全のため、 を として せるものとする。

見 者が で することが な場 については、 により するものとする。

見 中の事 を するため、見 者の 表者 に 力を め、見 者に 事 を

するとともに、見 者が い場 は を うな 、 に を するものとする。

見 者が 事 に ない場 は、見 者を処分地から 去 せることができるものとす

る。

 

施設における 、 、 は、住民会議が 任をも て い、住民会議が設 した施設

で見 する場 は事 に に連 するものとしている。
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１  

中 処理施設は、直島町の 会 直島 の 地 に整 れており、

の見 者 の な 、 と見 者の安全の 保、 びに豊島廃 処理事業 の な

施が られるよう、 の対 について を 成している。

見 者 の対 については、 、直島町、直島町 会、施設の 理業 び の

の業 の 者、 会 直島 、 の 関係 関が、 の な連

のもとに、 力して 施するものとしている。

施設撤去 に い、現在は見 とな ている。

 

施設 に設 した見 に い、 、 する。 

見 は、 として 、 後の とし、時 は れ れ 分とする。 

 

見 の申 は、 として、直島町 会とし、 会は、申 があ た 度、

に対し、日時、 、氏 、 、見 、連 先 を により連 するも

のとする。見 申 の に があ た場 についても、 様とする。

 

見 者が安全かつ に見 できるよう、最大限の 意を うものとする。

見 者が施設 の の 、 の をしないよう 意を うものとする。

見 者は、施設が民 の 場 地 にあることから、 として見 の 中 場はできな

い。また、施設 の は、 関 での

念 は、 としてできないものと

する。

見 中の事 を するため、見 者の 表

者 に 力を め、 を うな 、 に

を するものとする。

者  

施設の見 者 の は、表 の

りである。 

本 後（平成1 年 月18日～平成1 年３月）

豊島
直島
中 処

理施設
3 1 93 8 9

89 82 13 31
3 2 29 8 3
2 11 19

1 922 3 8 89

1 8 3 1 3

1 8 3 3 9

1 1 3 2

1 1 8 3 22

1 1 9 3 33

1 91 1 3 3 8

1 93 1 83 3 2

1 9 1 8 3 9

2 1 1 1 3 8

1 123 1 123

3 39 19 81 8

2

2

2

28

29

19

2

21

22

23

2

年度

見 者 （ ）

1
1
1

18

１ 

者  
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 豊 事業  

１  事業 事業  

豊島廃 処理事業は、大量の廃 に対し大量の を し、長年に たり 施 れた

事業である。ここでは、廃 の から処理までの事業に した について する。

１ １ 豊 事業 

8-1
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１ １   

１    

１   

度 水処 用 用 用

24 4 22 4 22 6 20 9 21 1 21 7( 処理 ( )) 26 2
607 080617 767 621 631 608 083 593 285 577 003 614 908

用
( )

0 090 11 0 10 0 09 0 10 0 09 0 09( 処理 ( ))
2 580 2 5802 580 2 580 2 580 2 580 2 580

用
( )

0 0002 0 00020 0007 0 0006 0 0006 0 0009 0 0005( 処理 ( ))
13 8 7 2 6 617 6 16 4 16 4 24 0( )

0 0049 0 0046 0 00700 0057 0 0076 0 0072 0 0097( 処理 ( ))

255 135 135 195135 195 195
水  

( )

0 0056 0 0072 0 0031 0 0043 0 0058 0 0064( 処理 ( )) 0 0071
179 5167 0 143 0 195 0 80 5 118 5 168 0( )
0 2320 270 0 148 0 134 0 171 0 259 0 217( 処理 ( ))

6 320 6 5006 390 3 770 3 630 4 500 7 150
メ

( )
0 00024 0 000240 00030 0 00018 0 00025 0 00024 0 00022( 処理 ( ))

6 2 7 0 6 87 0 4 7 6 7 6 2
 

( )
0 0063 0 0093 0 01450 0014 0 0011 0 0008 0 0097( 処理 ( ))

254 174 272 40733 29 21
ン  

( )
1 152 1 059 1 075 0 854 0 717 0 708( 処理 ( )) 1 241

19 80529 325 29 405 28 785 28 245 23 525 20 875
化

( )
0 2050 323 0 243 0 214 0 249 0 277 0 236( 処理 ( ))

6 870 5 7407 625 6 210 5 825 6 540 7 625( )
0 445 0 6320 664 0 699 0 646 0 680 0 517( 処理 ( ))

14 235 12 955 17 67015 680 17 830 17 550 17 870( )

23 度 24 度 25 度 26 度 27 度 28 度22 度

( 処理 ( )) 35 7 34 0 28 4 26 9 26 7 27 2 26 4
631 120

用
( ) 766 107 774 318 654 346 647 530 641 025 627 241

0 11( 処理 ( )) 0 12 0 11 0 11 0 11 0 11 0 11
2 580 2 580

用
( ) 2 580 2 580 2 580 2 580 2 580

0 0008 0 0006( 処理 ( )) 0 0015 0 0029 0 0024 0 0008 0 0007
17 6 18 4 14 0( ) 32 4 66 2 55 6 20 0

( 処理 ( )) 0 0133 0 0145 0 0059 0 0056 0 0075 0 0078 0 0119
水  

( ) 285 330 135 135 180 180 285

( 処理 ( )) 0 0055 0 0069 0 0052 0 0022 0 0017 0 0043 0 0054
128 0( ) 118 5 157 0 121 0 54 0 41 0 100 0
0 196( 処理 ( )) 0 475 0 627 0 443 0 254 0 296 0 150

3 460 4 680
メ

( ) 10 190 14 290 10 220 6 120 7 090
0 00027 0 00034( 処理 ( )) 0 00035 0 00038 0 00032 0 00026 0 00030

7 3 6 3 8 0
 

( ) 7 6 8 6 7 3 6 2
( 処理 ( )) 0 0383 0 0321 0 0141 0 0054 0 0125 0 0099 0 0070ン  
( ) 822 731 325 129 299 228 168
( 処理 ( )) 1 508 1 662 1 207 1 174 1 229 1 256 1 228

29 320
化

( ) 32 375 37 905 27 860 28 305 29 460 28 980
0 317( 処理 ( )) 0 435 0 478 0 510 0 288 0 422 0 304

7 025 7 570( ) 9 330 10 895 11 772 6 940 10 120
0 770 0 851( 処理 ( )) 0 882 1 058 0 687 0 741 0 753

18 060 17 770 20 310( ) 18 930 24 130 15 850 17 860

20 度 21 度15 度 16 度 17 度 18 度 19 度

27 度

3 193
0 690

0

化 ( 処理 ( ))

0 395 0 566

0 0000 0 0093 0 0039

0 006

303

( 処理 ( ))
( )

4 863 6 594

( )
( 処理 ( ))

1 256 4 498
0 0000

( )

23 度 24 度 25 度

0 53 32

14 2 246 4 688

0 136 0 855 0 797 0 962 0 973

26 度

985
0 754

1
0 0008

( ) 0 0 0 35
( 処理 ( )) 0 000 0 000

3 655
0 7900 000 0 027

28 度

5 118
1 063

0
0 0000
6 265
1 302

12 550
2 608

用

27 度

3 050
0 52

25 度

1 300

28 度

3 050
用

( )     ※入 え
( 処理 ( )) 1 09

26 度

1 300
0 45 0 32
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 事業  

 豊島廃 処理事業は、 び の を い、 民 議会の を け、

かつ の関係者の 力を て、長年に たり 施 れた事業である。

 ここでは、施設の 設 、 、 搬 な 、事業に した を す

る。

１  

 廃 処理 の 事 び について、 の を けた を表

に、 けていない を表 に れ れ す。 

 平成 年度から平成 1 年度に けた の は 廃 処理施設整 （廃 利

施設） であり、これらを して中 処理施設 の施設の整 が れた。 

  

廃 処理が本 に ま た平成1 年度から平成28年度までの処理 について、表

に す。 

 また、廃 あたりの処理 について、表 に す。 

  

 豊島廃 処理事業においては、廃 を中 処理（ 処理）する で する

成 を 利 した。 

 成 の について、表 ３ に す。 

 また、廃 あたりの について、表 ３ に す。 

  

 豊島からの廃 の搬出が平成29年３月28日に完了して に たに 見 れた廃 につ

いて、 の処理 を表 に す。 

  

 豊島から廃 の搬出が終 た平成 29 年度から産廃特措法の期限を迎える令和 年度末ま

での期 に れた施設の 撤去 地下水 に係る は、表 ５ のとおりで

ある。 

  

 豊島廃 処理事業には くの地 住民 員 が係 たが、この中で、当 事業を担

当した 員 を表 に す。 

 なお、令和 年度末時 での 事業 は 82 とな ている。 
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１ 

  

処理 費用 円 費用 円 処理

529 36 48 774 169 92 138

内 物入 6 02 5 016 248 833 264

2 75 2 209 284 803 376

538 13 55 999 701 576 259
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地下水対 （ ）

H29年度 水 地下水 水井 事 9 88

H3 年度 度排水処理施設による処理 度排水 理 28

H29年度 度排水処理施設による処理 搬処理（ 度排水） 13

H29年度 度排水処理施設による処理 度排水 期 3 3

H3 年度 度排水処理施設による処理 豊島処分地 13 2

R元年度 度排水処理施設による処理 度排水 （ 水井対 ） 8 9

R元年度 処理 度 地 の地下水 業 321

R元年度 去 事

R元年度 水 地下水 水井 事 2 12

R元年度 度排水処理施設による処理 度排水 理 9 9 1

R元年度 度排水処理施設による処理 搬処理（ 度排水） 2

R元年度 度排水処理施設による処理 度排水 期 8

R元年度 度排水処理施設による処理 度排水 （ 力増 ） 39 1

R元年度 度排水処理施設による処理 豊島処分地 13

R元年度 度排水処理施設による処理 度排水 （ ） 29 8

R元年度 処理 地下水 （ の ） 9 1 9

R元年度 水 地下水 （ の ） 3 3

R元年度 去 処分地 事 2

R元年度 水 地下水 水井 事（ 区） 3 281

R2年度 度排水処理施設による処理 度排水 （ 力増 ） 9 33

R2年度 処理 地下水 （ の３） 3 2 8

R2年度 水 地下水 （ の ） 2

R2年度 去 処分地 事（ 区） 13 289

R2年度 去 処分地 事（ 区） 3 2

R2年度 度排水処理施設による処理 度排水 理 128 88

R2年度 度排水処理施設による処理 搬処理（ 度排水） 1 9

R2年度 度排水処理施設による処理 度排水 期 28 1 8

R2年度 度排水処理施設による処理 度排水 （ 力増 ） 21 1

R2年度 度排水処理施設による処理 豊島処分地 23 3

R3年度 度排水処理施設による処理 度排水 理 9

R3年度 度排水処理施設による処理 搬処理（ 度排水） 11 8 1

R3年度 度排水処理施設による処理 度排水 （ 力増 ） 9 32

R3年度 度排水処理施設による処理 豊島処分地 1 229

R 年度 処理 地下水 （ の５） 19 1

R 年度 度排水処理施設による処理 豊島処分地 93

2 3 8

度排水処理施設処理水量 1 33 、 の の対 分処理水量 23 8
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 事業  

後最大 の廃 法 事 とい れた豊島事 は、平成５年 11 月に豊島の住民から

申 がな れ、 議の結果、豊島の処分地 の に たる 保全に 全を期すとともに、

の 期 を るという つの から、 が 処理な の中 処理を基本として り

に た。 

豊島廃 処理事業は、 に て め、豊島の処分地で な 保全措 な を

施するとともに、直島に中 処理施設を整 し、豊島の廃 な を処理するものである。 

9 上という 大な産業廃 が 法 れた現場から完全に撤去 れるのに 13 年の

月を し、 の 、住民は とい た が たに 出 れていないか

処分地で れる事業を し、 れらの を えてきた。 の役 は

に、 下の３つの役 があ た。 

つ に役 としては、 においては、産業廃 の処理に 大な が であり、長期

に たる事業である。 の 、豊島住民を 安に せないためだけではなく、 民の理 を るた

めにも、安全で な処理をしていくことが と れた。 の に

おいて、 を した事業者、住民 の 方を理 した上での な 力、 報 、

報 が であり、 の 報 報 の で、本事業の は

な役 を果たしている。 

つ に、廃 処理事業ではあ ても、 にかける を最 限に えて り まれること

が ましく、 を年度 に うことで、本事業期 中の処理 法の見直しを

し、 の 力な として し らかにすることができる。 の

という からも、 な であ た。 

また、３つ に、処理事業 から終了までの全期 を することにより、本事 の後処理に

う の 、 担の が らかとなる。産業廃 として 法に 、処理 れ

たものと、本 は に処理 れた場 とを した結果を らかにすることにより、この事 の

として後 に すことができると える。 

１  

豊島廃 処理事業の全事業期 の について、 （   ）

ならびに （   ）により を た。 とは、 の 、すな

の から の 、 、廃 を しての 、 の ならび

に 2 廃 の の排出が 地 な に す を 量 に する 法であ

る。 民の である の 、 全 な から ま まな を、 じ 度で

見ていくことが である。本事業では の一 法である 1 と 2排出量に し

た 2を いる。 

また、 とは、 り、 における 設 、 び廃 における を

する 分 法である。豊島事業におきかえると処理事業の施設設 から、処理事業の

の に係る 、処理終了後の撤去 までが分 対象となる。 

これらを することにより豊島事業のもたらした と の を た。

、 により することで、 の３つの のう 、 の つは 年 を元に が

であり、最終 な 法 による産業廃 処理事業を、 の事業な と することで する

、本事業と 処理による 処理事業とを 対 に することな が となる。 

1  田 の処理 び に係る 29 2 1 31 3  
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豊 事業  

としては、豊島処分地における 、中 保 から、直島での中 処理を て

が に ばれるまでの事業全 を対象としている。 はこれらに加え 施

設 の設 設 、 整 を対象としている。 

では、本 、 産 設から 、廃 撤去までの での

を 量するものであるが、現 では、 時を中 に している（ ３ ）。

搬 豊島から直島 の では、 での 排出 を してい

る。中 保 特 処理、 度排水処理、中 処理 の施設では、 こでの 力 に

加え、 に排出する排 排水 を対象としている。 

豊島事業では ３ のように豊島の廃 を 上 して、 する直島で処理し

ている。処理後に した は 、 を いて 地の

まで ばれる。 は豊島事業全てである。 

１ １ 豊 事業  

豊 事業  

は豊島 、 、直島 、 までの を 、豊島事業

全 である。 えば では、 として で れる での を、また排出

として の排 を している。 の の施設 でも、 様に 、排出 で

３ に すような を している。 は の 量に関

する 結果を基に した。
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１  豊 事業  

の り、 については、 田大 田 で した を いる。

は、 方法として 法を しており、 の を する 先 を、

を基に 対 に する 法にて 施している。表 ３ に す つの

を設 し、 、地 、 、 、 の 、大

、 水 、廃 処理 、 の の の 対 度を

により している。 の方法は、関連 を に 2、 、 の

に対する の け係 を整理し、これを いて を る特 を

う。この特 の結果に により られた 度を じ することで、

としての が められる。 

１ １  

け係 対象

熱量 / 年  ( 1) 5 
地  GWP100 (CO2 1) 38 

 ODP （CFC-11=1) 24 
 AP ] 7 

の 1 / 年  （ 1） 32 
大 1 / 基準 （SOX=1） 10 

水 1 / 基準 （BOD=1） 37 
廃 処理  1 [ 量 ] 1 

の  ECA  [水 ]（Cr=1） 32 

一方、もう一つの の である 2は、 ま まな を した とは

なり、特に地 対 で れる 果 である 2に した を たもので、

の 時、 時に する 2、 による 2 分を する。 

 豊 事業  

１  

豊島事業の の の 、 ３ の の （2 1 年度）を

度 水処理

水

水

水：B 等

ン ト

化

分
水処理

却水

溶融地 水

処分地

2 2

処理

2 2 2 2

水処理

10 ン
中間保管・
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見ると、 、中 保 特 処理、 度排水処理、 、中 処理、 、 して

の で、最も が いのは中 処理 における処理量あたりの である

ことが かる。 の は、排 力の が大 分を めている。中 処理の

において、 大な を することで、 の処理を 現した結果であ

る。しかし、 の の結果として、 による を 現しており、こ

れが の に しているし、 の後の においても、 果

が大きいことが かる。 

の は、 の を 場 と え、 を 出した。2 年

度まで については れていなか たため を せ していた。2 年度より

の が れたため についても を 場 として し の

場 は 業 引 で れている の 引日の終 を し の年度の平

を いた。 からの については れていないため は がないとした。

いで が く、 を中 とした が くな ている。これは 水分 整、

度 整のために れている、 、 の にかかる が である。 
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１ １  

１  

一方、処理量あたりの 2排出量に して（ ３ ） の に め

る を ると、中 処理施設が いの い を し、ついで の排出量が とん を

める。 様、中 処理の において れる 大な が しており、

は後 するが の による 2排出量も大きく していることが かる。 

  

で見る 2で見る 2排出量の最も大きい中 処理 について し、 の事

業期 における について する。 ３ の中 処理 の の を

見ると、2 1 年度から増加 にある。これは廃 から れた の が上が

たことによる 増加と れに う排 の増加があ たことと、最終年度に けて期 の処理

完了とするために 加を 2 1 年度 に たことによる の 増加が と え

られる。 
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１  

  

  

いて、 の の について見ると、 ３ ３ の の 成の大

分を によるものが め、 の増 は の年 の の増 量に れている。
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の 2排出量の からは、事業期 の後 に 2排出量が大きく増大していることが

かる。これは廃 中 の処理から の処理の が増えてきたことで、 の の 度

を下げる で の 量を増加したことによるものであり、 ３ ３ ３

の 量の より、この増加が 2排出量増加 大きく していることが かる。 

では に と を している。増加に じた2 9年からの2 1 年

までの 、 の 量を すると、 の 量が増加しているこ

とが できる。また、 に 、 2排出量を すると、 は 、 2排出量は

の が大きいことが できる（ ３ ３ ）。 

 

  

0 0

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2
出

2
 

 処
理

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

入

化

8-19



8-20 

  

量に いで の大きい の の については、 ３ 、

３ のとおり、2 13年度から増加 とな ている。 

１ 

  

 事業  

豊島事業全期 の の を ３ ５ 、 ３ ５ に す。

2 1 年度は 、中 保 特 処理施設、 の 分が終了し、 度排水処理施設 び中

処理施設 の の を している。事業期 全 として は 増 に

ある。 

2 1 年度を に、中 処理の 排 が増加 に じ、2 13年度 に増加したこ

とが かる。この としては、 者は、事業が とともに、 により れ

た処理量と 、 の が し、廃 における の が くな てしま た。

の対 として、 で大量に を することで対 してきたことが増加 とな てい

る。後者の2 13年 は、当 の 上に処理量が増加したため、当 の事業終了 の期

の処理が終 らなくな た。このため、1 年を えて処理事業を てきたため、施設が す

るな して、 が上 したものと えられる。加えて、処理の のために
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た も の上 の である。 

１ 豊 事業  

 豊 事業

 豊 事業  

１  

豊島事業の にあた て、 の処理 を ３ ３ に す。中

処理の処理 については、中 処理 の処理 は の と 大きいため、

の で す。中 処理 に いで大きな処理 である の 上とな て

おり、 の中でも 、 （ 設 設 ）、 整 が大 分を

めている。
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１ １  

の において、中 処理施設の める が いことを したが、 では、

より中 処理施設の が大きいことが かる。

１  

  

３ ３ は中 処理 の処理 の である。 として、 設

設 な の は 2 年から 2 1 年の 13 年 で 分しており、年 処理量

によ て するが、基本 に大きな はない。 

の大きくなる としては、施設の大 を う 整 の増 があげられる。 

に中 処理施設の 整 の の を ３ ３ に す。 

この の中で、2 年度の増加は、 り え の大 が とな たため

である。 後、 年 の り えな の大 が れている。2 12年度には、処

理事業期 の 長を けて、 設 な の大 が れたことで大きく増加した。

また、 らに長期に た て が見 まれる 度排水処理施設も 2 1 年度に大 が

れている。2 1 、2 1 年度に たな として が 加 れているが、これは期 に

中 処理を完了 せるための措 としてとられたものである。 

こで、中 処理施設の では 整 の大 を いたもので してい
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くことが ましい。これは大 が年度ごとに増 が大きいため、 年 を するため

には であると思 れる。これらの 事は、廃 処理の につなが て、長期 な

では平準 するものと えられるが、年度ごとの では として見えてしまう。 

１  

 

いて、中 処理に いで処理 の大きい、 の についての 結果を

す。2 1 年度の の では、2 1 年度と して業 が増加している。この

として、事業 に い、 完了 が がるとともに の が 下したことで、

搬 業 の 事 が となり、これらの は 量に関係しないことから が増加したも

のと れる。 

３ ３ ３ は業 が大きく増加する の2 1 年度と では最終年度と

なる2 1 年度の処分地の様 だが、2 1 年度にはなか た橋 業 が設 れたことが

かる。
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 豊  

  

いて、 について する。 は2 年度に の見直しがあり、大きく

しているが、全期 を じて、大きく の はない。 と 様、2 13年度 増

加しているのは、豊島からの廃 の搬出を ため、 こと き を加えるな 、 措

を たことから、2 1 年度では大 に増加していると えられる。ただし、 量と処理量の

には が 在し、 しも うした事象を が しているとはいえない。 

１  

 事業  

上の の処理 を まえ、豊島事業全 の処理 の を ３ ３

５ に す。 として、 設 設 は 2 年から 2 1 年の 13 年 で 分し

ている。 の り、 の大きな は中 処理 の大 な な 出に対

したものであ た。 
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１ 豊 事業  

 豊 事業  

豊島事業の と の 方を した事業の にあたり、 法 れた廃 と

の 処理施設である一 廃 処理施設との を ３ に す。 

一 廃 処理施設と し、 の では ３～ の であり、 の では

３～５ もの 処理 であ たことから、本事業を なければならなか た豊島事 のも

たらした 会 は大きいといえる。また、豊島事業の だけの だけに す

ると、 ３ のように している。2 1 年度までは、 ともに 下し

てい たが、当 見 処理量増と施設 の により、増加に じてい た。 

と ても、 事 の の事 に対処しつつ てきた事業であり、 しも 年

だけでは できないが、 の一 廃 処理施設と し、大 が い で

るをえない とな たこと 、 の が、廃 から に してきた

ことで、事業後 には ともに してい たと えられる。 

１ 豊 事業  
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 豊 事業

  

豊島事業の は、本事業の を区切り、 の中で を たものであるが、

結果は の一 廃 処理の にも 当する と であるとの結 に た。 

の量 な は しいが、33 1 という は、 じ の 量に

すると、12 となり、これに処理量をかけると、 89 もの になり、これは日本全

の 量の1 に 当する。 

また、 な も なもので すると、処理事業 に 当する事業 をかけて

できるものは、大 にあるあ の と であり、こ らは 設により大きな 果も

が、廃 処理では処理事業 上の 果を ことはない。 

ただし、 意したい として、本事業に るまでに排出 れた 、

、 な 保全措 な の が まれていない。加えて、 々の は、

処理事業の一 を切り出して したもので、事 に て した の 、 れ

にともなう水産 業 業とい た地 、地 住民 員が した時

という 会 は まれていない。 

本 、 に処理 れていればかけることのなか た たな は、 うした

対象 の も えれば、 らに 大であ たことを しなくてはならない。

2  豊島廃 処理事業における の  中  太 、井  、 井 、 田 、 田 
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 豊  

１  豊 事業  

豊島 の に けては、 の 事が の在任中に、 の最 の一つとして り

、産廃特措法の期限となる令和５年３月までに、処分地の整地 事が完了し、これをも て本事

業は、大きな区切りを迎えることとな た。 

当 、豊島処分地に まれた については、廃 処理事業者から、

の に対し、 を として し、この中から を

し する、い る廃 業を ているとの がな れていた。 

当時の廃 処理法上は、廃 のお れがあるものについて を する 限は に

は れておら 、また、廃 と に係る の の の中で、廃 の に当た

ては、 者の意思 を することと れていた。 

このような中で、 としては、処理事業者の一方 な を けるにと まるな 、 者に対し

て な措 を ることができなか たことは、大いに す きことと えている。 

の後、 は、処分地 の について、産業廃 であるとの を い、

の上で、処理事業者 排出事業者に対する対 をと たとこ であるが、このような がも

と い でできなか たかという についても、 す き があると えている。 

また、 整 員会の 員会の中でも、 が処理事業者 に対して た措 について

の議 が られ、 の最終 意に して、廃 の を り、処分者に対する 切な

を たことを め、申 を めた豊島住民の方々に、当時の 事から直 謝 したとこ

である。 

豊島 から られた としては、 全 に た て えることとして、 

法令を するため 然とした対 をすること 

の を表 に えるのではなく、現 に れていることを直 して対 すること 

現場 を すること 

として対 すること  が げられる。 

こうした を かすため、 員 を じ、 員が豊島 を え、 員としての意 を

い、ある き を える 会を設けるとともに、 のための を めているとこ で

あり、 後とも、豊島 から られたこうした を して れることなく、 に意 しながら、

に り んでいかなければならない。 

廃 に関 ることとしては、 

法 の 然 、 期 見、 期対 をすること 

廃 の に に り こと   な が げられる。 

豊島 、 では、 日 による空中 、

による な 、 を してきたとこ である。 

後とも、 に対しては、法令に らして に対処し、 法 事 の に めて

いかなければならない。 

また、豊島の廃 の くが の であ たことから、 大 産者 任の

を す きと え、 を 時に するい る い方 の

を に し、 法の中で 現するとともに、 な の にも する

よう に している。また、 会の 成に け、 大 産者 任に基 く廃 処理

を 期に するよう に している。 

豊島 については、当時の の廃 に りがあり、 の を する豊島廃 の

処理事業を ることにな たことを に し、 後の の廃 に かすとともに、

に対しても に していくな 、 に けた として、より一 、 処理の

会 成に けた を していきたい。 
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 豊  

１  

豊島 は、 後の の中で、いつの にか、大量に して大量に てることが当た

り 、豊か の でもあるように えていた 会がもたらしたと れている。 

して、この が きたことにより、これまであまり れてこなか た廃 の

が れ、廃 の見直し、廃 処理法の 本 な が れることとな

た。 

 

廃 処理施設の設 について、 が れた。 

廃 処理業の について、５年までの が れた。 

区 対象 を限 せ に、す ての場 における廃 の が れた。 

に 大な がなくても措 令を えるよう、 が 和 れた。 

の に を じるお れのある廃 について 特 理廃 度を設

け、 を けた。 

が、３年 下の 役 は3 下の に れた。 

  

13 を 産業廃 が たに特 理産業廃 として れるとと

もに、 、 の に て る の 、い る

については、 の安 最終処分場から 理 最終処分場 の 処分が け

られた。 

  

処理施設を設 する に、 を 施し、申 書 を告 、 する が

けられた。 

廃 の 法 に対して、 事が ら 措 を じ、 者に できる 度が

設 れた（ 執 法の特 ）。 

対象 であ た一 の最終処分場が の対象に加えられ、全ての最終処分場が

にな た。 

廃 処理業の に 力 員が 加 れ、 の 加、 しの な 、

が れた。 

度の が全ての産業廃 に 大 れた。 

が、３年 下の 役 は1 下の に大 に 大 れた。廃 の

の法 は と れた。 

  

排出事業者に、最終処分までの と 任が せられ、 意 の排出事業者が措 令

の対象に れるとともに、 の対象に れた。 

地 者が措 令の対象に 加 れた。 

きが と れた。 

役３年 下を５年 下とするな 、 が れた。 

  

廃 であることの いがある の処理について ができることと れた。 

法 の 遂 が 設 れた。 

法 が一 廃 の 法 に関 したときの が に引き上げられた。 

な業者の の しが れた。 

の し れをした者が廃 処理業の に 加 れた。 
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 また、 会 成 の として、 、 、 設、 、 な 、

ま まな分 で を 保するための法 度が整 れた。これらの 法では、

大 産者 任の え方が り れられており、これによ て、排出 、 、 利 の

が られることが期 れる。 

 業  

全 地で とな ていた産業廃 の 法 の対 を するため、平成1 年 月

1 日 に 処分が れた産業廃 に する の 去 の の について

めた 特 産業廃 に する の 去 に関する特 措 法 が、平成2 年度末までの

1 年 の時限 法として平成1 年 月18日に れた（なお、平成2 年 月22日に平成3

年度末まで期限が 長 れた）。 

  

１  

豊島 は、 先 会のい る ご の を に い、 が がより の

ない 会を していくき かけとな た。 

豊島 は、廃 の を するとともに、排出 れたものはできるだけ として

に利 し、 うしても利 できないものは に処分するという 会に けた たな

につなが てい た。 

豊島廃 の処理は、豊島の による の を すとともに、処理が れる

直島では、 な の 成 を め てることなく 利 するものであり、このこと

も、 が が す き 会の たな を くものだ た。 

香川県  

１  

  

期 を令和３年度から令和 年度末までとする廃 処理 において令和 年度の

を めており、一 廃 については、 排出量、 日当たり排出量ともに

で している。 は 年 下 で していたが、令和 年度は基準年（令

和元年度）より増加している。産業廃 については、 排出量は で、

は 増で している。また、最終処分量は、 年は で している。 

を意 した３ を するため、 報 での 報

、 な 員を して出 業を うとともに、 町とも連 して、 な

の場で である び の を ている。 

後、廃 の排出量の一 の のためには、 民、事業者、 の 、 が の

連 と 切な役 分担により、できることから に めていく がある。また、 、

３ の 度は 々に ま ているが、ご の 量 に けて一 の に り

がある。 

 

の 事業 は、現在、５ で 施しており、 の一 により水 く

りが められている。 

ご 事業として、1 月 日 から1 日 を 一 ご

施期 と め、 の を 全 で一 を 施している。 

で ご に関する を 施できる の 成 、 けの

ご を 施している。また、 か 事業については、令和 年11月末現

在で、1 （ 8 、 長 1 ）を している。 

の 地で 施 れている一 の 員会については、 が

員として している。 

ご については、 をはじめとする ご が大

を めており、日 から出たご が な を じて れ出たものが いと えられ
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るため、 く 民に対して、 ご の に けた に り がある。 

成員の が 、 を廃 する が増加しているため、引き き 報 を

することにより、 の一 の増加につながるよう り がある。 

 

 の設 から 廃 の処理までに関 るあら る における

の を することを とする、 法が令和 年

月に施 れたことにより、 ご の分 事業者 の

の けな に 切に対 する がある。 

 の 量の の な に り

を かが に 登 し、 く することにより、事

業者の な を している。 

 また、廃 の分 に関する 業者を する によ

る 報 を じ、排出事業者と 業者とを結び ける の を し

ている。 

 

の年 量は、 では 22 （令和 年度）、 では 3 （平成29年

度）と れている。 

令和元年1 月に施 れた 法に基 き、 を

し、 者、事業者、 、関係 の 様な が連 し、本 の現 特 に

じた を 施することで、 事業者から する の を している。 

での を らす を にかしこい

と け、 たるる を し、 出

での に り んでいる。 

に けた を する を かが 力 と

して登 する か、 かが 大 として、 れた を 施している

業 な を表 し、 の を で く することにより、 民

び事業者の意 を ている。 

また、 会での しを らす 3 1 の にも り んでいる。 

の 度は 々に ま ているが、引き き に めることにより、 民全

の 成を る がある。 

 

量排出事業場 は年により があるものの、 の産業廃 量は にあ

る。 

処理 書

出年度

 

1 上  

特  

上  年度 

排出量 

 

H31 129 2   H3  2  

R2 12  2   H31 2 9 

R3 13  2   R2 23 8 

量の産業廃 を排出する事業場（1 年 上、特 理産業廃 は 年 上）

を設 している事業者に対し、産業廃 処理 書と 施 報告書を 出 せ、排出 を

している。また、これらの書 は にて 表している。 

 産業廃 の排出量は に れる が大きいが、引き き、排出事業者に対する

量 の 、 設 事での分 と を し、 量 を る がある。 

１ 事業   業  
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町における の が れるよう、 町の年度ごとの 排出量 の

を に して するとともに、 れ れの現 と を したうえで、

な を ている。 

の施 の の先 な廃 量 施 について 報 し、 町 報 す

るとともに、 れ れの に関する 報 連 した の を きかけてい

る。 

引き き、 、 事業による での 業な により の

について していく がある。 

を に利 する 民が増えるよう、 場の

に める か、 の を上げるための 度の な 大 産者 任に

基 く廃 の を に していく がある。 

 

 

一 廃 の は基準年（令和元年度）より増加しているが、全 平 より く

な ている。 

は 町によ て大きな がある（令和 年度最大 1 （ 豊 ）、最

（ 町））。 

町担当者会において、 に関する の施 の 先 事 な の 報 を

ている。 

平成29年 月から平成31年３月にかけ、 の を

の を いて 成する からつくる んなの

に と全 町が 加し、 の に で にな

た を会場で するな 、 町と連 して り んだ。 

一 廃 の が い 町の を 上げする があり、現在、

している廃 についての民 施設の による の な を きかける

がある。 

 

法における分 については、令和 年３月現在、す ての 町が対

象 1 のう 上の分 を 施している。 

令和元年12月、 法の関係 令が れ、令和 年 月から

が れたため、 切に対 する がある。 

法での処理 ではなく、 処理を ている 町 は、 な

の び住民 の 報 が れるよう きかけている。 

廃 の 搬 に する 町の 担が大きいことから、 な との

担の 平 を るよう、 法の見直しを引き き に する

がある。 

  

１ 事業者  

 豊島 が した平成 年当時は、廃 の処理業者が た 法 処理につい

て、排出した事業者の 任を うことは だ た。 

しかし、豊島 の をき かけに、排出事業者に対しても 法 の 措 を るこ

とができるな 、法 の整 が れた。 

また、 れを らに し めて、 の 法において、 大 産者 任（ 者が、

産 だけでなく、廃 とな た後まで 任を うという え方）に基 く

度が整 れ排出事業者 任が れた。 
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香川県  

 

豊島の廃 の くが の であ たことから、 は 大 産者 任の

を す きと え、 の を 時に するい る い方

の を 先して に し、 法の中で 現を た。 らに、 な

の にも するよう に している。

 

の ご 対 としての 果が期 できる 度 の につい

て、 の事 における な を するとともに、関係者の意見を き、

法との関連な 、 に けての を整理している。 

が一 して することが大きな力になるため、 な と連 し、 報

な を い、全 で 施できる くりを することを している。 

 業 業  

１  

 豊島 な 、 法 産業廃 が 会 し、 処理の 廃 処理

の の が とな た。 

平成1 年の廃 処理法の で、 法 の 然 の措 が れ、 の

限が れた。 

香川県  

 

町設 一 廃 処理施設整  

（令和 年度現在） 

施設： 施設 

最終処分場：11施設 

し 処理施設 処理 ： 施設 

施設：11施設 

町に対し、 切な施設整 を えるよう の め、 を た（平成

28～令和元年度： 町が たな処理施設（し 処理施設： 施設、最終処分場： 施設 の整

に ）。 

平成28年度から 町 の 施設に対して、 年の の 施を した。また、 に

よる を ３年に ている。 

住民の安 安全 廃 の な処理を 保するため、廃 の 施設 最終処分場の

理の について を利 した見える を する がある。また、廃

の な処理を するため、廃 処理施設の整 を する がある。 

業  

の処理事業者 は下 のとおり 

産業廃 ：2 3 8事業者 令和 年1 月末現在  

産業廃 処理施設の設 令和 年1 月末現在  

中 処理施設：281施設 

最終処分場：1 施設 

産業廃 処理施設を設 しようとする民 事業者に対し、 に した な施設

整 と 理が れるように を ている。 

廃 処理施設の な 理により の に が じないよう、引き き

事業者を する がある。 
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事業者  

によると、 廃 の 法 対 の において、 の 度は

に く、現在の の 度は に い にな ている。 

排出者に対しては、 処理のための による 報 を うとともに、

に じて を ている。 

また、 報 の 出 を して、 のある排出事業者に対し、 員が法令

の を ている。 

業者  

年、 の 業者に対して、産業廃 に係る 会を ており、令和 年度は、会場

と を し2 が した。 

処理業者、処理施設に対し、 度の な 、産業廃 の 処理のため、産業廃

による 、 会の な を ており、 の に

の な の を ている。 

また、処理事業者 び 量排出事業者に対し の 、 きかけを てい

る。 

県  

産廃の搬 の と な 利 のため、 事業者 び の排出事業者

に対し、事 議を し、書 び 事業場 の を 施している。また、

事業者に対し、 な利 の 報告を 期 期ごと に 出 せている。これらの

は で 表している。 

 

では、豊島 を として、産業廃 の 処理の と、これらの事 に対する

かつ な対 に全力で り んでおり、 処理の にかかる を た。

処理事 を した場 には、 による 、 書を

し する 、 事業者 に対しては 処分を ている。 

廃 の 処理のためには、廃 処理施設の整 と 切な 理の 保 な廃

処理業者の 成を うとともに、排出事業者 処理業者に対する を一 せる

がある。 

また、引き き、処理施設の 切な 理を する がある。 

 

  廃 を に処理するため、 の保 事業者に対して 期 に保 び の

を うとともに、中 安全事業 会 （ ）と連 して、期限 に処理がで

きるよう と を てきた。 

 

ご は、 理者による 処理の か、 では ３

対 で19 の最 区 を めており、 な 処理を めている。 

ご は、 では の き が、 では の

が 処理を ている。 

ご は、 ご 対 議会 の 処理 な により

処理を ている。 

ご が太陽の な で し、５ 下まで 分 れた

は、 処理が であり、 の が 念 れているな 、 年、

たなご として り上げられており、 も めて な対 が められている。 

ご は、 ご が大 を めており、日 から出たご が な を じて れ

出たものが いと えられるため、 処理 だけでなく、 ご の を える

を せて、 での を 施する がある。 
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民からの 処理 は しているが、 のう 廃 11 の 理 は増加してお

り、 くが き（ ）である。 

処理 （う き） 

令和３年度：1 （ ）  

11 理 （う き） 

令和３年度： 3 （ ） 

法 の 報 は にあるが、 然として後を たない である。 

法 の 処理  

令和３年度：1  

法 の11 理  

令和３年度：  

民 事業者に対して、 報 、 で 法 の びかけを

ている。 

年、 に関する い せが増加していることから、 の

を う がある。 

法 は、 見が れると 継 れ が 大するお れがあることから、 期に

見し対 する がある。 

 

廃 の処理 の と 処理の 法 対 の基 を するため、

平成1 年度には、 理 を利 して、産業廃 の の を た。 

には、廃 搬 に を り け、 搬 が な を り、排出現場か

ら処理場まで れ、中 最終現場において に廃 が処理 れているかを

で することができる の に けて、 を 施して、 法 果、

の 度の による 力 果 の 、 の 方 の 整理な

を たが、一 の 果は められたものの、 も れ、当 の には

ていない。 

平成2 年度から、 保全 が 町の 設 に対する 事業を てい

る。 

地 の 理 の産業廃 により、 業者 排出事業者に対

する な を 施するとともに、 報があ た場 には かに現場に 場し、 を

ている。 

また、 産業廃 法処理 連 議会 に基 く による

（民 ）での航空 を ている か、 日の （民

）の 施、 民からの 報を け ける 廃 11 を設 している。 

産業廃 法 の 報 に関する を民 （ 力 会 、

力 会 、一 法 設業 会、一 法 産業廃

会、 森 連 会、一 法 会、 会 、

保 会 ）と 結した。また、 の が に連 し、 報

力 を う 産業廃 処理 議会に 加するな 、 と 報 し、

処理に に対 している。 

 

平成28年３月に 廃 処理 を （令和３年３月 ）し、平成3 年度末ま

でに全 町が を した。また、平成31年 月に 廃 処理 を

成し、令和元年 月までに全 町が を 成した。 

、 町、一 事 で 成する 廃 対 連 議会 において、令和元

年度から 廃 処理 を 施するとともに、令和３年度からは、 地 を
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うことで、連 の に めている。 

らに、 で 成する 廃 対 議会 において、

な連 を した事業にも り んでいる。 

後、 で らかにな た を し、 がより の いものとなる

よう見直しを いながら、継 して を 施するな 、大 時の 廃 の処

理が かつ に れるよう、 町 と連 し、 の に り があ

る。 

9-9



-10 

  

１  

令和３年 月に処分地全 における排水基準の達成の が れたことから、 度排水処理施

設の撤去 事 水 の 事、処分地の整地 が令和５年３月まで れ、撤去 事 は完

了した。 後は、 然 により処分地全 における 基準の 達 び達成の を ていく

こととなる。 

令和５年 月 は、 水の地下 の分 による 然 が となるが、

の の は、 かに 基準に 達すると れるが、 しにく

く、水に け すい1 は、 な地下水との による 果が に

することが だと思 れる。 水による地下 を するため、処分地 に 水をできるだ

け せることが であるが、本 のような の 象 で れだけ な 水を 保で

きるかが である。 

また、 後の地下水 の見 し について、地下水の 対 を 施していない期 が い

ため、 基準の 達時期の が であり、 後、地下水 対 を 施していない で

の水 を 年 継 し、 分な 量が れた で、 基準の 達時期

を することとしている。地下水 度は、 があるため、 年の が

となるが、いつ の見 しを すことができるかが である。 

 豊  

 豊島処分地は、豊島の３ 会が する 地であり、豊島廃 処理事業は、 を

利者とする地上 を設 したうえで れている。 

地の引 しについては、 において、下 の り められている。 

平成29年３月に廃 が撤去 れ、令和 年度末には の 水 び な豊島 施設が

撤去 れた。令和 年 月には、 9 豊島廃 処理 議会において、引 し時の につい

て 意が れている。 

が地上 を せ、豊島３ 会に処分地を引き すためには、 らに、地下水の

の 度が 基準 を たしていることが、 の会において れる があ

る。 

排水基準 を たすためには、 水 、 水 、 処理 な の な 対 が

れていたが、 基準 を たすためには、 に 水の な による 然 対 が

れることとな ている。これには、一 の年 を すると えられるので、この 、地下水の

と処分地の 理 が 切に れなければならない。 

9（豊島 施設の撤去 び 地の引 し） 

1 は、豊島 施設の 施設を する を達したときは、 かに、当 施設が 在す

る 地の地上 を せるとともに、当 施設を撤去して の 地を豊島3 会に引き す。

2 の の保全にかかる施設 び 水 と の関連施設（これらの施設については、地

下水の 水 は する。）は、当 施設を する を達したときは、 地の一 になるも

のとし、これを豊島3 会に引き す。 

3 は、本 処分地を引き す場 、あらかじめ、 員会の 結果に い、

により、本 廃 の撤去 び地下水 の が完了したことの を け、本 処分地を

水が しない としたうえ、 のない に整地する。 
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 豊 事業  

 豊  

豊 事業  田 田  

この報告書が れるこ には、豊島廃 処理 員会からの き り 員

は 一 にな ている。 の上 員会の から 2 年も てば、当然のことであ

る。 々は いた。 も 8 、 を て、先は長くないだ う。豊島処分地の地下水の

が完了するまでは、とても見届けられない。 

199 年から ま た豊島廃 に関する 員会は、 の処理 の から現場での

現、 の 理から地下水の を す まで、 のとき き

に せて を しながら いてきた。 

では、住民会議から御 員会の を け、 者の を せ と め ら

れた。 々には の であ たことは分か てもらえたは だ。豊島廃 を け、

地下水の に対 している現 に 員会が できたのは、 員が全員、

な え方をする者で 成 れていたことによるものと思 ている。 とは、

事を に、かつ に見ることであり、 の 念に基 き、 事に、 して に

も に に対処し、 らと対象の 成長 を す である。このことを 現して

きた の 員には深 な感謝と の念を いている。 

員会は 終 の時期に た。 民 らに日本 民の 、 を

て 施してきた豊島廃 の処理も終 りを迎えつつある。 のような のもとで成し

遂げられた成果 意 を、 のように え、後 の 々に かしてもらうかを、 員会と

しても える時期にある。 

員として これまでと 様 感を し、 として 意を て

を い、事業の完遂に せたいと思 ている。 の現 あるいは後 で、この

の 々の対 対処に びたいと思う者に し すいように、関連 をまとめる

ことも、 の 事であり、最終 な終 り方として であ う。 

豊島住民会議は処分地を のあの しい に すことを えている。 が の る

に しい。 もこのことを したい。き と らしい豊島 の終 を象

する 念 になるだ う。住民会議にも 感を て引き き、 の役 を果た

すことを とともに、この の 末を 民の 場で後 のように するかを

えて しい。 のためにも後継者の 成を期 したい。 

最後に、長くなるが、３つの での を しておく。 
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豊島廃 搬出完了の （平成29年３月28日） 

豊島廃 処理事業 理 員会 員長 

田  

理員会 員長の 田でご います。 

本日は豊島廃 の最終搬出を迎えることができ、事業の一つの の日となりました。皆様

の長期に るご 力と が り、長年の 安 の一 を り くことができ、 し

く思 ております。 

  ここに るまでの豊島住民 びに直島関係者、 らには の 員、 搬 処理に係 る

業を ていただいた皆様のご尽力の大き に深い感 を けるとともに、 より感謝を申し

上げます。 

  豊島の廃 は、 が の廃 に対する 々の え方 、 らには法 度にも大き

な を えただけでなく、 の上 のもの くりのあり方 られたものの 々の に対し

ても を しました。 会 して に係 る の中で、 に引き す き

という を一つの大きな基 にした対 が なことを せ、 大な を

したのです。この は であり、 々は後 に え、 の継 を めていく があると思

います。 

  後も直島の皆様にはご をお けいたしますが、現在の では 月まで搬出した廃

の処理を けることになります。また豊島でも地下水の 処理を継 するとともに、豊島 び

直島の関係施設の撤去を めて きます。 には、 後も豊島事業の とな た、 に し

て を する、 に るという の理念 で事業を めて いますので、皆様に

は の として を継 していただきたいと思います。 

  々事業 理 員会もこうした に せ、事業 員会に し、 を見

り、 任を て の役 を担 て きますので、 しくご くだ い。 

  最後に、こうしたご報告を の に える でしたが、 の時期にな てしまいました。

豊島 直島 して 民の皆様にはお び申し上げますとともに、本年に てから ま ご 力

いた現場の 業関係者の方々に めて御礼申し上げ、 と せていただきます。
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豊島廃 処理完了 （平成29年 月 日） 

豊島廃 処理事業 理 員会 員長 

田  

理員会 員長の 田でご います。

本日は豊島廃 の処理完了を 念する日を、ここ直島で迎えることができ、事業 の大きな

の日となりました。皆様の長期に るご 力と が り、 が にと て大きな の 産を

り くことができ、 しく思 ております。 

は い方がよいと思いますが、 員会から2 年、1 を える会 を てきた

思いから し長くなりますことをお しくだ い。 

  ここに るまでの豊島住民 びに直島町の役 議会 して町民の皆様、 らには の関

係者 議会 して 民の方々、 搬 処理に係 る 業を ていただいた皆様のご尽力の

大き に深い感 を けるとともに、 より感謝を申し上げます。この にはご 加いただけて

いませんが、思い出 れるのは、豊島廃 の処理 を する に、 の 場 を いた

だいた５つの と５つの 会の皆様、 らには の処理を担 ていただいた 田町の

ご 力です。 している豊島の方々のためならと い、また 事ではないと れ、 んで

力いただきました。こうしたことを思うと、本日の は、ま に日本 民が一 とな て り

、 に して を する、 に る の で廃 に た成果といえるで

し う。 

  豊島の廃 は、 が の廃 に対する 々の え方 、 らには法 度にも大きな

を えただけでなく、 の上 のもの くりのあり方 られたものの 々の に対しても

を しました。 会 して に係 る の中で、 に引き す き

という を一つの大きな基 にした対 が なことを せ、 大な を したの

です。この は であり、 々は後 に え、 の継 を めていく があると思います。 

この は、なにも廃 に対してだけではありません。 の で こ た の

廃 の を見るとき、より一 の が なことを 感してい

ます。また、この を えるとき、 に れる理念としての の 方よし の を

思い出します。 り よし、 い よし、 して よしの 方よしであり、 に えば 分よ

し、 よし、 して よしとなるのでし うか、この には地 会 現在の 民 会だけ

でなく も まれることを し、こうした 々にも じない、こうした 々を意 した

をとることを めているのです。豊島の からの として、この 方よしの も を き

る 々の 理念として、 の を しておきたいと思います。 

  後も直島の皆様にはご をお けいたしますが、これからは、ま 関連施設の 業を

施します。 の後、一 の設 を撤去した後に に し、施設を していた

だくことにな ています。一方、豊島では地下水の 処理を継 するとともに、役 を終えた関

係施設の撤去を めて きます。 

には、 後も豊島事業の とな た、 に るという の理念 で事業を めて

いますので、皆様には の として、これまでと 様、引き きご 力をお いいたします。 

  々事業 理 員会もこうした に せ、事業 員会に し、 を見

り、 任を て の役 を担 て きますので、 しくご くだ い。 

  最後に、 めて関係者に厚く御礼申し上げますとともに、引き きのご 力をお いして、

と せていただきます。 
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豊島産業廃 撤去完了 の （平成29年 月2 日） 

豊島廃 処理事業 員会 員長 

田  

豊島廃 処理事業 員会 員長の 田でご います。 

本日は、豊島廃 の最終搬出の にお きいただき、また感謝 まで し、 り うご

います。 

豊島廃 の最終搬出 処理完了という、事業の大きな を迎えることができ、 日までの

皆様の長期に るご 力と が たこと、 して長年の 安 の一 を り く

ことができたことを、 から しく思 ております。 うした皆様の思いのこも た感謝 です

から、 の思い出として大切に せていただきます。 

  ここに るまでの豊島住民の皆様 びに直島関係者、 らには の 員、 搬 処理に

係 る 業を ていただいた皆様のご尽力の大き に深い感 を けています。

員会を 表して、 より感謝を申し上げます。 

本日は、 つのことを申し上げたいと思います。ま は豊島 からの について

です。 

豊島廃 の は、 が が 会の に かう にあ て、大きな の 産であ

りました。 の には、 民の皆様の に加え、豊島廃 の処理 を する に、

事ではないと れ、 の 場 を んで いただいた５つの と５つの 会の皆

様をはじめとする くの方々の えがありました。こうしたことを思うと、本日の は、ま

に日本 民が一 とな て り 、 に して を するという、 に る の

の で廃 に た成果といえるでし う。 

  豊島の廃 は、 が の廃 に対する 々の え方 、 らには法 度にも大き

な を えただけでなく、 の上 のもの くりのあり方 られたものの 々の に対し

ても を しました。 

会 して に係 る の中で、 に引き す き という

を一つの大きな基 にした対 が なことを せ、 大な を したのです。この

は であり、 々は後 に え、 の継 を めていく があると思います。 

この は、なにも廃 に対してだけではありません。 の で こ た

の 廃 の を見るとき、より一 の が なことを 感し

ています。 会が、 々が 意していかないと というものは の中で に

し、 してしまうということです。これを には、皆 んが担 てきたような、 民による

の役 が です。 という は く こますが、 事 の 加の一つの で

あり、事業の 施者との関係で 感を保 、 れを 成長 せることに がるものです。

は のなかで関係 の果たす役 として であり、 後は様々な場 で、 うした役

を 民が果たせる り 会 の を す があると思います。 

は、豊島廃 に した の り様についてです。 

豊島廃 の には、 くの先 を しましたが、 こで した な を

度 せようとは思 ない、 せようとは思 ないということです。な なら、 度とこ

のような を としない 会 の を 々が しているからであります。これが

と い、廃 を う の しい でもあります。 

しかしながら、 こでの は を成長 せ、この に り を します。このこ

とは豊島 のもう一つの本 であり、豊島での ものは えていきますが、 を て、

の を えて くことになるのです。 れが、これからの期 であり、 です。 

  最後になりますが、 後も豊島では地下水の 処理を継 するとともに、役 を終えた関係
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施設の撤去を めて きます。 

には、 後も豊島事業の とな た、 に るという の理念 で事業を め

て いますので、皆様には の として、これまでと 様、引き きご 力をお いいたし

ます。 

  々事業 員会も、 を見 り、 任を て の役 を担 て

きますので、 しくご くだ い。 

  ここ豊島の地に つと、2 年 、 員会として めて豊島廃 と き い、 の処

理に の で り 意をお したときのことを思い出します。これからも しい

豊島、 して しい を り すため、 度 意を たに り んでまいります。 

最後に、 めて関係者に厚く御礼申し上げますとともに、引き きのご 力をお いして、

と せていただきます。 
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豊  

豊    

 が当 員会に関 るようにな たのは、当時 設 （現 ）の で

廃 の 事業 の の をしていたからだと思う。 が出

であ たのも したかもしれない。 めて豊島を れた時の の つか の 然は れ

られない。 員会のおもな は廃 を かして する の である。

の の な で意見を た。 員会では現地の方と をしたのが特に 象に て

いる。 の後 の めての 様書 をまとめて した。 でも の

をしてくれたように いている。 

 いま に当た ての として、なるだけ を な を して しい。

また最 の会 で に水 を せて 度を める をし

たと くが、 を で後 しする になるかと思う。こうした

にも を けて り んで しい。 

 最後に、 田 員長はじめ 員 な 関係 に大 お になり感謝に堪えない。

事業  

豊  

香川  

を な豊島 の当 地 搬 れた、産業廃 の撤去処理と

元対 が 終了したことにま も て を申し上げ、長年に た てご尽力 れ

た関係 の に 意を表する。 は豊島処分地地下水 水 対 会の 員

を2 8年度から め せていただいたが、何 の が出 たかと思う である。

ご担当者をはじめ直 関係する皆様方のご 力が結 し、この 処分地の地下

水が排水基準を下 ることにな たことは大 に る。いつまでとは にお しでき

ないが、 う くないう に、地下水が 基準に するようになることを してい

る。 

廃 の撤去と処分については、直島での処理処分が に したものと理 し

ているが、廃 が撤去 れた後の当 地の地 と地下水の について、 上

に長期 を したことに の一 として申し なく思 ている。 な もあ

たが、対象地 全 を に して、 期の を す があ たので

はないかと えている。 事 が に いことを ているが、 地 の 対 の

後の在り方として しておくことが大切であ う。 

 一日も く の豊島の 然 を り し、住民の方々の安 な らしが れる

ようになることを 念する である。 
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豊 事業  

  

 は 成 後から、排水処理の として豊島事業に関 り めた。 

員に 任当 は、 な を 排水 を処理する 度処理施設の処理方

の と、処分地および処分地 地 から 出する大量の 水中の

に関 た。 

処理方 に関しては、当 の から設 れた処理 水の は、廃 の

去に い 度 下が期 れるが、特 な廃 に出く すと、処理 水の の大きな

が、また に う 量と 度の大きな が れ、処理方 の には処理

力の を したが、現 の排水量 排水成分の は を えていた。 

表 が で れ、廃 に していないのに、 の度に 度

を 水 出水が した。廃 場 からの 、 搬 の

を対象に したが関係はなく、処分地 の が と した。

れた 出 水には、水中では ない が 度に 在し、 によ

る と れた。 表 が 去 れて、 した。 

れ も、 を える が 出したが、後から えると、 な であ た。 

豊  

豊    

は、平成1 年11月から豊島廃 処理事業の として 加 せて

いただいた。現場での地 の を 様な廃

の 設 を り、 こに のような が 在するかを することが でな

く、 の は限 にしか役 たないことを理 した。 の豊 な 員が廃

処理 地下水 の において果た れた役 に感謝したい。 

豊島事 は、 後最大 の産業廃 法 事 であり、特 の 業の 利

が で、 を き んで、豊島住民の 、地 会、 に り しのつかな

い を えた。また、 は に 大な かつ な を した。 

くの豊島住民が に亡くな ていること 、地下水が 基準を たすまでにはまだ

長い時 が なことを うと 念の一 である。一方、 の理念に基 き、豊島住民

と 員が いに しあい事業を めてきたことは な事 である。 、この事 の

全 が れ、 後の の に けた として か れることを期 する。 
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豊  

豊 事業    

お い  この いは何だ  から び出し 橋に か て を け上がり

ながら、大 で んだ。 橋に くなり 何か えている  は と た。当

直の 航 が  ありません、 からの の いです と え

た。 橋の を け に出ると に 様な が から を いた。 横よ

り 方の豊島の から がたなびき、本 が の の中に ているとこ だ た。

平成元年 の事で、 が豊島の廃 なるものを した最 である。 

 れから 年後、 から廃 設 上の 意 について を けた。廃

の を見るため豊島に た。 様な廃 の 大な量と に れた。 

廃 び 水を に ら ないため を設けること、引 の

を えること、水 き による 方 の

をした。 

 廃 太陽 の安全航 では、 に出 しない、 の出にく

く、 業に を ない を し、 を す の設 安全な 力 の

事 を した。 分け 太陽 に 航 の を けたことは当時の 航

では特筆す きことであ た。廃 搬出終了までの 1 年の 事 でこれたこ

とは の びである。関係者の皆様の長年の 力に より 意を表します。 
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豊  

        豊 事業    

 筆者が本事業に関 たのは、 整 員会の 員として 199 年からである

ので、 に3 年 になる。この 、 の 、 員会、 員会、 理

員会、 員会な の 員を 任してきた。一 象に るのは、 の

の 1 の会 が の で れ、これまでの豊島の を から

く りで ま うとしていたとこ 、 然、中 の事 から があり、 申

が 会 ない会 はまかりならない との申し れがあり、 、会 は中 とな

た。この時から、筆者は これは大 な事業に関 ることにな た と の引き まる思

いにな た。 

 の後、豊島住民の長年に たる産廃 法 に対する いを見 きする中で、

者ではあるが、何とかこの の に尽力したいとの思いを くしたものである。 

 一方では、廃 の の意 では、豊島事 の を地 住民と地方 との 整

だけではなく、もう し という 廃 を 出した 者の 任

を する をす きであ たと している。 

 最後になるが、筆者の 後の豊島に対する思いを として しておく。 
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豊 事業  

田  

豊島に 法に まれた廃 を り こし して安全に処理を い、最終

に し、あるいは処分するという 大かつ 然 々の を り していく

ために意 深い事業が終了するに当たり、この事業に関 らせて いたことで た いを

せていただく 会を した。 分は 員会 の 員会に 加したのであ

るが、 の もあり、 員会の ばで 員を かせていただ

いた。全 として長期に たる事業であ たために、 中で担当をか られたり、 年に

な たり、あるいはお亡くなりにな た関係者の方もたく んおられる。 大な 事と

こで られた はこの報告書のように として れることは後 の とた

にと て な 産になるであ うと える。 

長期 に た た くの 々の 力、 れた時 （ 日）、 （ ） し

て たにつ まれた 量（ ）を ることができれば、 法に れた

かな のために 何に くの が空しく れたのか、 して られた が 何

に大きな を た 産であるかが分かるは である。 

事  

豊  田   

廃 のために に していた当時、 でも 法 事 は こ てい

た。 な事 は 事 である。 の後 して で

の廃 に 事している 員を対象に に当た ていた。19 8年に、 は廃

の による 処分業のために である を う事に限 した事業を

した。これが豊島 法 事 の である。 

199 年に が設 した 員会に廃 処理の として 加した。廃

が搬 れる の に すことを して 住民の理 と 力 を て、廃 の撤

去 水の の処理事業を う事が出 た。 者 担の から ると、豊島廃

の排出者 19 からの３ という は処理事業 の であ

うか。 くの を した 法 事 であ た。 

引 ：大 ：豊島産業廃 法 事 、日本 、2 1  
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豊 豊  

豊 事業  

田 人 者  

業   

平成 1 年から 豊島廃 理 員会 をお引き けすること

にな た。 の は であり、廃 を で せたときに じる に

対する意見な を ることが な役 であ た。直島に設 れたばかりの中 処理施

設を見 に たことを でも えている。最 の は、 で が したた

めに何度か 員会には出 したが、 れ はおかげ まで大きな はなく、

本当に か たと思 ている。 

平成 29 年 月に 処理が終了し、産業廃 処理事業の 処理が完了したと

いうことで、 月 日には直島町 で れた 豊島廃 処理完了

に出 した。 のとき、 めて 法 に対する住民の方々の 安、 、 りを

で感じることができた。 、 の後の たな廃 処理 整地 業な の後処理が終

了し、よう く一区切りがついたとこ である。 としてこの廃 処

理事業に なりとも関 てきて、 度と 法 による な が こらないよ

うに うとともに、豊島が の のとおり、 に 然が豊かな島となり、 で

らしい島に まれ ていくことを んでいる。 

人事  

豊 事業  

川 香川  

 年 を つ という は、 に ている の のを つことで、あてのな

いことを空しく つたとえである。豊島の な産業廃 は、 年 しても、廃

を 去しない限り、 然に れることはない。この大 な事業に り 、

の事 を し、事業を完遂 れたす ての関係者に から らいを申し上げたい。 

ま に 事を尽くして、 を つ ではないか。 事を尽くして めて かる

ことも なくない。この な を後 に えることが、 に対する大きな にな

ると期 している。 して、豊島が の を に て、 び豊かな島として、

に れることを から 念している。 
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豊  田  

地下水 との出会いは、1982年に 施した （当時）の全 地下水

だ た。 の後に 地 場 先の豊 地 の

な に た。 うした の中で 豊島処分地の地下水 は、 然地 が

に れ、 度 の 在 が めて な現場であ た。 れで

も 度 在 を り当て、地 な により 度な が排水基準

を たす 度にまで れている。 

が と大 の対 現場では、何時 基準を達成できるのかが れる。これ

までに担当した 現場で が出 たのは の地下水 だけで、結果は対

を 施すれば 年から 年に 2 年 できることだ た。豊島処分地の地下水 度

は、 と が できる にまで しており、 後に直 の 大 を

に下 ることを する が 基準達成に がると期 している。 

豊  

豊 事業   香川  

豊島廃 処理事業に係 ることとな たのは、平成2 年 月で、もう 年の 月が

た た。 の は なので、豊島産廃で 産 として 成 れる を

た の 事に た。 の 、 を いた が 設

れてから1 年 上 しており、 が していないことを していた。事

に た で、 を3 下で すれば、 がないという結果を て

おり、 でも 様の結果を ることができた。 

事は処分地の 撤去に た。 のこ から、 のため ま て会

議をすることができ 、 員会は 会議に した。 会議はなんとなく意思 に

けるようで、時々 安を感じた。 水 の撤去が一 の で、2 年 上 した 水

が引き けるかが大きな だ た。施 に を するまでに議

も く、 もあ た。現場で した時に、本当にうまくいくのか 安があ た。撤

去時には、 、 の報 関係者がたく ん て大 な騒 だ た。撤去の 事

が終 ると、本 員会での の大きな役 も終 たと感じた。 
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豊 事業    

 ること 年 、 の 上のあ こ にできた水 まりは、 を う

の で た れていた。およ き は でき うにないこの い水 まりは、

元の は く しいものになることを 象 けた。 

 この の くには 場が が ており、様々な の産 場 保 場

場として しているは であ たが、この い水の 在は れを大きく なう

を していた。 

 当時、 大 で と の を中 として して

いた は、 からの で直 にあるいは にこの の 保全 と関 るこ

とにな た。 

 の後の しい は に しいが、 くの関係者の 力によ て、 場の

の について、 の長い が れた。この の 結果 を

すると、 場の は ら れており、 の 全 、 場として

の （ 様 全な 連 の 在）も、 の かの

場と して ないようである。 

い水を見た時の は う ら に終 り、豊 の の 全 の一つの

象 として の 場が 在していることに関係者の皆 んとともに びたい。 

 

豊 事業  

 香川  

 元に る豊島 き の を えると 38 分ある。豊島には

で したことも か たことから、豊島に は たことになる。 

 の としての な任 は、廃 の 去を終えた におい

て、廃 が 去できているかを する 完了 である。この完了 の とん

を住民 表の安岐 氏と にした。廃 の下が の場 には、 が く

し だけでは が しいことが く、時には まで で下りて に り い

を いだ。安岐氏に これは廃 では と れたことも い。廃 の

去が い地 が がるにつれ 会いの 度が くな てきた。 担当者の か

つ に めるというご 力には、いつも の下がる思いだ た。 

の を ている に、 が出現するということがあ た。

という最 の を いて、地中に れた の 出を た。

法 により れた 2 の 、 から が出現し、1 からは

の が り出 れた。 こんなとこ に し が て と、大きな りを感じたこ

とを えている。 
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豊  

豊 事業    

 日の 産業 と豊かな は が り出した くの によ て えられて

いるが、 を終えた 大な量の は 々と 然の中に廃 れて く。豊島 は

が の 度 成長が した の 産といえる。 法 れた大量の が

の 然豊かな島を してしま た。 が豊島 に関 らせていただくようにな た

のは、 豊島廃 処理事業 理 員会 員長、氏 夫先 が 会長を め

られた 9 中 産業 会（平成1 年）の事 を担当 せていただいて

である。氏 先 には 会長 豊島廃 処理事業と 理の現 を、

廃 対 、 田 一氏には 豊島廃 処理事業における 対 につい

て を いただいた。 くの 々の尽力のもと、 り れない を り越え、豊島

は と に かうことができるようにな た。 

施設撤去 業を終えようとする処分地に 、ある思いが け けていく。 度 成

長 期には 上 の からの廃 が を した。 の後廃

とな た 地下空 は 、 に まれ り、現

在 の最先 を担 ている。 で しまれた方々を すことは してで

きないが、豊島 から た と が 会の と 然との という

の となることを切に う。 

豊  

香川県豊 事業 香川県  田   

 は、 和 9年 月から 和 3年３月まで で したが、当時は、豊島に

という がいて廃 処分業をしようとしていること、当 は の 長の を

で めるな であることな を にした であ た。 和 年 月 とな

り、豊島 （ 表者 ）が 和 8年から 業という の下に

大量の を したという （豊島 ）を るに た。 

平成 年 11 月の による事業者に対する があり、豊島 は

に大きく り上げられるようになり、平成５年11月の 申 てに た。 は、 び

員 の 理 とな たが、 においては しい が いた。 

 申 は基本 に 謝 廃 の撤去 を し、 もこれに するという

であ た。一方、 は廃 の処理は事業者 任であり、 が とな て撤去す

ることはできないという であり、この は申 から しい を け

た。 

 が く中で、平成 年1 月、 が とな て処理を うのであれば も

をするという の方 が れた。事業者が 法 した廃 を が処理する、しかも

これを が するというようなことは、 れまでの に らすと 中の であり、

を 関係者の 々なら 力がな れた結果であ たと思う。こうして、平

成 年 月中 意、平成12年 月 成 と き、 な処理事業が ま たが、こ

れらの も、様々な に直 した。 

思うのは、 事 事を めとする 員の方々の熱意 力である。平井

事 事な に かの方々は 念ながら れたが、豊島 の の

力はこの熱意 力であ たように思う。 
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豊 事  

豊  

 豊島事 は、 員が、住民に対しては業者を すると しながら、業者

の 力を れ、業者の 法 を したことによ て した。 らに は、

な産業廃 である を 業の と し、住民に対し

ては、廃 処理法による の対象 であると した。ま に、 は業者と一

にな て、 が本 る き住民を 切り、 た法 を として住民を え ん

だとい てよい。 

 住民は、 の理 尽な 度を め せるため、 を申し てるとともに、地

を うような により 民に を えた。2 年 月、 事は、廃 の

を り、業者に対する 切な を た結果、深 な を き、住民に

長期に たり 安と を えたことを めて謝 したが、この当たり のことを め

せるために住民が た と た は、はかりしれない。 

 豊島廃 処理事業が れた後においては、住民は、 の理念のもと くの

員会を し、 し、現場で てきた。住民は当事者として最後まで 任をも

て事業に関 した。これも 大 のことではない。 らに地下水が 基準に達するま

で住民の関 は く。事業の終 りにあたり、 におかれては、廃 の 任の

を めてか しめるとともに、住民の と にも思いを していただきたい。 

 豊島 は、 中 平 を 長として結成 れ、 申 から成 まで、住民

とともに り、 き、ときには びあいながら、 な を けてきた。中 が

亡くな たあとは、 れた が の 志を け継 、住民に り いながら事業

に関 してきた。豊島 は、住民とともに を い、事業の終 りまで関 で

きたことを りに思う。 

 最後に、豊島 は、 田 員長を めとする の な まの長きに たるご尽

力に対し、 意を表し、感謝を げます。 な まのご尽力がなければ、事業の終 りを

このように迎えることはできませんでした。また、先 の を するために、事業を

最後まで遂 れた に対しても 意を表するとともに、 の 力を えるものです。

業者

業 事    

達 業を 者にと て豊島 は、 に直 を す 大な だ た。よ

う く豊島廃 処理事業も終りを迎え、 達、 を の にしてきた 業者も を

で下 している。

思い こせば、豊島に産業廃 が まれ産廃 法 で事 になり、

で日本中に れ るようにな た。

いつしか豊かな島 豊島が、産業廃 の島 豊島と ばれるようにな たのである。

達 業者は 々から、豊島の は大 夫なの、 産 は うなの、と 年 に た

てこの に えてきた。

もう 度とこんな事がおこら よう うばかりである。

年 で、島をきれいにする、 をきれいにする がすすんでいるが、 はこ

う思う。 々が豊かに できる島 豊島、 がい いいる豊かな 豊島、 う ま

れ て しいと思 ている。
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豊 業  

業 事    

19 8年より 法 が まり、大量の廃 が きに れたり れていた。 

2 年に が 意 れ撤去が まり、 年よう く終了とな た。 

思い せば、 々とあ た。 

はじめは が れなくならないか 場で が れなくならないか と し

た。 

は 豊島 の で していたのを に を えて出 した。 い は思

ていたより なく としたのを思い出す。 

また、水 のため、 員が で を出し産廃場 に き に 力した。 

桟橋の撤去も終了し、 く元の かな島に た。 

産廃撤去が終 た 、 よりも 然豊かで らし すい島にな て しい。 

豊  

   

豊島での産廃 法 は、199 H2 年、 の により事 したが、事業者に

よる の きは 和 年 後 から れており、2 H12 年に 3 の

を て豊島住民と との で最終 意が成 するまでには、長きに る住民

があ た。 して、最終 に9 を えた産廃と の撤去を終えるには、 ら

に19年もの年月と 大な を したのである。 

豊島 は、 々に つの大きな を えたと思 ている。一つは り い住民

が 現した住民 の である。 分た の意思と 意で大きな地 に かい、

最終 意では これからは の 念を て たな で もう と 議した当時の豊

島住民の には から 意を表する。 

つ は、 との 、 な 会 の である。地 が れてい

る現在、 た は の を していくためにも、廃 の 処理、 会の

成、 の な に と住民が一 にな て り んでいく がある。 

豊島は 、 な のおかげにより の島として になる一方、

に直 している。 は 々あるが、住民とともに を出し て島の を し

ていくことが地元 の であると 意している。 
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豊  

県知事   

豊島の 法 は、当時、 最大 の事 として 会 となり、これを に

廃 処理法の 、産廃特措法の による 法 現場の の措 が

れることとな たものと している。 

豊島廃 処理事業については、平成12年に直島町に中 処理施設を整 し、豊島廃

の処理を うことが れたことを け、当 としても、平成 13 年に設 した

保全連 会議 での 議 を じ、 、直島町 び との 者

で に連 し、 の が 切に 報 れるよう め、 民の 安 に

尽力してきたとこ である。 

 平成 29 年に直島町での豊島廃 の処理が終了し、事業は大きな を迎えたとこ

であるが、本事業を とし、後 えていくことは、 後の地 の 保全のため

にも なことである。 

豊島の する は、 が の なら において のない し を る

の地であり、 民にと て な水 の である。 後も、関係 で に

連 し、かけがえのない で豊かな 地 の を り、 の 引き継いでい

きたいと えている。 

豊 事業  

 田  

 豊島廃 処理事業については、産廃撤去、中 処理（ 処理）な 、関係者の

皆様におかれては、長きに たり本事業の にご尽力 れ、 より感謝する。 

 豊島は の対 にあたり本 にと ても な島であり、 、大 な

保全に してきたが、 の 対 度な排 処理を うな 、本事業

の な処理により、本 の に特 の はなか たと している。 

 また、直島 の 地 に 設 れた中 処理施設においては、 度処理に加え、排

水の 利 熱の 利 、 らには太陽 を り れるな 、 に した完

全 とな ており、 後 とい た地 対 に

するものと えている。 

 この処理施設は、 れた な 9 を処理し、 の役 を終え、

一 のうえ 会 に れたと ており、本事業の大きな区切

りであると える。 

 2 22年度末で産廃処理事業の終了となるが、 後も住民 の とな ている地下

水を 基準 下とすることな な が くかとは思 れるが、 しく豊かな島と

して の に引き継いでいけるよう、引き き に め、本事業が りなく完了

することを う。 
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豊 事業  

県知事   

が の が する一方、廃 の 処理が全 地で見られ、大きな 会

とな ていた。 

このような の中、平成2 年12月、 から、豊島事業で した の処

理の 力 があ た。豊島 は 最大 の 処理事 として、 が の廃

の大きな であること、 かな処理が であることな から、本 はできる限

りの 力を うこととした。 

の け れにあた ては、 の 員が に れ、安全 な につい

て に な をいただいた。 け れ後は、本 でも 処理の のために

を うな 、 で連 して の処理に り んだ。 

、豊島の産業廃 が全量撤去 れ、 らに地下水が排水基準を達成し

たことは、事業に関 た本 としても大 意 深いものと えている。 

廃 の 処理の は、 の保全および の 上に かせないものであ

り、 と の と の 全 を一つのものとしてとらえる の か

らも である。 

本 では、 を した を 施しており、 後も、 法

の を めとする廃 の 処理に けた り を一 してまいる。 

最後に、 の しく豊かな 然 がいつまでも保全 れるとともに、 の

らなるご をお りする。 

 

人 業 事業 事    

 出 の にと て、 に か 島々の は のものである。 

豊島、直島 りは、 に する に 連 から めた かしい と にある。 

 んな が豊島 に最 に関 たのは中 処理施設（ ）の 加を し

た時である。当時、 る の の 任者だ た は、何とか に

お役に たいとの い いを きながら したが、 念ながら が 念した

のを 日のことのように思い出す。 

 の後、産廃 の理事長に 任した 年の平成29年に、処理現場と中 処理施設

を する 会に まれ、関係者のご 力で 々と する を見て えるような感 を

えた。 

 して 、 豊かに の島として見事に り、たく んの が れる様を見 き

するにつけ、 と住民が一 とな た地方 の成 として を りたい。 

 関係 れた皆様方、本当にご 様でした。 
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豊 事業  

 

香川 事業 豊 事業   

  事業   

川   

1998年の 処理 で豊島廃 にはじめて関 り、 後は関連 のいくつ

かを担当し、 の れで直島の中 処理施設の を 成した。 後は安 のた

めの 担当、整 事担当を て、2 9年から直島の 長、2 11年からは豊島 直島の

長を らせていただき、直島での最後の処理を見届けた。 

この 、豊島 直島住民の皆様、 員の先 方、 員をはじめとする くの関係

者と出会い、たく んの を にした。 対 、処理期 のための

日 増加 による処理量増加対 、 で けにくくなる中での

加対 直島での 対 、本当に くの があ たが、 れらを り越える

ことができたのも、 の理念 のもと 報 を を

に てきた上 関係者の理 と 力の と感じている。 

成 の全量 は 会の す として当時は先 な り であ

たが、 では が当然のように ばれている。しかし、現場の はまだま

だ い。 関係事業に を く 場として、豊島廃 処理事業を じて られた

と 見を かして、 の 会の 現に していきたい。 

豊 事業  

  川  

 上 、 上 に らせて いておりました当 にこのような執筆の 会を き、

感謝申し上げたい。 

 当 の の を め、 、 、 水 に れた 38

と、 らしい の と、 の皆様の 保全を最 先に設

した特 理産業廃 搬 太陽 を した。1 年 の長きに たり、安 安全を

一に、 直に に ませて いた結果、2 1 年３月豊島からの を大 なく完了

することができ、関係者の皆様には感謝の念が尽きない。 

越ながらこの事業を すると、様々な会 せを じて感じた豊島 の

皆様の い、 び関係者の皆様の熱意と 力だ た。 めて関係者の皆様の 大なるご

尽力に 意を表するとともに、 らしく しい豊島の の を 念している。 
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豊 事業  

    

が、はじめて豊島を れたのは199 年であ た。 年 月に 員会が 成

れ、豊島廃 の処理方法 の が ま うとしていた。 から ３ までの

員会の を担当 せて いた後、豊島廃 処理事業が を

して 施 れていることを の 者の 場から し な の を う

業 を平成1 年度から28年度まで担当 せて いた。 

り て く思うことが ある。 一は、 会 意 成の から見た、豊島廃

処理事業の先 である。 の から対 していた 当事者が、中 な

から 成 れる 員会のもとで対 を し、対 を越えて長期 に たり対 を

していく はもとより、 を に関係者に する 、 員会の場

で 者も する は 後も長く引き継がれる き けであると えている。

して、この けを せるためには関係者の感 に れない な意志が で

あることを ばせて いた。 

は、 が れた場 の の である。一度 れた を する

ためには の だけでなく、 くの時 と 々の が められることになる。 

会 意 の い本事業の からの びが、 後に か れていくことを て

まない。 
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   事  

当日 後 時から 場の （ 21）で豊島

廃 の 会 が れていた。 田 員長をはじめ くの関係者が現場に ら

れる。 の日の 、 時 から の排出量が なくなり の 度が上がり

めていた。 の い が に び り し となり を いでいたのであ

る。1 ： を しての の 去を 。厚 は1 上。 の

去 業では 日 はかかる。 を して 水、 力による の き 大

。 は きた  11：2 下。  の後何もなか

たかのように 会 を迎えることができた。 

ここに 者の を して感謝を す。上 、 、田島、 、 、 、 田、中

井、 田、後 、 、 田、 、 田、 、 田、 田、 、 、 、

、 、日当 、 。 して最大の 者は当時 の 係長。この

方の尽力がなければ 21はなく、また豊島廃 の 処理に

表 が することもできなか た。豊島廃 処理事業の完了に し深 なる

感謝の意を表します。 
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豊  

                             香川県知事  

豊島廃 の処理が終了したと いて、この処理事業を う に し事業を

せ 中まで 施の 任を担 てきた者として、 を でお しています。

の成 から2 年 上の年月が し、 成 にご 、ご 力いただいた安岐登志一住

民会議議長、中 平 長、濵田孝夫直島町長はじめ くの関係者の方々がこの結果

を見届けることができなか たのは大 念だと思います。 

は、当 、このような大量の廃 の 処理は全 にも がなく、 にも

なのかと大 安でした。 員会の報告を まえ 田 先 をはじめ くの

のご をいただきながら処理事業が しましたが、 期せ 事 が

度々 し、 の 度 を しながら に事業が められました。 の連 であ

たのですが、何とか り越えてきたと思います。 は2 1 年に 事を 任しましたが、

の後も事業の に一 一 しながら 意深く見 てまいりました。全 の を

める中で くの の の が きましたが、引き き の最 とし

て り まれ、 切に事業が められました。 事事業の終了となりましたのも大 なご

とご 力をいただいた 田 事、 田 員長、住民会議の安岐

様をはじめ くの関係者のお だと から感謝申し上げます。長年に たり に事業

にご尽力 れた 議会にも謝意を表します。 

事業の終了までには長期 を しましたが、 はこの処理事業が後 の の となる

事象を く んでいると えています。 の において特筆す き事 とな たと思いま

す。 

1に、処理に当た ては安全と 保全を最 先に、事 を こ ないよう最

の 意が一 して れたこと。 

に、事 が した場 を めす ての 報を かに し、 民 関係

者の理 と 力を ながら めたこと。 

３に、 の理念のもと 結者である豊島住民会議 関係者との 報の

と 議、了 を にしながら 施したこと。 

後は、この の を かした が れるとともに、豊島処分地のより一

の水 が に よう期 します。 
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香川県知事 田  

 豊島廃 処理事業は、平成22年の 事 任時に、 が 元 事から引き継いだ

の最 の一つでした。 

引継 を けた の時から、これは何としても り遂げなければならないと思い め、

事 任までの12年 、全力で り んできました。 

 任の 年には、廃 の処理対象量が よりも大 に いものとなることが分か

り、 期の処理終了を んでいる直島町 豊島住民の方々はもとより、 議会 民の皆

様に対し、 に申し ない思いをいたしました。 

の から、 は 年度、処分地の 量 により、廃 の全 量のより

な に めました。また、 の 大 での水 処理も していました

が、処理施設 住民の理 が られ き まる中、 田町での

処理による対 について 田町をはじめとする関係者のご理 を るとともに、中 処理

施設の の による処理量 対 にも り ました。 

で められた廃 の搬出期限まであと 年を切 てからは、 度に たり

量 を いましたが、 の 度、全 量がかなり増え、 れまでの搬出方法のままで

は に なくなる めて しい の中で、 は、豊島住民の方々との を る

ため、できることはす て うとの を て、直島町の皆様の御理 をいただきなが

ら、搬出量 対 を じました。 

の結果、 の期限 り りの平成29年３月28日に搬出を完了することができ、

の後 月に廃 の全量処理を完了することができました。 

豊島住民の方々と廃 の最終 を見 ることができた時 、直島中 処理施設

の中 御 で、 の で を し、直島での処理を完了した時には、 事と

しての 任を果たすことができたと感じ、 直、安 したことを えています。 

の後、処分地の地下水の に り 、当 は、大 分の区 で基準を上 る

が見られ、 に な だと感じていましたが、全力で 対 に り 、令和３

年 月には、地下水の排水基準を達成することができました。 

の任期 了の 月の令和 年 月、最終 に処分地を引き す の について、豊

島住民の方々と 意することができ、産廃特措法の期限 に、関連施設の撤去 処分地の

整地を完了する見 しが た時には、大 感 深い思いがいたしました。 

任期中、大きな事 もなく、本事業をここまで めることができたのも、 の先

方のご尽力はもとより、直島町 豊島住民の方々、 議会をはじめ 民の皆様、本事業に

関 た くの関係者の方々の御理 と御 力、 して担当の 員の皆 んのた まな

い 力のお であり、ここに めて深く感謝を申し上げます。 

最後に、 が豊島 から んだ は、法令を するため として 然とした対

をすること、廃 の に に り ことでした。 

こうした を まえ、本 が 会を していくことを ております。 
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１   

あ  

後

を 8 上の 度で 上 せることで、 の を える

にな ている。 

（ ）が の 分と し、 の となることで

を こし、 の び れを こす現象。直島 においては、豊島の

である が熱 を け結 が し、 れが となり を引き

こすと えられている。 

から を い するための設 。 に れている 力な 久 を に

せると の表 に が られ、この の中を 、 、 う、

な の の が ると、 れ れに 現象による が し、 方に

力を けて加 し、 くに である。なお、一 として を で 去

し、後 の の を を している。 

安全 員会

直島 安全 員会設 H1 2 施 に基 き、 員

の 保 増 の基本対 を 議するものである。 （ 長、産業

、安全 者、 分会 の 員 ）からなり、 、 月 れた。 

なおしま 員会

なおしま に基 き、住民、 業 び が一 とな て する

事業を 施するため、 町 で設 した 。 員会を年 度 する。 

基度

では の 分 中に まれる水 のう の陽 で できる を、

の の 基度という。一方、 業 では の を表す 度として 基度が に いら

れ、 基度   2 で れる。 、 は 基度1 2～1 2 、 結 の

基度は1 ～1 度で 業 れている。 

直 水

出水 の の 出を ため、処分地 に 設 れている を連結した 。

の下 は 12 の まで達し、 ま た水は 水して 度排水処理施設で処理する

ことで 水の の 出を いでいる。 

か  

加 上

空 を加 して水に せた後、大 に すことで水中に な を せ、これを
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水に して を え せ、 の 力を利 して 上 せることにより、 を り

く である。 

表

を せながら対象 を安 に し、 する 。中 処理施設に 基

れていた。 の は、水 して保 れている。 、 を えることで処理

量の 整も ている。 

の を した の中を せることで、水中の を 去する である。

度排水処理施設の最終処理 として まれている。 

び地 から れ、廃 した である。 は に じて

れ、 で 熱処理 れた。 

のま 直島 員会

中 処理施設の な 、直島町 の について、町 の 表 者によ て、

、 を うため町が設 した 。年 度 。 

理基準

処分地 の地下水 を 度排水処理施設 で処理し、処分地 する の処理水の水 基準

である。水 法に基 く排水基準に準じて、 に められている。 

水

直 水  

は1 3 後で しているが、 処理 処理 で が した場 、

業をする は処理を中 する があり、 業が完了 、 かに処理できるように、

の 度を1 度に保 て すること。 

により を し、 に設 した の で すること

で、水中の を 去する である。 

での を一 にするため、廃 と 、 を し、 したもの。 

完了

廃 が 去 れ、 または が 出した について、 の の

下、 切に廃 が 去 れているか した後、 び を し、廃 による

がないか する 。なお、 については び の ができないことから、

の をも て完了 の とした。 

で 成 れる が ま たもの。 。 の に し、 大に成長した
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後、 に 下して、処理を中 する が平成1 年 に した。対

として 年1 月から で水 を 施している。 

理 員会

廃 施設 における ばく 対 で設 を れている

対 員会 を せたもので、 業員の 保、 、安全対 について、

を うため平成1 年 月に設 。 員は、 （産業 ）、 基準 を

中 に 成 れる（ 員長：氏 夫 日本産業 会 。後に  元 保 大

）。 員会の の か、 員の （ 理 ）によ て、豊島、直島の現場

を した。 

平成 年に 整 員会により 施 れた 豊島産業廃 水 申 事 に

係る の 。 において、本 処分地に れた産業廃 の びこれによる

の に関する が れ、 、 見に基 いた撤去 び 保全に な

措 びにこれらに な の がな れた。 

度排水処理施設

の 直 水 により 出を いだ地下水 を 水し、 処理 度処理 により し

た上で から するための施設。 

に する 利 をいう。一 には 然の 利、 、 が いられるが、

廃 処理分 では、 の 成 を とする が れている。 

 

。 の豊島廃 に した。 量は3 。 

 

。 の に した。 量 。 

（2 上 ） 

。 量 。 

 

の 空 の 度を め、排 による 出し熱 を して熱利 を

める 。処理量 量 の 果が期 できることから、平成 2 年度から を

した。 に しての連 処理 では、廃 の 量が 1 上 することを した。

な 保全措

豊島廃 処理事業の 施期 中を じて継 に 地 の の 大を するため、

平成12年 月～平成1 年３月の に 施した措 。 での 水 の 設、

にある廃 の処分地中 の 、廃 全 の 水 の 設を 施し

た。 
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を する 。 に 久 が り けられている。 

事 連 会

豊島廃 処理 議会を 完するために う、豊島住民と 員による 議 意見 の場。

月 、豊島分 で れており、平成29年 月からは豊島 で れている。 

、 、 、 、 の が一 に ～５を える の 。廃 に関しては

な に対して いられることが い。 処理では、 中に れる の は

～1 度に び、 の処理が となる。 

廃

結果をもとに していた廃 より下 あるいは にある廃 。処理対

象量の では、 廃 を平 、つ り に区分し、 から めた平 厚 を

基に を 出した。 

の く （ に ）な 、対象 を した後に を り出した りの

廃 のことである。豊島に 法 れた廃 の大 はこれである。 

水

一 には、地区 から してくる水を し、これを めて排 するため、地区の に

る水 のことをいう。豊島処分地では、 度排水処理施設 び に 区の法 の 水

が しないよう の に設 れている。 

報表

豊島 び直島の住民が処理事業の を することができるよう、 に 報を

していくための である。 度排水処理施設の を により し、

するための 末を豊島 に設 していた。 度排水処理施設の に い、

令和３年度に を終了した。 

を 、 した に する の で、排水処理施設で せた後、

水処理したものである。 な は、 成は 、 度は 3 下、 水後の 水 は

水として 2 である。年 量は廃 処理量の増加に い から で、平成

19年３月12日までは をしていたが、 13日 、処理量 のため

会 場に をして として 利 した。 

（水 ）

廃 （ 、 ） を にて で した後に、 した

をいう。 方法の いにより なる を た が られる。特に から排出 れた

を水 の水で したものを水 という。 
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を 業者 に する中継基地。 出、 、 島の３ にあり、民 に

理 していた。 

を するための 。直 1 の を に れて を の大き

に する で、 の は して を保 している。 は

によ て えを ている。 

で する を水に かすために れる のこと。 した後は、

の 施設に して り、 、 、 を した。 

期 時に 去した に した 。年 1 し、

していたが、平成19年 月から に処理を して 処理施設で、 、 、

を し、 利 した。 

処理

を の一つである の として利 し、一 な を する

もので、平成22年の 対 法 により められた処理方法。豊島の （

が基準を えたものを く。）は、 法の を する 会 場に

して処理を た。また、 大 熱処理後の についても 処理を

た。 

事 に当たり、全 を するために 量を た に いた直 。 方 の は

で、 方 の は で している。 れ れの の は

で、 に があるとこ もある。 と の の せで処分地の大まか

な場 を表した。 

大

で 成 れる のう 、 （2 ）を しない大きな である。

に しない。当 は 処理を ていたが、平成 18 年度からは

した後、 と し、 に したものを として出

した。 

た  

対 地

結果を するための 対象として設 れる、 の 施理 となる事象の を け

ていない地 。 の による結果の から、 地 の結果を し量る基準となる。 

太陽

豊島廃 の の 。 方 を し、

を のまま せて る。全長 、 99 、 18 を し、豊島～直島

を 日 することにより、 日 3 を年 22 日 度 航した。 
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度

水 の りの で、1 の水に1 の （ りの となる ）がある の 度 の

を 度とする。 度 により に できる。豊島処分地の の は、水中

の りと 関が いことが れており、 の 、対 をする上で な と

な ていた。 

地下水の 基準

31 豊島廃 理 員会（H2 3 1 ）で れた 地下水処理の基本方 で、

地下水の 基準として、地下水 対 は排水基準 に達するまで 施することとし、排水基準

達成後は、 然 方 で 基準を達成することと れた。 

地下水排

の 下に まる地下水を排水するための の である。 

中 意

整 員会平成５年（ ） 、 ５ 豊島産業廃 水 申 事 に

おいて、平成 年 月18日に申 豊島住民と 申 との に成 した中 な 意。 

中 保 施設

現場から ばれた廃 を一時保 し、 に 施設である。

の長 な の 処理を う特 処理 処理施設を 設していた。 

直下

廃 直下にあ た 。 完了 により完了 基準を したものについては

として処理を た。 

を一時 に し、 りを せる で、 と がある。 は

中 保 施設 度排水処理施設の に た が に し、 は処分地

の に た が する。 

つ り

廃 の に て にできた 上 が じているつ の 地。

搬出の終 時期には を上 る のつ りが出現し、処理対象量の増加につなが た。 

廃 と直下 との の 。 な限り 分な を 去することがないよ

うに、また、廃 の り しがないように、 に を た。 

豊島廃

豊島処分地に 法に れた廃 れにより れた のこと。 には、本

処分地に 在する廃 （廃 に 在する を 。） び廃 の びに廃 直下の

を す。 

豊島廃 理 員会

処理の年度 の 、事業の 理 に関する を うために設 。

員は （ 員長： 田 田大 ）。廃 の処理完了後に した
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（H29 9）が最終 となり、豊島廃 処理事業 員会に役 を引き継いだ。 

豊島廃 処理事業 員会

豊島廃 理 員会の後継の 員会として、処理の年度 の 、事業の 理 に

関する を う。 員は （ 員長： 田 田大 ）。 

豊島処分地排水 地下水 対 会

の により、豊島処分地からの排水が 理基準 を上 た事 を まえ、

対 を するため、豊島廃 理 員会のう 、 の 員と で 豊

島処分地排水 地下水対 会 を 成。 らに、豊島の が 、地下水対 が にな

てきたことから平成21年 月に 。 員は５ （ 長：中  法

員 員）。 

豊島処分地地下水 水 対 会

豊島処分地排水 地下水 対 会の後継の 会として、 員会 に設

れた。 員は５ （ 長：中  法 員

員）。 

豊島廃 処理 議会

に基 き設けられた豊島住民と との 議 。年 している。 

水係

地 の 水 を表す係 。 水 （ ： ）のとき、 を 時 に する水

量。 

特 処理

豊島廃 の中で、一 の大き 上の 、 、 の

の た 、 、 の 、 の のままでは中

処理施設の 処理設 に できないもの は 処理を う のないもの。ここで

一 の大き 上 とは、基本 には に いる の に りきらない大

長 であるが、 については3 上のものはできる限り特 処理 として

り た。 

廃 に た を一時 に または廃 に せる で、廃 の に

い場 大き を えながら設 した。廃 の終 には廃 の が完了した

を整 して りをした を設 し、廃 の水を した。 

直 水 に ま てきた水を に 水が えるよう、 水 いに を き め

た大きな 上の施設。 

は  

本 処分地

豊島 会 の事業場 地（ 在地： 町豊島 ）。産業廃 が

法 れた現場 び の 地 である。 
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ま  

処理

の処理の で、 れらの中 処理が に れるよう、処理対象 に加える

の 。 大 の の を事 に り く 処理、 大 を処理 な

大き にする 処理 がある。 

に を て、 の 量を すること。 

の中に まれている、ある の と の 成分が、 を

こして し、 び れを することもある。 

 

出量基準

の安全 を する基準。廃 の処理 を 設処分する に しなければなら

ない。 

中 処理施設での 度である1 3 で れ、安 に連 処理できるように れ

た豊島廃 （特 処理 を く）に 加 れた 。 （ ）と

が れ、豊島廃 における の が増加してきた終期には （ ）も

れた。 を 加することで の成分が 整 れ、 の安 にも した。

また、 の 水 が し、 業中の が 上した。 

廃 下水 の を 1 3 上の で したものを し、 せたもので

ある。 することにより が する 、 熱で の が

れるという がある。 は 期 に れ、基準に したものを

として 事業 で 利 した。 

（水 ）  

ら  

の の表 を で直 熱し、 した を する設 である。中

処理施設に 基設 れていた。 
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～  

現地 を基準とした 。  の 。 

量 。   の 。 は、一 に な

の であり、 の の は、 、 の中で最 の を する2 3 8 の

の 量に して表す。 

平 。  の 。 島量水 （現在の 中 区 ）における

の平 を  とし、 の基準としている。 

。   の 。 
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県 豊 者

県 豊

豊 者

県 豊 事 業

県

県 豊 業 業 業

豊 豊 県

業 業 業

豊 業 事 業

豊 業 業

豊 豊 業

豊
豊 県 業 業 事 業

県 豊 業 業

豊 豊

豊

香 川 県

豊 事

香 川 県 業

業

人

川 香 川 県 知 事

香 川 県 知 事

香 川 県

香 川
田

当 時 の 廃 処 理 法 の

廃 処 理 業 の に 搬 業 処 分 業

の 区 分 が な く ま た 一 度 す る と 年

で あ た

産 業 廃 処 理 施 設 の 設 は 届 出 で あ

た ま た 一 の 最 終 処 分 場 は 届

出 も で あ た

こ の の 法 と は 廃 一 の

を な に て る と 町 が

し た 区 に 廃 を て る に 限

れ て お り 区 に 廃 を て る

は 法 と れ て い な か た

廃 撤 去 の 令 を う は

の 保 全 上 大 な が あ る こ と と れ て

い た
が 法 者 に て 執 で き る

は ま だ な か た

の 最 は 一 年 下 の 役 は

下 の で あ た

産 業 廃 の 搬 を

を 搬 す る 場 も 事

に 事 議 を け

廃 処 理 施 設 の 設 に つ い て が

れ た
廃 処 理 業 の に つ い て 年 ま で の

が れ た

区 対 象 を 限 せ に す て の 場 に お け

る 廃 の が れ た

に 大 な が な く て も 措 令 を

え る よ う が 和 れ た

の に を じ る お れ の あ る

廃 に つ い て 特 理 廃 度 を 設 け

を け た

が 年 下 の 役 は 下 の

に れ た

で は 廃 の 処 理

に 対 す る の を た

の
産 業 廃 処 理 業 の

業 搬 業 処 分 に よ る 処 分 に 限 る 業

り う 産 業 廃 の

く の ん

和 の な

豊 島 は 排 水 を 一 切 に な い 期 に 水 を い 結 果 を 住 民 に 報 告

す る 産 業 廃 を し な い に よ る の 事 業 は ま な

い な を

豊 島 住 民 は 和 年 の 処 分 申 を り 下 げ を 撤 去

和 年 後 か ら 平 成 年 に か け て 豊 島 で 廃 処 理 業 を 豊 島 が

の く で あ る な の 大 量 の 産 業 廃 を の

理 地 に 搬 し き 法 を け た
法

れ
た
産
業
廃

 

直
後
の
豊
島
処
分
地
 

措 令 の な

事 業 場 に あ る 産 業 廃 を 撤 去 し を え た 最 終 処 分 場 搬 し

に 処 理 す る こ と

事 業 場 に あ る 産 業 廃 の 出 を す る た め の 措 び に ま り 水

の 出 は 出 を す る た め の 措 を る こ と

廃 処 理 法

の

を け な い で 量 の 産 業 廃 を 法 に し た 上 め て な の 処

分 を し た

豊 島 当 時 の 最

者 役 一 月 執 年

業 員 役 月 執 年

こ の 年 表 は 豊 島 の な 法 度 の な に つ い て し た も の で す

後 も 廃 の 法 の に け た を こ の 年 表 に ん で い き ま す
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豊 豊

県
豊 人

豊

県 豊

県 県 豊 者

豊 人

豊 人 人 人

県 豊

県

香 川 県

香 川 県 業

香 川 県

の 申 と の

豊 島 者 び の

法 を た 本 で あ る

員

豊 島 が ん だ が 産 業 廃 に 当 す る か う か の

を り 豊 島 に 対 す る な を た

産 業 廃 の 排 出 事 業 者 一

豊 島 が 法 な 産 業 廃 の 処 理 を て い る こ と を り な が ら 豊 島 に

産 業 廃 の 処 理 を し た

申 の
し て 一 切 の 産 業 廃 を 撤 去 す る こ と

申 に 対 し 連 し て を う こ と

措 令 の な

事 業 場 の い に 基 に 達 す る 直 水 を 施 す る こ と

事 業 場 の 水 の を す る た め 水 排 水 施 設 を 設 す る こ と

廃 処 理 法

の 令 の

豊 島
会 表 者

員 会 に よ る 結 果 の

廃 の 量 は に の る と れ 当 廃 中 に は

の の が 当 量 ま れ こ れ ら に よ

る は 廃 直 下 の 処 分 地 の 地 下 水 に も ん で い る 処 分 地 を こ の ま ま

す る こ と は 保 全 上 の を る お れ が あ る の で に 対 を

じ る き で あ る

員 会 が し た つ の 対 の な び

処 分 地 で 中 処 理 し 島 に 搬 出 し て 最 終 処 分 一 一 一

島 に 搬 出 し 島 で 中 処 理 を 施 し て 最 終 処 分 一 一

島 に 搬 出 し 現 の ま ま 最 終 処 分 場 で 最 終 処 分 一 一

処 分 地 で 中 処 理 す る と と も に 最 終 処 分 一 一

島 で 中 処 理 し 度 処 分 地 に 搬 し 最 終 処 分 一 一

処 分 地 で し な が ら 最 終 処 分 場 に し 最 終 処 分 一

処 分 地 に お い て 水 水 の 保 全 措 を る 一

の に よ る 中 処 理 に よ る 中 処 理

申 の
廃 処 理 法 上 の 事 の 事 の 理 執 は の 関 任 事 で あ る か ら は

事 の の 結 果 に つ い て 任 を う

豊 島 事 が き か け と な て 廃 処 理 法 の

本 を は じ め 法 度 の 整 が ん だ

の 基 準 が れ 一

の を 廃 が 特 理 廃 に 加

れ た

に つ い て 安 処 分 場 の

て が れ 理 処 分 場 に れ た

な の

に つ い て 分 が 本 し た
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県
豊 人

県

事

事

香 川 県

豊 豊 者

豊 者

豊

香 川 県 業

事 業

人
香 川 県 知 事

香 川 県

県 事

の
豊 島 の 和 を め び 者 に 謝 の

一 と 廃 の 撤 去 を じ た

直 島 処 理 と は

廃 を 豊 島 か ら 上 し 直 島 町 の 会 直 島 に

設 す る 中 処 理 施 設 で 処 理 す る 事 業

直 島 処 理 を し た 理

施 設 の 利 豊 島 で は の を す る 施 設 を 年 が て い る に も か

か ら 一 年 で 撤 去 す る こ と に 対 す る 議 会 の

会 の い 力 処 理 が

力 の 達 が 直 島 の 設 の 利

直 島 町 の た な 産 業 の

報 告 書 の

か ら 直 島 処 理 の が あ た こ と を け 員 会 最 終 報 告

で と り ま と め た 事 の 見 直 し を い 豊 島 で の 施 設 整

直 島 に お け る 中 処 理 施 設 の 整 豊 島 か ら 直 島 の 廃 の 搬 に つ い て

し た

中 意 の な
は 廃 の を り 豊 島 に 対 す る 切 な を た 結 果

本 処 分 地 に つ い て 深 な 事 を し た こ と を め の 意 を 表 す

廃 に つ い て に よ る 中 処 理 を 施 す こ と に よ り で き る 限 り 利 を

り 廃 が 搬 れ る の に す

申 は に 対 し を し な い

な 保 全 措 に 関 す る 事 報 告 書 の

び 地 に あ る 廃 を し 処 分 地 に せ る で

水 を 設 す る 水 の を す る た め 水 で う な 処 理 の

施 期 中 に お け る の の 大 対 を と り ま と め た

中 処 理 施 設 の 整 に 関 す る 事 報 告 書 の

廃 の 中 処 理 の 方 に 関 す る を い

一 表

の 方 を し た

報 告 書 の

な 保 全 措 の 施 に 関 し て 廃 の 地 下 水 の

処 理 方 法 な な ま た 中 処 理 施 設 の 整 に 関 し て 成 の

利 施 設 の 設 に か か る に つ い て 基 本 を と り ま と め た

の
が な い こ と

町 の に つ な が る こ と

に 切 に 対 す る こ と

町 民 の が ら れ る こ と

報 告 書 の
中 処 理 施 設 の 時 対 事 業 の 安 全 で の 上 の 安 全

保 に つ い て 加 を た

処 理 施 設 を 設 す る に を

施 し 申 書 を 告 す る が け

ら れ た

廃 の 法 に 対 し て 事 が ら

措 を じ 者 に で き る 度 が 設

れ た 執 法 の 特

対 象 で あ た 一 の 最 終 処 分 場 が

の 対 象 に 加 え ら れ 全 て の 最 終 処 分 場 が

に な た

廃 処 理 業 の に 力 員 が 加 れ

の 加 し の な

が れ た

度 の が 全 て の 産 業 廃

に 大 れ た

が 年 下 の 役 は 一 下 の

に 大 に 大 れ た 廃 の の 法

は 一 と れ た
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豊
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人
業

香 川 県 県 業

香 川 県 県 業

業

全 地 で と な て い る 大 な 法 を

一 す る た め の に つ い て め た 一 年

の 時 限 法 が れ た

成
 

な
保
全
措

事
完
了
後
の
豊
島
処
分
地
 

の な
が 廃 の を り 豊 島 に 対 す る 切 な を た 結 果 豊 島

住 民 に 安 と を え た こ と を め か ら 謝 す る

は 員 会 の 結 果 に い 平 成 年 度 末 ま で に 本 処

分 地 の 廃 び こ れ に よ る を 豊 島 か ら 搬 出 す る と と も に 本 処 分

地 の 地 下 水 出 水 を す る

は 員 会 の 結 果 に い 搬 出 し た 本 廃 を 直 島 町

の 直 島 に 設 れ る 処 理 施 設 に お い て 方

に よ て 処 理 し の 成 の 利 を る

の の の

産 業 廃 の 排 出 事 業 者 一

一 が

の に じ 平 成 年 一 月

成

豊 島 者 排 出 事 業 者

意 が 成 す る 見 が な い た め

が 切 り

員
申 が 申 り 下 げ

廃
の

 

排 出 事 業 者 に 最 終 処 分 ま で の と 任 が せ

ら れ 意 の 排 出 事 業 者 が 措 令 の 対

象 に れ る と と も に の 対 象 に れ た

地 者 が 措 令 の 対 象 に 加 れ た

き が と れ た

役 年 下 を 年 下 と す る な が

れ た
中 処 理 施 設 が 設 れ る 直 島 町 に お い て こ れ

を に 会 の 地 を し

産 業 の 出 を る と と も に 然 の

和 し た ま く り を め る

事 業

直 島 に よ る

施 設 の 設

事 業
を に 住 民 と 業 と が 一 と な

た の
事 の に よ り 事 会 と し て

の を 時 に す る い

る 方 を し 現 し た

廃 で あ る こ と の い が あ る の 処 理 に つ い て

が で き る こ と と れ た

法 の 遂 が 設 れ た

法 が 一 廃 の 法 に 関 し た と き の

が 一 に 引 き 上 げ ら れ た

な 業 者 の の し が れ た

の し れ を し た 者 が 廃 処 理 業 の

に 加 れ た

産 業 廃 の 搬 の

方 を 継 し つ つ を

と し た 産 業 廃 に つ い

て は 事 の 事 議 を

け た う え で 搬 を め る

議 書 報 告 書 を

で 表 す る な 報 を 基 本

に を る
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豊 島 廃 の 本 処 理 を し た

直
島

中
処
理
施
設
 

法 の 搬 に 対 す る が 設 れ

た
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中 意の成 について

 申 豊島住民 9 と 申 との の 平成５年（ ） ５ 豊島産

業廃 水 申 事 について 本日 （ ） 申 が中 処理を 施

する場 これに な 地については これまで 地 者から を けることを

に 業が れてきたこと にかんが 後 地 者が た場 でも を

に 議を うこと （ ）排出事業者に対しては 後も引き き 分の 担を めていく

こと を として のとおり 中 意が成 した。 

平成 年 月 18日  

整 員会 員会 

（  ） 

 申 は 廃 の を り 豊島 会 に対する 切な

を た結果 本 処分地について深 な事 を したことを め の意を表す。 

（ ） 申 は 本 処分地に する廃 び について による中

処理を施すことによ て できる限り 利 を り 豊島 会 によ

り廃 が搬 れる の に すことを すものとする。 

（ ）中 処理施設は 本 処分地に する廃 び の処理を とし これ

の廃 の処理はしない。 

３（ ） 申 は の中 処理施設の整 び対 施期 中の 保全対 の

ために な を平成 年度に う。 

（ ） 申 は に当た ては 者からなる 員会を設 し

これに び 方法 の びに 結果の を する。 

（３） 員会は な 場から 平中 に を うこととする。 

（ ）申 の 表者は 員会に対し の議事の を めることができる。こ

の場 において 員会は 当な理 がなければ を ことができな

い。 

（ ） 申 は ３ の の 施に しては 申 の理 と 力のもとに うこ

とが であることを する。 

（ ）申 申 び 整 員会は の期 中 の 施 び

について申 に し 意見を くために 者からなる 議 関を設 す

る。 

（３） の 議 関の び議事 に係 る は 整 員会が申 び

申 の意見を いて する。 

５ 利 な び の処分方法については の を基本として 申

の 施する の終了後 の結果を まえて 申 び 申 において

いを 議する。 

 申 は 申 に対し をしない。 

 申 び 申 は 本中 意に められた事 を に することを

し これを じて の 関係を せることとする。 
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（平成 12 年 月 日） 

（ ） 

下、申 ら 3 び 加 ら 111 を せて 申 ら 、 申 を 、

の 地を 本 処分地 、 豊島廃 処理 員会（

ないし ３ 。 加分を 。）を 員会 、利 関係 会、 会

び 会を 豊島３ 会 という。 

      

 町に する豊島は、 に 在する 島の一つである。こ

の豊島に、産業廃 処理業を 豊島 会 は、 和 年 後 から平成

年にかけて、大量の産業廃 を搬 し、本 処分地に 法 を けた。 

豊島の住民は、平成５年 11 月、上 業者とこれを する 場にあ た 、産業廃

の処理を した排出事業者らを 方として の申 てをした。 

 当 員会は、 の方 を るため本 処分地について大 な を 施した。 の結果、

本 処分地に れた廃 の量は、 を め 9 方 、 に

達すること、 の中には、 を の が 当

量 まれ、これによる は地下水にまで んでいることが した。このような本 処分地

の を まえ、 を めた結果、平成 年 月申 らと との に中 意が成

し、 は、本 処分地の産業廃 について、 による中 処理を施すことによ

て搬 の に すこと、中 処理のための施設の整 について、 に設 れる

員会に を することな が れた。 

３ 員会は、平成 年 月から 12年 月にかけて を い、 の成果を

ないし ３ の報告書にまとめた。 の中で 員会は、本 処分地の産業廃 の処理

は 方 によるのが 切であり、この方 による処理を、豊島の にある直島に 設

する処理施設において、 を せることなく 施することができる の見 を表

した。この 方 は、処理の結果 成 れる 、 な の 成 を最終処分す

ることなく、これを 利 しようとするものであり、 が が す き 会の 21

に けた を くものといえる。 

 本 において、 は、この事 の 日に るまでの な に 、 のとおり

謝 の意を表し、申 らはこれを としたうえ、 方は、 員会が する

の えに基 き、直島において、本 処分地の産業廃 を上 ３の方 によ て処理し、

豊島を元の に すことを して、下 のとおり 意した。 

これにより本 は成 した。 

５ 当 員会は、この に めるとこ が かつ に れ、 の結果、豊島が

という しい 然の中でこれに しい を現すことを切 する。 

なお、1 の は、申 らと排出事業者らとの に成 した に基 き、排出事業者

らが産業廃 の対 をも で出 したものである。このように、廃 の 法

にかかる事 において、 の排出事業者が の のため 担に じた事 はなく、この

は、この において先 を くものであ たことを する。 
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（ の謝 ） 

 は、廃 の を り、豊島 会 に対する 切な を た

結果、本 処分地について 、水 深 な事 を し、申 らを 豊島住民

に長期に たり 安と を えたことを め、申 らに対し、 から謝 の意を表する。 

（基本 ） 

 は、本 に める事業を 施するにあた ては、 員会の 結果に

う。 

３（廃 の搬出 ） 

1  は、 員会の 結果に い、本 処分地の廃 びこれによる

（ 下 本 廃 という。）を豊島から搬出し、本 処分地 の地下水 出水（

下 地下水 という。）を する。 

2  本 廃 の搬出は、 員会の 結果に れた に基 き、平成 28 年度

末までに う。 

（豊島 施設） 

 は、 員会の 結果に い、 かに、 に める措 を じる（ 下、こ

れにより設 れる施設を 豊島 施設 という。）。 

1  地下水 が 出するのを する措  

2  本 処分地 からの 水を排 するための措 、本 処分地 の 水を排 するための措

び地下水 を するための措  

3  本 廃 を搬出するために な施設（本 廃 の保 施設、特 処理

施設、 理 、場 び 桟橋を 。）の設  

５（ 処理） 

1  は、 員会の 結果に い、搬出した本 廃 を 方 に

よ て処理し、 の 成 の 利 を る。 

2  本 廃 の 処理は、 員会の 結果に い、 直島

町 在の 会 直島 地 に設 れる処理施設 下

処理施設 という。）において う。 

3  は、 処理施設においては、本 廃 の処理が終 るまでは本 廃

の廃 の処理はしない。ただし、 に める廃 はこの限りではない。 

 直島町が処理す き一 廃  

 により設 する豊島廃 処理 議会において、本 廃 と せて処理するこ

とに 意が成 した  

（申 らと との 力、豊島廃 処理 議会） 

1  は、本 廃 の搬出 、地下水 の 、豊島 施設の設 び本

廃 の 処理の 施（ 下、これらを 本 事業 という。）は、申 らの理

と 力のもとに う。 

2  は、 員会の 結果に い、 が しないよう 分に 意を い、

本 事業を 施する。 

3  申 らと は、本 事業の 施について 議するため、 に めるとこ により、申

らの 表者 び の担当 員 による 議会（ 下 豊島廃 処理 議会 とい

う。）を設 する。 

（ の関 ） 

 は、 員会の 結果に い、 に めるとこ により、関連分 の 見を

する の のもとに本 事業を 施する。 

10-19



10- 0 

（本 処分地の 地 関係） 

1  豊島３ 会は、 び本 事業 施関係者が、本 事業を 施するため、本 処分地

に り、 な 業を うことを める。 

2  豊島３ 会は、 に対し、 の 地（ 下 地上 設 地 と

いう。）について、 を 利者とする の の地上 を設 し、これに基 く登 を

する。ただし、地上 設 び 登 は の 担とする。 

   豊島 施設の  

  期  豊島 施設の 期  

  地  なし 

3  は、 の地上 を に しない。ただし、豊島３ 会の があるときはこの

限りではない。 

 は、本 処分地を本 事業 の に利 しない。 

 豊島３ 会の 表者 び の 任を けた者は、あらかじめ に したうえ、地上

設 地 び豊島 施設に ることができる。 

（豊島 施設の撤去 び 地の引 し） 

1  は、豊島 施設の 施設を する を達したときは、 かに、当 施設が 在

する 地の地上 を せるとともに、当 施設を撤去して の 地を豊島３ 会に引き

す。 

2  の の保全にかかる施設 び 水 と の関連施設（これらの施設については、

地下水の 水 は する。）は、当 施設を する を達したときは、 地の一 にな

るものとし、これを豊島３ 会に引き す。 

3  は、本 処分地を引き す場 、あらかじめ、 員会の 結果に い、

により、本 廃 の撤去 び地下水 の が完了したことの を け、本 処分

地を 水が しない としたうえ、 のない に整地する。 

1 （排出事業者の ） 

1  申 らと は、 平成５年（ ） 、 ５ 豊島産業廃 水

申 事 において、排出事業者らが申 らに に た ３ 2 8

のう 、申 らは 8 を し、 は本 廃 の対 として

を する。 

2  申 らは、 に対し、平成 12年 月 1 日限り、上 1 を の

の （ ）に り 方法により する。 

3  上 事 において、 会 が申 らに うことを した の は、

申 らが する。 

11（ の ） 

 申 らは、 に対する を する。 

12（本 の終結 ） 

1  申 らと は、本 によ て本 の一切が したことを する。 

2  申 らと は、 後 いに 力して本 に めた事 の な 施に めるも

のとし、 らに、 においては、 の 島とともに豊島について 島 の に 力

するものとする。 

13（ 担） 

 本 に した は、 の 担とする。 

上 

 1（ ） 

 2（ ） 
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豊島廃 処理 議会設  

（ ） 

  3 の に基 き、本 事業について 議するため、豊島廃 処理 議会

（ 下 議会 という。）を設 する。 

（ 議会員） 

 1  議会は、 の者をも て 成する。 

   者  

   申 らの 表者  

   の担当 員  

 2  者については、 び の者が を し、 方の 意を た上で

議会員に する。 

 3  者たる 議会員の任期は 年とする。 

３（役員） 

 1  議会には、 の役員を く。 

   会長    

   会長 理  

 2  会長 び会長 理は、 者をも てあてる。 

 3  会長は、会 を 理するとともに会議の議長となる。 

  会長 理は、会長を し、会長に事 あるときは の を 理する。 

（ 議会の ） 

 1  議会は、 年 （ 月 び 月） するものとし、会長が する。 

 2  上の 議会員の あるときは、会長は 議会を する。 

 3  の場 、 を する 議会員は、あらかじめ 議会に 出する事 を書 で会長

に しなければならない。 

５（意見 ） 

  議会は、 に じ、 者 の出 を めて意見を くことができる。 

（ ） 

  申 ら、豊島３ 会関係者 び 員は、 議会の議事を することができる。 

（ ） 

  議会の は、 が う。 

（ ） 

  この に めるものの か、 な事 については 議会において める。 

上 
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の関 に関する大  

の に基 き、本 事業 の の の大 を、 下のとおり

める。 

（基本 ） 

  は、 に めるとこ により、 による 員会 び を設

し、本 事業は、これらの び のもとに う。 

（ 員会） 

 1  は、本 事業を 施するため、 員会の 結果に い、 の事 を

とする 員会を本 事業の に せて設 する。ただし、 を とするものは、

と められない場 はこの限りではない。 

   豊島 施設 び 処理施設 の びに本 廃 の搬出

に関する 事  

   上 施設 の 理に関する事  

   豊島 施設の撤去に関する 事  

   本 廃 の撤去後の地下水 の に関する事  

 2  員会は、 が関連分 の 見を する の中から 任した 員で 成する。

は、申 らに対し、あらかじめ 員の 者の氏 を する。 

 3  員会は、 員会の 結果に い、 の関 を と れる事 につい

て、 を う。 

  員会は、 員長が する。申 ら、豊島廃 処理 議会の会長 は会長 理か

ら、 員長に対し、 員会 の があ たときは、 員長が の を する。 

  申 ら びに豊島廃 処理 議会の会長 び会長 理は、 員会の 議を し、意

見を ることができる。 

  は、申 ら びに豊島廃 処理 議会の会長 び会長 理に対し、あらかじめ

員会の議 を する。 

  は、 員会の 議の結果了 れた事 については する。 

３（ ） 

 1  は、 員会の 結果に い、 を設 する。 は、

申 らに対し、あらかじめ 者の氏 を する。 

 2  は、 が た の を かに申 らに連 する。 

（ ） 

 1  員会 び に関する は、 が 担する。 

 2  この大 に基 く申 らに対する 連 は、豊島廃 処理 議会の申 の

議会員のう の に対して うことをも て りるものとする。 

                                         上  
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成 後の 事 （平成12年 月 日） 

この の が 事終了いたし感 量でご います。 

特に、本日は、安岐登志一議長様が、 ３ の方々とともに、 き場まで迎えていただき、

うれしく じた けでご います。 

らに、ここで、安岐議長様、中 先 から大 かいお を りまして、感 いたすと 時

に、大 いたしております。 

ま はじめに、豊島住民の皆様方に、 い から でご いますが、 から謝 いたしたいと

思います。 

は、廃 の を りまして、豊島 会 に対する 切な を

た結果、豊島の処分地について、 、水 、深 な事 を し、豊島の住民の皆

様に、長期に たり、 安と を えたことを め、 からお びをいたします。  

は、 事に 任して 、豊島 の1日も い をめ しまして、 に り んでまい

りました。また、 を見つけては の に登りました。 に1 になりますが、 の度

に 上の から に見えます豊島に かいまして、 かに対 をしていました。ある

時は に豊島がよく見えました。またある時はかすんでいました。全然見えない日もご いまし

た。 

い い な意見 が に せられる中、豊島に かいまして、思い、 、 日この日のあ

ることを じまして、1日も くこの日が ることを たすら念じてまいりました。 れだけに、

本日、よう くこの日を迎えまして、豊島住民の皆様に、こう て直 お にかかれまして、こ

う てお が出 たことは に感 量でご います。これまでの に、豊島 をめ る の

によりまして、 な思いを れ、あるいは りを感じられた方々もあると思います。これ

も とえに の の すとこ でご います。 うかお しをいただきたいと思います。 

日、このような が られましたのも、ここにおられます 員長はじめ の 員

事 の方々、 田 員長はじめ 員会の皆様 びに中 、田 をはじめ

理 の方々の長年に たります御尽力のお でご いまして、深く感謝申し上げます。 

また、 におきましては、廃 に りがあり、 の を する豊島廃 対 事業

を ることにな たことは、 民の皆様に申し なく、このことを に いたしまして、

これを として、このような事 を び することの いよう、 後、 な廃 の

に なきを期したいと えております。  

これからは、 に 地 量 に ております な 保全措 の 期 施を りますとと

もに、 に中 処理施設の整 に し、豊島廃 対 事業全 を 意 めてまいります。

これらの事業の 施に当たりましては、 員会の 結果を まえまして、豊島住民の皆

様をはじめ関係者の御理 と御 力をいただきながら、豊島の処分地 はもとより の

保全に 全を期してまいります。 らに、中 処理施設の整 を といたしまして、21 の

における 会が 成 れますよう 力いたしたいと じます。 

また、豊島をはじめ 島は、 利な をかかえており、 の は にと て の地

とともに大きな であります。 といたしましては、 こに住んでおられる 々の意 を し

つつ、 島の にも 意 り んでまいります。 

最後に、 といたしましては、 後、 に められた に て、 に事業を め、

豊島住民の皆様をはじめ関係者の方々との 関係の に めてまいりますので、皆様方の御理

と御 力をいただきますようにお いいたします。 

大 長い 、御 をおかけいたしました。 
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と直島町の 書 

書 

 直島町（ 下 という。）と （ 下 という。）は、直島町において が 施する

豊島廃 の 処理 びこれに関連する業 （ 下 事業 という。）に関して、 のと

おり する。 

（ の ） 

 び は、 を んじ、 に、この に める事 を しなければならない。

（ 処理施設 の整 ） 

 は、 豊島廃 処理 員会（ 下 員会 という。）の

結果に い、 会 直島 （ 下 という。）の 地 において、

豊島廃 の 処理施設 びこれに関連する施設（ 下 処理施設 と

いう。）を整 し、事業を うものとし、 は、これに 力するものとする。 

 は、先 な 処理施設 を 期に整 することにより、 とともに、 に れ

る 島 を する の 保全を り、 会の 成に めるものとする。 

（豊島廃 の廃 の処理） 

３  は、 処理施設 において、 が処理す き一 廃 を処理することができ

るものとする。この場 において、 は、 に対し な処理 を うものとする。 

 は、 処理施設 において、豊島廃 と せて、 の 意を た （ の一

廃 を く。）を処理することができるものとする。 

３ は、 処理施設 において、 びこれによ て れた を処理しな

いものとする。 

（ 保全 び 報の ） 

 は、事業の 施に当た ては、 員会の 結果に い、 保全 び

に 全の対 を るものとする。 

 は、 員会の 結果に い、 を するとともに、 事

が した場 には、 かに の を に するものとする。 

（ ） 

５  は、 会 と 議し、 処理施設 の 地 びこれに関連す

る の 地 の の に に めるものとする。 

（ 対 ） 

 は、事業を うことに する （ 下 という。）の の に めるとと

もに、 が したときは、 による の に めるものとする。 

 は、 による に対し、直島町における 対 （平成 年

）に基 き な措 を るとともに、 が 施する 対 度に対する

を うものとする。 

（直島町の ） 

 び は、 会 の 力を て、直島町において、 事業

により、 しく な についての 産業の が られ、直島町の

につながるよう めるものとする。 

 は、直島町の び を るため、事業の 施に当た ては、直島町住民の 会

の 保 び直島町 の事業者の な について するとともに、 の な の整

に めるものとする。 
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（事業終了後の施設の利 ） 

 は、事業の終了後における 処理施設 の利 について、 と 議するものと

する。 

（ 議会） 

 は、 と 議して、事業 び 事業 の な 施を るための 議会を設

するものとする。 

（ ） 

1  この に めのない事 はこの に める事 に を じたときは、 議

して めるものとする。 

  この の成 を するため、本書 2 を 成し、 のうえ、 1 を保 する。

  平成12年 月18日 

                      直島町1122 地  

 直島町 

   直島町長  濵田 孝夫 

  町 1  

  

   事   
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と 会 の基本 書 

基 本   書 

 会 （ 下 という。）と （ 下 という。）とは、直島町に

おいて が 施する豊島廃 と れによ て れた （ 下 豊島廃 という。）の

処理 びこれに関連する業 （ 下 事業 という。）に関して、 のとおり する。 

（ の ） 

 び は、 を んじ、 に、この に める事 を しなければならない。

（ 処理施設 の整 ） 

 は、豊島産業廃 水 申 事 の申 らとの が成 し、事業に

対する直島町 の 意を られたことから、 豊島廃 処理 員会（ 下

員会 という。）の 結果に い、 の直島 の 地（ 下 地 という。）

において、豊島廃 の 処理施設 びこれに関連する施設（ 下 処理

施設 という。）を整 するとともに、 の 理を うものとする。 は、 の を

けて、これに 力するものとする。 

 び は、事業の 施に当た ては、 の 利 び の 利 に に

り とともに、事業の 施を として、直島町において、 事業 により、 し

く な についての 産業の が られ、直島町の につながる

よう めるものとする。 

（対象廃 の ） 

３  は、 処理施設 において、直島町が処理す き一 廃 を処理することが

できるとともに、豊島廃 と せて、 の 意を た （直島町が処理す き一 廃 を

く。）を処理することができるものとする。 

 は、 処理施設 において、 びこれによ て れた を処理しな

いものとする。 

３ は、 処理施設 における処理（ 下 処理 という。）に当た ては、

処理ができない を 地 に搬 しないものとし、 一、これを 地 に搬 したと

きは、 かに、 地 に搬出するものとする。 

 は、 処理するために が搬 する の 、 をあらかじめ に するも

のとし、 の な 、時期 については、 議のうえ めるものとする。 

（事業 施の ） 

 は、事業の 施に当た ては、 員会の 結果に い、 保全 び

に 全の措 を じ、事 の の 然 に めるものとし、 一、事業の 施に い、

事 による 事 が したときは、 意をも て に当たるものとする。 

 は、事業の 施に当た ては、 と、 処理施設 の整 事 者、 理

者 の の事業に関係する者との 整 について、 任をも て対 するものとする。 

３ は、事業の 施に当た ては、 と 議して、 の直島 の 業 びに 業員の

び 業 に をきた ないよう な措 を るとともに、 一、これらの が じた

ときは、 後直 に に な 報を し、 と の対 について 議するものとする。 

（ 任） 

５  は、 に対し、事業の 施により が けた を するものとする。 

（ 対 ） 

 は、事業を うことに する （ 下 という。）の の に めるとと

もに、 が したときは、 による の に めるものとする。 
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 は、 による に対し、直島町における 対 （平成12年 82

）に基 く な措 を るものとする。 

（ 地 び施設の ） 

 は、事業の 施に な の 地 び施設を に せるものとし、 の 、

の の な については、 議のうえ めるものとする。 

 は、事業の 施に な で、 の施設の 、 設 は 設の 事 を 施するも

のとし、 の 、 の の な については、 議のうえ めるものとす

る。 

 （ 力 の ） 

 は、事業の 施に な 力、 を に し、 は、 処理により

した を な で に するものとし、これらの 量、 方法 の の な

については、 議のうえ めるものとする。 

 （ 処理施設 の 事） 

 は、 処理施設 の設 、 事期 中の 事 理、安全 理 の方法のう

、 の直島 の 業に に関連する基本 な事 について、あらかじめ と 議すると

ともに、 事期 中においても、 な 報を、 、 に のうえ 議するものとする。 

 （ 処理施設 の 理） 

1  は、 処理施設 の 理の方法について、 と 議するものとする。 

 の を ない事 により、 処理施設 の 理に が じるお れがあ

るときは、 の対 について 議するものとする。 

 （ 成 の処理） 

11  処理により 成した は が処理し、 は、 な処理 を に う

ものとし、 の引 し方法、処理 の の な については、 議のうえ める

ものとする。 

 は、 処理により 成した の搬出 をあらかじめ に し、この に

基 き、 を 地 に搬出し、 せないものとする。 の 成 が したときも、

様とする。 

 （ 報 び 報 理） 

12  は、 員会の 結果に い、 を するものとする。 

 は、事業の 施に当た ては、 に関する 報の 理に 分 するものとし、 の 報の

び 理方法について、 議のうえ めるものとする。 

 （町 の事業者の ） 

13  は、直島町の び を るため、事業の 施に当た ては、直島町 の事業

者の な について するものとする。 

 は、 と 議し、 処理施設 の 地 びこれに関連する 地 の の に

に めるものとする。 

 （連 議） 

1  び は、事業の な 施を るための な事 について、 、 報 び

議を うものとする。 

 （ の 期 ） 

1  この は、平成28年度末 は事業の終了のい れか い時をも て、 の 力を う

ものとする。 一、平成 28 年度末までに事業が終了しないときは、 議のうえ、この

を の時 後も継 せることができるものとする。 

 び は、事業の 施について 大な が じたときは、この の いについて 議

するものとする。 
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 （事業終了後の施設） 

1  は、事業の終了後における 処理施設 の利 について、事業の終了 に、

と 議するものとする。 

 の 議の結果、 処理施設 の撤去を するときは、 は 任をも てこれを撤

去するものとする。 

 （ ） 

1  この に めのない事 はこの に める事 に を じたときは、 議

のうえ めるものとする。 

 この の 結を するため、本書 を 成し、 れ れ のうえ、 を保

する。 

 平成12年12月 日 

                    田区大 町一 ５  

 会  

  役 長     

  町 1  

 

  事    
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議 意書（水 方 の ） 

 平成５年（ ） ５ 豊島産業廃 水 申 事 における

に関し、 から申 らに対し、 の 本 廃 のう 、廃 直下

び （ 下 という。）の処理方 につき、 方 から

水 方 の の申し出があ た。このため、申 らと は、 議の結果、

後の 本 廃 の処理方法について、 下のように うことを 意した。 

 

 本 廃 のう 、 で れた に関しては、 方

による処理 を し、島 搬出しての 水 方 による処理 とし、 な限り、 の

成 の 利 を ることとする。 

 は、 の 水 方 による処理 の び搬出 搬 びに 水

方 による処理 の 施は、 理 員会の 結果 び のもとに う。 

  豊島廃 理 員会設 （ 事 ）に、 の水 方 の

び搬出 搬方法の びに処理の 施 の を加える。 

３ は、 の 水 方 による処理 の 施においては、 報 に め、

申 らの理 と 力のもとに う。 

 は、 基準を した で れた については、

おり島 に搬出して 処理し、 によ て れた のう 、

対 法に める 出量基準を したものについては、 おり島 に搬出し

て 処理する。 

５ は、 の 出量基準 下の による については、 ３

（ ）の 地下水 の 対 で処理する。 

  は、 での 本 廃 の撤去期限である平成28年度末までに、 の

基準を する が らないように める。 

  申 らと は、平成28年度当 において、 の地下水 の を ながら、処

理対 について 議する。 
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議 意書（ 方 の 加） 

 平成５年（ ） ５ 豊島産業廃 水 申 事 における

に関し、 から申 らに対し、 の 本 廃 のう 、廃 直下

び （ 下 という。）の処理方 につき、平成22年 月 日 け

議 意書（ 下 平成22年度 議 意書 という。）で 意した 水 方 に加え、

方 を 加したいとの申し出があ た。これについて、申 らは、 の 申

らの豊島産業廃 の処理に関する基本 え方 の意見を 、 はこれを し

た上で、申 らと は 議の結果、 後の の処理方法について、 平成22年

度 議 意書 を下 のように することを 意した。 

 

平成22年度 議 意書 の 意事 ないし３のう 、 水 方 を 水 方 しく

は 方 は水 方 び 方 に する。 
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申 らの豊島産業廃 の処理に関する基本 え方 

 から、申 らとの で 結した平成22年 月 日 成の 議 意書について 水 方

に加え 方 の がな れた。 

 豊島産業廃 の撤去期限については、 で平成 28 年度末ということが れてい

る。この 、廃 の 量が当 よりも増加したことを まえ、 においては当 の処理

の 長をおこない平成28年1 月末をも て撤去する に 理 員会の のもとに れ

たとこ である。 

 の の処理については、申 らは、 との ですでに の 議 意書を 成

し、 の処理方 の 方 から島 に搬出しての 水 方 に するこ

とに 意してきたとこ である。 は、この 意に基 き、平成23年11月に 水 方 の処

理を 大 の業者に したが、 住民の 対 がおこり、この業者による処理を平成

2 年５月に 念した。申 らとしては、 がこの を 念したことを ないものと えて

いる。しかし、 後このようなかた で処理事業が れることがあ てはならない。処理事業の

れを じ せたこと び、本 処理により たな 者を じ せないという申 らの基本

に から いを たせる が申 らに せられたことについて、 は深 に け める

きだと える。申 らは、 地 に 担をかけないように 意書において、 基準

を した で れた によ て れた のう 、

対 法に める 出量基準を したもの を したものを対象とするな してきたと

こ である。 の の は、この を まえたものでなければならないと える。申 ら

としては、 の は、 とはいえ、当 理 員会な で れてきた業者ではなく、

の業者に処理を することにな たことにあると えている。 

 のことを とするならば、 は、 の たな処理方 の 加にともなう 処理事

業においては、 理 員会の 結果に い、 に処理することとし、処理業者 にあたり、

の 地 、 な の地 を し、地元住民の理 が られるよう 力する きで

あると える。 
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豊島廃 搬出完了の 事 （平成29年３月28日） 

本日、廃 太陽 の豊島桟橋からの出 を豊島住民の方々と見 ることができ、

感 量であるとともに、 に められた豊島からの期限 の廃 の搬出が完了し、

大 ばしく思 ております。 

豊島廃 処理事業につきましては、 から 1 年 か月 の平成12年 月に豊島住民の

方々との が成 し、 の 事 任後も、 の最 の一つとして り んでまい

りました。 

平成23年度の処理対象量の大 な増加、 の処理、また搬出の最終年度に りまして

度々処理対象量が増加する見 となるな 、様々な が じ、 の度に 議会 豊島住民の

方々をはじめ 民の皆様方、 して関係者の皆様方の御理 と御 力を て に り んでき

たとこ であり、この場をお りして感謝申し上げたいと じます。 

 また、平成1 年度 13年を えて 日の廃 の処理を け れていただいている直島

町の方々、 して、 日搬出が完了した の処理 に御 力いただきました 、 田

町の方々にお礼申し上げます。 

廃 の搬出は終了しますが、 後とも、本事業につきましては の最 の一つで

あり、 れた廃 の処理、処理施設 の撤去、地下水 の な について、最後まで安

全と 保全を 一に全力で り んでまいります。 
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豊島廃 処理完了に う 事  

（平成29年 月12日） 

豊島廃 につきましては、関係者の方々に大 御 をおかけいたしましたが、 で

められた期限 である３月 28 日に、豊島からの搬出を完了することができ、 してまた、平成

1 年 月から直島中 処理施設で り んでまいりました処理につきましても、先 、完了いたし

ました。 

大きな区切りを迎えることができ、 に感 深いものがあります。 

これも に、直島町、直島町議会、直島 、豊島住民の方々、 議会、 会

、 会 な 関係者の皆様の の御理 、御 力の であり、厚くお

礼を申し上げます。 

豊島事業は の最 の一つであり、廃 の処理は完了いたしましたが、施設の撤去

な につきまして、 後とも、安全と 保全を 一に、 を めることなく、全力で り んで

まいりますので、 うか皆様方には、引き き、お力 えいただきますようお いいたします。 
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豊島廃 処理完了 事 （平成29年 月 日） 

 豊島廃 完了 が執り れるに当たり、御 を申し上げます。 

 豊島廃 の処理につきましては、平成 年 月に豊島住民の皆様と との で中 意が

成 し、 の 意に基 いて設 れた、関連分 の による 豊島廃 処理

員会 において、廃 の処理についての 方 保全対 に関する 議

が られました。 

 の後、平成11年 月に、直島での中 処理施設 設 を、直島町 御 せていただき、

年３月には、直島町から の れを表 していただきました。 

 また、 議会でも、 時会において を 中 議していただき、平成12年 月 日に

は が成 し、豊島 が に けて大きく しました。 

 平成1 年 月には、直島で中 処理施設が し、廃 の処理が本 に する

中、産廃特措法に基 き、 豊島廃 の処理にかかる 施 について、 大 の御 意

をいただき、 からの 措 が じられることとなりました。 

 して、 で められた期限 である本年３月28日に豊島からの廃 の搬出を終

え、先月12日に直島での処理が完了いたしました。当日は、 も （ごし のお）議長と

ともに、 の を見届けたとこ であります。 

 本事業は全 に がない中で められ、廃 の量が 整 員会の 量結果より

大 に増加したこと 、 の量 のものについても、最後の最後まで できなか たことな

、全てが に なものでした。 

 こうした中、本日、廃 完了 を できましたのは、直島町と豊島住民の方々、 議

会をはじめ 民の皆様の の御理 と御 力の であり、厚くお礼申し上げます。また、大

きな事 もなく、 施設の 豊島での 搬に御尽力いただいた関係の皆様方に、深く

感謝いたします。 

 本事業は の最 の一つでありますので、 では、 後とも、 れた施設の撤去

地下水の な につきまして、 を めることなく、安全と 保全を 一に全力で り ん

でまいります。 

 て、直島は、 町の中で最も のある町とな ています。 の12の島々な

を に 年 した 2 1 では、 から 1 もの方々に御

場いただきましたが、中でも、直島に全会場の中で最 の 2 の 場者を迎えることができ

ました。皆様方のお力 えに対しまして、 めてお礼を申し上げます。 

 また、 なおしま に基 く の 事業では、 然、

、 の 和したま くり を した に、 れ れのお 場から御 力いただき、

感謝いたします。 

 では、 後とも、本 の の のため、 施 を してまいりますので、皆様方に

は、一 の御 、御 力をいただきますようお いいたします。 

 結びに、御 の皆様方の御 、御 を から 念しまして、 といたします。 
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豊島産業廃 撤去完了 事 （平成29年 月2 日） 

 本日、廃 対 豊島住民会議 の廃 撤去完了 が執り れるに当たり、御 を

申し上げます。 

 豊島 は、 和 年、豊島の業者が、 に産業廃 処理業の の申し出を たこ

とに を し、 和 年 後 から平成 年にかけて、 による に を りた大量の

産業廃 の 法 がな れました。 

 平成５年11月には、豊島住民の皆様が の申 を れ、 員会の のもとに

議が られた結果、豊島住民の方々と との で、平成12年 月 日に が成 し、平

成28年度末までに廃 を豊島から搬出すること で 意しました。 

 この の成 に当た て、 は、 廃 の を り、 切な を たことに

より、豊島住民の方々に 安と を えたこと について、謝 いたしました。この に

、 では、 を するな 、 法 の 然 期 見 期対 を してい

ます。 

 平成1 年 月には、直島で中 処理施設が し、廃 の処理が本 に する

中、産廃特措法に基 き、 豊島廃 の処理にかかる 施 について、 大 の御 意

をいただき、 からの 措 が じられることとなりました。 

 して、 で められた期限 である本年３月28日に豊島からの廃 の搬出を終え

ました。 も豊島住民の皆様とともに、 の を見届けたとこ であります。 

 また、 月12日には、直島での廃 の処理が完了しました。大きな となる搬出完了

びに処理完了を迎えられましたことは、 に感 深いものがありました。 

 本事業は全 に がない中で められ、廃 の量が 整 員会の 量結果より

大 に増加したこと 、 の量 のものについても、最後の最後まで できなか たことな

、全てが に なものでした。 

 こうした中、豊島廃 処理事業を めることができましたのは、豊島住民と直島町の

方々、 議会をはじめ 民の皆様の の御理 と御 力の であり、厚くお礼申し上げま

す。また、大きな事 もなく、 施設の 豊島での 搬に御尽力いただいた関係の皆

様方に、深く感謝いたします。 

 本事業は、 の理念に基 き、豊島住民の方々をはじめ、関係者の皆様とともに 施してき

たとこ であり、 後とも、この理念の下、事業を めてまいります。 

 また、本事業は の最 の一つでありますので、 では、 後とも、 れた施設の

撤去 地下水の な につきまして、 を めることなく、安全と 保全を 一に全力で

り んでまいります。 

 結びに、御 の皆様方の御 、御 、 びに 安全を から 念しまして、御 と

いたします。 
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1 ５  豊島航空  平成 年 11 月（ による 直後）

 1 ５ 豊島航空  平成５年 12 月 

 1 ５ ３ 豊島航空  平成 年５月 

 1 ５ 豊島航空  平成 12年 月 

 1 ５ ５ 豊島航空  平成 1 年 月（ な 保全措 事完了後） 

 1 ５ 豊島航空  平成 1 年 月 

 1 ５ 豊島航空  平成 19年 11 月 

 1 ５ 豊島航空  平成 21年 月（1 3 度処理完了） 

 1 ５ 豊島航空  平成 2 年 月（2 3 度処理完了） 

 1 ５ 1 豊島航空  平成 2 年 月 

 1 ５ 11 豊島航空  平成 2 年 1 月 

 1 ５ 12 豊島航空  平成 28年 月 

 1 ５ 13 豊島航空  平成 28年 1 月 

 1 ５ 1 豊島航空  平成 29年 月 

 1 ５ 1 豊島航空  平成 29年 月（廃 搬 太陽 最終 航後） 

 1 ５ 豊島平  平成 13 年 

 1 ５ 豊島平  平成 2 年 

 1 ５ ３ 豊島平  平成 21 年 

 1 ５ 豊島平  平成 22 年 

 1 ５ ５ 豊島平  平成 23 年 

 1 ５ 豊島平  平成 2 年 

 1 ５ 豊島平  平成 2 年 

 1 ５ 豊島平  平成 2 年 

 1 ５ 豊島平  平成 28 年 

 1 ５ 1 中 保 施設 平  

 1 ５ 11 中 保 施設 平  

 1 ５ 12 中 保 施設 平 ３ 

 1 ５ 13 中 保 施設  

 1 ５ 1 中 保 施設  

 1 ５ 1 中 保 施設 ３ 

 1 ５ 1 中 保 施設  

 1 ５ 1 中 保 施設  

 1 ５ 1 中 保 施設  
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 1 ５ 1 中 保 施設 会議  

 1 ５ 18 特 処理 処理施設 切  

 1 ５ 19 特 処理 処理施設  

 1 ５ 2 中 保 施設 保  

 1 ５ 21 中 保 施設  

 1 ５ 22 上  太陽  

 1 ５ 23 上  太陽  

 1 ５ 2 上  太陽 ３ 

 1 ５ 2 上  太陽  

 1 ５ 18 直島桟橋 平  

 1 ５ 19 直島桟橋  

 1 ５ 2 直島桟橋  

 1 ５ 21 直島桟橋 ３ 

 1 ５ 22 直島桟橋  

 1 ５ 2 直島桟橋  

 1 ５ 2 上  直島  

 1 ５ 28 上  豊島  

 1 ５ 23 中 処理施設  

 1 ５ 2 中 処理施設  

 1 ５ 2 中 処理施設 ３  

 1 ５ 2 中 処理施設  

 1 ５ 2 中 処理施設 ５  

 1 ５ 28 中 処理施設  

 1 ５ 29 中 処理施設 H り  

 1 ５ 3 中 処理施設 り  

 1 ５ 31 中 処理施設 処理  

 1 ５ 32 中 処理施設  

 1 ５ 33 中 処理施設  

 1 ５ 29 中 処理施設  

 1 ５ 3 中 処理施設  

 1 ５ 31 中 処理施設 中 御  

 1 ５ 32 中 処理施設 全  

 1 ５ 33 中 処理施設 全  

 1 ５ 3 豊島廃  

 1 ５ 3 豊島廃  
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 1 ５ 3 直島中 処理施設 （平成 13 年 月３日） 

（ （ ）直島 ）  

 1 ５ 3 直島中 処理施設 （平成 13 年 月３日） 

（ （ ）直島 ）  

 1 ５ 38 直島中 処理施設 中 処理完了時（平成 29 年 月 12 日）  

 1 ５ 39 直島中 処理施設 中 処理完了時（平成 29 年 月 12 日）  

 1 ５ 豊島廃 処理完了 （平成 29 年 月 日） 

（直島町 ）  

 1 ５ 1 豊島廃 処理完了 （平成 29 年 月 日） 

（直島町 ）  
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１  

-01 な 保全措 事における 業 理

-0  な 保全措 事に う見 者対

-0  な 保全措 事の施設に関する 理

-0  廃 の に当た ての事

-0  廃 の

-0  廃 の 搬 （ ）

-0  中 処理施設 理

-0  中 処理施設の引

-0  の出

-10 の出

-11 度排水処理施設 理

-1  度排水処理施設の引

-1  中 保 施設 理

-1  中 保 施設における廃 の保

-1  特 処理 処理施設 理

-1  特 処理 の

-1  特 処理 の 業

-1  上

-1  時 時 対

- 0 業 理

- 1 豊島廃 処理事業 理

-  豊島における見 者 の対

-  直島（中 処理施設）における見 者 の対

-  豊島における

-  直島における

-  上 に係る

-  たに廃 が 見 れた場 の対

設 理

の 処理

の 上

の え 搬出

の水 処理

搬出設 （ ） 理

 理

分  理

法 による の完了

廃

廃 の 完了

廃 の場

度

の 利

度

豊島 桟橋の撤去 事の 後における豊島の島 を した廃 の 搬に関

する
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地下水 （つ り 区 ）の 搬

理

処分地全 での地下水における排水基準の 達 び達成の

処分地全 での地下水における 基準の 達 び達成の

豊島処分地の水 理

り 議の

会議の

豊  

豊島中 保 施設 の撤去 に関する基本方

豊島中 保 施設 の撤去 に関する基本

 業 事者の安全 保  

 の 去 業  

３ 廃 の処理  

 設 の 分 び施設撤去廃 の分 と 出し 処理  

５ の 去 び 撤去時における 保全対  

 施設の撤去 に係る  

1 1 業 事者の安全 保  

2 1 の 去 業  

2 2 設 の 完了  

3 1 廃 の処理  

1 設 の 分  

2 施設撤去廃 の分 と 出し 処理  

1 の 去 び 撤去時における 保全対  

1 施設の撤去 に係る  

 報の 、整理 び  

豊  

後の豊島廃 処理関連施設の撤去 に関する基本方

後の豊島廃 処理関連施設の撤去 に関する基本

 期 事 における 業 事者の安全 保  

 期 事 における設 の 分 び施設撤去廃 の分 の と 出し

処理  

３ 期 事 における 撤去時における 保全対  

 期 事 における施設の撤去 に係る  

1 1 期 事 における 業 事者の安全 保  

2 1 期 事 における設 の 分  

2 2 期 事 における施設撤去廃 の分 の と 出し 処理  

3 1 期 事 における 撤去時における 保全対  

1 期 事 における施設の撤去 に係る  

５ 期 事 における 報の 、整理 び  

1 豊島 桟橋の撤去 事の 後における豊島の島 を した廃 の

搬に関する

2 期 事 における施設の 撤去 の 上
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事  

水 の 事に係る

水 の 事
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田  田  井  切      平     

：豊島廃 処理事業における に関する  廃 会 表

会 2 12 

中  太  井  田  田 ：住民と の関係 における 2 法の

分 ～豊島事 を として～  2 会 2 19 

中   田  切    ：豊島処分地における  量と  に関す

る  廃 会 表会 2 11 

中  太  井  田  田 ：豊島廃 処理事業の

 報 2 19 

 平      井  切   田  田 ：豊島にお

ける 報 の と 度 および における水 の の分  廃

会 表会 2 12 

 平      井  切   田  田 ：豊島廃

処理事業における を した事業の 業 の3 と の

法  2 12 

田  田  切     下  太  平  ：豊島廃 処理事業

の 法  2 11 

中  太  井   井  田  田 ：豊島廃 処理事業におけ

る の  2 18 

田  田  切   井     一  下  太：豊島での

地 に する 報 の   豊島 の

法 廃 処理  

2 8 

 平      井  切   田  田 ：豊島廃

処理事業における を した事業の 業 の3 と の  日本 会

2 13 

田  田  切   井     一  下  太：豊島廃

処理事業での 報 の   豊島廃 処理事業の

法 廃 処理  2 8 

田  田  切   井   和   ：豊島廃 処理事業

における 報 の について  H による 切な 報 と の 事

業の 法 廃 処理  

2  

  田  田  井  切   住 ： を いた豊島

廃 処理事業の  廃 会 表会 2  

田  田  切   井     一  下  太：豊島廃

処理事業における の  廃 会 表会 2 8 

田  田  井  中  太  切    和   ：豊島廃

処理事業における 3 の に関する  廃 会 表会

2  

田  田  井  井  切    和   ：豊島廃

処理事業における の  廃 会 表会 2  

田  田  切   井    住 ：豊島廃 処理事業

での 報 の   H による 切な 報 法

廃 処理  2  
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田  田  切   井     一  中  太 ：豊島廃

処理事業での 報 の   を した事業の 業 の3 と

の 法 廃 処理  

2 8 

田  田  切   井  中  太   一   ：豊島に

おける処分地 報の による事業 地 の  廃 会 表会

2 8 

田  切  ：廃 処理 における安全 安 対 に関する  廃

会 2  

 平    井  田  田 ：豊島廃 処理事業における

を した事業の 業 の3 の 法  

2 13 

田  田  切    元    田 見   ：廃

処理 における安全 安 対 に関する   ３  業 理

の 度 法 廃 処理  

2 8 

  井  田  田 ：豊島廃 処理事業における処分地 理 法

の 度 に関する  2 1  

田  田  切     下  太：豊島における産業廃 法

現場の に関する  廃 会 表会 2 11 

田  田  切    元  田 見     ：廃

処理 における安全 安 対 に関する   業 理 者

の 法 廃 処理  

2  

関 一  上     元  切   田  田 ：廃

処理 における安全 安 対 に関する   施設における安全対

の 法  2 1  

   直  切   田  田 ： 施設における安全 安 対

に関する   一 廃 処理施設を対象とした安 につながる 報 法の 度

法  2 9 

田    田  井   元  田中    切   

 ：廃 処理における安全安 対 の   しい安全 法の

廃 処理  2  

、 ：豊島産業廃 事 の 成  廃 会  12  、

1 11 2 1  

孝、 月 、中 ：廃 の 法 による （豊島の事 ） 廃 会 、

、 ３ 、 2 8 219 199  

豊島廃 処理 員会：豊島廃 に対する処理 の 、廃 会  

12 2 11 12 2 1  

豊島廃 理 員会：豊島廃 の処理 の 報告、廃 会 、

18 3 31 2  

H  ：           

   2 2 3  

月 廃   
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199 年（平成 年） 月 日に廃 対 に 長 として 任しました。 で

期日が れた 後のことです。ま か、 の後 年に て豊島 を担当することに

なるとは もしませんでした。 

当時、豊島で大きな事 が していると にしていましたが、報 れている 上の はあ

りませんでした。 月 日に 任後 めて現地に きました。 大な事業場一 に い が何 に

も なり、 つように まで いていました。 いの水 には、 を水に かし

たような 水が ま ていて を ていました。 のような に まり、 を い

ました。これが の豊島担当の まりでした。 

最 の 事は、 者である法 と 役を廃 処理法 の いで告 することでした。

直、なんで ご と思いましたが、 んな はありません。法 の田 と を 、

担当 員が 力を げて を め、現地 を い、また 者 関係者から き りを て、

５月31日に に告 しました。当時の法 度では 令による が限度でした。 

の後も が られ、担当者全員が の準 と現場の対 に れていました。 員の皆

んには本当に けていただきました。 

1 の の後、199 年（平成 年） 月18日に中 意が成 しました。直 に、 田 員

長、 田 員長、 員 による豊島廃 処理 員会が設 れ、処理方法、

保全対 、 方法、 の基本設 な つの について、日本の を めた

が れました。 

けではなく、 の思 で 廃 に いを 、一度 れた を する 大な

会 を 現在の と を結 して し は の た に る という、

員長はじめ 員の を見 えた に を たれました。 

1998 年（平成 1 年） めからは、廃 の処理 が まりました。豊島から

の処理施設まで廃 を搬 して処理 が れました。 の処理施設で処理 を う

に、地元住民の方から 対意見が出て しました。 と大森 が 、地元 会に出

きました。 しい 対意見が く中で、最後に住民の一 から た時はお い様じ

か。という で会場の空 が一 しました。深く御礼を申し上げるとともに、この事業を と

も成 せなければと に いました。 

して、 事が した直島処理 を 2 年（平成 12 年）３月 22 日、濵田町長と中 議

長が 島の を見 えた の として、 れを表 していただいたのが、この事業の

だ たと思います。 の後も、濵田町長、中 議長、 田 長、

会 、 会 、地 住民の皆様方を し、 しくも か

くご いただきました。現 町長とは、当時から 、町の を越えて できる、本当にあ

りがたい 在でした。 

2 年（平成12年） 月 日に 3 期日で最終 意が成 し、処理 、水処理施

設、 施設の 設、 の の について、 員会での が まりま

した。 時に、直島町における 対 が れました。 に措 を る

という全 に のない で、直島町の方々のご に える く、 議会、関係 関との 議を

て 度設 れたものでした。 

の後、 により豊島担当を れましたが、 意から1 年の月日を て、豊島から最後の

搬 太陽 が直島に けて出 したとお きして、感 量の思いでした。 

豊島住民会議の皆様も 当 の方が に られたと いております。濵田町長 ん、当時の上

、 の何 かは、この日を見ることなく たれています。豊島住民会議の 島議長 んと
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した す てが終 たら、 の の下で 見をしような との も とな ては、かない

ません。春になれば、もう一度豊島 直島を れて、事業完了をこの に き けておこうと思

ております。 

最後に、この事業に れたす ての皆様に、 から感謝と御礼を申し上げます。 

ありがとうご いました。 

 （ ） は 長在任期

 （H13～H1 ）

当 の処理 から整地完了まで、 の連 、本当に長い のりでした。この に ま

れる事 は、 にと ても 象深く、意思 を う 、何が基本か、 は何なのか、 えるこ

との大切 を たと思います。 

 （H1 ～H1 ） 

2 年の長きに て大きな事 もなく を り けられました現場の 業員

の皆様のご に対し より 意を表します。 

 （H18～H19） 

豊島廃 処理事業に 長、 長として りました。処理が んでも、また たな が出

現する と の日々でした。 長時 、 の 先が 、 した 、最終 に

田町の御理 、御 力を くことができました。あの時の担当 員の が れられません。

後も豊島、直島の皆 んとともに、 の 然 らしを大切にしていきたいと思います。 

 （H2 ～H22） 

の が けられる産廃特措法の期限までの処理完了に け、 の 熱処理 に

よる処理量 、直下 の水 処理に関する住民 意の成 に り とともに、

による処理 の増 を け、 に対し の増 を く め、事業 の 保に めまし

た。豊島住民の皆様 直島町をはじめ関係者の皆様の御理 と御 力に めて感謝申し上げます。

 （H23～H2 ） 

処理対象量の大 増、産廃特措法の 長と 施 の 、 の水 処理の 念と

処理の 施、地下水 対 な くの がありましたが、関係者の皆 んのご尽力

により り越えることができたことを深く感謝しております。 

 （H2 ～H2 ） 

搬出のための施設整 直島での処理を加 せるための な 、時々 々と

る の対 に いたしました。ご いただいた 員の先 方 事業 にご尽力い

ただいた関係事業者の皆様に深く感謝いたします。 

 （H28～H3 ） 

 の搬出期限が る平成29年３月28日、最後の廃 を せた 搬 太陽 の か

ら、 にいる豊島住民の方々が を てくだ るのを見て、 感の思いを感じたのが 日

のことのようです。 

 長時 を め、本当に しい５年 でしたが、豊島住民の皆様はもとより、直島町、 田 員

長 員の先 、廃 の 搬出 処理 保 に ていただいた皆様、  大森

の皆様をはじめとする くの関係者に けていただきました。 から感謝申し上げます。 
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池 （H31～R2） 

平成 29 年３月 28 日に担当者として、騒然とした豊島桟橋から最後の太陽出航を見届けました。

搬出の最終年度に度々処理対象量が増加する中、成し遂げた現場で感じたのは時空を越えた関係者

全員の熱い思いでした。 

 ：（R3～） 

在任中、令和５年３月末の産廃特措法の期限までに、地下水の排水基準の達成、関連施設の撤去、

処分地の整地を完了することができたことは、諸先輩方から引き継いだ大役を何とか果たせたとい

う思いです。関係者の皆様の御尽力により、事業に一つの区切りを迎えることができ、感謝の念に

堪えません。 

最後に、直島町の濵田孝夫元町長、豊島住民会議の安岐登志一元議長、横井聰氏、大久保厚氏、

大森利春氏はじめ、お亡くなりになられた皆様に、哀悼の意を表しますとともに、本報告書のとり

まとめにあたり、ご執筆いただきました方々に、深くお礼を申し上げ、結びのことばといたします。 
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